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平成28年３月８日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計予算

○議案第５号 平成28年度宮崎県山林基本財産

特別会計予算

○議案第６号 平成28年度宮崎県拡大造林事業

特別会計予算

○議案第７号 平成28年度宮崎県林業改善資金

特別会計予算

○議案第11号 平成28年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第24号 宮崎県就農支援資金特別会計条

例を廃止する条例

○議案第27号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第31号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第39号 林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第40号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○議案第44号 宮崎県環境計画の変更について

○議案第45号 宮崎県森林・林業長期計画の変

更について

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・森林環境税（第３期）の取組について

・水環境に関する環境教育の推進について

・「宮崎県災害廃棄物処理計画」（案）について

・「第七次宮崎県農業・農村振興長期計画（後期

計画）」の素案について

・県立農業大学校の学科改編（案）について

・農地中間管理事業の実施状況について

・「第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画（後

期計画）」の素案について

・公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構の設

立について

・「宮崎県畜産振興プラン（仮称）」の策定につ

いて

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

環境森林部次長
甲 斐 正 文

（ 総 括 ）

環境森林部次長
佐 藤 浩 一

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
川 添 哲 郎

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
廣 津 和 夫

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 黒 木 裕 一

平成28年３月８日(火)
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循環社会推進課長 温 水 豊 生

自 然 環 境 課 長 下 沖 誠

森 林 経 営 課 長 西 山 悟

山村･木材振興課長 石 田 良 行

み や ざ き ス ギ
長 友 善 和

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 那 須 幸 義

木 材 利 用 技 術
小 田 久 人

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 山 本 知 治

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしております日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査方法についてです。

お手元に配付しております委員会審査の進め

方（案）をごらんください。

まず、１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、あわせ

て、決算における指摘要望事項に係る対応状況

についても、説明を求めることにしております。

次に、２、当初予算関連議案の審査について

であります。

今回の委員会は、審査が長くなることが予想

をされますので、環境森林部については２グル

ープに、農政水産部については５つのグループ

に分けて審査を行い、最後にそれぞれ総括質疑

の場を設けたいと存じます。

また、各委員におかれましては、関連する質

問についてはまとめて行うなど、効率的な審査

に御協力をいただきますよう、よろしくお願い

いたします。

審査方法については、御異議ありませんでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

それでは、審査に入ります。

当委員会に付託されました、平成28年度当初

予算関連議案等について、部長の概要説明を求

めます。

○大坪環境森林部長 おはようございます。

本日は、本県産の干しシイタケでつくりまし

たシイタケ茶を出させていただいております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、お手元に配付しております常任委

員会資料の表紙をごらんください。

本日の説明事項ですが、提出議案が９件、そ

の他報告事項が３件でございます。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「平成28年度宮崎県一般会計予算」など４

件でございます。

次に、Ⅱの特別議案といたしまして、議案第21

号「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」などの５件でございます。

平成28年３月８日(火)
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次に、Ⅲのその他報告事項といたしまして、

１の森林環境税（第３期）の取組についてなど、

３項目について御報告をいたします。

それでは、資料の１ページをごらんください。

１の平成28年度歳出予算課別集計表について

でございます。この表は、議案第１号を初めと

する４つの予算議案に関する平成28年度の歳出

予算を課別に集計したものであります。

まず、一般会計ですが、平成28年度当初予算

Ａの列の中ほど、網かけをしてございますが、

小計の欄にありますように、224億4,043万円と

なっております。

また、下のほうの特別会計につきましては、

下から２段目の小計の欄にございますように、

６億225万6,000円となっております。

この結果、環境森林部の平成28年度当初予算

は、一番下の合計の欄にありますように、一般

会計、特別会計を合わせまして230億4,268

万6,000円で、平成27年度の６月現計予算Ｃと比

較しますと、ほぼ同額となったところでござい

ます。

次に、２の平成28年度債務負担行為（追加）

についてであります。これは、表の中の事項の

欄にありますように、平成28年度に日本政策金

融公庫が宮崎県林業公社に融資したことによっ

て、損害を受けた場合の損失補償でございまし

て、限度額は右側にございますように、７億2,409

万円となっております。

それでは、次に２ページをごらんください。

平成28年度環境森林部の重点推進事業につき

まして、宮崎県総合計画のアクションプランの

項目に沿って整理をしたものでございます。

まず、（１）の人財育成プログラムの中では、

①子供たちの「生きる力」の向上等による将来

世代の育成推進でありますが、この中では、将

来を生きる子供たちを初めとします森林環境教

育の推進に努めることにしております。

それから、②の産業人財、地域人財の育成推

進・促進につきましては、次世代の森林・林業

を担う人財づくりに取り組みますとともに、特

に今回は、林業にかかわる女性のネットワーク

づくりを行いまして、女性の視点も生かした施

策の推進に努めたいと考えております。

それから、（２）の産業成長プログラムでは、

①本県の基幹産業である農林水産業の成長産業

化としてございますが、本県の林業、全国のトッ

プを走ってるわけですが、「伐って、使って、す

ぐ植える」という資源循環型林業の実現を図り

ますとともに、そこの中ほどに特用林産物の事

業も紹介してございますが、特用林産物の振興

ですとか、あるいは、木材の新たな需要拡大等

に努めまして、山村で暮らす人々の所得向上対

策にも取り組んでまいりたいと存じます。

それから、右の３ページ、（３）の地域経済循

環構築プログラムですが、まず、①の地域資源

・エネルギーの循環促進につきましては、再生

可能エネルギーの推進や森林バイオマス発電の

供給体制づくりを図ってまいることにしており

ます。

それから、（４）の観光再生おもてなしプログ

ラムでは、①宮崎ならではの魅力ある観光地づ

くりとしまして、本県の美しい自然環境をもっ

と体感できるように、国立公園や国定公園など

の自然公園におけます施設整備を進めてまいり

たいと考えております。

それから、（５）のいきいき共生社会づくりプ

ログラムでは、まず①の低炭素社会の実現に向

けた自然と共生するくらしづくりですが、ここ

につきましては、大気や水質、そして浄化槽な

どの生活環境の維持向上を図りますとともに、
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自然保護対策や森林空間の保全整備等にも努め

てまいりたいと考えております。

それから、めくっていただきまして、４ペー

ジになりますが、②の中山間地域の維持・活性

化につきましては、山間地域の不法投棄監視体

制を強化しますとともに、有害鳥獣の捕獲対策

にも総合的に取り組んでまいりたいと存じます。

それから、６番目の危機管理強化プログラム

につきましては、まず①ソフト・ハード両面か

らの防災・減災対策ですが、増加しております

松くい虫対策など、森林病害虫の防除対策を関

係機関と連携して推進しますとともに、山地治

山事業や保安林整備事業等にも計画的に取り組

んでまいりたいと考えております。

さらに、②の家畜伝染病に対する防疫対策の

強化では、今年度は幸いにも発生しておりませ

んが、鳥インフルエンザに係る野鳥の監視対策

も継続してまいります。

以上、項目別に申しましたが、来年度は、本

県では杉の生産が25年連続日本一という記念す

べき年になります。この大きな節目に、本県の

森林・林業や山村振興、さらには環境対策等の

歴史を振り返りまして、これからの10年、20年

のさらなる発展のスタートとなれるように、今

回提案してございます長期計画や当初予算案に

基づきまして、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えてるところであります。

それぞれ事項の詳細につきましては、担当課

長等が御説明申し上げます。どうぞよろしくお

願いいたします。

○渡辺委員長 ありがとうございました。部長

の概要説明が終了いたしました。

これより、３課ごとに班分けして、議案等の

審査を行います。そして、最後に総括質疑の時

間を設けるということにしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、あわせて決算における指

摘要望事項に係る対応状況についても説明をお

願いいたします。

なお、委員の質疑は、３課の説明が終了した

後にお願いをいたします。

それでは、環境森林課、環境管理課、循環社

会推進課の議案の審査を行いますので、順次説

明を求めます。

○川添環境森林課長 環境森林課の当初予算、

特別議案について御説明いたします。

まず、当初予算についてでございますが、お

手元の平成28年度歳出予算説明資料の189ページ

をお開きください。

平成28年度につきましては、一番上の行、左

から２列目の欄にありますように、39億6,684

万8,000円をお願いしております。その内訳は、

１つ下にありますように、一般会計が36億2,017

万9,000円、その５つ下になりますが、特別会計

が３億4,666万9,000円となっております。

それでは、以下、主な事項につきまして御説

明いたします。

まず一般会計についてでございますが、191ペ

ージをお開きください。

上から５段目にあります（事項）エネルギー

対策推進費8,924万円でございます。これは、新

エネルギー対策の総合的な推進に要する経費で

ありまして、このうち説明欄の３の住宅用太陽

光発電システム融資制度8,000万円につきまして

は、システムを導入される方々への融資を行う

ため、県内の金融機関に資金を預託するもので

ございます。

次に、一番下の（事項）環境保全推進費1,860

万7,000円につきましては、192ページをお開き
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ください。

これは、環境保全行政の推進に要する経費で

ございまして、このうち、説明欄の７の新規事

業「ひなたの環境人育成事業」258万2,000円に

つきましては、県民一人一人が環境について、

みずから考え行動していただくため、その指導

者となっていただく環境アドバイザーの方々に

幅広い知識や指導力を身につけてもらう研修等

に要する経費でございます。

次に、その下の（事項）地球温暖化防止対策

費5,561万8,000円でございますが、これは、地

球温暖化を防止するための対策に要する経費で

あります。このうち、説明欄の４の改善事業「み

んなで「くらしエコチャレンジ」推進事業」573

万9,000円につきましては、地球温暖化防止対策

の一環として、地域や家庭等における省エネル

ギー・省資源の実質的な取り組みを促進しまし

て、増加傾向にございます家庭部門における二

酸化炭素排出量の削減を図るために要する経費

でございます。

193ページをごらんください。

下から４段目の（事項）水と緑の森林づくり

推進費5,215万6,000円でございます。これは、

森林環境税を活用した事業でございまして、県

民の理解と参画による森林づくりを推進するた

めに要する経費でございます。

具体的には、説明欄にありますとおり、森林

ボランティア団体等によります森林づくり活動

の支援や苗木の提供、森林づくりに関するイベ

ントの開催等を行うものでございます。

194ページをお開きください。

一番上の（事項）森林環境教育推進費1,948万

円でございます。このうち、説明欄２の改善事

業「森林環境教育推進事業」1,277万円につきま

しては、後ほど常任委員会資料で御説明いたし

ます。

次に、下から３段目の（事項）ひなもり台県

民ふれあいの森等管理費4,498万円でございま

す。これは、ひなもり台県民ふれあいの森など

の管理運営に要する経費でございまして、この

うち、説明欄の４の新規事業につきましては、

施設等の一部が老朽化に伴いまして修繕等を必

要とすることから、これに要する経費でござい

ます。

195ページをごらんください。

下から５段目の（事項）県有林を活用したク

ロスカントリーコース整備事業費2,284万円でご

ざいます。こちらにつきましても、後ほど常任

委員会資料で御説明いたします。

次に、下から２段目の（事項）林業公社費９

億8,565万5,000円につきましては、次の196ペー

ジをお開きください。主なものは、説明欄１の

貸付金９億8,027万6,000円でございますが、こ

の事業も、後ほど常任委員会資料で御説明いた

します。

一般会計につきましては、以上でございます。

続きまして、197ページをごらんください。

山林基本財産特別会計についてでございます。

一番上の段の左から２つ目の欄にありますよ

うに、予算総額は１億4,236万2,000円でござい

ます。主なものとしましては、まず、上から５

段目の（事項）県有林造成事業費6,042万8,000

円でございます。これは、県有林の造成管理に

要する経費でありまして、間伐などを実施する

ものでございます。

次に、下から３段目の（事項）元金6,844

万4,000円と、次のページになりますが、一番上

の段の（事項）利子1,349万円、これは、日本政

策金融公庫からの借り入れに対する償還金でご

ざいます。
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次に、199ページをごらんください。

拡大造林事業特別会計についてでございます。

一番上の段の左から２つ目の欄にありますよ

うに、予算総額は２億430万7,000円でございま

す。主なものとしましては、上から５段目の（事

項）県行造林造成事業費１億2,802万2,000円で

ありますが、これは、県行造林の造成管理に要

する経費でございまして、間伐などを実施する

とともに、立木販売─立ち木販売ですが─

による収益を森林所有者等へ交付するものでご

ざいます。

下から４段目の（事項）元金6,234万5,000円

と一番下の段の（事項）利子1,394万円でござい

ますが、これは、日本政策金融公庫からの借り

入れに対する償還金でございます。

特別会計につきましては、以上でございます。

続きまして、主な新規・重点事業について御

説明いたします。

大変恐縮ですが、常任委員会資料の５ページ

をお開きください。

森林環境教育推進事業についてでございます。

１の事業目的・背景でございますが、この事

業は、森林を県民みんなで守っていく機運の醸

成を図るため、森林の理解者や森林づくり活動

の実践者を育成していくものでございます。

２の事業の概要でございますが、予算額

は1,277万円をお願いしております。

（５）の事業内容ですが、まず①の森林環境

教育実践事業では、学校や地域が行います実践

活動への指導者の派遣などのほか、次のページ

の右上の写真にあります学校林等の整備を支援

することにしております。

次に、５ページに戻っていただきまして、②

のみどりの少年団活動促進事業でございますが、

この事業は、みどりの少年団の育成のため、交

流等を目的としました研修大会の開催や少年団

活動への支援を行うものでございます。

次に、③の森林のいいところ森発見事業であ

りますが、この事業は、新たに取り組みたいと

考えている事業でございまして、若者に森林や

林業への理解や関心を高めてもらいますため、

林業現場等の見学研修や大学生等を対象にしま

した森林環境教育等のサポーター育成研修、高

校生等を対象としました森林づくり体験活動を

実施するものでございます。

３の事業効果としましては、森林を守り育む

次代の人づくりが促進されまして、森林をみん

なで守っていく機運の醸成が図られるものと考

えております。

次に、７ページをお開きください。

県有林を活用したクロスカントリーコース整

備事業についてでございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すとおり、森林の果たす役割につきまして理解

と関心を高めてもらいますため、県有林内のク

ロスカントリーコースを再整備し、利用者の健

康増進などの場として提供するものでございま

す。

２の事業概要でございますが、予算額は2,284

万円をお願いしております。

８ページの写真をごらんください。上が、木

花運動公園海側、下のほうが、ひなもり台県民

ふれあいの森でございます。それぞれ既存の管

理道等を活用しましてクロスカントリーコース

が設定されており、高校、大学、そして実業団

の陸上チームなどのほか、県民のウオーキング

等にも利用されておりますが、整備してから年

数がたっておりまして、路面がかたくなったり、

でこぼこができたりといった状況にございます。

このため、７ページに戻っていただきまして、
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（５）の事業内容にありますとおり、競技規則

を満たしますコース延長の整備や利用者の足へ

の負担を軽減する路面整備などを行うこととし

ております。

あわせまして、運動公園海側のコースをフェ

ニックスコース、ひなもり台コースをヤマザク

ラコースとしまして、県の木でありますフェニッ

クスなどを植栽しまして、本県らしさを演出し

ていきたいと考えております。

３の事業効果としましては、本県の森林のす

ばらしさをアピールできますとともに、県民の

基礎体力の増進等への寄与、さらには、スポー

ツ合宿の誘致等が期待できるものと考えており

ます。

次に、９ページをお開きください。

林業公社費貸付金についてでございます。

１の事業の目的・背景でございますが、林業

公社の円滑な運営を図るため、日本政策金融公

庫等からの長期借入金の償還に必要な資金を貸

し付けるものでございます。

２の事業概要でございますが、予算額は９

億8,027万6,000円をお願いしております。

（４）の事業内容でありますが、長期借入金

の償還財源として、右のページにあります改善

計画に基づきまして、必要な資金を貸し付ける

ものでございます。

９ページに戻っていただきまして、３の事業

効果でございますが、分収林の適正な管理運営

等を通じまして、公益的機能の維持・増進や山

村地域の経済に寄与できるなど、森林整備法人

としての役割を果たすことができるものと考え

ております。

続きまして、34ページをお開きください。

議案第44号「宮崎県環境計画の変更について」

御説明いたします。

この計画につきましては、これまで計画素案

や計画原案など随時御説明してきておりますの

で、本日は、この資料を使いまして簡潔に説明

いたします。

まず、１の計画改定の趣旨ですが、今計画は、

本県の環境の保全に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るための基本計画でございまし

て、２の計画の位置づけにありますように、宮

崎県環境基本条例に規定する基本計画、また、

県総合計画の部門別計画として位置づけられて

おりますほか、地球温暖化対策推進法など、関

係法に基づきます法定計画としても位置づけら

れております。

現行計画の期間は、平成23年度からの10年と

なっておりますが、策定後５年が経過している

ことや情勢の変化等に的確に対応しますため、

３の計画期間にありますように、28年度を初年

度とします５カ年計画として改定を行うもので

ございます。

４の計画改定の経過でございますが、本計画

は、策定や変更等に議会の議決をいただく必要

がございます。このため、改定に当たりまして

は、昨年５月以降、当委員会の御報告や環境審

議会の審議、県民との意見交換等を実施しなが

ら改定作業を進め、今議会に議案を提出したと

ころでございます。

次に、右側のページをごらんください。５の

改定計画のポイントでございますが、今回の改

定では、上段の左側にあります地球温暖化対策

に関しますＣＯＰ21等の動きや再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度開始など、現行計画策

定後の情勢の変化と、右側にございます、本県

環境の現状と課題に対応しました計画となるよ

う作業を進めてまいりました。

ポイントとしましては、中ほどから下のほう
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の四角囲みになりますが、主に、第４章の環境

分野別の施策の展開の記載内容を見直しており

ます。

この分野別の施策の展開は、大きく６つの視

点で構成しておりまして、上段左側から低炭素

社会の構築としまして、二酸化炭素等の排出削

減などのこれまでの取り組みに加えまして、新

たな取り組みとして、４つ目の丸ですけれども、

適応策の推進など、また次の右側の循環型社会

の形成としまして、４Ｒと廃棄物の適正処理の

推進など、さらに右側の地球環境、大気・水環

境等の保全としまして、大気汚染防止対策や水

質汚濁防止対策などを掲げておりまして、下の

段に移りまして、左から生物多様性の保全とし

ましては、生物多様性の確保や多様で豊かな森

林づくりなど、さらに環境保全のために行動す

る人づくりとしまして、環境教育推進のための

人材の養成・確保などを盛り込んだところでご

ざいます。

これらの施策を展開することによりまして、

ページの上になりますが、真ん中ほどにござい

ます基本目標「日本のひなた「太陽と緑の国み

やざき」の実現」を図ってまいりたいと考えて

おります。

環境計画については、以上でございます。

次に、36ページをお開きください。

議案第45号「宮崎県森林・林業長期計画の変

更について」でございます。

この計画につきましても、先ほどの環境計画

と同様、改定のポイントを中心に簡潔に御説明

いたします。

１の計画改定の趣旨ですが、本計画は、本県

の森林・林業木材産業の目標と目標達成のため

の方策を示すもので、２の計画の位置づけにご

ざいますように、本県林政の基本方針となる計

画でございます。また、県総合計画の部門別計

画として位置づけられております。

現行計画の期間は、32年度までの10年でござ

いますが、策定後５年を経過していることや情

勢の変化等に的確に対応しますため、３の計画

期間にありますように、28年度を初年度とする

５カ年計画として改定を行うものでございます。

４の計画改定の経過ですが、本計画につきま

しても、議会の議決をいただく必要があります

ことから、環境計画同様の手続を行ってきてい

るところでございます。

次に、右側のページをごらんください。５の

計画改定のポイントですが、今回の改定では、

上段左側にあります木材需給構造の変化や国内

外への木材利用拡大に向けた動きなどの現行計

画策定後の情勢の変化、それに右側にあります

本県の森林・林業等の現状と課題に対応した計

画となりますよう作業を進めてまいりました。

ポイントとしましては、中ほどから下の四角

囲みにありますように、第４章の基本計画の記

載内容を見直しておりまして、大きく３つの視

点で、左側の多様で豊かな森林づくりとしまし

て、「伐って、使って、すぐ植える」資源循環型

林業の確立や森林の若返り、真ん中の循環型の

力強い林業・木材産業づくりとしまして、苗木

の増産、ＣＬＴの活用や輸出促進による県産材

の需要拡大、右側の山村人づくりとしまして、

みやざき林業青年アカデミー等によります林業

担い手の確保育成や農山漁村での100万円アップ

プロジェクトによる所得向上などを盛り込みま

して、これも上の中ほどにあります基本目標、

低炭素社会づくりをリードする力強い林業・木

材産業の確立と山村の再生の実現を図ってまい

りたいと考えております。

本日、別冊で詳細についてはお配りしており
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ますけれども、この資料で説明させていただき

ました。

環境森林課の説明は、以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 資料

の31ページをお開きください。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について御説明いたします。

１の改正理由でありますが、学校教育法の一

部改正によりまして、小学校から中学校までの

義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな

学校の種類として規定されましたことなどから、

所要の改正を行うものであります。

２の改正の内容でございますが、使用料及び

手数料徴収条例の別表第１の、ひなもり台県民

ふれあいの森オートキャンプ場につきまして、

（１）では、小学校児童の範囲を義務教育学校

の前期課程または特別支援学校の小学部の児童

を含むとするなど明確にしたところでございま

す。

また、（２）で「大人」の「中学校生徒以上」

という表現をより正確な表現とするために、あ

わせて改正を行うものであります。

３の施行期日でございますが、改正の内容の

（１）につきましては、平成28年４月１日、（２）

につきましては、公布の日としております。

続きまして、32ページをごらんください。

議案第27号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」でございます。

この条例は、指定管理者が管理運営します公

の施設の利用料金について改正するものでござ

いまして、１の改正の理由以下につきましては、

先ほど御説明しました使用料及び手数料徴収条

例の内容と同様となっておりますので、説明は

省略させていただきます。

以上でございます。

○黒木環境管理課長 環境管理課の当初予算に

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の201ページをごらんくださ

い。

当課の当初予算の総額は、一般会計で３

億4,699万1,000円をお願いしております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

203ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）大気保全費8,642万円

であります。１、大気汚染常時監視事業は、法

律に基づき、ＰＭ2.5や光化学オキシダント等の

大気汚染物質を常時監視するもので、次の２、

大気汚染常時監視テレメータシステム運営費は、

常時監視した測定結果をリアルタイムで県民に

提供するものであります。

また、５、酸性雨モニタリングネットワーク

推進事業は、宮崎市とえびの市の２カ所で酸性

雨の状況を監視するものであります。

９、石綿健康被害救済基金拠出金は、法律に

基づき、石綿による健康被害者等への救済給付

として、毎年同額、国に拠出しており、平成28

年度で終了いたします。

次に、一番下の（事項）水質保全費2,744

万5,000円であります。１、水質環境基準等監視

事業の（１）公共用水域の常時監視と（２）地

下水の常時監視は、法律に基づき、河川や海域、

地下水について有機性の汚濁物質やヒ素、カド

ミウム等の有害物質を常時監視するものであり

ます。

204ページをお開きください。

（７）新規事業「生物多様性の確保に向けた

公共用水域の水質保全対策事業」は、この後、

常任委員会資料で御説明いたします。



- 10 -

平成28年３月８日(火)

次に、２、排水基準監視事業は、排水基準が

適用される事業上の排水について、有機性の汚

濁物質や有害物質を監視するものであります。

次に、中ほどの（事項）放射能測定調査費1,436

万6,000円であります。これは、国の委託を受け、

空気中の放射線量や水道水、土壌等の放射能を

測定するものであります。

次に、その下の（事項）化学物質対策費622

万3,000円であります。１、ダイオキシン類対策

事業は、法律に基づき、大気や河川等について

ダイオキシン類を監視するものであります。

次の205ページです。

一番上の（事項）公害保健対策費１億36万4,000

円であります。これは、旧土呂久鉱山による公

害健康被害に係るもので、１、公害健康被害補

償対策費は、認定患者に対し障害補償費等を給

付するもので、また、２、健康観察検診費は、

認定患者を含む土呂久地区住民等の健康状態を

観察するものであります。

その下の（事項）河川浄化対策費337万1,000

円であります。２、未来につなぐ水資源・水環

境の保全推進啓発事業は、本県の豊かな水環境

を保全する取り組みを推進するため、小学校を

対象とした環境教育等を行うものであります。

次に、一番下の（事項）合併処理浄化槽等普

及促進費１億315万9,000円であります。

２、浄化槽管理システム運営費の（２）新規

事業「浄化槽情報ネットワークシステム事業」

は、この後、常任委員会資料で御説明します。

次に、４、浄化槽整備事業の（２）浄化槽整

備事業補助金は、生活排水処理率の向上を図る

ため、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ

の転換に補助するもので、また、（３）の単独処

理浄化槽転換促進補助事業は、単独処理浄化槽

の撤去に補助するものであります。

なお、この２つの補助事業の予算額は、今年

度と同額でございます。

最後に、５、浄化槽法定検査受検率向上推進

事業は、10月の浄化槽適正管理推進月間等を活

用して、受検率の向上を図るものでございます。

次に、常任委員会資料で御説明させていただ

きます。

11ページをごらんください。

生物多様性の確保に向けた公共用水域の水質

保全対策事業について御説明します。

１、事業の目的・背景についてですが、河川

における化学物質の水生生物や生態系への影響

を防止するため、国が全亜鉛など３種類の化学

物質の環境基準を定めたことを踏まえまして、

これらの化学物質の類型指定、いわゆる環境基

準の当てはめに向けた監視体制を強化し、生物

多様性の確保に向けた水環境の保全を図るもの

でございます。

２、事業の概要についてですが、（１）予算額

は、216万円をお願いしております。

次に、（５）事業内容は、12ページの事業内容

の図もあわせてごらんください。

まず、①類型指定のための常時監視として、

平成28年度から30年度の３カ年間で、県内の一

級河川の４河川を対象に３種類の化学物質の水

質検査を行います。さらに、②魚介類の生息状

況等に関する情報収集として、平成30年度の１

年間で河川の国勢調査等の文献調査や漁業協同

組合等からの聞き取り調査を行います。そして、

これらの調査結果を踏まえ、化学物質ごとに類

型指定を行うこととしております。

それでは、12ページの図の下段をごらんくだ

さい。これは、例としまして、化学物質の一つ

であるノニルフェノールについての類型指定を

模式化したものです。
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右下の表は、実際は４段階に区分された環境

基準のうち、２段階の環境基準を示しておりま

すが、水温の低いところを好むヤマメなどの基

準である生物特Ａを上流に、また、水温の高い

ところを好むコイなどの基準である生物特Ｂを

下流に当てはめたものでございます。

11ページをお願いします。

３、事業効果についてですが、環境基準が当

てはめられることで、河川ごとに水質汚濁状況

の適切な把握や評価が可能になりますとともに、

化学物質による河川等への汚染防止対策を講じ

ることにより、良好な水環境を後世に引き継ぐ

ことができるものと考えております。

続きまして、13ページをごらんください。

浄化槽情報ネットワークシステム事業につい

てでございます。

まず、14ページの現状と課題をごらんくださ

い。現在、県では、約14万基の浄化槽について

台帳管理を行っておりますが、この台帳と現況

が合致していないことや浄化槽の維持管理状況

が浄化槽関係機関と共有されてないことなどの

課題がございます。

このことを踏まえまして、13ページですが、

１、事業の目的・背景にございますように、浄

化槽の保守点検や法定検査等の適正管理と公共

下水道を含む汚水処理施設の整備に関する取り

組みを加速するため、市町村や関係団体等と浄

化槽に関連する情報を共有化するものでござい

ます。

なお、この事業は、環境省事業により試行的

に整備されるシステムを活用するもので、本県

と宮城県仙台市が全国に先駆けたモデルケース

となっております。

次に、２、事業の概要ですが、（１）予算額は183

万6,000円をお願いしております。

（５）事業内容ですが、14ページのシステム

の概要と効果の図をごらんください。

これは、ネットワークの最終の体系図でござ

いまして、県、市町村、法定検査実施機関であ

る環境科学協会、保守点検業者、清掃業者等が、

全国浄化槽団体連合会が管理するシステムにつ

なぎ込み、それぞれが必要なときに必要な情報

を出し入れできるものでございます。

再度、13ページをごらんください。

まず、事業の内容としましては、①台帳情報

管理として、平成28年度は事業初年度のため、

保守点検業者等はシステムへのつなぎ込みを

行っておりませんので、県はみずから保有する

情報と業者等が保有する情報をシステム上で利

用可能とするため、一括して入力等を行います。

さらに、②浄化槽台帳システム運営として、

全国浄化槽団体連合会のシステムにつなぎ込み

を行うこととしております。

最後に、３、事業効果ですが、（１）のように、

最新かつ正確な情報をリアルタイムで把握でき

ることから、（２）のように浄化槽の維持管理に

ついて、的確・迅速な指導等が可能となります。

また、（４）として、本システムには、浄化槽

の位置情報も搭載するため、災害時に使用可能

な浄化槽の場所に関する情報の提供や被災した

浄化槽の迅速な復旧が可能となることから、大

規模災害時の公衆衛生の確保に活用できるもの

と考えております。

環境管理課の説明は、以上であります。御審

議のほどよろしくお願いいたします。

○温水循環社会推進課長 それでは、循環社会

推進課の当初予算について御説明をいたします。

歳出予算説明資料の207ページをお開きくださ

い。

当課の当初予算の総額は、一般会計で19
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億7,363万6,000円をお願いしております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

209ページをお開きください。

まず、上の段の（事項）一般廃棄物処理対策

推進費1,068万3,000円であります。説明の欄の

２、海岸漂着物等地域対策推進事業の（２）新

規事業「海岸漂着物等地域対策事業」150万円で

ありますが、これは、国の海岸漂着物等地域対

策推進事業補助金を活用いたしまして、市町村

が行う海岸漂着物等の回収・処理事業へ間接補

助することで、地域の取り組みを支援するもの

であります。

その下の３、新規事業「災害廃棄物処理体制

整備事業」185万5,000円でありますが、これは、

後ほど、その他報告事項で説明させていただき

ます、宮崎県災害廃棄物処理計画の実効性をよ

り高めるために、市町村職員等を対象とした研

修会の実施や災害廃棄物対策の専門家の地域へ

の派遣、広域処理体制整備を目的としたネット

ワーク会議の開催を行うものであります。

次に、中ほどの（事項）産業廃棄物処理対策

推進費19億591万6,000円でありますが、説明の

欄の２、産業廃棄物処理監視指導事業の（４）

新規事業「山間地域不法投棄監視パトロール強

化事業」518万5,000円と、その４つ下の６、公

共関与推進事業15億7,155万円につきましては、

後ほど常任委員会資料で説明させていただきま

す。

次に、210ページをお開きください。

10、新規事業「宮崎県廃棄物循環利用行動指

針作成事業」922万円でありますが、これは、廃

棄物処分場におけるごみの組成調査などを行う

ことによって、地域ごとの廃棄物の傾向や排出

状況について分析し、本県の廃棄物の特徴と課

題を明らかにすることにより、取り組むべき具

体的な施策を市町村や産業廃棄物処理業者、排

出事業者等に示し、循環型社会形成のための課

題解決に向けた取り組みを推進するものであり

ます。

次に、その下の11、新規事業「産業廃棄物ト

ラックスケール設置支援事業」1,000万円であり

ますが、これは、重量計測による産業廃棄物税

の適正な課税体制の維持を図るために、産業廃

棄物処理業者の所有するトラックスケールの更

新及び改良を行う際の費用の補助を行うもので、

あわせて、新規設置に対する補助も行うことで、

トラックスケールの普及を図るものであります。

次に、（事項）廃棄物減量化・リサイクル推進

費5,703万7,000円についてであります。説明の

欄、１、改善事業「循環型社会推進総合対策事

業」5,611万2,000円でありますが、これは、循

環型社会を形成するため、県民や事業者の意識

啓発やリサイクル製品の利用促進のための総合

的な施策を実施するものであります。

食品ロス削減対策のための意識啓発や不法投

棄防止等、廃棄物の適正処理推進活動への補助

を新たな取り組みとして盛り込んでおります。

続きまして、新規・重点事業について御説明

をいたします。

お手元の常任委員会資料の15ページをお開き

いただきたいと思います。

新規事業「山間地域不法投棄監視パトロール

強化事業」であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、地域住

民等の目が行き届きにくい山間地域の不法投棄

を防止するため、地域の森林に精通した森林組

合の協力を得まして、監視パトロール等を実施

することにより、山間地域における環境保全を

図るものであります。
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２の事業概要をごらんください。（１）の予算

額は518万5,000円であります。

（５）の事業内容は、右ページの中ほどの事

業展開のイメージをごらんいただきたいと思い

ます。

本事業は、廃棄物監視員を配置しております

保健所から遠方に位置しております高千穂、日

之影、五ヶ瀬、椎葉、諸塚、西米良の６町村を

対象地域としまして、森林組合や関係町村と連

携しながら、廃棄物の不法投棄防止の取り組み

を強化するものであります。

具体的な事業内容としましては、まず①にあ

りますように、各地域ごとに情報連絡会議を開

催しまして、関係する森林組合、町村、県・保

健所により、各地域に応じた効果的なパトロー

ルルートや不法投棄防止対策の検討を行います。

次に、②のとおり、情報連絡会議での検討結

果を踏まえまして、地域の林道等に詳しい森林

組合へ委託して、山村地域の不法投棄監視パト

ロールを実施いたします。

なお、このように山間地域を対象とした監視

パトロールを森林組合に委託するという事業は、

全国初の取り組みとなっております。

また、森林組合がパトロールにおいて不法投

棄を発見した場合には、県・保健所及び関係町

村へ通報を行いまして、通報を受けた県等は、

必要な調査や改善指導等を実施いたします。

その他の取り組みとしましては、③にありま

すように、看板設置等による不法投棄防止の普

及啓発を行うことにより、地域全体における不

法投棄防止の意識向上を図ることとしておりま

す。

左のページに戻っていただきまして、３の事

業効果でありますが、山間地域における不法投

棄を未然に防止することによりまして、生活環

境の保全を図るとともに、森林の有する多面的

機能の維持や世界農業遺産対象地域の景観維持

を図ることができるものと考えております。

続きまして、17ページをお開きください。

公共関与推進事業であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、この事

業は、産業廃棄物の適正処理を確保するため、

公共関与により廃棄物総合処理センターエコク

リーンプラザみやざきの安全で安定した運営を

支援し、県内処理体制の確立を図るとともに、

環境学習施設の改修を通して、環境学習拠点と

しての機能を強化するものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は15

億7,155万円をお願いしております。

（５）の事業内容につきましては、エコクリ

ーンプラザみやざきの運営・管理主体でありま

す宮崎県環境整備公社に対して、補助及び貸し

付けを行うものであります。

具体的には、（内訳）欄にありますように、ま

ず①の運営費補助金8,000万円につきましては、

産業廃棄物処理事業を支援するため、運営費の

補助を行うものであります。

②の運営資金貸付金６億1,000万円につきまし

ては、右の18ページの環境整備公社（産廃事業）

の収支により御説明をさせていただきます。

表の①の産廃事業収入から②の産廃事業費用

を差し引いた③の産廃事業収支は、操業を開始

した平成17年度から黒字で推移をしております。

しかしながら、エコクリーンプラザみやざき

を整備時に日本政策投資銀行等から借り入れま

した④の償還金及び⑤の償還利息を差し引いた

⑥の借入金償還後収支は、平成19年度から赤字

となったため、県では平成22年度から公社に対

して運営費の貸し付けを行っております。

平成27年度見込みとしましては、⑥の借入金
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償還後収支は、9,100万円余の赤字となり、前年

度の⑦の差し引きの欄にあります赤字額４

億7,000万円余りと合わせますと、平成27年度の

⑦の差し引き５億6,000万円余りが、平成27年度

末の赤字額となります。

これに年度末の資金不足解消のために必要な

資金を含めた金融機関からの一時借入金が６

億1,000万円と見込まれておりますことから、こ

の額を公社へ貸し付けることとするものであり

ます。

左の17ページに戻っていただきまして、（５）

の③浸出水調整池補強工事費貸付金８億4,900万

円につきましては、工事に要した経費16億9,800

万円を関係市町村と折半して負担しておりまし

て、その半額となります８億4,900万円を貸し付

けるものであります。

現在、公社が工事の請負業者等に対して損害

賠償請求訴訟を行っており、その結果を踏まえ

て、関係市町村と最終的な負担割合を決定する

こととしております。

④の新規事業「環境学習拠点強化事業」3,000

万円につきましては、来年度単年度の事業であ

り、平成17年度の開業からほとんど手が加えら

れておらず、設備や展示内容が古くなっており

ますエコクリーンプラザみやざき内の環境学習

施設エコタウンを改修し、環境学習拠点として

の機能を強化するものであります。

循環社会推進課の当初予算の説明は、以上で

あります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○渡辺委員長 議案に関する説明が終了しまし

た。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 一番最後に説明があったところか

ら伺いたいと思います。

委員会資料15ページの山間地域不法投棄監視

パトロール強化事業ということで、世界農業遺

産関連の地域ということで、大変いい取り組み

だと考えてます。

実態がどういう状況なのか、幾つか伺いたい

のは、県内全域でいろんな不法投棄があると思

います。物としては、廃家電であるのか、ある

いは廃タイヤであるのか、いろいろあろうかと

思うんですけれども、余りたくさんは伺いませ

んけれど、回収率といいますか、例えば県内で

何件ぐらい発生をして、土地の所有者とかさま

ざまなところで回収をしてもらうと。回収率は

どんなものなのかを教えてもらえればと思いま

す。

○温水循環社会推進課長 廃棄物は産業廃棄物

と一般廃棄物の２つに分かれておりまして、県

が所管しておりますのは、基本的には産業廃棄

物のほうになります。

産業廃棄物の不法投棄の実情につきましては、

昨年度が35件、量にしまして約2,200トンとなっ

ております。そして今年度が24件、量にしまし

て約900トンという状況になっております。毎年、

少しずつは減ってきてる状況にあります。

その中で、例年、大体、年度内に解決する案

件が７割から８割といった状況になっておりま

す。よって、２割から３割は持ち越しておりま

して、次年度に解決されるもの、あるいは長期

案件としてずっと対応が続くものといった状況

になってございます。

あと、市町村の一般廃棄物、委員がおっしゃ

いました家電とか廃タイヤとかそういったもの

も、あちこちで散見されている状況かと思いま

すが、今手元に市町村ごとの一般廃棄物の不法

投棄の状況のデータがございません。ただ、例
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えば監視カメラを設置をしている市町村を

ちょっと調べてみましたら、４市町村ぐらいあ

りまして、やはり放置をしておきますと、そこ

にどんどん次から次に捨てられるような傾向に

あるものですから、事案によっては、市町村ご

とに、そのような対応をとられている状況にあ

ります。

いずれにしましても、不法投棄対策というの

は、特に一般廃棄物については初期の段階でしっ

かり対策をとらないと、同じ場所に何回も捨て

られてしまうといったことになりがちなもので

すから、そういう対応について、市町村とも連

携をしながら、県としてしっかりリーダーシッ

プを発揮して取り組んでいきたいと考えており

ます。

○右松委員 産廃ですから、件数の割にはかな

り量が多いかなと感じてるんですけれども。罰

則規定が当然ありますですよね。５年以下の懲

役もしくは1,000万円以下の罰金、法人は３億以

下ということで、一応罰則規定は設けられてま

すけれど、実際に罰せられた事案というか判例

は、年にどれぐらい起きてるのか、そこを教え

てください。

○温水循環社会推進課長 説明が難しいところ

があるんですけれど、県の保健所等に不法投棄

の通報がある場合と、警察に直接通報がある場

合があります。警察の情報については、せんだっ

て、情報連絡会議を開催しましたときにいただ

いた情報なんですけれど、今年度４件の摘発事

案があるとお聞きしております。その結果、罰

則までされたかどうかまでは聞いてないんです

けれど、摘発はそのような状況にあります。

保健所等に連絡が入って行政で対応する場合

は、基本は行政指導から入ります。行政指導、

すなわち、相手方の任意の了解のもとに指導し

て、それで基本的には大体聞いてくれます。口

頭指導、指示書、警告書、そういった手順を踏

んで指導して、大体聞いてくれるんですが、そ

れで聞かないような悪質な事例で告発をするケ

ースというのは、一昨年１件ございました。年

度、年度によって違うんですけれども、大体一、

二件程度で推移をしております。そういう場合

は、当然警察に情報提供いたしまして、警察に

告発して、警察のほうで刑事処分等を行ってい

ただくという、そういう流れになります。

○右松委員 この事業の対象地域ですか、この

地域で具体的にポイント的にこの場所がよく捨

てられてるというようなところは、もうチェッ

クはされているわけですよね。そこを集中的に

取り締まるといいますか、そういった考えでお

られるのか、教えてください。

○温水循環社会推進課長 産業廃棄物になりま

すが、対象としているエリアで、実際に不法投

棄として発覚した事案は、一昨年度が椎葉村で

１件、昨年度が日之影町で１件といった程度で

ありまして、実際、今廃棄物が不法投棄されて

いる現場として、県として把握してる状況は、

それ以外はございません。

ただ、先ほど言いましたように、一般廃棄物

で家電等が捨てられているような場所は、多分

いっぱいあるだろうなと推定しておりまして、

そこがそのまま放置されますと、やはりそこが

捨て場になってしまう可能性があるものですか

ら、今回の事業は、市町村とも連携をすること

になり、かつ森林組合の方々は日ごろから山に

入っておられます。そして、委託することによっ

て、通常の業務の中でそういう情報があったら、

役所に連絡が入る体制が構築できると考えてお

ります。そういう意味においては、全部で１

万5,000人ぐらいの組合員の方が対象エリアでい
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らっしゃるみたいですので、やはり相当の情報

が入ってくる可能性はあるんじゃないかなとい

うことで、そういう意味においては、大変期待

をしているところであります。

○右松委員 ぜひ成果が出ることを願っており

ます。

○黒木委員 これは森林組合に委託するという

ことですが、森林組合の委託料というのは、こ

の中でどれぐらいですか。

○温水循環社会推進課長 １市町村当たりで50

万円を考えております。したがいまして、西臼

杵でいきますと、３町ありますから、150万円と

いう内容になります。

○黒木委員 森林組合の職員が巡回するという

ことは、町村の役場の職員が回るよりも、山の

状況はどうなってるのかとか、いろんな計画す

る上で、いい流れになるんではないかなと期待

するんですが。

この前、あるバラエティー番組で、不法投棄

するところは大体決まったようなところで、そ

こにどうやったら効果が出るかといったら、小

さな鳥居を置いとくと、大きく非常に減ったと

いうことがあって、それは余り金がかからなく

ていい方法かなと思うんですけれど。

この地域は神楽等が盛んな地域ですから、御

幣とかああいったものを差しておくと、もしか

したら効果があるのかもしれないなと思うもの

ですから、そういったものも、一つ対策として

どういう効果があるか、調べるのもいいことか

もしれないと思ったものですから。

○温水循環社会推進課長 看板設置のための予

算も実はとっておりまして、１件当たり30万円

クラスの結構大き目の看板を設置しようと考え

ておりまして、そういう経費もありますので、

推進会議の中でいろいろと議論をして、今委員

がおっしゃったような方法も、ひょっとしたら

アイデアとして上がるかもしれません。そこの

あたりは柔軟に対応ができるものと思っており

ますので、そういういろんないいアイデアが上

がってくることも期待しながら、事業に取り組

んでまいりたいと考えております。

○黒木委員 私もテレビを見とって、こういう

こともあるのかなと。やっぱり神様がおると思っ

たら捨てないかなと思ったものですから、一つ、

モデル的にやってみるのもおもしろいかなとい

うような気がしたものですから。

それから、今まで保健所に配置していた廃棄

物監視員を中心にパトロールしているというこ

とですが、県内にこの廃棄物監視員は何人ぐら

いいるもんですか。

○温水循環社会推進課長 本庁に１名、そして

各保健所合わせて17名、合計の18名になります。

○太田委員 17ページの公共関与推進事業であ

りますが、これもなかなか悩ましいこともあっ

たりすることでありますけれど。このエコクリ

ーンプラザみやざきの今後の方向として、例え

ば林業公社の場合は、木材価格が上がれば、解

決するという考え方でいいと思うんですけれど

も。

この環境整備公社の場合は、平成21年度まで

は県の貸付金はなかったけれど、途中から出る

ようになった。環境を守るという意味では、費

用は当然あるとは思いますけれど、こういう県

の貸付金を今後出していかざるを得なくなった

ことに対して、将来、どういうふうにしたら改

善ができるのか。いや、改善じゃなくて、これ

は当然、環境を守るために、負担的にやらざる

を得ないことなんですよというものなのか。そ

の辺の考えをお聞きしたいと思います。

○温水循環社会推進課長 エコクリーンプラザ
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みやざきにつきましては、平成32年をもって公

共関与を終了するという方針が昨年度決定した

ところであります。それについては年度初めの

委員会でも報告をさせていただいております。

したがいまして、平成33年以降は、各市町村

のほうで運営主体を今検討をされておりまして、

今の予定、具体的には控えさせていただきます

が、近々、３月の末には公表になるとお伺いい

たしております。そこの新しい市町村の運営主

体のほうで運営されることになりますので、そ

れまでに現在のレベルで貸し付けている６

億1,000万円をどう回収するかという話になろう

かと思いますが、これについては市町村が要す

る管理型最終処分場の産廃枠が不足してる分が

ありますので、市町村に利用してもらうことと、

あとは資産を処分することによって、十分確保

できると考えております。したがいまして、そ

こでちゃんと清算をして、貸付金を返してもらっ

て、県としては、平成32年度をもって公社の運

営から身を引くという形になります。

○太田委員 そういうことで、そういう計画の

もとに、順調に進んでいると見ていいですね。

○温水循環社会推進課長 そのように認識して

おります。

○押川委員 関連ですけれども、単年度で見る

と、27年では9,600万から黒字が出てるんですよ

ね。言われるように、この借入金償還が始まる

ことによって、６億1,000万ぐらいが貸し付けを

しなくてはいけなくなってきたということです

から、今ありましたとおり、これは今後も、償

還が終わるまでは、ずっと貸し付けをしていく

ということになるんじゃないですか。そこあた

りはどうなんでしょう。

○温水循環社会推進課長 委員おっしゃいまし

たように、大体毎年8,000万円から9,000万円ぐ

らい貸付金の金額がふえてくることになろうか

と思います。公共関与が終了します平成32年度

末で、貸付金の合計が、大体９億から９億5,000

万程度になるのではないかと認識しておりまし

て。それを先ほど言いましたように、最終処分

場の産廃枠を市町村に利用してもらうこと等に

よって、ちゃんと回収できると認識をしてると

ころです。

○押川委員 わかりました。それはしっかりやっ

ていただきたいと思っております。

それから、この④環境学習拠点強化事業とい

うことで、新規となっておりますけれども、現

状どのくらいの方々が今エコクリーンに見学な

り研修なり行かれてる状況でしょうか。

○温水循環社会推進課長 通常ベースで大体１

万人、ここのところずっと続いておりまして、

エコクリーンプラザみやざきで環境フェスタと

いうイベントを開催しておりまして、それでプ

ラス3,000名、１万3,000名程度が毎年利用され

ているという状況にございます。

○押川委員 この１万3,000人は、どういう方々

が主に。学生さんなのか、あるいは一般の方な

のか。そこあたりの仕分けはできてるんですか。

○温水循環社会推進課長 最も多いのは、小学

校４年生の総合学習の授業で全県的に利用され

てるという状況にあります。それ以外では、各

団体等で環境学習のために訪れていただいてい

る方々もいらっしゃる状況であります。

○押川委員 小学生あたりというのは、県央地

区を中心に近隣ということでよろしいでしょう

か。

○温水循環社会推進課長 県央地区中心になり

ますが、全県下からいらっしゃっております。

中心は県央地区ということになります。

○押川委員 そこで、今回のこの環境学習拠点
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強化事業、主にどういったことを今度リニュー

アルして、さらに呼び込もうとされるのか。そ

こあたり具体的なものがあれば、お聞かせをい

ただきたいと思います。

○温水循環社会推進課長 具体的な内容につい

ては、今後委託業者を決定しまして、そこで協

議しながら決めていくことになるんですが、先

ほども言いましたように、現状の内容が、平成17

年にオープンしてから、ほとんど変わってない

状況にあります。したがいまして、一番困るの

はやっぱり情報が古いということで、間違った

古い情報で学習してもらうと、そこに対して、

現状とのギャップが大き過ぎまして、好ましく

ないという状況があります。あと施設が古くなっ

ておりまして、壊れたりとか、動くべきものが

動かなくなってたりとか。ごらんいただくと一

目瞭然なんですが、余り格好いい状態じゃない

もんですから、やはり環境学習拠点として、あ

そこの施設、焼却施設とかも一緒に見てもらう

んですけれども、メーンとなる部分としては、

ここら辺で手を入れないと、なかなか学習拠点

施設だと言えるような状況にはないと考えたも

のですから、今回、思い切って、3,000万円をつ

ぎ込まさせていただいて、改修させていただき

たいということであります。

○押川委員 わかりました。今言われるように、

新しい情報が、的確に伝わるということが大事

でしょうし、特に小学生が環境について学ぶ場

とあれば、なおさらでしょうから、しっかりこ

れはそういう方向でやっていただきますように

お願いをしておきたいと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかいかがで

しょうか。ほかのテーマでも。

○徳重委員 環境森林課にお尋ねしたいと思い

ます。

５ページ、新規事業で出てるんですが、森林

環境教育ということで、学校林や校庭等の整備

ということでございますが、県内に今、学校林

はどれぐらいあるもんですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 国土緑

化推進機構というところが、県内の小中高に平

成23年に調査をかけてまして、そのときに90校

ぐらいあったようです。昨年度、そういったと

ころに向けて改めて調査をしたところ、65校ぐ

らいで学校林を所有しているということでござ

います。

○徳重委員 大体、山村、中山間の地域のほう

が多いかなという気もしますし、例えば都城農

業高校も大きな山を中郷のほうに持ってるんで

すが、管理が本当に行き届いているのかなとい

う気がするんですが、それは把握されてるもの

ですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 先ほど

言いました調査の中で、どういった管理をされ

てるかということもお伺いしておりまして、父

兄のほうでやってるとか、外部に委託してやっ

てるとか、余りやられてないというところも、

やっぱり幾つかはございます。

○徳重委員 これ、せっかくの財産ですから、

しっかり管理されるように期待したいと思いま

す。

そこで、サポーター研修というようなことや

らうたわれておりますが、どういった形で現場

におろされて指導されていくのか。研修した後

のサポーターの行動はどういう形になってくる

んですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 研修と

しましては、県内の大学生あたりから10人程度

を募集しまして、２回やろうということで考え

ております。研修終了後は、森林環境教育等の
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サポーターということで登録をして、あと、地

域や学校、そういったところで森林環境教育の

実践活動をやられてるところに派遣していくと

いうことで考えております。

○徳重委員 この森林教育って非常に難しい課

題かなと思うんですけれど、特に宮崎は森林が

多いわけですから、何とかたくさんの子供たち

にも森林について学んでほしいと思うんだけれ

ど、なかなか教育の現場で取り入れるというの

は非常に難しいことかなという気がするんです

よね。

学校教育の中で、森林教育というのがどれぐ

らいの時間を持っていらっしゃるもんでしょう

か。１年に１回はそういう森林教育をするとか、

学校単位であるもんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 学校の

教育の中でどれぐらい時間を割いていただいて

いるかというところは把握はできておりません

が、５ページの（５）の①森林環境教育実践事

業の１つ目で、学校や地域等が行う実践活動へ

の支援ということで、27年度の実績でいいます

と、55地域・学校でやっております。

55のうちの36が学校ということで、教育現場

での取り組みをしていただいている状況でござ

います。

○徳重委員 36校というのは、今の小中高を対

象にという理解でいいんですかね。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 小学校

がメーンで、あと中高が少しという状況で、55

の取り組みのうちの36が学校ということでござ

います。

○徳重委員 県内に小中高、何百校あるんです

かね、そのうちの36校というのは、本当に微々

たるものかなと思うんですけれども。やはり広

げていくという努力をしてほしいなという気が

するんですが、いかがでしょう。学校を、こと

しが36校だったら、来年は50校にするぞとかい

うような形はできないものでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 学校

で36校の取り組み、あと地域ということで子ど

も会、そういった自治会といったところで19ほ

どの取り組みがございまして、合わせて55とい

うことです。この森林を将来にわたって守って

いくためには、やっぱり若い世代から森林に関

心を持ってもらうということがとても重要だと

思いますので、また、今学校のほうでもいろん

な取り組みがございます。食育とかあります。

そういった中で森林環境教育にもぜひ取り組ん

でいただくように、教育委員会のほうとも連携

しながら、拡大していけるようにしていきたい

と考えております。

○黒木委員 今、徳重委員が都城農業高校の学

校林、演習林でしょうか、その話をされました

けれども、私、この前、宮崎農業高校に行った

んですけれど、かつて林業科があったんでしょ

うかね、あそこも演習林が18か20ヘクタールぐ

らいあるということで、話を聞いたら、ほとん

ど手つかず、今、ほとんど足も踏み入れないと

いうことを聞いたんです。

宮崎農業高校は女子生徒の割合が64％、そし

て専門学校を含めた進学率が62.7％ということ

で、卒業者で一人も農業につく人は今いないと

いうことで、都市型農業高校というか、これま

での農業高校のイメージが全く変わったんです

けれども。そういう中で、退学者もいない、停

学者もいないということです。農業生産とかやっ

てますから、そういう教育力というのがあるの

かなという気がしたんです。

もったいないなと思ったのは、その演習林が

全く手つかずというのは、これは教育委員会か
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もしれませんけれども、そういう山林が近くに

あるということで、それを教育としたり、いろ

んな方面で有効に活用できる方法はないのかな

というような気がしたんですけれども。徳重委

員も話がありましたけれども、そういったもの

を一度、どういう方法があるのか、何かいい方

法はないのか、そういったものを調査研究、調

べてみてもらいたいなと思うものですから、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

○大坪環境森林部長 今回、森林も環境も両方、

長期計画をつくりまして、その中でたくさんい

ろんな議論をしました。議員が今おっしゃいま

したように、学校林がせっかくありながら、そ

れが有効に利用されてない、活用されてないと

いう事例も多々ございましたので、今回、こん

なふうな事業をすることによって、少しでもそ

の突破口を開いていきたいという思いでござい

ます。

作物を育てたりとか、森を育てたりっていう

ことは情操教育にもなりますし、本当にいい青

年をつくっていくことになるんだろうと思って

ますので、そこは十分留意しながら進めてまい

りたいと考えております。

○押川委員 このみどりの少年団活動促進事業

という中で総合研修大会ということであります

が、現在の県内の少年団の人数、どのような状

況になってるんですか、教えてください。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 現在、

県内で48の団体がございます。これは小学校、

中学校単位でつくったりとか、市町村単位でつ

くったりとかされております。構成員としまし

ては、大体1,500名ぐらいの団員がおります。団

体数としては、やっぱり学校の統廃合とかあり

まして減少傾向にありますけれど、団員数は大

体、ここ最近は横ばいという状況でございます。

○押川委員 毎年、西都の向陵の丘、森林づく

りの中で西都の子供たちは顔出しをしてくれる

んですけれども、それぞれの地域の中でのいろ

んな行事の中に子供さん方が出てくれて、この

森林づくりに興味を持ちながら活動してくれる。

そのことによって、この自然あるいは森林につ

いて勉強してくれる、いいことだろうと思うん

です。

今ありましたとおり、団体数も少なくなって

きてる、子供さん方も少なくなってくる。そう

いう中で、この総合研修大会あたりを開いた中

で、どういったことを具体的にやりながら、今

後、このみどりの少年団あたりに回遊してもら

うかという方向は、どのような考え方を今持っ

ておられるのか。このまま衰退していけば、そ

のままでいいのか。何かそういう、子供たちが

まだいっぱいいるけれども、一部の人しか、こ

のみどりの少年団には加入していないし活動し

てないということが現状だろうと思います。教

育委員会あたりとの合議の中で、どのような方

向でこれを確保しながら、しっかり活動をサポ

ートするかということが大事じゃないのかなと

思いますが、いかがでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 先ほど

申しましたように、学校の統廃合とかいうこと

で、団体数自体はちょっと減っておりますけれ

ども、構成員は先ほど言いましたように、1,500

名ぐらいで維持されているという状況でござい

ます。

この総合研修大会、夏休み期間中に１泊２日

で実施するんですけれど、中身としてはそういっ

た交流もあるんですが、参加していただいた団

体にそれぞれの団の活動状況を発表してもらう

ようにしてます。参加した団体は、よその団体

がどんな活動してるのかというようなことをお
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互いに学ぶというか、知るというか、そういっ

たことで自分たちの活動にまた生かしていくと

いうようなことで、大会自体も生かされてるん

じゃないかと思います。

それに加えて、日々地域で奉仕活動であった

りとか、緑の募金活動であったりとか、そういっ

た活動をしておりますので、それについての支

援もこの事業の中で考えております。子供たち

の人数は減っていく傾向ではあるんですけれど、

何とかこういった緑を大事にする心を持った子

供たちの育成という輪を広げていきたいと考え

ております。

○押川委員 わかりました。それぞれに参加し

た子供さん方が中心になってそういう発表会、

あるいは体験をつなぎながらの仲間づくり、そ

ういったことが価値が出てくるだろうと思いま

すから、引き続きお願いをしておきたいと思い

ます。

③の新規でありますけれども、この若者を対

象とした森林現場との見学研修、どういうもの

かということだけ教えてください。それから、

大学生、高校生、県内なのか、県外なのか。高

校生においても、どこの高校あたりをターゲッ

トとしたものを、今回、事業としてやろうとさ

れてるのか、予算までわかればお聞かせをくだ

さい。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 ③の森

林のいいとこ森発見事業ですけれど、まず予算

額としましては257万9,000円ということで、３

つありますけれど、それぞれの取り組みをやっ

ていくということにしております。対象としま

しては、小学校から大学生まで考えてますけれ

ど、県内の青少年ということで考えております。

一番上の見学研修ですが、昨年から森林環境

税の継続の関係で県民アンケートとかしており

ますけれど、若者層のところで森林に対する関

心が低いということで、この事業では、学生以

下のところをターゲットにした取り組みをした

いということです。一番上のこの事業では、ま

ずは森林の働きとか、いわゆる公益的機能とか

森林づくりの大切さ、また、木材を使うことの

意義とか、そういったことをまず座学で勉強し

ていただいて、それに関係する現場を川上から

川下までといいますか、そういった実際の現場

を見ていただいて、聞くことと見ることで、森

林への関心、理解を深めてもらおうということ

で考えております。

その中で、これは小学生と大学生あたりを考

えておるわけですけれど、その大学生の中で、

より関心が深まった方などを、その下のサポー

ター養成研修に誘導していって、さらに森林環

境教育の知識とか技術とか森林づくりの技術と

かそういったことを学んでもらって、サポータ

ーとして活用していこうと考えております。

○押川委員 できることならば、例えば若い人

たちであれば、どこかの企業なのか、あるいは

団体とか組織あたりに声をかけて、まずはして

みるということが大事じゃないかと思うんです

ね。こういうことをするから来てくださいといっ

ても、なかなか難しい部分があると思いまして、

今企業あたりも森林づくりに協力してくるとこ

ろもあるわけですから、今までそういうことが

ないところをターゲットに。せっかくやるんで

あれば、企業さんなり、そういった団体さんな

り、やはり声かけをしていく。そして具体的に

そういう関心を持ってきてもらわないと、公に

やっても、なかなか実績としてつかみにくいん

じゃないかなというような感じがしております

から。

できれば、そこらあたりまでやっていただい
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て、下の大学生とか高校生で関心がある人たち

はさらに深まっていけばいいんでしょうから、

一緒に大学も高校も若者もというやり方の中で、

それぞれ見学研修の若者に対しては、今言いま

したように企業関係、大学生も県内であれば、

これもどこかの大学にある程度やっぱり絞り込

んで、その中からこの森林環境に関心を持って

もらう。高校生においても、やっぱり同じこと

が言えるんじゃないかと思うんですよね。

だから、具体的に絞り込んだらどうかな。モ

デルをしてやってみたらどうかなという考え方

を持ってるんですが。提案として、そういうこ

とで、この新しい森林のいいところ森発見事業

の中でやっていただいたらどうかなという気が

するんですけれど、今の話では、ちょっとどう

かなという気がしましたので。できれば、モデ

ルあたりまでやってもらってはどうかなという

要望をしたいと思いますが、このことについて

何かあればお聞かせください。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 この事

業を考える段階で、宮崎大学とかそういったと

ころでの生徒さん、学生さんの動きとかいうの

もお伺いしながら、こういった取り組みができ

るんじゃないかということで、仕組んでるとこ

ろです。

大学生にしてるところについては、休み期間

に、夏休みとかそういった長期の休みがとれる

ときに、こういった研修等をやったほうが参加

しやすいんじゃないかということで、ターゲッ

トとしておりました。

ただ、あくまでも、これは若い人たちの世代

の関心が薄いというところからスタートしてお

りますので、委員おっしゃいましたように、企

業とか参加できる方は幅広くお声がけができる

ように検討していきたいと思います。

○押川委員 わかりました。しっかりやって、

成果が上がるように期待をしておきたいと思い

ます。ありがとうございました。

○有岡委員 今のサポーター育成という考え方

で、今、インターンシップ生を受け入れてるん

ですが、大学生は何でも興味があって何でも参

加したいと。それはいいんですが、県として、

この大学生の受け入れをするにしても、このサ

ポーター育成研修という部分を、しっかり持っ

てるという部分を持たれないと、ただ興味本位

で来て、よそに行かれるケースが多いと思うん

ですね。

そういった意味では、県の趣旨としては、そ

ういった研修をして、そのサポーターとして今

後も活躍していただきたいという、長いスパン

で育てるんだという趣旨をしっかり伝えないと、

興味本位で参加して、はいということでは、本

来の事業としての趣旨としては弱いのかなと思

いました。ぜひ自分たちの思いというものをしっ

かりうたっていただいた上で人材育成に結びつ

けないといけないかなと。今ちょっとインター

ン生を受け入れる中で感じましたんで、要望し

ておきたいと思います。答弁は結構です。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 公募を

して参加者を募るわけですけれど、その時点で、

委員おっしゃったように、しっかりこの事業の

目的、今の現状を訴えて、その後々のサポート

活動につながるようにしていきたいと思います。

○渡辺委員長 関連でありますか。なければ、

ほかでも結構ですが。

○太田委員 環境管理課のほうに。資料の11、12

ページの水質保全対策事業でありますが、この

中で12ページに、この３つの種類の化学物質の

主要用途と書いてあります。これを見てみると、

メッキとか界面活性剤、家庭の洗濯用洗剤等と
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いう説明がありますけれど、そのノニルフェノ

ール、界面活性剤、下のほうは家庭用洗剤とい

うことで考えると、この２つは洗剤関係で出て

くるのかなと思うんですが。

それで亜鉛、メッキというのは、これはどう

いう形で川の中に流れてくる可能性があるんで

すか。工場分とかそういった意味があるんです

か。

○黒木環境管理課長 亜鉛につきましては、県

内の主な排出事業所を見ますと、王子製紙、国

富町のソーラーフロンティア、それと宮崎市の

下水処理場等がございます。実は、王子製紙と

ソーラーフロンティアがどのような排出状況な

のかは、今のところ確認はしておりません。

通常、亜鉛というのは、そこに書いてますよ

うに、亜鉛メッキ、いわゆるどぶ漬けのメッキ

なんかを使いますので、それとかハンダなんか

もございますので、そういうふうに幅広いとこ

ろから排出されてくるのじゃないかと考えてお

ります。

○太田委員 わかりました。界面活性剤とかは

家庭用洗剤、そういったところからと思います

ので、浄化槽等が完備すれば、そういったもの

もどんどん減っていくだろうなと思うんですが。

環境森林課のほうで環境計画を立てられとるわ

けですけれど、この洗剤と石けんの違い、石け

んの場合は分解するから、自然に優しいという

ことになるんですが、洗剤をできるだけ控えよ

うというようなこととか、その辺は計画を立て

たところでは、どう考えられておられますか。

洗剤と石けんの違い。

○黒木環境管理課長 この直鎖アルキルベンゼ

ンは、家庭用の洗剤の排出量が大きな割合を占

めているんですけれども、魚で見た場合にどう

いう影響があるかというと、この物質が魚のえ

らのたんぱく質と結合して、えらの組織とか機

能を低下させるというようなことで繁殖への影

響と書いてあるんです。

魚への影響というのは、人に比べてごく微量

だと思うんですけれども、その量が大量になっ

てくると、人間のたんぱく質とかという形で結

合して、何らかの影響があるということなので、

石けんのほうを推奨してるという状況じゃない

かと思ってます。

○太田委員 ごめんなさい、こっちの環境計画

のところで意見を述べなかったんですけれど、

学校給食あたりでは、もう洗剤ではなくて石け

んを使って食器を洗おうというような動きも、

学校給食全部がそうしてるかどうかわかりませ

んが、延岡市では石けんを使おうということで

やってるんですけれど。その辺のところは、石

けん、洗剤の問題の議論はなかったでしたかね。

そこを気にせずに見とったもんですから。

○川添環境森林課長 水質関係、環境森林部全

体でつくってまして、水質について、環境森林

課が最も詳しいというわけじゃないんですが、

今の洗剤と石けんのところは、私どもが部内で

議論したときも、そういう議論がちょっと出て

なかったと記憶してます。ワーキンググループ

も広くやっており、市町村の意見も聞いていま

すが、その意見は聞いてなかったと。

○太田委員 わかりました。環境計画の中には、

水環境の保全というテーマもあったもんですか

ら、私も後で気がついて、言わせてもらいます。

そういうテーマもあるというのは、一つ御承知

おきいただきたいと思っております。

○渡辺委員長 ほかに関連がありませんでした

ら、よろしいですか。

○太田委員 もう一つ最後になりますが、説明

資料の204ページ、これも環境管理課であります
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が、説明では、放射能測定調査というのが、国

の委託を受けて調査しておりますということで

すけれど。これは、いわゆる原発事故の関係で

あの当時つくられて現在まで来たのか、それ以

前からこの調査はあったんですよということな

のか。

そして、また、もう一つの質問は、この調査

の結果、宮崎県ではこんな特徴が出てきており

ますというか、異常ありませんとか、そういっ

た状況の報告はいかがでしょうか。

○黒木環境管理課長 チェルノブイリの事故が

あった後に、国のほうの指示があって、各都道

府県に１カ所ずつ空気中の放射線量を測定する

ようになりました。東日本大震災を受けまして、

プラス県内で３カ所、宮崎市は従前なんですけ

れども、小林市、都城市、延岡市、合計４カ所

で今放射線量を測定しております。

測定結果につきましては、東日本大震災のと

きにわずかに放射線量が上がりましたけれども、

人への影響等があるようなレベルではございま

せん。現在もかなり低いレベルで推移しており

ます。

○徳重委員 同じく環境管理課にお尋ねをしま

すが、浄化槽の問題です。205ページの一番下の

ほうですが、浄化槽という前に、下水道の普及

率が、非常にその後進んでないような気がする

んですが、下水道の普及率はどのようになって

るのか、毎年進んでいるのかどうか、まず教え

てください。

○黒木環境管理課長 下水道で申し上げますと、

生活排水処理施設の計画を持ってるんですが、

平成26年度の目標が50.3％であるのに対し、実

績が50.3％で同率です。平成32年度の目標が56

％です。公共下水道で申しますと、布設という

よりも、そこにつなぎ込みをされてるかどうか

というのが大きな問題でございまして、そこに

つなぎ込みがされれば、処理人口というのがふ

えていくんじゃないかと考えております。

○徳重委員 公共下水道が今おっしゃるように、

まだ50％台ということと、なかなか下水道が通っ

ても、つなぎ込みをしないという方も、かなり

あるように見受けられます。それはそれとして、

新規建設、家を建てられる人は、いずれにして

も下水道にほとんどつないでいくと思うんです

よね。その下水道の布設されてない地域、基本

的にそれは合併浄化槽しかないわけですね。新

しくつくる人も合併浄化槽を布設しなきゃいけ

ないようになってるわけですから。

それで、この合併浄化槽の補助金というの

が8,636万9,000円と。この補助金額とは、合併

浄化槽のことでしょう。

○黒木環境管理課長 単独処理浄化槽またはく

み取り槽から合併処理浄化槽に転換するための

補助金です。

○徳重委員 下のほうにあります。

○黒木環境管理課長 下のほうは、単独処理浄

化槽から合併処理浄化槽に転換するときに、掘

り起こして工事をします。そのための撤去費の

補助ということでございます。

○徳重委員 そしたら、この8,636万9,000円と

いうのは、何基分申し込み予定というか、ある

んですか。

○黒木環境管理課長 一応1,300基程度を見込ん

でおります。

○徳重委員 各市町村から出てきている数字と

いうのは、大体どれぐらいなもんですか。

○黒木環境管理課長 今年度で申しますと、６

月に第１回のヒアリングをしまして、それで予

算額を充足するような形で市町村から要望をも

らって、それを割り振るんですけれども、最も
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多いのが都城です。380基予定が来ておりました。

その次が、門川町の100基です。合わせて、1,300

基程度になります。

○徳重委員 結局、県内全域で一応1,300基とい

うことになろうかと思うんですが、この状態で

いくと、単独から合併に移るというのもかなり

あると思うんですが、新規の場合がほとんど合

併になっていくから、新築の場合は、これは強

制的になっていく形になると思うんです。

単独の場合、合併浄化槽にかえなきゃならな

い基数は、県内であと何基ぐらいか把握されて

いますか。

○黒木環境管理課長 生活排水処理計画の平

成32年度の合併処理浄化槽の目標値が23.2％な

んです。そこに達成するには、あと5,700基の合

併処理浄化槽の新設が必要なんですけれども、

実は既に合併処理浄化槽を設置されてる方が、

今度は下水道につなぎ込みされる場合がござい

ますので、新たにふえる部分については、5,700

よりもさらにふえなければ、その目標値は達成

しないと考えております。

ただ、今、毎年2,500基程度、合併処理浄化槽

は設置されてます。単独とくみ取り槽から

が1,000基ぐらい、それと新築時が1,500基程度

でございますので、単純にいくと２年ちょっと

なんです。先ほども言いましたように、下水道

区域には下水道へのつなぎ込みがありますので、

その分を差し引いていかなきゃいけませんので、

数年間ということじゃないかと考えております。

○徳重委員 １基で大体幾ら補助になるんです

か、平均にしてでも結構ですが。

○黒木環境管理課長 約90万円設置するのにか

かるんですけれども、原則、約12万円が補助に

なります。

○徳重委員 最後にしたいと思いますが、12万

円補助を全部やっていくということになると、

約5,000、約6,000基は必要という計算でいいん

ですか。

○黒木環境管理課長 5,700基というのは、単独

からの転換と新築時のものと合わせてなんです。

だから、この補助は転換のほうですので、単純

に5,700の補助ではないと思います。単独は毎

年1,000基程度ですので、それが結局、1,000掛

ける原則12万円ですかね。だから、それをあと

何基というのは、先ほども言いましたように、

公共下水道域でのつなぎ込みがあって合併処理

浄化槽がどれだけ減るかがわかりませんので、

単純にその数値は出てこない状況です。

○徳重委員 大体わかりました。

○押川委員 今回出てきております単独処理浄

化槽から合併浄化槽への転換、約700万ですが、

これは何基分。そして、単独から合併浄化槽へ

の転換のお願いはどうされてるんでしょう。

○黒木環境管理課長 見込みの基数は230基程度

を考えております。平成27年度の実績で申しま

すと、現時点で123基でございます。

実は、これは撤去するときの補助なんですけ

れども、市町村が補助した場合に県も補助しま

す。市町村が補助要綱を持ってるところが、今

のところ、４市８町しかございませんので、見

込み基数の230基を満たすためには、さらにその

市町村に対して理解を求めて、補助要綱をつくっ

ていただくように、今お願いしているところで

ございます。

○押川委員 この予算では230基ということです

ね、市町村に皆さん方からお願いをして、単独

から合併浄化槽へお願いしてくださいというぐ

らいのものなのか。あるいは、積極的に、今、

この水質をいいものにしようということで─

環境からもそうですから、どういうやり方で。
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これ、ただ変えてくださいというだけでは、な

かなか、単独から合併浄化槽に変わらないとい

うのも聞いてるんですね。少しずつは変わって

きてるということですから、新規ではなかなか、

合併浄化槽が設置されて当たり前だという考え

方ですから、もう少し、この９万何がしかを単

独から合併に変える補助金を上げていくとか。

何かもう少し具体的にそういったものが出てく

ると、少しは違うのかなという気がするんです

が。今後、この単独がまだ多いわけですから、

合併浄化槽への転換に向けての、今後28年度の

取り組みあたり、市町村等はどうされてるのか、

具体的に何かあれば、お聞かせください。

○黒木環境管理課長 単独から合併への転換は、

やっぱり設置されてる方の理解が進まないと難

しいわけですので、例えば今年度で申し上げま

すと、10月に浄化槽適正管理推進月間という１

カ月間を設けまして、この中で県を含んで市町

村、それと浄化槽の関連業者等と一体となって

一斉キャンペーンをやってまいりました。

今後も引き続いて、来年度からになるんでしょ

うけれども、同じような取り組みをして、県民

の皆さんの理解というのか、単独処理浄化槽を

設置されてる方の理解を得ていく必要があると

考えております。

○押川委員 わかりました。また努力をお願い

をしておきたいと思います。

この５番目の11条検査、311万1,000円であり

ますけれども、現状の受検率を教えてください。

○黒木環境管理課長 平成26年度が52.2％で、

今年度がまだ年度途中なんですけれども、今と

同程度ぐらいの受検率でございます。まだ今年

度途中なもんですから、集計されてませんけれ

ども、昨年度の52.2％と同程度で、ひょっとし

たら、それをちょっと上回る可能性があると考

えてます。

○押川委員 わかりました。なかなかこの11条

検査に行かないということで、議会でも、たび

たび質問等もあった中でありますけれども、こ

の311万というのは推進事業ということでありま

すが、28年度は、何をしてこの311万を使われる

のか、具体的に教えてください。

○黒木環境管理課長 まずは、受検をされてい

ない方に直接文書でお願いするというものと、

あと先ほど申しました10月の月間での一斉キャ

ンペーンなどでございます。

○押川委員 わかりました。それで、はいわか

りましたということで、皆さん方が受検をして

いただいて、受験率が上がってくればいいんで

すけれども、法定の罰則はあるといったものの

その罰がないということで、なかなか受検され

ない人もいらっしゃると聞いてますから、これ

はそこらあたりの対策を何か考えていかないと、

なかなか上がってこないのかなという気がしま

す。

何年前でしたかね、国からの予算が来てて、

大勢の方々に受検してくださいということで、

二、三年前にそういう推進をされた経過もあっ

たんですが。それからすると、52％というと、

その時点から落ちてもない、上がってもないと

いう状況ぐらいでしょうか。

○黒木環境管理課長 平成25年度が49％でした

ので、約二、三％上がってまして、今年度がま

た少し上がるんじゃないかと思ってます。

当初、平成22年からこの強化事業をやってき

たんですが、そのときやっぱり、かなり上昇率

が高かったんですけれども、最近はやはり、な

かなか理解を得られない方が多いもんですから、

伸び率は少なくて、徐々に伸びてるような状況

でございます。
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○押川委員 わかりました。なかなか卵が先か

鶏が先かというようなことになっては本当はい

けないわけなんですけれども、受検率が上がる

ように、また我々も努力はしていきたいと思い

ますし、皆さん方にも、またさらに頑張ってほ

しいなと思います。

それから、この13、14ページ、本日、先ほど

説明がありました、全国に先駆けたモデルとい

うことで、本県と仙台市だったと理解をしてお

ります。一般質問でもあったところであります

が。先ほど言われたとおり、この14万基の情報

データがあるけれども、それぞれに管理されて

るような状況の中で合致してないということで、

こういうシステムをやって台帳管理をしようと

いうことで、すばらしいことだと理解をしてお

りますから、これはぜひやってほしいんです。

こういう流れの中で、これは、入力は県がされ

るということなんですか。

○黒木環境管理課長 14ページの図を見ていた

だきますと、４つの機関が全部つながってます

が、今年度は、このつなぎ込みを行うのが、県

と宮崎市と環境科学協会なんです。この保守点

検業者等は、まだ29年度以降になると思うので、

その分については、とりあえずうちのほうが情

報収集して県が入力すると。業者等がつなぎ込

んでいただければ、そこは業者の方々が入力さ

れるということでございます。

○押川委員 現在は県と宮崎市、科学協会の３

者、３つですよね。保守点検業者は、今のとこ

ろは入らない。

○黒木環境管理課長 一応、機会あるごとにお

願いはしているんですけれども、来年度はなか

なか難しいんじゃないかと考えてます。

○押川委員 いずれは入られて、一緒に台帳づ

くりをして、そこをどこかがまた管理をしなが

ら、しっかりこの合併浄化槽を管理するという

ことが一番いい方法だろうと思うんです。

ただ、県がするというのは、なかなか難しい

かなと思いますので、科学協会なのか、浄化槽

協会なのか、我々もわかりませんけれども、や

はり管理しやすい形の中で、将来的には、これ

をやはりどこかにお願いをするという形になる

んですか。それとも、もう科学協会なのか、浄

化槽協会なのか、そこあたりをしっかり決めて

らっしゃるのか。

○黒木環境管理課長 現在でもデータの台帳と

いうのはあるんですけれども、県が持っている

情報は、環境科学協会に入力をお願いしており

ます。県が委託してる形でやっております。

このシステムが稼働したら、やっぱり県独自

で入れるのはなかなか難しいので委託すると思

うんですが、今のところは、環境科学協会がい

いんじゃないかと考えてます。

○押川委員 わかりました。一番やはり窓口、

そういう仕事から内容を知ってるのは浄化槽協

会、環境科学ですね、２つですね。それ一緒に

できるとかそういうことでやっていくと、さら

に台帳管理あたりがしやすいのかなと思うんで

すよね。

私は熊本に見にいったんですが、熊本県は、

浄化槽協会がそういう台帳を管理されて、どこ

どこでどういう事故があったりとか故障が出た

とか、市町村まで含んで、画面で全て管理され

てるんです。そこあたりはもう少し、本当にや

りやすいところで、管理できるところがやった

ほうがいいかなという気はしてるんですけれど。

もうそれ以上は、なかなか大変でしょうから言

いませんけれども。できることなら、しっかり

そこあたりができるような方向の中で、今後検

討していただきますようにお願いをしておきた
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いと思います。

○黒木環境管理課長 来年度の６月から本格運

用を考えておりまして、その中でいろんな問題

点等が出てくると思いますので、そこでまた、

その都度改善していきたいと考えております。

○渡辺委員長 議案については、ほかにござい

ませんでしょうか。まだありますね。

であれば、ここで午前中の質疑を終了としま

して、午後１時再開とさせていただきたいと思

います。

暫時休憩をいたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

午前中の質疑の続きを行いたいと思いますの

で、質疑のある方はどうぞ。

○黒木委員 委員会資料の７、８ページです。

クロスカントリーコースの整備事業についてで

す。この事業は、これまであったクロスカント

リーコースを再整備するというものになるわけ

でしょうけれども、この日本陸上競技連盟の競

技規則を満たすための再整備なのかどうかお伺

いしたいと思います。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 この２

つのクロスカントリーコース、木花運動公園の

海側のコースにつきましては、これは潮害防備

保安林で県有林でもあるわけですけれど、その

管理道がございまして、それを活用した形で、

平成５年には世界ベテランズ陸上大会もあった

んですけれど、そのときにクロスカントリーコ

ース等が設定されてまして、その後、平成13年

にも少し整備してます。

ひなもり台のコースも、平成13年に地元の御

要望等がありまして整備したところなんですけ

れど、もう整備してから年数がたってるという

ことで、でこぼこになったりとか、木の根が出

てたりとか、周りの木が生い茂ってもう暗くなっ

てるとか、そういう利用者からの御要望もあっ

て、今回、そういったところを直して、利用者

に快適に使っていただこうということで、この

事業を考えてるところです。

○黒木委員 この２つのコースは、それぞれ今

利用者はどれぐらいいるもんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 どちら

も自由に出入りができるような状況でありまし

て、利用者そのものの把握はできてないところ

です。

例えば、木花運動公園の海側のコースですと、

箱根駅伝で優勝しました青山学院大学とかそう

いった大学の駅伝チーム、それから実業団の駅

伝チーム、そういった方々が使われてる。また、

プロ野球のキャンプ地でもありますので、選手

の人たちがトレーニングがてら使ってるという

ようなことも聞いております。

ひなもり台につきましては、やっぱり地元の

小林高校でありますとか、県内のそういった高

校の陸上部関係、それから年に一遍ですけれ

ど、500人規模のクロスカントリー駅伝大会が毎

年実施されてるという状況です。

○黒木委員 ということは、何人ぐらい使って

るというのは、自由に出入りするから、カウン

トはできないわけですよね。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 現地に

受付とか、そういったことをする人材等を配置

してるわけでもありませんで、自由に出入りで

きる状況で、把握できてない状況でございます。

○黒木委員 県内にクロスカントリーコースと

言われてるのはどれぐらいあって、そのうち、

この日本陸上競技連盟の規則を満たすコースは
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どれぐらいあるもんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 クロス

カントリーコースの認定コースというものはな

いようで、その都度、大会をするときに設定す

るということのようです。県のほうで、スポー

ツランド合宿キャンプガイドというのを出して

おりますけれども、その中では、ここにありま

す２つのコースと諸塚村のコースが紹介されて

おります。

○黒木委員 諸塚村にもあるんですけれども、

余り利用されないもんですから、どれぐらい利

用されるのかなと思いながら言ったんです。

この場合、日本のいわば一流の実業団とか大

学とか、ひなもり台の場合は高校が使ってると

いうことでありますけれど、実業団とか大学と

かそういったものから、しっかりしたコースを

つくってくれとか、そういう要望もあるわけで

しょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 実際に

そういった要望がございまして、例えば、この

木花運動公園のところですと、松林の中なんで

すけれど、根が露出してる部分とか、コケが生

えてちょっと滑りやすくなってるとかいっぱい

ありまして、選手のけがにつながるんじゃない

かという心配もありまして、改修の要望をいた

だいております。

○黒木委員 いろんなスポーツの合宿の誘致に

つながるように、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

○右松委員 私もクロスカントリーの件ですけ

れど、海側が青学の陸上チームが、あそこで練

習されたんだなというのが今わかったところで

す。私は駒大出身で、箱根駅伝で強敵、もうす

ごい青学の強さというのは骨身にしみてるんで

すけれども。

全然話が違いますけれど、テレビ番組で青学

の監督が出てました、インタビューに答えてま

したが、やっぱり、とるべくしてとったという

か、10年以上かけてチームを育成して、とるべ

くしてとったタイトルだなというのは感じたと

ころです。そこが縁起のいいコースだなという

のを感じたところであります。

また一方で、木花運動公園が充実してもらう

ということは、宮崎市選出の議員としては大変

ありがたいことであります。

先ほど、黒木議員のほうから質問がありまし

たけれど、日本陸連の競技規則を満たすという

ことで、新しく新設されてるところが２つあり

ます。コース幅とか、それから傾斜とか柵の有

無とか、いろいろ規則等にあるかと思うんです

けれども、どういったところで、具体的にこの

競技規則を満たすコースになったのか、そこを

教えてください。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 まず、

この競技規則によりますと、クロスカントリー

の大会等をする場合のコース設定というのは、

広い草地のあるところか森林地帯ということに

なっております。コースを設定するときに望ま

しいというか、例えば世界大会とかをやるよう

な場合には、1,500メートルあるいは2,000メー

トルの周回のコースにするようにと。あと、コ

ース途中には、10メートル以上の上りの坂を設

けなさいとか、そういった規定がございます。

２つのコースとも、上の木花運動公園のほう

が、今ありますコースが3,328メートル、下のひ

なもり台のコースが1,788メートルということ

で、距離的に中途半端な距離になっております

ので、とりあえずは1,500、2,000、3,000、そう

いったコースがとれるように、延長の調整をま

ずやりたいと。あと路盤が、やはり足腰、膝、



- 30 -

平成28年３月８日(火)

そういったところへの負担がかなりかかるとい

うことで、そういった負担がかからない路盤整

備ということで、それについては陸上関係者の

方々の意見等を聞きながら整備したいと考えて

おります。

○右松委員 事業期間が28年度ということで予

算が上がってますけれど、これは28年度中に、

大体いつぐらいをめどに完成するのか、教えて

ください。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 陸上シ

ーズン、秋口から冬にかけてになると思うんで

すけれど、できれば、それまでには整備できれ

ばと考えているところです。

○右松委員 事業効果でいろいろと出てまして、

このとおり効果が出てくると非常にいいなと

思ってます。（３）の国内外のプロアマスポーツ

チームの招致と、それから合宿等も誘致してい

くということであります。

クロスカントリーコースにおける今後の取り

組みの状況、見込みっていいますか、あるいは

県内大会の開催を視野に入れてるとか、そういっ

た将来的な展望を教えてもらうとありがたいで

す。地元でいろいろ話をするときに、お話をし

たいと思ってますので、お願いします。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 ひなも

り台のコースにつきましては、毎年500人規模の

大会をやっておりますので、それを継続的にやっ

ていきたいと考えております。そのほかについ

ては、具体的に大会の誘致の予定があるとかと

いうことではありませんが、この事業の中で、

土木的な工事もするんですけれど、コース図も

つくりまして、そういったものでパンフレット

的なものになるかとも思いますが、そういった

ものを使いながら、スポーツランド振興のほう

とも連携しながら、この場所をＰＲして、県外

からもたくさんおいでいただければと考えてお

ります。

○右松委員 スポーツランドみやざきで、やは

りこの木花運動公園というのは核になってくる

施設の一つだと考えてます。

また、ちょっと違うんですけれど、スポーツ

ランドみやざきの中で、サーフィンの関連で、

実はサーフィン関係で、地元議員、私以外にも

いろいろ要望が上がってきてると思いますけれ

ど。これは別件ですけれども。いずれにしても、

スポーツランドみやざきとして、今後の大きな

展開につながるような整備を進めていただけれ

ばありがたいなと思ってます。期待してます。

○甲斐環境森林部次長（総括） スポーツラン

ド推進協議会、ここに副会長で、かつて宮崎工

業高校の監督をされてました中馬先生、今回の

この整備には非常に興味を持っていただいてお

りまして、エールをいただいております。そし

て先生は、いろいろ中央団体の競技役員だとか

有力校、協力校、競技力の強いところと非常に

面識があられるということで、そういうつなぎ

役はぜひしたいということもおっしゃっていま

した。

○徳重委員 ちょっとまたぶり返すようで大変

申しわけないんですが、環境管理課のことにつ

いて、浄化槽の法定検査のことについて、部長

にお願いをしてみたいなと思うんです。

私、四、五年前から、この問題について課長

とも大分議論をし、いろんなことをやってまい

りました。先ほども押川議員からるるお話があ

りましたし、それでも、まだ52％かという思い

ですよね。全国的には80％を超してるところも

何県かあると思いますし、九州でも福岡も60～70

ぐらいいってるんかな、長崎も七、八十いって

るんじゃないかなと思います。
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これ地元におりますと、２軒に１軒は入って

ないという、法定検査を受けてないという理屈。

これは地域コミュニティーというか話し合いの

場でも、俺はお金を毎年納めてるぞと、俺は納

めてないぞという人がおるわけですね。そうす

ると、地域コミュニティーそのものが壊れてし

まうような気がしてならないわけですよ。何と

か一つ、これをやっぱり目標を持って、少なく

とも七、八十％にいくぞと、いかせるぞという

目標がないと、お互いに努力も足らなくなるん

じゃないか、お願いと文書を送ると、口頭で言

うという程度の話では、なかなか進まないと。

前にもあったと思うんですが、地域によって、

市町村それぞれにモデル地区というんですか、

ここは100％入るぞという地区を指定してでも

やっていこうという話もあったと思うんです。

やり方としては、科学協会と浄化槽協会等の関

係やらいろんなこともあるでしょう。

いずれにしても、法律だからやらなきゃいけ

ないということで、部長にお願いしたいのは、

その目標を何とかここまでいくぞというものが

なければ、今何％だから、この程度でいいじゃ

ないかということであったら、このままずっと

いくんじゃないかなと。やっぱりある程度、期

間を区切って、目標を立ててやってほしいと思

いますが、考え方としてどうでしょうか。

○大坪環境森林部長 この問題を含めて、環境

に関する長期計画の改定計画案をつくりまして、

今議会にお諮りしてるさなかですけれども、やっ

ぱり最近の状況を踏まえて、しっかりと目標を

立てて施策を進めていく。その姿勢はしっかり

と認識してやっていきたいと思ってるとこであ

ります。

この浄化槽に関しましては、やはり実感とし

て思いますのは、県だけで一生懸命旗振りをし

ても、なかなか進みません。それで実は今年度

は、関係団体、環境科学協会、それと浄化槽協

会と、本当に密に連携をとって進めてます。二

度ほど、昼も夜も話し合いの場を持って、そし

て、今年度は新規に10月にそういう強化月間を

設けようじゃないかということで、関係機関と

も連携して取り組みを始めたところでございま

す。そんなことも含めながら、県全体での機運

を高めていきたいと思ってます。

先ほど環境計画、長期計画の話をしましたけ

れども、平成32年度の目標値として、75％とい

う数字を上げました。したがいまして、そこに

向かって関係団体、そしてさらには市町村と十

分に連携を図りながら進めていきたいと思って

いるところでございます。

○太田委員 確認で。説明資料の209ページ、循

環社会推進課のほうでありますが、新規事業で

海岸漂着物等の地域対策事業ということで150万

ほど上げられておりますが、海岸漂着物につい

ては、市町村が処理しなきゃならんのか、県が

やらないかんのかということで、今まで議論も

あったテーマだと思うんですが、今回新規事業

で上げられたということは、国のほうがこうい

う制度をつくったということでいいんですかね。

以前からもあったんですか。

○温水循環社会推進課長 今回は、新しく市町

村が行う事業が新規事業ということで、ここに

今回上げております。具体的には、宮崎市さん

が、青島海岸のそこに常時清掃を行っておられ

るんですが、その予算をこの国の予算で賄いた

いといったような話になりまして、今回上程さ

せていただいております。

なお、各市町村に対しても、国からこの事業

の案内があったときに説明会を開催をして、そ

して応募を募ったんですけれども、結果的に宮
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崎市さんのみがやると。

なお、県の海岸のほとんどは、県で管理して

いる海岸になるもんですから、我々の循環社会

推進課は普及啓発事業を中心に予算を組ませて

いただいております。それ以外、河川課、港湾

課、農村整備課、漁村振興課、この４課で具体

的に、実際海岸に流木等が打ち上げられたとき

のための回収処理事業を組んでおられると。大

体3,000万程度になっております。そういう状況

であります。

○太田委員 わかりました。これは宮崎市の青

島の海岸の漂着物についてということになって

おって、以前、よく市町村と県とでどっちがや

ろうかねということは、先ほど言われた3,000万

でどうにか処理できるということでしょうか。

○温水循環社会推進課長 基本的にはそういう

処理になっていきます。

○太田委員 それからもう一つ。同じところの

新規事業で災害廃棄物処理体制整備事業という

のがありますけれど、これは災害が発生したと

きにという何かの廃棄物であろうと思います。

新規事業ですから、これはやっぱり、津波と

かそういった環境を想定されてるのか、何かニ

ーズがあってセットされたのか。

○温水循環社会推進課長 後ほどその他報告事

項の中で、災害廃棄物処理計画について御報告

をさせていただく予定にしておりますが、この

事業の趣旨としましては、各市町村の職員等を

初めとした研修会の開催、それと災害廃棄物の

専門家を各ブロックに派遣をいたしまして、そ

の中で先ほど言いました災害廃棄物処理計画の

バージョンアップ等に関する研修とか指導を

やっていただく、かつブロック単位で災害が起

こったときに、廃棄物の処理を協力し合ってで

きるように、そういうネットワークの構築をす

るための事業と、そういった３本立ての事業に

なっております。

○有岡委員 説明資料の中から２点ほどお願い

いたします。

191ページの環境森林課の太陽光発電システム

の融資制度、これは県議会にお願いするという

ことですが、この8,000万という金額で現在の状

況が知りたいんですが、どのようなニーズで、

例えばこの予算が不足しているのか。それとも、

十分、今ニーズに応えられているのか、そこら

辺の経過をお尋ねいたします。

○川添環境森林課長 住宅用太陽光発電システ

ム融資制度8,000万円の件です。これ利率が2.9

％で300万円を上限に融資するという、県内の７

つの金融機関が協力していただいてまして、３

倍強となってますから、この予算の３倍の範囲

で銀行は貸し付けをしていくということでござ

いまして、十分に予算上はあると思います。

ただ、一方の需要のほうは、今実際300万も借

りなくて、150万程度でも十分つけられるように

なってまして、今のところ、新規の貸付希望と

いうのは今ないものですから、これについては

再来年度等に向けて、もっと使い勝手がいいと

いう形で、今金融機関と協議してるところでご

ざいます。今、それが現状でございます。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いしたいと思

います。

もう一点、お尋ねしたいと思いますが、192ペ

ージに新規事業でひなたの環境人育成事業とい

うアドバイザーを研修するというお話でしたが、

この対象人員ですが、どれぐらいの人員、アド

バイザーを育てようとするのか、そして地域の

バランス、そういったところの計画をお尋ねい

たします。

○川添環境森林課長 まず、この「ひなたのか
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んきょうびと」という形で読ませていただきた

いと整理してまして、事業としましては、20名

を対象に６日間、６回の研修を行いたいと考え

てます。

地域バランスとしては、県内全般に、現在協

力いただいてます、環境アドバイザー等が県内

に104名いらっしゃるんですが、その方々を中心

に、それと地球温暖化防止活動推進員とか、今

環境森林部でお願いしている、こういう指導者

になる自然保護の活動をされてる方々が大

体1,300名ほどいらっしゃいます。この方々を有

意義に使って、廃棄物だけじゃなくて、温暖化

も指導できるという形に育成していこうという

事業でございます。ですから、県内ではバラン

スよく募集してもらいたいと考えてます。

○有岡委員 どうぞ、指導者を育てるという長

い期間の取り組みですので、よろしくお願いし

たいと思います。

○右松委員 済みません、もう一回ぶり返すよ

うで大変恐縮ですが、15ページの産廃の不法投

棄の件であります。

先ほどの課長の話で、35件2,200トン、24件900

トン、その７割から８割は解決してるというこ

とで、いい方向だと思ってはおります。

ただ一方で、事業活動に伴って生じた廃棄物

ということで、一般廃棄物ももちろんだめです

けれど、かなり環境汚染につながる可能性が高

い。例えば廃油とか、それから廃酸とか汚泥、

あるいは建築関係の廃棄金属、プラスチック等

々、ガラスとか、いろいろ考えられるわけです。

実際、先ほどの日之影が１件、椎葉が１件、現

在見受けられるというところでありますけれど

も、既に環境汚染がやはり著しく感じられると

いうところが、そこも含めて県内にあるのかど

うか、そこを教えてください。

○温水循環社会推進課長 環境汚染によって、

住民生活に影響が出てるといった事案について

は、現在のところはそういう事案は把握してお

りません。そういう事案になっているとは認識

はしておりません。

ただ、今委員がおっしゃいましたように、い

ろんな産廃の不法投棄が想定されるわけなんで

すが、実際に一番多いのは、建築産廃等の瓦れ

き類が一番多くなっております。そして、木く

ず等ですね。そういった建築関係の不法投棄が

一番多い状態でありまして、直接的に廃油とか

廃酸とかそういう液体物ですと、非常に河川を

汚したりとか、直接的な影響がすぐ出やすいも

んですから、そういう事案の発生はあるんです

が、そういったのは不法投棄というよりも、ど

ちらかといいますと、不注意で流れ出したりと

か、そういうことで保健所等を通して、直ちに

改善を図らせているという状況にあります。

それで、先ほど言いました椎葉の案件は、一

つは堆肥でした。堆肥を結局山の一定のところ

に保管してまして、それは家畜廃棄物処理法上

も問題ありということで、結果的に全部撤去を

させました。

基本、発見した場合に、先ほども申し上げま

したように、大体七、八割に関しては年度内に、

ある程度行政指導のレベルで言うことを聞いて

くれるケースが多いですので、そういう状況の

中で、先ほど委員からありましたように、県民

生活環境に直接的な影響が出てるといったよう

な事案は、今のところはございません。

○右松委員 最後にしますけれど、先ほど行政

的な広報、周知といいますか、やられていらっ

しゃるということでありましたけれど、ある程

度不法投棄の可能性があるといいますか、そう

いったところに関して、きちっとやはり指導、
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広報、周知、この辺をしっかりと今後もやって

いただければと思ってます。

○温水循環社会推進課長 委員おっしゃいます

ように、保健所の廃棄物監視員が定期的に産廃

の排出事業者、そして処理業者を巡回して回っ

ております。そちらの業務でも、不適正な管理

とかをしていた場合は早期に発見することがで

きます。そういった巡回等を繰り返してやって

いく中で、適正処理が進むように、かつ不法投

棄等の不適正事案に関しては、迅速に対応がで

きるように努めてまいりたいと考えております。

○右松委員 わかりました。環境省のデータで

本県の状況は、決して、全国と比較して悪い状

況じゃないというのは、一応データには出てま

すので、今後も鋭意取り組みを進めていただき

たいと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかにござい

ますでしょうか、議案の関係ですが。

○黒木委員 議案第45号の森林・林業長期計画

の変更についてですけれども、説明があったん

ですが、これをぱっと見てみると、木材の素材

生産量も目標値は上がっていく。それから再造

林とかシイタケ生産量も上がっていってるとい

うことですけれども、この林業就業者数、これ

は平成22年の国勢調査の値でしょうが、今減少

という目標値を掲げているわけです。

一方で、森林施業プランナーとかいう人は、70

人から100人にふやそうと。これは現況値が26年

ですけれど。そういったように、考える人はふ

やすけれども、実際働く人は減っていくという

ことで、いろんな数値を上げていくにもかかわ

らず、担い手を減らすという目標は、果たして

これで、ほかの目標値が達成できるのかなとい

うことを考えるんですが、その辺はどのように

考えたらいいでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 本件につきまして

は、先ほど部長からもお話がございましたとお

り、実は部内でもいろいろ議論がございました

ところでございます。

基本的には、これまでと同様の考え方を持ち

まして、林業就業者数というものをはじいてる

とこでございます。

理由といたしましては、３点ございます。ま

ず、１点目としまして、素材生産量が先ほど190

万ということでお話がございました。この目標

値につきましては、改定前の計画と特に変えて

るとこではございませんけれども、この190万と

いうその目標以上に伐採量が仮に増加しますと、

本県の森林資源というのがやはり枯渇しかねず、

持続可能な林業・木材産業というのが図られな

い。簡単に申しますと、数十年後には、人とか

機械とかが余ってしまうといったような事態を

招いてしまうんではないかというのが、１点ご

ざいます。

あともう１点目でございますけれども、林業

就業者数が他産業並みの所得を確保するために

も、より一層生産性を上げていかなければなら

ない少ない人数で多くの施業ができるようにし

ましょうということで、高性能林業機械の台数

ですとか林業就業者数、こういったものを定め

ているところでございます。

こういった理由ですとか、あと、高性能林業

機械のもう一点ございますのが、稼働率という

のが、まだまだ低い状況にございます。こういっ

た中で、林業就業者数につきましては、実はこ

れも前回の計画に比べますと、プラス30してる

ところでございますが、現況はちょっと多い状

況でございます。

いずれにいたしましても、目標値の設定とし

まして、県内で最低限必要な林業就業者数とい
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うのを、こういった生産性の向上ですとか、あ

とはその人たちが何十年にもわたって永続的に

暮らしていけるような人数として設定をしてる

ところでございます。

なお、現在、平成22年の国勢調査で2,690人、

先ほど委員から御指摘ございましたとおりの林

業就業者数があるということでございますけれ

ども、このうち仮に65歳以上の方が全て離職を

すると仮定いたしますと、現在から32年までの

間に、実は半分以上の方1,279名にまで林業就業

者数が減ってしまうということになるところで

ございます。

このため、現在と同様以上の林業就業者数を

きちんと確保していかなければならないと考え

ているところでございます。

○黒木委員 生産性を上げていく、それから高

性能林業機械も、目標はほとんど変わらないと

いうことですから、そういうことでいくと、

今、22年の値で65歳以上が20％近くいると。そ

ういうことを考えた場合には、これぐらいの担

い手が、就業者数がおれば、何とか目標の素材

生産量、それから再造林とかそういった分につ

いては可能であるという考え方の目標値という

ことですね。

○石田山村・木材振興課長 委員御指摘のとお

りでございます。造林につきましては、やはり

伐採量がふえていくものに対しまして、人数に

ついてはふえるという計画を立ててございます。

ただ、いわゆる生産性といいますか、素材生産

の部分につきましては、高性能林業機械ですと

か稼働率ですとか、そういった部分でカバーが

できてくるというような試算で、この目標数値

を定めているところでございます。

○黒木委員 わかりました。さらっと見たとき

に、ちょっと矛盾した数字じゃないかなという

ような気がしたもんですから、どういう根拠で

かなということで、お聞きしたところでした。

わかりました。

○押川委員 205ページ、公害関係です。土呂久

公害8,306万円。この補償額というのは、個人個

人違うのかなと思ってるんですが、どういう状

況なのか、教えてください。

○黒木環境管理課長 この補償は、いわゆる認

定を受けた方が対象でございます。中身としま

しては、医療費とあと障害補償費と遺族補償費

などがございます。

○押川委員 それで先ほど言いましたとおり、

認定されて個人個人で違うと思うんですけれど

も、補償の高い人と、あるいは低い人とか、そ

ういうのがあるんですか。

○黒木環境管理課長 例えば障害補償費でいい

ますと、３級、２級、１級、特級とかに分かれ

てまして、その級が上がるごとに補償費の額、

それと年齢によっても違いますので、個人差が

出てきます。

○押川委員 認定人数は何人でしたか。

○黒木環境管理課長 45名が認定を受けてらっ

しゃいまして、その障害補償費の対象の方は42

名でございます。

○押川委員 27年度当初が9,776万6,000円、本

年度28年当初が１億36万4,000円ということで増

額になってますけれど、その理由は何でしょう

か。

○黒木環境管理課長 一つは、１番目の補償対

策費と２番目の健康検診費がいずれもふえてま

すけれども、特に１番目について、認定患者の

方が、今年度、数名新たにふえる予定になって

おりますので、その分の増額だと考えてくださ

い。

○押川委員 わかりました。
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２番目のこの健康観察検診費、これの人数と、

この検診費というのはどのような状況になって

るんでしょうか。

○黒木環境管理課長 これは、認定患者を含む

土呂久地区に住んでらっしゃる方々が対象で、

毎年、簡易検診をやっております。大検診と申

しまして、約80名から90名が参加されるんです

けれども、その方は、認定患者プラスそれぞれ

ほかの方々で、その後、次の年に大検診で要観

察と受けられた方が、この次の年の検診約40名

ぐらいです。ちなみに、今年度がその40名の検

診で、来年が大検診の年になっております。

○押川委員 わかりました。

あと、人数がちょっとわからないんですが、

ここに今お住まいの方で、今後の状況はどうい

うことが考えられるんですか。ここにどのくら

い住んでらっしゃるんですかね。土呂久関係で、

ここばっかりじゃなくて、県内でもしそういう

あれがあるとするならば。

○黒木環境管理課長 まず、住んでらっしゃる

方は100名前後でございます。その認定につきま

しては、土呂久鉱山が操業していたときに住ん

でらっしゃって、長期暴露を受けてらっしゃる

と。それと、慢性ヒ素中毒症という疾患という

ことなんですが、昭和37年に閉山になってます

ので、そのときにそこに住んでらした方も、結

局、今後認定を受けられる可能性がございます

ので、私どもとすれば、約30年ぐらいは続くん

じゃないかなと考えております。

○押川委員 こういう認定をされる、本当に大

変だろうなと思っておりますので、今後とも、

こういう検診あるいは補償について、しっかり

やっていただきますようにお願いをしておきた

いと思います。

それから、常任委員会資料で林業公社貸付金

で、28年度が９億8,000万ということで、県並び

に市中銀行に長期買い入れの償還ということで、

計画的にやっていらっしゃるんですが、現在の

トータルの中での残高はどのような状況になっ

てるんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 平成25

年が341億で、この時点がピークでございまして、

それから減少に転じてまして、27年度末で339

億9,000万になっております。

○押川委員 現在、木材もいいし、バイオマス

関係あたりもありながら、そういう中での取引

が今後続いていく中では、確かに減少していく

ということで、我々もちょっと今安心はしてお

るんですが。計画的にこういう形の中で、全体

的な残高は減っていくという状況であれば、こ

れ以前にもいろんな議論があったところであり

ますから、今後も引き続き、これがしっかり貸

し付けで償還ができるよう努力をしていただき

ますようにお願いをしておきたいと思います。

単年度においては、こういう状況だというこ

とは理解をしておきたいと思います。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。議案

についてはよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 常任委

員会資料の38ページ、39ページをごらんくださ

い。

森林環境税（第３期）の取組について御説明

をいたします。

森林環境税につきましては、今年度までの制

度となっておりましたことから、昨年11月議会

におきまして、（１）の森林環境税の概要にあり

ますとおり、課税期間を32年度まで延長するこ
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となどにつきまして、御承認をいただいたとこ

ろでございます。

本日は、この税を活用しました今後の取り組

みについて、御説明をさせていただきます。

まず、（２）の使途の基本的な考え方でござい

ます。下の表にありますとおり、第２期につき

ましては、県民の理解と参画による森林づくり

など、３つの柱に沿った事業を展開してまいり

ましたが、第３期につきましては、これらの事

業の拡充等も図りながら、地域意見交換会であ

りますとか、県民アンケートの結果等を踏まえ

まして、Ⅳの森林を守り育む次代の人づくりを

新たな柱に加えまして、森林環境教育の推進を

図ってまいりたいと考えております。

次のページをごらんください。具体的な取組

を載せております。太字で表示しておりますの

が、新しく取り組みたいと考えているものでご

ざいますが、Ⅰの県民の理解と参画による森林

づくりでは、海岸林の再生などの森林づくり活

動の支援の拡充を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、Ⅱの公益的機能を重視した森林づくり

では、民家等の被害木を伐倒駆除する松くい虫

被害対策に取り組みたいと考えております。

Ⅲの資源の循環利用による森林づくりでは、

再造林を推進するため、苗木対策などに取り組

みたいと考えております。

新しい柱でありますⅣの森林を守り育む次代

の人づくりにつきましては、①の幼児期の対策

としまして、木製玩具の提供等、市町村とか企

業によります森のイクボス木づかい宣言等の取

り組みへの支援、それから②の小中高生、若者

の育成対策としまして、森林環境教育フィール

ドの整備、森林づくりや林業への理解促進のた

めの体験、研修活動と森林環境教育等に参加す

る若者の育成・活用、そういったことに取り組

みたいと考えております。

説明は以上であります。

○黒木環境管理課長 同じく40ページをごらん

ください。

水環境に関する環境教育の推進について御説

明します。

目的ですが、宮崎県環境計画の重点プロジェ

クトの一つである環境教育の推進の一環として

行われてきました五感を使った水辺環境調査を

発展させた総合学習を全県的に実施することに

より、本県の豊かな水環境を保全する取り組み

を一層推進することとしております。

（２）これまでの取組ですが、河川環境への

子供たちの理解等を促すため、本県独自の五感

を使った水辺環境調査等による環境教育を行っ

てまいりました。

また、一部の保健所では、後で御説明します

総合学習が断片的に行われております。

まず、41ページの図１をごらんください。

五感を使った水辺環境調査とは、平成17年に

本県が全国に先駆けてつくったもので、実際、

川に行って、水生生物だけでなく自然の音や風

景などを調査内容に加え、川の環境を総合的に

評価するものです。

また、図２のとおり、本調査への参加人数は、

環境計画の平成32年度目標3,000人に対し、毎

年2,000人前後で推移しておりますので、今後、

参加者数をふやしていく必要があると考えてお

ります。

40ページをまたごらんください。

（３）今後の取組ですが、総合学習を全県的

に全ての保健所管内で普及させるため、今回、

小学校向けに体系化した手引書を作成しました

ので、今後これを活用して、教育委員会等との
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連携を図りながら推進するとともに、県民向け

の情報発信を強化して、より多くの小学生等の

参加を呼びかけていくこととしております。

では、総合学習についてですが、41ページの

図３もあわせてごらんください。

また、これはいずれも学校の授業時間で行う

ことを前提としております。まず、事前学習と

して、生活排水対策のほか、川の役割や水の循

環等について、あらかじめ学習をし、この後、

先ほど説明しました水辺環境調査を行い、最後

にまとめと発表で事前学習と水辺環境調査で学

んだことをパネルにまとめるものでございます。

また、このパネルは学校で活用するほか、県

が主催するイベント等で展示し、広く県民に周

知することとしております。

再度、41ページをごらんください。写真１は、

事前学習の様子です。図４は、作成されたパネ

ルでございます。

最後に、お手元にございます別添のこの資料

を見ていただけますでしょうか。これが今回作

成しました手引書で、２ページ目をごらんくだ

さい。これは、既に実施しております都城保健

所の例で、実際の授業時間と総合学習との関係

を示したものでございます。

また、３ページの表２をごらんください。こ

の総合学習が、文部科学省の小学校学習指導要

領の３年から６年の理科の授業にも適用してい

ることを示しておりまして、これにより多くの

小学校に取り組んでいただけるものと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

○温水循環社会推進課長 それでは、循環社会

推進課から、宮崎県災害廃棄物処理計画（案）

について御説明いたします。

お手元に別冊の資料１としまして、宮崎県災

害廃棄物処理計画（案）、本体のほうです。これ

と、資料２としまして、宮崎県災害廃棄物処理

計画（案）概要版をお配りしておりますが、本

日は、委員会資料の42ページと、資料２の本計

画の概要版で御説明をさせていただきます。

それでは、まず委員会資料の42ページをお開

きください。

（１）の計画策定の背景と目的でありますが、

平成23年３月に発生しました東日本大震災や、

最近でいいますと、平成27年９月の関東・東北

豪雨によります災害によりまして、大量の災害

廃棄物が発生し、その処理が課題となったとこ

ろであります。

本県においても、これまでに自然災害による

大きな被害を受けてきておりますが、特に南海

トラフ巨大地震による被害も想定されていると

ころであります。

このため、本計画において災害廃棄物対策の

課題を整理し、対応方針や考え方を示すことに

よりまして、迅速かつ適正な災害廃棄物処理が

行われ、早期の復旧・復興に資することを目的

に策定するものであります。

次に、（２）の国における災害廃棄物対策の動

きでありますが、平成23年３月の東日本大震災

以降、専門的な検討会を設置し、指針の策定や

法改正等さまざまな検討や研究、制度設計が行

われてきております。

また、（３）の都道府県及び県内市町村におけ

る同計画の策定状況でありますが、都道府県に

おいては、策定済みが５県であり、策定中が、

本県を含めて12、策定予定が23となっておりま

す。

県内の市町村につきましては、策定済みが10

市町村、策定中が10、策定予定が５となってお

ります。
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続きまして、計画の具体的な内容につきまし

て、別冊の資料２、宮崎県災害廃棄物処理計画

（案）概要版で説明をさせていただきます。

概要版の１ページをお開きいただきたいと思

います。

１、計画策定の背景と目的につきましては、

ただいま説明したとおりであります。

２、計画の位置づけについては、災害廃棄物

につきましては、廃棄物処理法と災害対策基本

法に規定されていることから、本計画は、これ

らの２つの法律に基づき策定されました防災計

画や災害廃棄物対策指針等を踏まえるとともに、

宮崎県地域防災計画などとの整合を図り、本県

における災害廃棄物処理について必要な事項を

定めるものであります。

次に、３、処理主体と連携・支援体制であり

ますが、まずは、２ページ下段のイメージ図を

ごらんいただきたいと思います。

災害廃棄物は、その発生量や処理能力の有無

等によって、被災市町村のみでなく、民間事業

者との連携や支援市町村等からの協力を得て処

理を進める必要があり、大規模な災害の場合に

は、県への事務委託や国による処理代行など、

さまざまな処理主体が重層的な対応を行うこと

となります。

各処理主体の役割としましては、２ページの

上段に記載しておりますとおり、まず（１）市

町村においては、被災市町村は、処理責任者と

して主体的に処理を行います。

また、具体的な処理方法等を定めました災害

廃棄物処理実行計画を策定し、処理を進めます。

被災しなかった市町村または被害が軽度であっ

た市町村は、支援市町村として処理に協力をし

ます。

（２）県は、被災市町村の処理が円滑に推進

されるよう、必要な支援を行いますとともに、

他の自治体による広域処理や民間事業者等との

連携が図られるよう調整を行うことになります。

そして、被災市町村に甚大な被害があり処理が

困難な場合には、地方自治法に基づき、県が事

務委託を受け、直接、災害廃棄物処理を行いま

す。

（３）国・近隣他県等は、環境省が設置して

おります大規模災害廃棄物対策九州ブロック協

議会や廃棄物処理に係るさまざまな機関・団体

等で構成されます災害廃棄物支援ネットワーク

などを活用し、円滑な処理を支援します。

また、大規模災害で地方自治体での処理が困

難な場合、災害対策基本法に基づきまして、国

が処理代行を行うことになります。

（４）民間事業者は、民間事業者の有する廃

棄物処理の知見や施設を活用し、行政機関と連

携しながら、処理に協力していただくこととな

ります。

３ページをお開きいただきたいと思います。

ただいま説明いたしました各処理主体と関係機

関・団体による連携支援体制のイメージは、上

段に記載のとおりであります。

４番、処理の基本方針でありますが、ここに

記載のとおり、仮置き場の早期確保等によりま

して、効率的かつ適正な処理を行うことや、南

海トラフ巨大地震クラスの災害が発生した場合

においても、おおむね３年をめどに処理ができ

るよう計画的かつ迅速な処理を行うこと、市町

村や民間事業者の協力などにより、県内処理を

優先することなど、記載の６項目を本計画にお

ける災害廃棄物処理の基本方針といたしており

ます。

次のページ、５、災害廃棄物の種類につきま

しては、災害時にはさまざまな廃棄物が発生し
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ますが、瓦れき類だけでなく、例えば避難所等

から排出される生活ごみやし尿も住民の生活に

多大な影響を与えるものであります。

本計画におきましては、避難所ごみなどを含

めました全ての廃棄物を処理の対象といたして

おります。

その下の６、仮置場については、災害廃棄物

は一瞬にして膨大な量が広範囲に発生すること、

瓦れき類を初めさまざまな廃棄物が混合した状

態で発生することから、廃棄物の生活環境から

の分離やリサイクルの推進などを目的とした仮

置き場を早期に確保設置することが非常に重要

となります。そのため、市町村は、平常時から

仮置き場の選定・確保を進める必要があります。

そして、７、災害廃棄物処理の流れにつきま

しては、４ページの下段のイメージ図に示して

おりますとおり、設置されました一次、二次の

仮置き場に廃棄物を集積し、それぞれ粗選別や

一時保管、破砕や焼却などを行います。そして、

廃棄物の種類ごとに集積された後、廃棄物処理

施設において、リサイクル等の中間処理や最終

処分が行われることとなります。

５ページをお開きいただきたいと思います。

ここに種類別の災害廃棄物処理の流れのイメ

ージ図を示しております。図にありますとおり、

災害廃棄物は種類ごとに仮置き場で選別・収集

・保管され、可能な限りリサイクルを行ってい

くこととなります。

また、図の下に、南海トラフ巨大地震を想定

しました処理過程に合わせた時期区分ごとの災

害廃棄物対応を示しておりますが、初動期の被

災状況の確認に始まりまして、応急・対応期、

そして復旧・復興期のリサイクル材の利用まで、

大変多くの対応が必要となります。

次に、６ページをごらんいただきたいと思い

ます。

８の想定される災害廃棄物処理でありますが、

大規模災害の発災後、計画的な災害廃棄物の処

理を遅滞なく開始するためには、まず、その大

前提となります災害廃棄物の発生量を推計する

ことが極めて重要となります。

本計画では、宮崎県地域防災計画で想定され

ております南海トラフ巨大地震を初めとする４

つの地震に係る被害想定をもとに、環境省が示

す推計方法を用いて、災害廃棄物の発生量推計

や処理に係る検討を行っております。

６ページの中・下段の図は、南海トラフ巨大

地震を想定した場合の例でありまして、災害廃

棄物及び津波堆積物の発生量は、約1,600万トン

と推計しております。これは、本県の一般廃棄

物の年間発生量の約40年分に相当する量となり

ます。これらを処理するに当たって必要となり

ます仮置き場の面積は、約217ヘクタールと推計

しておりまして、宮崎空港の約1.2倍となります。

地域別に見ますと、沿岸地域全般で大量の災

害廃棄物の発生が想定されておりますが、一番

右側の下にあります棒グラフに示しております

ように、宮崎東諸ブロックが災害廃棄物と津波

堆積物を合わせまして500万トン余りと、全体の

約３分の１の発生量で最も多くなっているとこ

ろであります。

７ページをお開きいただきたいと思います。

上段にあります表は、南海トラフ巨大地震に

おけます市町村ブロックごとの災害廃棄物発生

量と処理状況の想定を一覧表で整理したもので

あります。表の上２段に記載しております焼却

処理と埋立処理について、青色の網かけのブロッ

クにおいては、焼却の処理能力やあるいは最終

処分場の残余容量が不足するため、これらの処

理においては、ブロックを超えた県内の広域処



- 41 -

平成28年３月８日(火)

理の検討が必要となります。

また、県内広域処理を行った場合、最も処理

期間を要します焼却処理におきましても、表の

右端に県全体の処理期間を記載しておりますが、

ここをごらんいただきますと、赤色の網かけに

ありますとおり、焼却で処理期間は2.52年となっ

ておりまして、約２年半での処理が可能という

推計値となっているところであります。

最後に、９の今後の課題と計画の見直しであ

ります。今後、より実効性の高い災害廃棄物対

策を進めていくためには、市町村災害廃棄物処

理計画との連携やあるいは市町村ブロック間連

携の検討など、ここに掲げております課題につ

いての取り組みを進めますとともに、本計画の

点検確認を行い、不断の見直しを行っていく必

要があると考えているところであります。

循環社会推進課の説明は、以上であります。

○渡辺委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終わりました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○有岡委員 39ページの苗木の増産という項目

がございますが、この考え方をお尋ねしたいと

思いますが、ことしが約60万本余るだろうとい

うお話がありました。植栽が進まないと、当然

余るわけですが、この生産調整的な役割を県が

できないのかどうか、そこら辺をお尋ねいたし

ます。

○西山森林経営課長 苗木の調整については、

今おっしゃったように、造林が幾らあるのか、

それと苗木がどれだけ出るのかということで両

方が動いております。この調整を調整協議会と

いうのを設けまして、使う側の森林組合、それ

から苗木をつくってる樹苗協同組合、そういう

関係者が集まって、どれぐらいつくる、どれぐ

らい使うということで調整を図ってるところで

ございます。

去年、27年春が36万本ぐらい足らないという

ことだったんですけれども、その前が25万本ぐ

らいということで、おっしゃったように再造林

が進まないということで、組合のほうで苗木の

もとになる穂木をとって、生産者にお願いして、

委託してつくるとか、そういう努力もあって、

今春では残るということで考えております。

○有岡委員 もう一点、例えば耐候性松は若干

足らないよというお話がこの前ありましたが、

ですから、その品種も含めて、いろんなものを

今後広げていくためには、やはりどこかでどう

いったものが必要だということを示す必要があ

るのかなと。コンテナ苗をつくるということは、

これから広がっていくことはわかってるんです

けれども、そういった全体的な調整というのが

必要じゃないかなと感じてるんですね。

実は、行政のほうで足らないと、新聞でも足

らないという話がありましたが、実態は苗業者

には残ったという話も聞いてるんですね。

ですから、本当に足らないのか、実態をもう

少し整理しないといけないのかなと感じてたも

のですから。コンテナでの苗をつくるというこ

とは今後広がって、それ以外の先ほど申し上げ

たような耐候性松とか、そういったものを今後

十分植栽するだけのキャパをどうやって整理し

たらいいのかなというのを感じたものですから、

そこら辺まで踏み込んで全体を把握しないとい

けない時期に来てるのかなと思ったもので、お

尋ねした次第です。

○渡辺委員長 よろしいですか。

○有岡委員 結構です。

○渡辺委員長 ほかにいかがでしょうか。よろ

しいですか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で環境森林課、

環境管理課、循環社会推進課の議案等の審査を

終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時１分休憩

午後２時５分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

これより、自然環境課、森林経営課、山村・

木材振興課の議案の審査を行います。

自然環境課から順次説明を求めます。

○下沖自然環境課長 それでは、自然環境課の

当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の211ページをお開きくださ

い。

自然環境課の当初予算は、一般会計で35

億7,508万3,000円をお願いしております。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

213ページをお開きください。

中段の（事項）自然保護対策費のうち、説明

欄の５、生物多様性地域保全活動推進事業の607

万3,000円であります。これは、森林生態系を初

めとする豊かな自然環境を保護し、生物多様性

の保全を図るため、宮崎県野生動植物の保護に

関する条例に基づいて、希少動植物やその重要

生息地の指定、生物多様性保全に係る普及啓発、

さらには、森林生態系の保護・保全活動等を市

町村と連携して実施するものであります。

１枚めくっていただきまして、214ページをご

らんください。

中段の（事項）「未来へつなぐ森」保全対策事

業費の1,154万6,000円であります。説明欄の１、

「日本のひなた みやざき新巨樹100選」選定・

保全事業では、平成３年に指定したみやざきの

巨樹100選が指定から25年が経過したことなどか

ら、見直しを行うとともに、学術的評価の高い

巨樹・古木等について、病害虫や害菌等から守

るための保全対策等を実施するものであります。

その下の２、くらしと景観を守る海岸林緊急

保全対策事業及びページの一番下、（事項）森林

病害虫等防除事業費につきましては、後ほど常

任委員会資料で説明させていただきます。

次に、下のページの（事項）山地治山事業費

の23億3,255万7,000円であります。これは、台

風や集中豪雨による荒廃山地の復旧整備や災害

の未然防止のため、県内46カ所において、復旧

治山事業や水土保全治山事業などを実施するも

のであります。

１枚めくっていただきまして、216ページをご

らんください。

中段の（事項）保安林整備事業費の３億1,548

万円であります。説明欄の１、保安林改良事業

と２の保安林保育事業でありますが、これは、

水源涵養等の保安林機能が低下した森林におい

て、保安林機能を強化するため、県内47カ所に

おいて植栽や下刈り、間伐等を実施するもので

あります。

次に、その下の（事項）県単治山事業費の8,480

万円であります。これは、国庫補助の対象とな

らない小規模な災害復旧や治山施設の維持管理

等を行うものであります。

次に、その下の（事項）県単補助治山事業

の3,250万円でありますが、これは、市町村が実

施する小規模な災害復旧や森林整備等に対して

助成するものであります。

次に、下のページの中段の（事項）鳥獣保護

費の3,182万5,000円であります。説明欄の２、

野生鳥獣保護推進事業は、傷ついた野生鳥獣の
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保護やキジの放鳥、コシジロヤマドリの人工増

殖等を行うものであります。

また、１つ下の３、野鳥に親しむ環境管理事

業は、愛鳥作品コンクール等を通じまして、野

鳥への愛鳥思想の普及を図るとともに、野鳥と

の触れ合いの場である御池野鳥の森を整備する

ことによりまして、人と自然が共生できる環境

づくりを進めるものであります。

次に、その下の（事項）鳥獣管理費の6,222

万4,000円でありますが、事業の内容につきまし

ては、後ほど常任委員会資料で御説明させてい

ただきます。

１枚めくっていただきまして、218ページをご

らんください。

中段の（事項）自然公園事業費の8,136万6,000

円であります。これは、自然公園の保護、利用

及び維持管理に要する経費で、このうち、説明

欄４の自然公園等総合整備事業につきましては、

後ほどまた常任委員会資料で御説明いたします。

次に、下のページの（事項）治山施設災害復

旧費の３億円であります。これは、台風等によ

る治山施設の被害に備えまして、予算をお願い

するものであります。

続きまして、先ほど説明を後回しにしており

ました事業を御説明させていただきます。

お手元の常任委員会資料の19ページをお開き

ください。

松くい虫被害対策の推進についてであります。

今年度につきましては、宮崎市を中心に、海

岸林に大きな被害が発生していることから、松

林を管理するそれぞれの管理者が一体となって、

被害対策に緊急に取り組むため、昨年11月に松

くい虫被害緊急対策プロジェクトチームを設置

しまして、被害の拡大防止に向け徹底的に伐倒

駆除を行うなど、対策に当たっているところで

あります。

事業の概要でありますが、松くい虫の被害対

策を主な目的とした２つの事業の実施に県が主

体となって取り組んでまいりたいと考えており

ます。予算額は、6,833万2,000円をお願いして

おります。

事業内容でありますが、（４）の①森林病害虫

等防除事業では、森林病害虫等防除法に基づき、

保安林等の公益性の高い森林、イメージとしま

しては、右のページの一番上の図の濃い緑の部

分、その下の左側の写真にありますような高度

公益機能森林を守るとともに、緑色の斜線で示

した部分、その周辺約２キロメートルの範囲の

松林であります被害拡大防止森林も含め、一体

的に伐倒駆除等の対策を行うものであります。

また、②の新規事業「くらしと景観を守る海

岸林緊急保全対策事業」では、森林病害虫等防

除法の対象外であり、これまで防除が実施でき

なかった右のページの中ほどの写真のような住

宅地の庭先など、森林以外での民有地等で被害

を受けた松について伐倒駆除を行えるようにす

るほか、これまで有人のヘリコプターでは防除

が難しかった人家や耕作地等に隣接した松林に

加えまして、地上散布では、先端部まで薬剤が

届きにくかった樹高の高い松の防除を一番下の

写真の左側にありますような無人のラジコンヘ

リを用いて行いたいと考えております。

なお、その右側の写真にありますように、伐

倒した被害木は、基本的に木質バイオマス工場

で焼却による駆除を行いまして、資源としても

有効活用することとしております。

次に、21ページをお開きください。

有害鳥獣捕獲対策等の推進についてでありま

す。

野生鳥獣による農林作物被害の深刻な状況が
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続いておりますことから、平成28年度は、新規

・改善事業など４つの事業を再構築しまして、

総合的な有害鳥獣捕獲等対策を推進することと

しております。

初めに、右のページをごらんください。現状

と課題であります。農林作物被害額の棒グラフ

と狩猟登録者数と捕獲数の推移をお示ししてお

ります。右側のグラフにありますように、近年

の捕獲対策の強化によりまして、鹿、イノシシ

の捕獲数は増加しておりますが、折れ線グラフ

にありますように、捕獲を担う狩猟者は減少・

高齢化が進んでいる状況にあります。

また、特に鹿につきましては、２段目の表に

ありますように、鹿個体群管理計画に基づきま

して、基準年である平成25年の12万5,000頭を10

年後の平成35年度末までに６万3,000頭に半減さ

せることとしておりまして、このためには適正

な捕獲を継続していく必要があります。

そこで、対策としまして、次の４つの事業に

取り組むこととしております。

左のページをごらんください。２の事業の概

要でありますが、予算額は４つの事業を合わせ

まして5,784万円であります。

（４）の事業内容でありますが、右のページ

とあわせてごらんください。

①の事業は、従来から行っている事業であり

ますが、市町村の有害捕獲班の活動助成や捕獲

班員の安全講習会の開催により、捕獲体制を強

化するとともに、鹿の有害捕獲を助成すること

で捕獲を促進するものであります。

②の事業は、新規事業でありますが、市町村

のほうで配置して行ってもらう有害鳥獣捕獲対

策指導員による追い払いや捕獲等の活動を助成

するもので、地域を巡回して活動してもらうこ

とで、有害鳥獣のより迅速な捕獲や地域ぐるみ

の捕獲対策等を促進するものであります。

③の事業も新規事業でありますが、ふえ過ぎ

た鹿、イノシシを減らすため、市町村が実施す

る有害捕獲に加えまして、国の事業を活用して、

県がみずから鹿、イノシシの捕獲を行うもので、

従来の捕獲手法に加えまして、誘引捕獲など新

たな捕獲手法等を用いることとしております。

④の事業は、改善事業でありますが、メニュ

ーを追加して、増加しているわな猟の免許所持

者を対象としました捕獲技術講習会を実施しま

して、捕獲の担い手を育成するとともに、これ

までの鳥獣保護区等周辺農林地の電気柵等の設

置助成に加えまして、市町村が行う安全設置の

ための講習会の開催を助成して安全対策を強化

することとしております。

これらの実施によりまして、有害鳥獣の捕獲

が一層促進され、農林産物被害の軽減等が図ら

れるものと考えております。

続きまして、資料の23ページをお開きくださ

い。

自然公園等総合整備事業についてであります。

県民や外国人を含めた観光客が、自然公園等

を安全かつ快適に使用できますように、利用施

設のリニューアル等やサンゴ保全活動等を実施

する協議会への支援を行うものであります。予

算額は6,615万円であります。

（５）の事業内容でありますが、右のページ

とあわせてごらんください。

①の事業は、県や市町村が実施する国立公園

内の利用施設の老朽化や国際化に対応するため

に行うもので、えびのキャンプ村ケビン改修や

九州自然歩道御池コースの歩道改修などを予定

しております。

②の事業は、県や市町村が実施する国定公園

や九州自然歩道内の利用施設のリニューアル等
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を行うもので、門川町の乙島野営場テント用デッ

キの整備や日南市の栄松野営場常設テント改修

などを予定しております。

③の事業は、市町村が実施する県立自然公園

内の利用施設のリニューアル等を行うもので、

高千穂町の四季見原キャンプ場の園路整備を予

定しております。

④の事業は、日南海岸サンゴ群集保全協議会

が実施するオニヒトデなどサンゴの食害生物駆

除等の保全活動と県民への普及啓発活動に対し

まして、県が定額で補助するものであります。

これらの事業の実施によりまして、県民誰もが、

自然公園等の利用施設を安全で快適に利用でき

るよう適切に管理してまいります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に対する対応状況について御説明いたします。

恐れ入りますが、別冊の決算特別委員会の指

摘要望事項に係る対応状況についての冊子の７

ページをお願いいたします。

⑩の松くい虫被害対策について、宮崎市の一

ツ葉地域などの海岸松林は、保安林として災害

防止機能があるだけでなく、本県の重要な景観

資源であり、被害の拡大は本県の観光イメージ

低下につながりかねないことから、効果的な対

策に向けて、今後も取り組むこととの御指摘を

受けたところであります。

県といたしましては、松くい虫の深刻な被害

に部局横断的に対処するため、昨年11月に松く

い虫被害緊急対策プロジェクトチームを庁内に

設置し、関係団体等と一体となった緊急対策を

推進してるところでございます。

このうち予算につきましては、新たな成虫が

飛び出す５月末までに作業の完了が必要となる、

追加的な伐倒駆除につきましては補正予算での

対応を、また、これまで対応が難しかった民有

地等の被害木等につきましては、先ほど御説明

いたしました28年度新規事業に新たに取り組む

こと等を通じまして、被害の拡大防止はもとよ

り、防災林機能や景観の保全に努めてまいりた

いと考えております。

説明は以上であります。

○西山森林経営課長 森林経営課の当初予算に

つきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の221ページをお開

きください。

森林経営課の当初予算は、84億3,786万4,000

円をお願いしております。

それでは、主な事項について説明いたします。

１枚めくっていただき、下の223ページをごら

んください。

上から５段目の（事項）森林計画樹立費5,251

万円であります。これは説明欄にありますよう

に、森林法に基づく地域森林計画の樹立及び適

正な森林管理の推進に要する経費であります。

この中で、（４）の森林所有者情報整備推進事

業は、県の森林資源情報管理システムを市町村

と共有できるシステムに改修し、土地の登記情

報や森林法等に基づく届け出などを活用して、

森林所有者情報を整備するものであります。

また、下の（５）の森林の適正管理・保全推

進事業は、森林所有者等に対して水源地域保全

条例や森林法に基づく届け出制度の周知を図る

とともに、近年、森林の伐採がふえていること

から、伐採箇所の状況を的確に把握し、現場条

件等に応じて、再造林のあっせんなどを行うも

のであります。

次の（事項）森林整備地域活動支援交付金事

業費２億2,139万1,000円であります。これは、

森林所有者が森林経営計画を作成するための森

林調査や施業集約化に必要な作業道の補修など
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地域活動に対して支援するものであります。

次の（事項）林道普及指導費4,614万3,000円

であります。これは、林業技術の改善・向上及

び林業経営の合理化推進のための普及指導に要

する経費であります。

224ページをお開きください。

一番上の説明欄の９の「「みやざき林業青年ア

カデミー」等研修事業」については、後ほど常

任委員会資料で説明いたします。

次の（事項）林業担い手総合対策基金事業

費1,529万6,000円であります。これは、基金を

活用した林業担い手の確保・育成に要する経費

でありまして、４の新規事業「「日本のひなた」

林業小町ネットワークづくり支援事業」は、林

業に携わる女性同士のつながりを深め、女性の

感性を生かした働きやすい職場環境づくりを進

めることによって、林業のイメージアップを図

るとともに、新たな女性の参入を促すものであ

ります。

次の（事項）森林整備事業費21億8,283万2,000

円であります。これは、造林や下刈りなどの保

育、作業道開設などの森林整備に対して助成を

行うものであります。

一番下の（事項）未来へつなぐ「みやざきの

森林」若返り対策事業費9,511万1,000円であり

ます。下のページですが、これは、新たな森林

づくりのための早生樹の検討や苗木増産のため、

母樹林を整備するほか、苗木生産施設整備に対

する助成等を行うものであります。

次の（事項）森林機能保全対策総合整備事業

費２億9,950万円であります。これは、説明欄１

の新規事業「合板・製材生産性強化総合対策事

業」で、製材工場等に対する原木を低コストか

つ安定的に供給するための間伐材の生産や路網

整備を支援するものであります。

次の（事項）水を貯え、災害に強い森林づく

り事業費１億9,500万円であります。これは、森

林環境税を活用して、水を貯え、災害に強い森

林づくりのための広葉樹の植栽や間伐等の森林

整備に対して支援を行うものであります。

次の（事項）苗木安定供給支援事業費705万円

であります。これは、苗木生産に必要な穂木を

確保するとともに、花粉の少ない杉苗木の生産

拡大を図るものであります。

次の（事項）道整備交付金事業費16億636

万8,000円であります。これは、山村地域の交通

ネットワーク化及び適切な森林整備に必要な林

道の開設や舗装などを行うものです。

226ページをお開きください。

一番上の（事項）林業専用道整備事業費３

億3,045万円であります。これは、間伐などを効

率的に実施するため、林業専用道を整備するも

のであります。

次の（事項）山のみち地域づくり交付金事業

費４億4,020万7,000円であります。これは、林

業を中心とする総合的な地域開発に必要な基幹

林道を整備するものであります。

次の（事項）緑資源幹線林道事業負担金１

億2,628万5,000円であります。これは、緑資源

機構が実施した緑資源幹線林道宇目─須木線開

設事業に対する県負担金であります。

下の227ページをごらんください。

一番上の（事項）県単林道事業費１億6,366

万4,000円であります。これは、林業や生活の利

便性を高めるため、国庫補助の対象とならない

作業道の開設に対する支援などを行うものであ

ります。

次の（事項）林業技術センター管理運営費8,744

万5,000円であります。これは、説明欄１の施設

管理費や２の育林やシイタケ生産技術などに関
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する試験研究に要する経費などであります。

次の（事項）林道災害復旧費25億2,465万2,000

円であります。これは、林道災害復旧に要する

経費でありまして、平成26、27年度に発生した

災害のうち、平成28年度予算での復旧分と平成28

年度発生の災害復旧見込み額を計上しておりま

す。

228ページをお開きください。

（事項）県単林道災害復旧費4,266万円であり

ます。これは、ただいま説明しました国庫補助

の対象とならない小規模の災害復旧に要する経

費であります。

続きまして、新規・重点事業について説明い

たします。

常任委員会資料の25ページをお開きください。

改善事業「「みやざき林業青年アカデミー」等

研修事業」であります。

１の事業の目的・背景ですが、将来的に林業

経営を担う有望な人財に対する林業への就業に

必要な研修の実施などによりまして、新規就業

者の確保と技術力の向上を図るものであります。

２の事業の概要ですが、（１）の予算額は2,393

万3,000円で、財源等についてはごらんのとおり

です。

（５）の事業内容ですが、①の事業は、昨年

度から県林業技術センターに開設しました、み

やざき林業青年アカデミーにおける研修事業で

あります。

事業の詳細については、右のページの事業ス

キームをごらんください。定員は10名で研修期

間は、ことしの４月下旬から来年の３月までを

予定しております。

フロー図の左端ですが、林業への就業希望者

に対しまして、林業就業に必要な知識や技術を

習得できる研修を年間1,200時間以上実施するも

ので、具体的には状況写真をつけていますが、

①林業技術センター等における座学や②林業現

場における実習、さらには、③林業就業に必要

な資格等の取得講習などを行い、右側にありま

すように、林業事業体等への就業を促すもので

あります。

なお、フロー図の下にありますように、その

間、研修生が安心して研修に専念できるよう、

１人当たり月額12万5,000円の給付金を支給いた

します。

事業スキームの一番下の表に、参考として、

取得可能な資格等を示していますが、来年度は、

⑥の不整地運搬車運転技能講習を新たに追加し、

合わせて17の資格等の取得が可能となる講習等

を実施することにしております。

左のページに戻っていただきまして、②の林

業技術習得研修事業は、大径材の伐採研修を現

場で行い、大径材を安全で効率的に伐採できる

技術者を養成するものであります。

３の事業効果ですが、ここには記載しており

ませんが、昨年度のアカデミー研修修了者５名

全員が林業に就業し、今年度の研修生８名も就

業に向け最終の準備を進めているところであり

ます。

このように、この事業によりまして、新規就

業者が確保され、担い手の若返りや技術の向上

が図られるものと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

当初予算については以上であります。

続きまして、同じ資料の33ページをお開きく

ださい。

議案第39号「林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について」であります。

これは、林道事業の県営施工分、県で実施す

る分でありますが、これについて関係市町村に
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負担をお願いするもので、負担の割合は、一番

上の丸、道整備交付金事業については事業費

の100分の10、この下の山のみち地域づくり交付

金事業については事業費の100分の５、一番下の

県単林道災害復旧事業については事業費の100分

の10であります。

対象となります市町村からは既に同意を得て

おりますが、地方財政法第27条の第２項の規定

により、議会の議決に付すものであります。

森林経営課からは、以上であります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

○石田山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の当初予算につきまして御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の229ページをお開きくださ

い。

当課の平成28年度当初予算額につきまして

は、47億4,226万4,000円をお願いしております。

その内訳は、一般会計で44億8,667万7,000円、

特別会計で２億5,558万7,000円でございます。

それでは、主な事項につきまして御説明申し

上げます。

１枚めくっていただきまして、231ページをお

開きください。

中ほどの（事項）林業・木材産業構造改革事

業費９億6,887万4,000円でございます。説明欄

をごらんください。４の林業経営構造対策事業

費補助金7,536万1,000円では、高性能林業機械

導入への支援を、５の木材産業構造改革事業費

補助金４億7,300万3,000円では、木材加工流通

施設の整備の支援を国に要望してございまして、

その見込み額を計上しているものでございます。

７の（１）の新規事業「合板・製材生産性強

化対策事業」３億40万円につきましては、先ほ

ど森林経営課より説明のありました同名の事業

と同じく、今般、ＴＰＰによります国の補正が

ございまして、新たな国際環境のもと、地域材

の競争力強化に向け、県が、川上から川下まで

の林業・木材産業等関係者と共同で策定いたし

ます計画に基づいて、原木を安定的に製材加工

できる製材工場の施設整備の支援を国に要望し

ているものでございます。

次の（事項）木材産業振興対策費25億2,981万

円でございます。ページをめくっていただきま

して、232ページの説明の欄をごらんください。

１の木材産業振興対策資金と、３の木材産業

等高度化推進資金、こちらにつきましては、素

材生産や乾燥材生産などに必要な資金を融資す

るものでございます。

７の新規事業「森林バイオマス地域供給体制

づくり支援事業」6,020万円につきましては、林

地残材を木質燃料として活用し、山元の所得向

上、ひいては林業及び地域の活性化を図るため、

これまでハード整備の中心でございましたけれ

ども、地域みずからが地域の実情に応じた合理

的かつ効率的・効果的な収集・運搬方法を見定

めるための情報収集ですとか研修、また実践な

どの取り組みをソフト面から支援するものでご

ざいます。

１つ飛びまして、（事項）木材需要拡大推進対

策費２億9,828万5,000円でございます。説明欄

の１の改善事業「木づかい・木育推進事業」1,937

万6,000円につきましては、みやざき木づかい県

民会議で、木材のよさや利用することの意義に

つきまして、県民の理解と認識を深め、木材利

用につなげるための各種の啓発活動を実施する

こととしてございます。

さらに、また新たに、子供たちに木と触れる

機会を提供するとともに、木育環境を創出する

ことを宣言する団体等をふやすことにより、木

づかいの大切さを広く県民に感じていただき、
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木材の需要拡大を目指すものでございます。

２の新規事業「木材産業サプライチェーン強

化事業」1,300万円につきましては、県産材利用

促進のため、県外住宅メーカーと県内企業が連

携して行います「みやざきスギ」仕様の住宅の

立案・商品化とその商品の販売ＰＲ活動等を支

援するほか、一般にまだ木造になじみのない設

計士や建築士等を対象にいたしまして、木造の

建築ですとか、設計に関する講座を開催しまし

て、県産材の需要拡大を目指すものでございま

す。

なお、財源につきましては、地方創生推進交

付金を活用することとして要望してるとこでご

ざいます。

３の改善事業「木のあるおもてなし空間整備

事業」２億4,342万2,000円につきましては、Ｐ

Ｒ効果の高い公的スペースの木造化・木質化や

木製遊具等の設置、さらには大径材を活用した

モデル的な施設整備等に対しまして支援を行う

ことにより、みやざきのおもてなし空間を創出

するとともに、県産材の利用拡大を通じた林業

・木材産業の成長産業化及び地域の活性化を図

るものでございます。

５の新規事業「県産材海外輸出トライアル推

進事業」1,086万6,000円につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で御説明させていただきます。

次に、（事項）木材利用技術センター運営事業

費8,089万3,000円でございますが、これは、同

センターの維持管理や試験研究などに要する経

費でございます。

233ページをお開きください。

一番上の（事項）森林組合育成指導費３億681

万円でございます。説明欄の３の広域森林組合

経営合理化促進事業３億円につきましては、森

林組合が行う植栽等の森林整備や原木出荷に必

要な資金を市中銀行を通じて貸し付けるもので

ございます。

次に、（事項）林業担い手総合対策基金事業費

２億1,911万5,000円でございます。説明欄の４

の就労環境対策事業１億172万円は、林業担い手

の就労環境を改善するため、事業主が負担する

社会保険等の掛金の助成や福利厚生施設の導入

等の支援を行うものでございます。

５の森林境界明確化推進事業3,120万円は、適

切な森林の整備保全を進めるために必要不可欠

な森林境界の明確化活動を支援するものでござ

います。

次に、（事項）しいたけ等特用林産物振興対策

事業費6,328万1,000円でございます。説明欄の

１の新規事業「みやざき乾しいたけプロモーショ

ン事業」につきましては、後ほど委員会資料に

て御説明させていただきます。

５の改善事業「しいたけ等特用林産物振興対

策事業費」4,455万2,000円は、中山間地域にお

けるシイタケ等特用林産物の生産振興を図るた

め、経営安定強化や増産体制の構築に必要な施

設整備等を支援するものでございます。

次に、235ページをごらんください。林業改善

資金特別会計でございます。

こちらにつきましては、議案第７号で提出し

ている特別会計予算でございますけれども、説

明はこの資料でさせていただきます。

（事項）林業・木材産業改善資金対策費２

億5,558万7,000円でございますが、林業・木材

産業経営の改善や新たな生産方法を導入するた

めの施設整備等に対し、無利子の中・短期の資

金貸し付けに要する経費でございます。

歳出予算説明資料の説明は以上でございます。

続きまして、先ほど説明を割愛いたしました

事業につきまして、常任委員会資料にて御説明
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を申し上げます。

委員会資料の27ページをお開きください。

新規事業「みやざき乾しいたけプロモーショ

ン事業」でございます。

右のページをごらんください。干しシイタケ

につきましては、御承知おきのとおり、山村地

域の重要な収入源でございますが、長期にわた

る価格の低迷、食生活の変化などによる消費の

減少など、大変厳しい状況が続いてございます。

一方、昨年から価格が持ち直しの兆しを見せて

おり、生産意欲は向上しつつあるところでござ

います。

こうした中、昨年、ミラノ万博ですとか、ア

ヌーガ2015に出展いたしまして、海外輸出には、

中国産との差別化・高級ブランド化や有機ＪＡ

Ｓの取得が有効との知見を得たところでござい

ます。

また、高千穂郷・椎葉山地域の世界農業遺産

の認定を受け、大分国東ブランドの成功例など

を踏まえた対応、さらには、川崎市との連携協

定やひなたプロモーションなど、新しい動きと

の連携対応が求められていると考えているとこ

ろでございます。

こういった新しい動きに呼応し、県産干しシ

イタケを県外や海外に向け積極的に売り込んで

いくために、次の事業に取り組むこととしてご

ざいます。

左のページの２の事業の概要をごらんくださ

い。予算額につきましては、701万円をお願いし

てございます。

（５）事業内容でございますが、まず、①の

県産乾しいたけプロモーション事業におきまし

ては、海外における市場ニーズの調査や県外・

海外でのＰＲイベントの実施、また海外輸出を

見据え、輸出時に有利となる有機ＪＡＳの取得

を支援したいと考えてございます。

次に、②の乾しいたけ料理の店認定事業にお

きましては、干しシイタケ料理を常時提供して

もらえる県内の料理店を県が認定いたしまして、

宮崎牛に同じく、のぼりや看板、シイタケちょ

うちん、ＰＲ冊子などによりまして、県民や本

県を訪れる観光客に干しシイタケに親しんでも

らう機会をふやしていきたいと考えてるとこで

ございます。

最後に、③地域ブランド認証事業におきまし

ては、世界農業遺産に認定されました高千穂郷

・椎葉山地域における新ブランドなどを検討い

たしまして、付加価値を高める取り組みを進め

てまいりたいと考えてございます。

このような取り組みによりまして、３の事業

効果にございますとおり、生産者の経営安定と

所得の向上、担い手の確保により、山村地域の

活性化を図ってまいりたいと考えてるとこでご

ざいます。

次に、29ページをお開きください。

新規事業「県産材海外輸出トライアル推進事

業」でございます。

この事業につきましては、本年度の知事特別

枠による「「チームみやざきスギ」海外展開促進

事業」の後継事業でございます。

この「チームみやざきスギ」海外展開促進事

業におきましては、韓国におきまして、木造軸

組建築工法の普及・定着を図るとともに、プレ

カットされた材料と建築技術をパッケージにい

たしました材工一体で売り込むための販促ツー

ルの開発を行っているところでございます。

一方、先行する欧米によりますツーバイフォ

ーの工法では、研修システムですとか、建築手

順等をマニュアル化することで、効率的・効果

的に工法ですとか部材の普及の定着が図られて
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いるとこでございます。

このため、１の事業の目的・背景にございま

すとおり、来年度につきましては、本年度作成

いたしました販売促進ツールをベースといたし

まして、木造軸組の建築に取り組もうとする海

外の工務店や設計者などを対象といたしました

研修プログラムの開発を行うとともに、木造軸

組建築物の施工手順などをまとめた建築マニュ

アルを整備することにより、販促ツールにより

興味を持っていただいた海外の工務店等の中か

ら、より効率的・効果的に材工一体による建築

物の建築に取り組む実務者をふやし、材工一体

による建築手法の定着を図ることとしてござい

ます。

また、台湾など新たな国においても、マーケッ

トニーズの把握ですとか、法規制などの市場調

査を実施した上で、各国の実情に応じ、韓国に

おける材工一体の手法を段階的に導入・発展さ

せていくこととしてございます。

２の事業の概要でありますが、予算額は1,086

万6,000円をお願いしてございます。

（５）の事業内容でございますが、右のペー

ジをごらんください。平成28年度は、販売促進

ツールの展開といたしまして、まず韓国におい

て、本年度作成しております販促ツールを活用

した現地の研修会、研修プログラムの開発等を

行いまして、29年度の建築マニュアルの制作に

までつなげていくこととしてございます。

また、台湾、中国、ベトナム等についても、

平成28年度以降、順次必要な調査等を行った上

で販売促進ツールを作成、展開することとして

ございます。

これらの取り組みによりまして、左のページ、

３の事業効果にございますとおり、我が国木造

建築文化の定着が図られ、海外での効果的な県

産材の需要開拓や海外輸出の促進につなげてま

いりたいと考えているところでございます。

山村・木材振興課からの説明は、以上でござ

います。御審議のほどよろしくお願いします。

○渡辺委員長 ありがとうございました。議案

に関する説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 林業青年アカデミーについて伺い

たいと思います。

本県もいろいろと林業の新規就業者をふやす

取り組みをしっかり進めていただいていると考

えてます。御承知のとおり、国も相当、以前か

ら力を入れておりまして、国の推移でいくと、

今現在は、年間平均2,000人ぐらい新規の就業者

が推移している中で、大体、今3,000超えるよう

な形で推移をして、今国としては、一応成果が

少しずつは出てきてる感じです。

本県の取り組みで、先ほど林業青年アカデミ

ーに関する卒業者が昨年５名で、全員就業され

たということで、今年度が８名ということであ

りますけれども、就業者全体として、それは午

前中に説明があったかもしれませんが、新規の

就業者の推移を教えてもらうとありがたいです。

○石田山村・木材振興課長 新規の就業者数で

ございますけれども、現在のところ、大体130名

前後でございます。平成21年から23年ぐらいま

では200名弱ございましたので、若干、今減って

いるのかなと考えてるところでございますけれ

ども、今のところ130名前後で推移をしてるとい

う状況でございます。

○右松委員 教えてもらいたいんですけれど、

国が緑の雇用という事業でやってきております

けれども、そこと、この林業青年アカデミーと

の関連というか、どういうふうに整理すればい
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いのか、そこを教えてもらうと助かります。

○西山森林経営課長 アカデミーにつきまして

は、これから林業に就業する人を対象にして、

基礎的な知識、技術を普及する研修を行う。緑

の雇用につきましては、既に林業についている

人が技術力をアップするために行う研修という

ことで、その違いがあります。既に就業してい

るか、今から就業するかの違いでございます。

○右松委員 わかりました。話が全般的な話に

なってしまうかもしれませんけれども、現在、

緑の雇用のほうの活用状況というのは、国が約60

億円予算措置をしてますけれども、ちょっと離

れるかもしれませんが、その辺の活用状況を教

えてください。

○石田山村・木材振興課長 予算の数字はまた

お知らせいたしますけれども、いわゆる緑の雇

用の就業者につきまして推移で申しますと、平

成23年が67名、平成24年が44名、平成25年が34

名、平成26年が36名という状況になっていると

ころでございます。

○右松委員 そうすると、国の交付金そのもの

としては、金額ベース的にはどうでしょうか。

一応、この緑の雇用に関しましては、月々９万

円ですか、あるいは、それ以外の研修費用とか

も出てますけれども。交付金ベースとしては、

そんなに大きな金額ではないと認識してよろし

いでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 緑の雇用の担い手

育成対策につきましては、大体、年平均で１

億5,000万前後という状況になっているところで

ございます。委員御指摘のとおり、１人当たり

月額９万円を３カ年にわたって支援する仕組み

でございますけれども、現状としまして、年間

そのような状況でございます。

○右松委員 わかりました。また話を戻します。

林業青年アカデミー、この内容を見ますと、か

なり即戦力につながる研修内容だと非常に期待

をしておりまして、また、就業者もそのまま就

業されてるという状況ですので、大変期待をさ

せていただいてます。

一応定員10名ということで、本年度８名、そ

れから昨年、卒業者５名ということですが、年

齢を教えてもらえると。

○西山森林経営課長 年齢は、ことしの８名に

ついては、10代が２名、20代が４名、30代が２

名、平均年齢が25歳という若いメンバーで構成

されております。

○右松委員 わかりました。それから就業先で

すけれど、昨年５名ということで、ここは民間

なのか、それとも組合なのかを教えてください。

○西山森林経営課長 森林組合が１名、民間の

事業体に２名、それと親元、自分の家のお父さ

んが林業をやってるということで、そこに就業

したという方が２名の５名でございます。

○右松委員 わかりました。事業期間が平成30

年度までで、定員が10名ということであります

ので、これからも鋭意取り組みを進めていただ

ければありがたいです。

○渡辺委員長 関連でありましたら、先にお伺

いします。

○黒木委員 昨年５名、今年度が８名というこ

とですけれども、次年度の予定は何名でしょう

か。

○西山森林経営課長 先ほど説明しましたよう

に定員10名で、きょう時点で９名の応募があっ

ております。

○黒木委員 これはこのアカデミーで研修を受

ける期間は、月額12万5,000円の給付金があるわ

けですが、直ちに林業関係に仕事した場合は、

給付金はたしか２年間受けられるというわけで
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はないんですか。このアカデミーが終わったら、

もう給付金はないと考えていいんですか。

○西山森林経営課長 給付金については、研修

を受けてる期間ということで、実際、先ほど言

いましたように、４月から３月まで11カ月間、12

万5,000円が給付されるということでございま

す。

○黒木委員 例えば、林業大学校とか２年の場

合は、２年間給付が受けられるわけですね。

○西山森林経営課長 ２年間で研修するところ

は、２年給付されます。

○黒木委員 わかりました。28年度は、山形県

が農業大学校に林業科を設けるということだそ

うです。それから徳島県は林業アカデミーを開

設と。そして大分県も林業アカデミーで定員10

名で、29年度は兵庫県が林業大学校を20名の定

員でやるということで、全国的に、この人材育

成の取り組みが盛んになってきたなと思うんで

すけれども、宮崎県は林業をリードする県とし

て、さらに充実した研修システムにしていただ

きたいと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。関連でありま

すか。なければ、ほかの件でもどうぞ。

○黒木委員 林野公共事業については、昨年、

森林整備事業が減少して、そして、もしかした

ら、次年度はかなり、特に森林整備事業はカッ

トされるんじゃないかといううわさもあったん

ですけれども、この県の予算を見ましても、森

林整備事業にしても、治山事業にしても、前年

並みか、やや上昇になっております。

また、緊急治山も入っておりますし、そうい

うことで、昨年懸念したようにはないと。安心

して、再造林にも励むし、治山事業にも取り組

めると理解してよろしいでしょうか。

○西山森林経営課長 歳出予算説明資料の224ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

ここで先ほど森林整備事業費が当初予算額

で21億8,000万という話をしたところでございま

す。一番右側、27年度の11月での現計が約21億

円となっております。それで、この間補正のと

きに説明をしましたけれども、通常の上乗せが、

右側に、21億に対して２億6,000万ほど上乗せ、

配分があっております。合計23億5,000万で今年

度の事業がやれるということでございます。来

年度、21億8,000万をお願いしておりますけれど

も、これに国の今年度の経済対策で４億4,000万

ほどついております。それで、28年度に使える

予算額が26億円ということで、今年度が23

億5,000万ですから、３億ちょっとふえてるとい

うことでございます。今年度心配したようなこ

とは、少なくともないと。

それと次のページに、先ほどありましたＴＰ

Ｐ絡みで上から１つ目の（事項）森林機能保全

対策総合整備事業費で、ここでも間伐等ができ

ますので、これとあわせてしっかり森林整備を

行ってまいりたいと考えております。

○黒木委員 非常に心配して、昨年度から県を

挙げて要望したわけですけれど、そういう面で

は、現場のほうとして安心かなと思ってますの

で、十分な施業ができるように取り組んでいた

だきたいと思います。

○徳重委員 今さっき、アカデミー研修事業に

ついていろいろお話があったんですが、その次

の項目で、次世代を担う高校生の体験事業とい

うのが組まれてますが、どういう形でこういう

体験事業をされるわけですか。対象がどういう

形になってるか。

○西山森林経営課長 これにつきましては、高

校で林学科が昔あったところ、例えば門川農業、

それから日南農林、午前中出ました宮崎農業、
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その３校を対象にして、高性能林業機械の操作

体験をするとか、森林について学んだりとかい

うことをしております。それと、別個に今度は

普通科の生徒を対象にして、宮崎大学の演習林

で森林・林業について学ぶ研修等を実施してい

るところであります。

○徳重委員 何人ぐらいでしょう。

○西山森林経営課長 今年度は、高鍋農業が人

数が減ったということで中止になってるんです。

今年度の実績を言いますと、門川のほうが38名。

それから日南振徳が21名、普通科の生徒は、

実はこれあしたやるんですけれども、予定では37

名ということで、普通科については定員36だっ

たんですけれども、早々に定員オーバーしてる

ということで、非常に好評を得ているものと考

えております。

○徳重委員 研修内容は、どういう内容ですか。

○西山森林経営課長 林業全般の研修もやるん

ですけれど、メーンは高性能林業機械に体験的

に乗ってもらって操作をやるということで、非

常に子供たちも、実際、高性能林業機械に乗っ

て操作することで興味を覚えてるようです。

○徳重委員 せっかく研修したことが実らない

と意味がないかなと思うんですよ。そういう機

械類を扱う技術者になるとかいう考え方が、そ

の中から何か生まれるもんでしょうかね。期待

されてるんですかね。

○西山森林経営課長 実際、こういう研修に参

加して、その後、林業に興味を持って森林組合

に就職した子供もおります。そういう意味では、

高校生時代からそういうのになじみを深めると

いうのは大事かなと思っております。その中で

特に業としてやる方々については、先ほどから

言ってるアカデミー等でみっちり勉強してもら

うと考えております。

○徳重委員 わかりました。あと、続けて書い

てあるんだけれど、次世代リーダー育成事業、

林業活動促進事業あるいはネットワーク事業、

それぞれ全く似たような事業じゃないかなと思

うけど、これは中身が全部違うんですかね。

○西山森林経営課長 具体的にそれぞれ違いま

して、２番の次世代の林業を担うリーダー養成

事業につきましては、木材を架線を張って搬出

する、林業架線作業をするのには、労安法で主

任技術者としての資格を持ってないといけない

ということで、その資格を取るための講習をやっ

ております。

４番目のネットワークづくりは新規事業であ

りまして、今まで参加の少ない女性にスポット

を当てて、そういう人がどこにどのぐらいいる

のかをまず調べて、そのネットワーク化を図る

ことで、先ほど言いましたように、女性ならで

はの視点での労働環境の整備等を進めて、少し

でも女性を呼び込んでいきたい。女性が入るこ

とで、職場が活性化して明るくなって、また男

性も参加するというところを狙ってるものでご

ざいます。

○右松委員 29ページ、県産材海外輸出トライ

アル推進事業についてであります。幾つか質問

させていただきたいと思います。

まず初めに、今の輸出の状況を整理させても

らいたいんですけれども、県産材の輸出状況、

原木あるいは木材製品、立方メートルと、それ

から輸出額の推移、それぞれどういう状況なの

か、教えていただきたいと思います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 原木製品を

含めてですけれども、平成23年度が4,465立方で

す。そして24年度が１万2,219立方、25年度が３

万865立方、26年度が４万6,506立方というのに

なっております。
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金額につきましては、原木製品を合わせまし

て、23年が１億4,533万円、24年が１億8,591万

円、25年が３億6,538万円、26年が５億7,884万

円となっております。

○右松委員 ありがとうございます。非常に順

調に伸ばしてきてるのかなと感じてます。とり

わけ、平成20年、21年、22年、最近、五、六年

前と比べると、数字も桁が違うぐらい、非常に

飛躍的に伸びてるのを感じたところであります。

そこで、この事業内容について伺っていきた

いと思ってますが、県産材の販路拡大、軸足を

海外に置いていきたいということで、この欧米

によるツーバイフォー、２インチと４インチで

すか、この組み合わせのツーバイフォーの成功

事例をお手本に、そして日本古来の在来工法で

ある木造軸組、これを広げていくという、そう

いう認識でよろしいのか伺いたいと思います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 今委員が言

われたように、北米のほうで成功しましたツー

バイフォーの定着をまねして実施していこうと

いうことで、今回、また研修プログラム等もつ

くっていこうと考えております。

実際、ツーバイフォーでやられてる北米関係

は、設計者とか施工されてる方々を北米とかに

研修で連れていきまして、そちらのほうで実際

の現場などを交えながら研修するプログラムが

確立されているようでございまして、定期的に

それがやられてると。そういうことをうちとし

ても、木造軸組工法を定着させていくために、

そういう仕組みをつくっていって、本県に呼ん

で、そういうのを現場研修も含めながらやって

いきたいという考えでございます。

○右松委員 材工一体ということで、大変期待

をしているわけですけれど、今後の販促ツール、

それから先ほど研修プログラムを含めて、これ

が生かせる事業として、手応えを伺いたいと思

います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 現在、材工

一体で取り組んでるとこでございますけれども、

実際、地元の工務店等とか、特にことし、大学

のほうからも、建築学科の学生に木材軸組工法

を教えていただけないかという話もございまし

て、やはりそういうとこで設計士さんとか工務

店さん等にそういうのがどんどん広がっていく

ことで、こういう木造軸組工法が定着していく

ものと思っております。こういう販促ツールを

機会に、いろんな興味をまず持ってもらうと。

そして興味を持ってもらった方に、今度は、研

修プログラムとか建築マニュアルをもとに定着

させていこうという考えでございます。

○右松委員 わかりました。

最後にもう一点。この事業内容とは直接関係

ありませんけれど、県産材を海外で販路促進し

ていく中で、鹿児島県が木材輸出を計画してる

団体・企業にいろんな形で補助をしてます。輸

出のサポーターという制度をつくって、そこに

入ってる民間事業者等に補助を出してるわけで

す。輸出の経費補助であるとか、商談とかそう

いったのに補助を出してますけれど、本県とし

ては、こういった取り組みをされておられるの

か、そこを最後に教えてください。

○長友みやざきスギ活用推進室長 本県につき

ましても、販売戦略実践事業という別事業がご

ざいます。そちらのほうで実は、輸出先国の展

示会に出展する際の支援とか、原木など輸出す

る際の薫蒸費用とかを一部補助しております。

○右松委員 わかりました。この調子で頑張っ

ていただきたいと思います。

○有岡委員 27ページの乾しいたけのプロモー

ションの関係でお尋ねいたします。
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有機ＪＡＳの取得支援ということで、この有

機ＪＡＳの取得をするために、いろいろな準備

があったり、調査員の旅費が必要だと、いろい

ろな話を聞いてるんですが。まず、県の職員の

中で、そういう指導ができるスキルを持った技

術者がいらっしゃるのかどうかお尋ねいたしま

す。

○石田山村・木材振興課長 現在、県の中にフ

ードビジネスアドバイザーという方をいろいろ

とお願いをしまして、これは他の食品も一緒な

んですけれども、そういった方と一緒になりま

して、こういった食品のＪＡＳの取得ですとか、

海外の販路開拓ですとか、そういったことにつ

きまして取り組んでいるところでございます。

○有岡委員 その中でコストがかかるというこ

とで、皆さんがなかなか参画できない状態があ

るんですが、例えば、このシイタケでいけば、

地域でそういった取り組みをして、皆さんでそ

ういう調査の支援、取得するための場面をつくっ

ていくと、かなり旅費とかコスト的に負担が少

なくて済むと思うんですが、そういったグルー

プ的にこういったものに取り組む計画はあるの

か、お尋ねいたします。

○石田山村・木材振興課長 現在でも、実は県

内のスーパーですとか百貨店、あと県外につき

ましても、この前の川崎でも実施いたしました

けれども、干しシイタケのフェアといったよう

なものにつきまして、実際に当県の職員が行っ

たり、またはそういった出展の企業等に対しま

しての支援、こういったものも行ってるところ

でございます。

今回、この乾しいたけプロモーション事業に

つきましても、ＰＲイベントを県外で２回、ま

た海外も29年度から実施する方向で、いろいろ

とそのための事前調査というのをした上で、ウッ

ドピア諸塚さんですとか、いろいろ取り組んで

おられる方がおられますので、そういった方と

連携しまして、こういったＰＲのほうに取り組

んでまいりたいと考えてるところでございます。

○有岡委員 そういった取り組みの中で、最終

的に調査をされる方が来られて、認定をすると

いうか、ＪＡＳの取得を取るための費用がかか

るというお話の中で、ある程度グループ化で地

域で取り組むような仕掛けをすると生産者個人

の負担が大き過ぎないということで、その分を

アドバイスしたほうがいいんじゃないでしょう

かということです。

○石田山村・木材振興課長 済みません、失礼

しました。ＪＡＳの取得、御指摘のとおり、１

件当たり約26万円から30万円ほどのお金がかか

ると伺っているところでございます。このため、

個人個人ということではなくて、委員御指摘の

とおり、グループをつくっていただきまして、

そのグループに対して、全体として支援をして

まいりたいと考えてるところでございます。

○黒木委員 干しシイタケ関係についてですけ

れども、世界農業遺産に認定された地域の出身

者、関東の人が、スーパーに行ったら干しシイ

タケがあるけれども、世界農業遺産に認定され

たところで生産されたシイタケですよというこ

とで売り込みをしたらどうだろうかという話が

あるんです。ぜひそういう関連の資料を送って

ほしいというような、出身者の人たちが、何と

かして売り込もうという機運ができてる人もい

て、そういった面にいろんな資料の提供とか、

販売のいろんな指導していただくとありがたい

なという気がしておりまして、こっちも非常に

うれしいなと思って喜んでいるんですけれども。

そういったものをどっかが一元化して─認定

された地域が一番いいのかもしれませんけれど、
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そういった指導もしていただきたいなと思いま

す。

それから、海外の販売についてですけれども、

聞いてみますと、個人的にヨーロッパとかに行っ

て売り込む方法があるんですけれども。いわば

シイタケの価格が安かったから、かなり生産量

も減ってきて、非常に生産量も質も量もそろえ

るというのはなかなか難しくなってますから、

一気にそういうのでふえるとは考えられません

けれども、そういった分を何らか一元化した売

り込みというか、やっぱりそういったものが必

要ではないかなと。

個人がぽつぽつと行くよりも、安定した量と

質を確保して、そして売り込みをするほうが有

利というか、そういう販売ができるんじゃない

かなというような気がするんです。

例えば販売の関係とかで、県の関係課のある

人がミラノにも行ってたんですけれども、そう

いう人たちが一緒になって行ってるみたいなん

ですよね。県もそれに関係してるんですかね。

○石田山村・木材振興課長 今回、ミラノ博に

出展していただきましたのは、ウッドピア諸塚

さんというところでございまして、ここにつき

ましては、昨年11月、デンマークに４キロほど

輸出をされて、今現在、第２便の輸出を準備中

と伺ってございます。

委員御指摘の方は、恐らく、フードビジネス

推進課のほうで、先ほど申し上げました販路開

拓のアドバイザーみたいな制度がございまして、

そういった方が、いろいろと海外に輸出をしよ

うとする、取り組もうとされる方に対して、ア

ドバイスを出すということを人的な支援をする

といいますか、アドバイスを出すような事業が

ございます。それを活用して、現在、イタリア

の食材店のほうに0.95キロと0.575キロですの

で、合わせて１キロ半ぐらいを試しにいろいろ

と出している状況があると伺ってるところでご

ざいます。

○黒木委員 先ほど言いましたように、限られ

た数量と生産者ですから、やっぱりまとまって

売り込むのがいいんじゃないかなという気が、

聞いてするものですから、部局横断的に、そう

いった取り組みをしていただくとありがたいな

と思います。

○徳重委員 214ページですが、巨木・古木等を

保全するための予算が組まれておりますが、今

どういう状況にあるのかなと思って、気になっ

たもんですから。新巨木100選ということで390

万予算が組まれておりますが、これは数的にど

うなのか、どういうことをされるのか。

○下沖自然環境課長 現在の巨樹100選は、先ほ

ども説明しましたけれど、平成３年度に選定し

まして、各市町村それから国有林等に紹介しま

して、当時の巨樹・古木というのが、国有地

で2,363本、民有地で2,516本、合わせて4,879本

が候補として上げられまして、その中から民有

林における選定の巨樹の基準というのをつくり

ました。これは地上高1.2メートル、胸高直径

─胸の周りの直径ですけれども─これがお

おむね３メートル以上の樹木、それから枝が分

かれるものについては、最も大きな幹の周りが

２メートル以上とか、それから、推定年齢、樹

齢については100年以上のもので由緒ある樹木と

いうことで、100本が平成３年度に選定されたと

ころでございます。

現在の状況でございますけれども、そのうち18

本が枯死しておりまして、現在、当時の選定の100

本から82本になってる状況でございます。

今回、またそれを新たに見直しをしまして、

現在含まれているものも含めて、もう25年、四
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半世紀たっておりますので、今回新たに選定を

し直すとして、広く巨樹・古木の持つ意味等を

県民の方に理解していただくということで、こ

の事業を組んでるところでございます。

○徳重委員 巨木というのは、一遍枯れてしまっ

ては元も子もないわけで、せっかく指定選定さ

れたわけですから、樹木医さんがいらっしゃる

と思いますが、巨木に対する管理はやってらっ

しゃるわけですか。もうそのままでしょうか。

○下沖自然環境課長 現在選定されている巨樹

・古木は、ほとんど民家、個人の方の所有であ

りまして、今現在、病気とかそういった枯死、

枯れかかったもの等につきましては、現在の事

業で、市町村の協力も得まして、樹木医の診断、

それから土壌の入れかえ等を事業としてやって

いるところでございます。

○徳重委員 民間のもされるんですか。

○下沖自然環境課長 巨樹・古木のこの選定さ

れてるもの以外のものについても、市町村等と

補助事業で県も一緒に補助しまして、そういっ

た診断とそれから土壌の入れかえ、それから樹

木の実際の治療等を今やっておるところでござ

います。

○黒木委員 林業技術センターの試験研究費が

ありますけれど、これの28年度の重点試験研究

は何をされるのか、お伺いします。

○那須林業技術センター所長 林業技術センタ

ーでは、育林のほう、それからシイタケ特用林

産物等を実施しておりますが、28年度につきま

しては、再造林対策に必要な低コスト苗─コ

ンテナ苗のことでありますけれども─こちら

のほうを安価に生産する技術をさらに突き進め

たいというを主眼として置いております。

早生樹という燃料用としても有効な樹種の選

定─実際、早生樹は県内各地に植えられてお

りますけれども、それらをまとめて資源量の把

握ということ、それからセンター内でも実際に

植栽試験をして、成長量の調査をしたいと考え

ております。

また、特用林産部分につきましても、新たな

キノコ以外の資源についての情報把握と開発に

努めてまいりたいと考えております。

○黒木委員 午前中から、切ったら使ってすぐ

植えるということが何回か出てきましたけれど

も、今新たな需要ができて、かなり皆伐が進ん

で、切ったら、何となくすぐ植えるところもあ

りまして、切っても、すぐ植えないというとこ

ろもありますし、場所によっては、早生樹とか

そういったものを、やはり将来的な豊かな山づ

くりとして、展望を持って進めていく必要があ

ると思いますので、できるだけ早い早生樹の見

きわめとか、苗木の生産体制とか、そういった

ものにぜひ取り組んでいただきたいと思います。

それから、木材利用技術センターの試験研究

費ですけれども、次年度の重点的な試験研究に

ついてはどのようなものをされるか、お伺いし

ます。

○小田木材利用技術センター所長 木材利用セ

ンターの部が３つございまして、材料開発部、

木材加工部、工法開発部とあるわけですけれど

も、そのうちの材料開発部につきましては、木

質バイオマスの有効利用、半炭化をして、もっ

と効率的な燃料にできないかといったような研

究、さらには、県産杉には精油─エッセンシャ

ルオイルですけれども─が多く含まれている

と言われているんですが、日本の他の地域と比

べて、実際どうなのか。それを実際、比較検討

しようということで考えております。

それと、木材加工部につきましては、今年度

はＣＬＴのいろんな事業に取り組んで、研究課
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題に取り組みましたけれども、来年度につきま

しても、まだデータとして不足してる部分がご

ざいます。

例えば、長期性能に関する部分等については、

またこれから１年、２年しなければいけません

ので、それに引き続いて取り組むということ。

それから、あともう一つは、家具等について、

県産の杉材を使いたいという要望等もございま

すので、杉の持っている、例えばやわらかいと

か、あるいは曲がりやすいといったような部分

がありますので、それを家具として使ったとき

に、どのようにすれば欠点が克服できるかといっ

たことについて取り組んでいきたいと考えます。

それから、工法開発部につきましては、ＣＬ

Ｔの建物が今後ふえてくる。そのときにどのよ

うな接合部をしたらいいのか、あるいは、いろ

んな市町村において庁舎の建設、民間の会社等

においても、木造の計画が上がってきておりま

す。どのようにすれば木材でつくれるようにな

るのかといったような技術相談についても、積

極的に取り組んでいきたいと考えています。

○黒木委員 杉を中心としてですけれども、ク

ヌギの高齢化もちょっと問題になっておりまし

て、このクヌギをシイタケで使えないほど大き

いのをどう使うのかということで、宮崎交通の

ボンベルタ橘の７階ですかね、あそこの会社の

入り口にクヌギの椅子とかありますけれど、持っ

て帰りたいというぐらいの人がいるみたいです。

でも重くて持って帰れないと。いい点もあるし、

悪い点もあるんですけれど、そういった面も一

つ研究できたらありがたいなと思っております。

それで、ＴＰＰの対策として、231ページに合

板・製材生産性強化総合対策事業がありますけ

れども、これは具体的にはどこでどういう事業

というのは決まっていないんでしょうか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 この事業に

つきましては、合板と製材工場の生産性向上を

図るための事業でございまして、本県には合板

がございませんので、製材工場の整備をしたい

と考えております。

現在、県北と県南で１カ所ずつ、製材ライン

等の整備を行おうということで検討してるとこ

ろでございまして、製材工場について、確定が

まだできてない状況でございます。

○押川委員 もう何回も話題になっております

この松くい虫、伐倒したこの被害木をバイオマ

ス工場で焼却をすると。場所を教えてください。

○下沖自然環境課長 川南町にある宮崎森林発

電所等が、今、主に運搬・焼却等をしていただ

いております。

○押川委員 １社だけですね。

○下沖自然環境課長 都農町のグリーンバイオ

マスファクトリー等についても処理していただ

いているところでございます。

○押川委員 このバイオマス発電所に持ってい

く、例えば搬送業者、トラックであったり、バ

イオマス燃料会社であったり、ただでやってる

のか、どういう状況なのかということで、仕組

みづくりを教えてください。

○下沖自然環境課長 伐倒費は、県が保証費で

支払うことになっております。それでバイオマ

ス燃料に持っていきますと、運搬費用その分を

差し引いた形で、例えば3,000円分ぐらいの経費

が、２万4,000円ぐらいかかるんですけれども、

持っていけば3,000円で売れますので、その分は

差し引いて保証費を支払うというような仕組み

になっております。

○押川委員 バイオマス発電所がとりにきて、

あるいはそこが委託をして、運んでいただいて、

さっき言われたように、県としては幾らかの収
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入はあるという形でいいんですかね。

○下沖自然環境課長 収入があるといいますか、

その経費分を差し引いて保証費、先ほど言いま

したように、２万4,000円を払うべきところが２

万1,000円で済むということですので、その分の

経費は浮くということになります。

ただ、現地でチップ化する場合と、バイオマ

ス工場に丸太を持っていきまして、チップ化し

て燃やすというケースがございます。いずれに

しましても、経費については同じでございます。

○押川委員 あと、有人ヘリコプターと無人ヘ

リコプターで、今後要望されるということであ

りますが、違いを教えてください。

○下沖自然環境課長 委員会資料の20ページの

下のほうの無人ヘリ、これはフェニックスカン

トリークラブの例を上げさせていただいている

ところでございます。

有人ヘリになりますと機体が大きくて、ホバ

リングといいますと、ヘリコプターの回転によ

りかなり飛散するということで、広い面積に適

しているということでございます。

無人ヘリにつきましては、ある程度小型にな

りますので、薬剤が飛散する範囲が狭まります

ので、ある程度小面積のところで活用できると

いうことでございます。

それから、無人ヘリにつきましては、高所作

業車でラジコンの無線の操作をしますので、そ

ういったところで目に届く範囲で薬剤を散布す

るというようなことでございます。

○押川委員 有人ヘリで一度にやられたほうが、

効果的に思うんだけれども。そしてこの無人ヘ

リは、どこかにまた委託をするわけでしょうか

ら、経費も二分をしていくということになるか

ら、有人ヘリでできないところをするというこ

とで無人ヘリなのか、海岸一帯が松ですから、

先ほどあったように、それも民間であったり、

業者さんであったり、県であったり、国であっ

たりすれば、一遍にやったほうが効率としては

効果があるんじゃないかと思うんですが、そこ

についてその違いをと言っただけでありまして。

○下沖自然環境課長 大型ヘリによる薬剤散布

をしないというわけではございませんで、無人

ヘリのものについては、約10ヘクタールぐらい

を予定しておりまして、これは薬剤の飛散の範

囲といいますか、そういったとこが少なくて済

むところ、効率的に行うときには大型のヘリを

使用いたします。

来年度、大型ヘリによる空中散布について

は493ヘクタールを予定しておりまして、今まで

の大規模な面積について大型ヘリで実施すると。

地上散布からで薬剤が届きにくいところとか、

そういった薬剤が飛散してはいけないところ等

をこの無人ヘリで実施するということで、今現

在考えてるのは、フェニックス動物園近辺。

あのあたりは薬剤の飛散が余り好ましくあり

ませんので、そういったところを無人ヘリを活

用して、効果的にやりたいと考えているとこで

ございます。

費用対効果につきましては、大型ヘリのほう

が安価で実施できるということは間違いないと

ころでございます。

○押川委員 わかりました。そういう答弁を最

初から言ってもらえれば、何回も言わんかった

んですけれども。そうだろうと思うんですよね。

農薬がいったらいけないとこあたりを小型で

やりますよと言ってくれれば、何もなかったん

ですが。被害が出てるわけですから、今後はこ

ういう有人あるいは無人ヘリを使って、しっか

りやりながらやっていくということと、言われ

ているように、ほかの関連の方々としっかり、
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これも合議の中で、できるだけ大型でできるも

のは広範囲の中でやっていかないと、効果が薄

れてくるといけませんので、そこらもしっかり

やりながら、言われるように、やってはいけな

いところにおいては、そういう対処をしていた

だいて、早目に松が健全な形になるようにお願

いをしておきたいと思います。

それから、有害鳥獣関係ですが、新規の②、

③、④について、お伺いいたします。②市町村

が実施する有害鳥獣捕獲対策指導員のパトロー

ル活動に支援をするということでありますが、

このパトロール指導員は、市町村の中にどのく

らいの人たちがいらっしゃって、そしてこの方

々がどれだけ出れば、この890万円を使って処置

されるのかを、もっと具体的に教えてください。

○下沖自然環境課長 今予定しておりますの

が30人、各市町村から約１名から２名を予定し

ておりまして、活動としましては、週２日で年

間72日間ということで、7,500円を上限で、１市

町村当たり64万8,000円の２分の１ということ

で、32万4,000円ぐらいを上限に補助することに

しております。これは、活動としましては、今

まで市町村に鳥獣被害が発生しましたら、市町

村にお願いしまして有害捕獲をするわけですけ

れども、発生してから、地元から要望がありま

して市町村に届くまで、やはり時間がかかって

被害が大きくなってしまうということで、こう

いった迅速な捕獲をするために、追い払いをやっ

たりとか、捕獲班への捕獲の要請活動とか、わ

なによる捕獲の実施とかを、この指導員の方々

にやっていただくと。

それから、地域ぐるみの捕獲促進というのが

大事でございますので、わなによる集落ぐるみ

の捕獲を指導していただくということで、狩猟

免許を持たない人が狩猟免許を持っている方の

補助者ということで、捕獲に参加できる制度が

ありますので、この制度を活用しながら、この

事業を実施していきたいと考えてるところでご

ざいます。

○押川委員 市町村で１名から２名、30名ぐら

いを指導員として、これでパトロール関係をさ

れて、例えば狩猟班の人たちとか、あるいは市

町村のそういう担当課に連絡をして対応すると

いうことですが、果たして、それで効果がある

かなと不安でありますけれども。もうそれ以上

は言いませんが、しっかりやってください。

③についても教えてほしいんですが、わなに

よる誘導捕獲など、新たな捕獲手法を確立して

というふうなことが書いてあるんですが、この

保護区でも今後は捕獲をするよということでの

説明だろうと思うんですが、もう少し具体的に

教えてください。

○下沖自然環境課長 鳥獣保護区等でかなり鹿

等の有害がふえるという現状がございます。鳥

獣保護区内でも捕獲は可能でございますので、

県のほうでみずから実施するということで捕獲

したいと考えております。捕獲の手法としまし

ては、従来からありました巻き狩りに加えまし

て誘引狙撃法、それから無線等を用いた遠隔操

作による、監視カメラによって、入ったときに

わなを落として一度に捕獲するという手法等を

活用しながら、この事業を実施していきたいと

考えております。

○押川委員 年間、この保護区の中にどのくら

いか入るとか、そういう具体的なものがあるん

ですか。

○下沖自然環境課長 この事業によりまして、

鹿につきましては250頭、これは保護区内の生息

数の大体20％を捕獲したいと考えております。

イノシシについても80頭、合計330頭をとりたい



- 62 -

平成28年３月８日(火)

と考えておりまして、鹿と、同率の捕獲率で捕

獲を行っていきたいと考えております。

○押川委員 わかりました。その中で、今回鹿

とイノシシについてはあるんですが、やはり猿

害の被害もまだ相当聞くんですよ。今回、猿害

に対する対策は、28年度事業でどこかで出てく

るんですか。

○下沖自然環境課長 鳥獣管理費の中の、資料

でいきますと217ページの２番の野生猿特別捕獲

活動支援事業ということで364万7,000円で、猿

被害の多い市町村が行う猿捕獲班の活動を助成

するということにしております。

○押川委員 わかりました。その中で、やはり

これも保護区になっているところで、猿の捕獲

はできないのかという話も聞くんですが、やり

方があれば教えてください。

○下沖自然環境課長 県がみずから捕獲する方

法もございます。あと有害鳥獣捕獲の申請を市

町村にされまして、実態を調査しまして、市町

村で許可するということになります。

○押川委員 それは市町村あたりとの合議の中

で、相談をしていけばできるということでいい

んですか。

○下沖自然環境課長 有害捕獲の許可につきま

しては、市町村に委譲しておりますので、そち

らのほうで対応可能と考えております。

○押川委員 それでは、最後の４番であります

が、箱わな等の設置あるいは電気柵ということ

でありますが、28年度については、どのくらい

の電気柵が計画されているのか、あるいは場所

等でそういう要望が来てるのか、わかれば教え

てください。

○下沖自然環境課長 これは従来の電気柵等の

設置ということで考えておりまして、27年度の

見込みが、電気柵については561基の延長が約223

キロ、これは何段にもなりますので延長が長い

んですけれども、そういったことで、それぐら

いの設置基数ということで、同じような額で一

応考えているところでございます。

それと箱わな、爆音機等、そういったものに

ついても助成ができるものとなっております。

○押川委員 現在は、28年度は今のところはま

だ来てないということでよろしいんですかね。

○下沖自然環境課長 昨年度よりも要望がかな

りありますので、予算的には300万円ほど増額を

組んでおりますので、電気柵や箱わな等の設置

が進むと考えております。

○黒木委員 この鳥獣害対策については、補助

者制度ができて、一歩前進はしたとは思います。

ただ、深刻度はますます増しています。正直な

話、28年度は捕獲頭数２万3,000頭を目標にして

いますが、生息数が10万頭とすれば、やはり２

万頭にするぐらい、８万頭ぐらい、一回個体数

をぐっと減らないと、もう対症療法では、はっ

きり言って無理な気がします。だから、和歌山

県がやってるように、夜間捕獲にしても、これ

はもう狩猟者が高齢化して数も減ってますけれ

ども、何らかの対応を今しないと、これはどう

もならんなというのが現実です。何らかのそう

いうことをするべきではないかなと思うんです

が、これは予算もかかることですし、国のほう

は10年間で半減すると言ってますけれども、ど

うもこのままでは本当、はっきり言って、どう

もならんなという状況なもんですから。そして

今回も地方の中の議会でも、相当これが議論さ

れるんじゃないかなと思うんですけれども、何

かそういう方向を今後ぜひ取り組んでいただき

たいと思います。

それで一つ、今から50年近く前、狩猟税をもっ

と上げろと。そうせんと、鹿が絶滅するという
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ことを議会の一般質問で言った人がおりますけ

れども、今、狩猟税は幾らになってますか。

○下沖自然環境課長 狩猟税につきましては、

第一種銃に使う場合は、県民税の所得割額を納

める方は１万6,500円、それから県民税の所得割

を納めなくてもいい人は１万1,000円、それから

網とかわなを使用される方で、県民税の所得割

額を納める方が8,200円、県民税の所得割を納め

なくてもよい方が5,500円、空気銃につきまして

は5,500円となっております。

それから減免措置でございます。減免措置が

ありまして、鳥獣被害対策実施隊の方につきま

しては、非課税です。それから、今度創設され

ました認定鳥獣捕獲等事業者の従事者について

は、非課税、それから有害鳥獣に従事される方

は、狩猟税が２分の１に減免されることになっ

ております。

○黒木委員 ちょっとよくわからなかったもの

ですから、また資料を出してもらうとありがた

いんですけれども。

そして、狩猟税はもう取らないというぐらい

の、これは税金ですから、それぐらいのことを

やる必要があるんじゃないかなというような気

がするんですけれど、それじゃなくても人がど

んどんいなくなりますし、それぐらいのことを

して、もう少し狩猟者にもちょっとやる気を起

こすような。

例えば、ある猟友会の人から、１頭当たり8,000

円というのにこれは課税されると。我々のやる

気を起こすためには、課税せんでくれというよ

うな意見もあったんですけれど。こういうのは、

なかなか、いろんな農業とか林業等の補助金に

かかわることですから、なかなか難しいと思う

んですけれど、これは宮崎県ができることであ

れば、それぐらいのことはするべきではないか

なという気がしておりますので、何らかの検討

していただくとありがたいなと思います。

○渡辺委員長 今御要望のありました狩猟税の

額と減免の種類についての資料、机上配付で構

いませんので、各委員のところにいただくよう

にお願いをいたします。

今の件は、答弁とかいいですか。

○下沖自然環境課長 後ほど配付いたします。

○渡辺委員長 お願いたします。

ほかに、議案に関係して、いかがでしょうか。

○黒木委員 スギ生産日本一25年連続記念事業

についてですけれども、これは具体的にどのよ

うな事業をお考えでしょうか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 これにつき

ましては、来年度、素材生産量が公表された時

点で、25年度確定することになりますけれども、

そうしましたら、まず25年連続日本一に貢献さ

れました団体・企業等の功労者表彰を行いたい

と思っております。

それから、この25年間の歩みと今後の林業の

将来を考えた上で、また記念冊子などもつくり

まして、みやざきスギのＰＲなどを行いますプ

ロモーションビデオとかテレビでの広報活動な

どもやりたいなと考えております。

○黒木委員 ぜひ前向きな事業になりますよう

に取り組んでいただきたいと思います。

それから、もう一点、「農山漁村における所得

安定・向上モデル事業」についてでありますけ

れども、これはどのような考えでこのような事

業をされるのか、お伺いします。

○石田山村・木材振興課長 100万円所得アップ

プロジェクトの一環といたしまして、地域に眠っ

ている、例えば山菜ですとかそういったものを

とってきて、道の駅ですとか直売所ですとか、

そういったところで売ることによって、幾らか
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でも手元に現金が残るような活動、こういった

ものをいろいろと地域で見定めていただいて、

そういったものを商品化していくといったこと

に対して支援をさせていただこうと考えている

とこでございます。

○黒木委員 これは長期計画の中にも入ってい

ると思うんですけれども、ぜひうまくいくよう

に取り組みをお願いしたいと思います。

○大坪環境森林部長 農山漁村における年収100

万円アッププロジェクト、本県の林業の長期計

画にも入れさせていただきましたが、２月の県

庁の庁議という場で、県全体としてそれを推進

するということで決定をしたところでございま

す。

実際、話を聞いてみますと、山村に住んでらっ

しゃる方は、例えば農業と畜産業と林業と建設

業、そういったものミックスで生活してらっしゃ

る方が多いと聞いておりますが、子供の将来の

ことなんかを考えると、あと年収100万円ぐらい

欲しいんだと。そうすると、都会に出てる同級

生たちも帰ってくるんだという声をお聞きしま

した。そういうことをもとにしまして、今、全

庁的に、どういったことをすれば少しでも年収

アップになるのかという、そのメニューづくり

といいますか、そういうことの作業をしている

ところでございまして、これは来年度単年度の

事業ということではなくて、来年度については

とっかかりですので、その後、ずっと続く大き

なプロジェクトとして進めていきたいと考えて

るとこであります。

○渡辺委員長 議案に関して、いかがでしょう

か。

○有岡委員 ３点ほどお尋ねいたしますが、森

林経営課の説明資料の中で223ページの新規事業

で森林所有者情報整備推進事業540万、それと山

村・木材振興課が持ってらっしゃる森林境界明

確化推進事業、これ似通ったような、お互い関

係するようなイメージがあるんですが、ここら

辺の取り組みについて、どういうところまで取

り組まれるのか、お尋ねしたいと思います。

○西山森林経営課長 森林所有者情報整備推進

事業につきましては、今、山の所有者がなかな

かわからないという状況があります。県で今所

有してます森林簿というのがありまして、所有

者が誰で、場所がどこでというのがあるんです

けれど、これがなかなか一致してないというこ

とで。水源地域保全条例、それから森林法で伐

採届を出すとか、森林所有者がかわったときに

は届けを出すというのがありますので、これを

県と市町村が一緒になって、そういうシステム

もつくった上で、情報を整備していくと。その

ことによって、所有者がはっきりわかって、例

えば造林とか間伐が進むということで、その足

がかりとなる事業として考えているところです。

○石田山村・木材振興課長 森林境界明確化推

進事業につきましては、森林所有者さんが高齢

化等で境界がわからなくなるおそれがあると。

そういったところにつきまして、現地で境界を

確認していただきまして、ＧＰＳでその座標を

はかって、この間に境界がありますよというの

を明確にして、後々の後伐ですとか、施業が円

滑に進むための森林境界の明確化を図っていく

という事業になってまいります。

○渡辺委員長 ちょっと発言の途中ですが、委

員の皆様にお諮りをいたしますが、本日の日程、

午後４時までとなっておりますが、このまま審

議を継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 申しわけありませんが、そうい

うことでお願いいたします。
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○有岡委員 今のお話の中で、最終的に所有者

がはっきりしていくことによって管理ができる

わけですけれども、今の現状、どの世代までさ

かのぼっていけばいいのかわからないぐらい所

有者が複雑になってるという現状もあります。

最終的に、結局、境界がわからないために盗伐

が起きたり、そういった現状があるわけですね。

ですから、こういうつくり上げるデータをどう

やって活用していくのか、これが課題だと思う

んですね。そこら辺のまとめていく資料が現場

でうまく活用されるために、林業事業外の方も

そうですが、どういうふうに生かしていくのか、

これが一つの課題じゃないかと思うんですが、

いかがなんでしょうか。この資料を生かすため

の取り組みです。

○西山森林経営課長 まさに今おっしゃったと

ころが大事でありまして、今、森林簿情報も所

有者名は別ですけれど、どこにどんな樹種があっ

てとかいうのは、パソコンでも見れるようにし

たところです。

それと、今年度から登記簿情報、地籍調査が

済んだところの電子データも県でももらえるよ

うになりましたので、そういうのをこの事業で

きちっと整備して、これを県と市町村と森林組

合、事業体、そういうところが共有して活用し

ていきたいと思っております。

○有岡委員 これは余力があるときの話ですが、

県が持っていらっしゃる航空写真ですか、これ

を見ながら年代を追っていくと、現状が見える

というような話を聞いたことがあります。これ

もまた一つの案としてお願いしたいと思ってま

す。

あともう一点、山村・木材振興課の232ページ

の森林バイオマス地域供給体制づくり支援事業

ということで、これはお話があったように、林

地残材を運び出すためのソフトの関係とか、今

から取り組みたいということですが、体系的に、

もう伐採をしたら、地ごしらえまでは必ずやる

というような行政の指導がある。そしてそのと

きに、地ごしらえすれば、必ず林地残材を出し

て枝葉をどこかに持っていかないといけないわ

けですから、そこまでを行政としてまずやって

くれということで徹底したシステムをつくる。

それを将来、バイオマスなり、運び出すような

中間集積所をつくるとか、何かそういう体系的

なことをやらないと、なかなか絵に描いた餅で、

現実的には難しいのかなと思ってるんですが。

この6,020万の活用の仕方をもう少し教えていた

だきたいと思うんですが。

○石田山村・木材振興課長 この事業の中身の

中には、委員御指摘のとおり、伐採をして、実

際に全ての木を運び出して、切って持っていく

といったときに、極力全部出せば、その後の地

ごしらえが非常にやりやすくなるということに

なりますので、こういった、山から全部まず持

ち出しをして、使えるものについて全て持ち出

しをするといったような低コストな造林、効率

的な造林に取り組んでいただくようなものにつ

いて、今回この事業で初めてモデル的にその支

援をさせていただこうと考えているところでご

ざいます。こういった取り組みをしていただく

ようなものについては、地域でそういったこと

をまずやっていただくということをお決めいた

だければ、そのメニューを採択いただいたとこ

については、１地区35万円の支援をさせていた

だこうと考えているところでございます。

このほかのものといたしましては、バイオマ

スの搬出には、認定番号等々が必要でございま

すので、そういった認定番号をとるためのもの

ですとか、あとは前の事業でもございましたけ
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れども、輸送費の支援ですとか、そういったも

のが事業メニューの中に含まれているところで

ございます。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いします。

自然環境課長にもう一つよろしいでしょうか。

先ほどのお話の中にありました防除区域内の民

有地にあります、こういった枯れた松の木が実

態としてどれぐらいあって、それを実際、個人

の所有ですから、確実に持ち出せるのかどうか、

そこら辺の現状をお尋ねいたします。

○下沖自然環境課長 今現在、中部農林振興局

管内が主でございますけれども、出先事務所を

中心に一軒一軒回りまして、承諾書をいただい

ているところでございます。

28年度につきましては、50立方メートル、本

数にしまして120本程度を駆除できればと考えて

おるとこでございます。

○有岡委員 要望にしますが、５月の段階では

気づかずに、11月にまた枯れてきたと。そうい

うときは、地域の自治会の方たちにもお願いを

して、いつでも伐採させていただくとか、そう

いうお願いをしておくと、対策ができると思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○渡辺委員長 そろそろ質疑、議案に関してよ

ろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって、自然

環境課、森林経営課、山村・木材振興課の議案

の審議を終了いたします。

総括質疑の準備のため、暫時休憩をいたしま

す。

午後４時０分休憩

午後４時１分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました。

これから総括質疑を行います。環境森林部全

般について質疑がございますでしょうか。

○黒木委員 先ほど早生樹を早く選定して、早

く苗をと言いましたけれど、１年や２年でそん

なにできないのが林業ですから、できるだけ早

くと理解していただきたいと思います。

それで、東京オリンピックに向けて木材をい

ろんな施設に使おうという動きがありますけれ

ども、それについては何らかの対策なり話なり

があるものか、お伺いしたいと思います。

○大坪環境森林部長 まず、私が総括的に申し

上げて、具体的な補足があったら、担当課長に

させたいと存じます。

本県では、前回の委員会で御説明しましたよ

うに、東京オリンピック・パラリンピック用の

小冊子をつくりまして、これを関係機関に持っ

ていって、本県の杉の生産量が豊富にあるとい

うことや認証材も豊富にあるということ、さら

には、木材利用技術センターという独特の機関

を持っていて、しっかりと技術開発もできると

いうこと、そういうことを中心にアピールして

るところでございます。

１月から２月にかけまして、ＪＣ（日本スポ

ーツ振興センター）ですとか、あと設計・施工

関係の企業、それと関係する国の機関とか、国

会議員の先生方等を訪問しまして、そういった

御説明をして、ぜひということでお願いしたと

ころでございます。

今現状の情報としましては、一つは、全国47

都道府県の木を満遍なく使いたいんだっていう

意向もあるようでございます。さらには震災対

策、復興対策ということで、東北地方の木材を

使いたいということもあるようですけれども、

本県のことについては、ある程度理解をしてい
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ただいたかなと思ってるところであります。

本県だけでということではもちろんございま

せんが、やはり応分の本県材の利用をしていた

だくように、そこはしっかりと要望してまいり

たいと考えてるところであります。

○長友みやざきスギ活用推進室長 オリンピッ

クにつきましては、木材をたくさん使われると

いうことなんですけれども、これが、森林認証

材という条件がついております。本県にも森林

認証材、面積は約４万9,000ヘクタールほどござ

いますけれども、実際、これが流通していない

状況がございます。やはり認証材だから高いと

いう状況がまだないものですから、今のところ、

実際、認証材の山もあるし、途中のＣｏＣを持っ

てる製材工場とかもあるんですけれども、価格

に付加価値がつかないもんですから、今のとこ

ろ、認証材としての流通がされておりません。

流通を確定していくというのが今後必要になっ

てまいりますので、今月23日に林業・木材産業

の関係団体・企業とかに集まっていただいて、

その辺の認証材の流通の体制づくりを今後進め

ていこうという勉強会からまずは始めようとい

うことで、会合を開くように、今準備してると

こでございます。

○黒木委員 これはやっぱり認証材じゃないと

使わないという方針なんでしょうか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 オリンピッ

クについては、前回のロンドンオリンピックで

も、やっぱり森林認証材ということでなされて

おります。今回のリオオリンピックについても、

やはり認証材というのが条件になってきており

まして、東京オリンピックについても認証材と

いうことで、今話が進んでいるところでござい

ます。

○黒木委員 ほかの県においても、うちの認証

材を使ってくれという売り込みをしてると聞き

ますし、先ほどの説明では、宮崎県でもそれだ

けのいわゆる木材はあると考えていいわけです

よね。生産流通の仕組みができてないから、そ

れをこれから体制をつくるということですね。

何とか宮崎県産材も使っていただけるように積

極的な取り組みをしていただきたいと思います。

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか。

○押川委員 先ほどの有害鳥獣関係の中で質問

もさせてもらったんですが、黒木委員からも出

ました。やはり我々が狩猟班の反省会やらに呼

ばれていくんですが、やはり高齢化になってる

部分が相当ありますし、狩猟免許あたりが高い

とか、弾が高いとか、いろんなそういった要望

も聞いているところであります。

確かにこういう対策を打ってもらってありが

たいんですが、やはり全体的に減少していかな

いことには、恐らく、毎年毎年とるけど、同じ

か、特に鹿なんかは多くなってるという中で。

大坪部長、28年度に対して、こういったもの

について、環境森林全てにおいて、部長の意気

込みを聞かせていただくとありがたいと思いま

す。

○大坪環境森林部長 きょうの審議を通して、

一つ申し上げたかったのは、林活議連の先生方

の御協力もあって、来年度予算が、幸いにも、

ある程度十分に措置できたということでござい

ます。ですから、ここをしっかりと有効に使い

ながら、目標とする施策に対して、しっかりと

実効性が上がるような取り組みを進めていきた

いと思っております。

そういう中で鳥獣被害につきましては、私、

よく現場主義ということで、できるだけ現場を

回るようにしてるんですけれども、非常に切実

な声をたくさんお聞きをいたします。おっしゃ
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いましたように、予算をつけて一定量の捕獲を

するということはもちろんなんですが、それに

プラスして、将来的にもうちょっと捕獲が安定

的に進めるような人材の育成ですとか、あるい

は、せっかくとった野生動物をうまく利用する、

ジビエの広がりだとか、そういうことも総合的

に進めていって、野生鳥獣の捕獲というものが、

一方では、しっかりとしたビジネスにもなるん

だということを目指す、そんな方向に何か持っ

ていきたいなと思ってます。

それと、大きくは、「伐って、使って、すぐ植

える」という資源循環型の林業を進めることが、

本県の大きなテーマかなと思います。

冒頭にも、日本のトップを走ってる本県林業

だという御説明をしましたが、林野庁に行って

話をしましても、まさにそのとおりの称賛をい

ただきます。特に林野庁のほうからも、宮崎が

今後どうやって進むのかということに対して、

非常に注目をしているという声を聞きますので、

なかなか難しいハードルではございますけれど

も、長期計画の目標に従いまして、再造林率80

％を目指して、しっかりとその分野も取り組み

ながら、宮崎県の森林・林業がうまく循環して、

将来にわたって回っていくような取り組みを進

めたいと思います。

あわせて、環境につきましても、長期計画を

つくりました。昨今の環境情勢の変化等も踏ま

えて、そして特に若い世代に対する環境教育を

進めていくことが非常に重要だという議論が、

環境審議会でもございました。そういうことも

含めて、せっかくの美しいこの自然環境の宮崎

ですので、これをいつまでも維持できるように、

そしてさらにそれを少しずつレベルアップして

いって、もっともっとよい生活環境、まさしく

「日本のひなた」ということで表現できるよう

に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

来年度も一生懸命頑張りますので、どうぞ御

支援のほどよろしくお願い申し上げます。

○押川委員 ありがとうございました。部長の28

年度に向かう取り組み、その姿勢は十分伺いま

した。職員の皆さん方と一丸となって、やはり

県民の皆さん方が期待されるように、実績が上

がるようにぜひお願いをしておきたいと思いま

す。県民の皆さん方のために頑張ることは一緒

でしょうから、我々も一生懸命、ともに努力を

していきたいと思います。28年、どうぞ頑張っ

てください。よろしくお願いいたします。

○渡辺委員長 総括質疑、ほかにございますで

しょうか。

○徳重委員 日本一木材出荷額が連続25年とい

うことで、すばらしいことでございますし、ま

た、ことしの予算、前年比144％というすばらし

い結果を出されて、今部長がおっしゃったとお

りだと思ってます。

一般的に我々が県内を回ってみても、木材は

切られてます。山のかなり面積が、集団的に伐

採されているわけですが、それでも植栽されて

ないところが目につくんですよね。伐採された

面積と植栽された割合はどの程度になってるの

か、ここ二、三年の状況を教えていただくとあ

りがたいけれど。

○西山森林経営課長 伐採につきましては、26

年度が約2,400ヘクタール切られております。５

年前が1,893ヘクタールです、1,900ヘクタール

ということで、500ヘクタールぐらいふえてると。

再造林面積につきましては、平成26年度実績が

約1,600ヘクタール、５年前の再造林面積が1,300

ヘクタールということで、造林が300ヘクタール

ふえてるということでございます。
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委員おっしゃったように、今も主伐期に入っ

てますし、中国木材も稼働しましたし、バイオ

マス発電も稼働しておりますので、今後とも主

伐はふえるものと見込んでおります。先ほど部

長の話にもありましたように、長期計画で80％

は植えるという目標を立てておりますので、こ

れに向かってしっかり取り組んでまいりたいと

思っております。

○徳重委員 今、数字を見てみますと、2,400ヘ

クタール伐採されて、1,600ヘクタールしか植栽

されてないということですね。すごい面積がま

だ残ってるというこの事実をどうしたら解決で

きるかなと。もちろん、御案内のとおり、苗木

生産も追いつかないという状況にあるのかなと

思うんですが、苗木生産は間に合ってる。2,400

切って2,000ぐらいは植栽するぞというような目

標がないと、さっき言った80％ぐらいですね。

そういう気持ちがないと、なかなか埋まって

いかないなと。ずっと先送りしていくとなると、

かなりの面積がまた未植栽になってしまうとい

うことになると思いますが、その苗木の生産と

伐採の面積とその割合、今後うまくやっていけ

る計画はあるんですか。

○西山森林経営課長 今、単年度で話をさせて

いただきました。御存じのとおり、伐採した後、

所有者の方々は、10月に切ったところを翌春の

４月に植える方もいらっしゃいます。次の翌春

に植える人、３年後に植える人、要は五月雨で

植えていくような格好になっております。

それで、県としましては、その話のありまし

た植栽未済地調査をしておりまして、26年度の

調査で707ヘクタールが植栽未済地、３年たって

も植えてないところ、天然更新も含めてですけ

れど、裸のまんまというのが707ヘクタールあり

ました。今回、27年度の調査では、それが681ヘ

クタールということで、若干減ってるというこ

とでございます。植栽未済地は、平成21年の調

査では、2,523ヘクタールありましたので、それ

から比べると大分減ってきてるということで、

先ほど言いましたように、単年度でいくと80を

目指していく。その中で大事なのは、委員おっ

しゃったように、苗木が足らないで植えられな

いということがないようにということで、母樹

林の整備とか、苗木生産施設への助成等々も行

いまして、今春については、造林面積よりも上

回る苗木生産ができてると。そこはきちっと将

来にわたって手当てしていくことが、再造林率

を伸ばすことだと思っておりますので、総合的

に進めてまいりたいと考えております。

○渡辺委員長 ほかにございますでしょうか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 その他、何かありますでしょう

か。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたしますが、環境森林部につきま

しては、きょうが今年度最後の質疑ということ

になるかと思います。この１年間、委員会運営

に大変御配慮と御協力をいただきましたことに、

改めて感謝を申し上げます。また、答弁につき

ましても、非常に真摯な対応をいただいたこと

に、心からの敬意を表したいと思います。

来年度、委員はかわるかと思いますけれども、

来年度も環境森林部の皆さんの御奮闘を心から

期待をしておりますので、まだ採決が残ってお

りますが、お礼を申し上げたいと思います。あ

りがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後４時18分休憩
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午後４時18分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は10時から、農政水産部の説明

から行いたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

その他、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 何もないようですので、以上を

もちまして本日の委員会を終了いたします。

午後４時18分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
中 田 哲 朗

（ 総 括 ）

農政水産部次長
三 好 亨 二

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
山 田 卓 郎

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 大久津 浩

連 携 推 進 室 長 山 本 泰 嗣

営 農 支 援 課 長 日 髙 正 裕

農業改良対策監 児 玉 良 一

食 の 消 費 ・
河 野 和 正

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 河 野 善 充

畑かん営農推進室長 竹 下 裕一郎

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 兼 田 正 之

漁 村 振 興 課 長 田 原 健

漁港整備対策監 川 越 克 彦

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験副場長 鎌 田 紀美朗

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 神 田 美喜夫

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りいたし

ます。

宮崎市の矢幡智美さんほか１名から執行部に

対する質疑を傍聴したい旨の申し出がありまし

た。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

許可することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

傍聴される皆様にお願いいたします。

傍聴人は受付の際にお渡しした傍聴人の守る

べき事項にありますとおり、声を出したり、拍

手をしたりすることはできません。当委員会の

審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してくだ

平成28年３月９日(水)
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さい。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただくようお願いいたします。

それでは、当委員会に付託されました平成28

年度当初予算関連議案等について、部長の説明

を求めます。

○郡司農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

本日は、総合農業試験場の山内が病気療養の

ため、当委員会を欠席させていただいておりま

す。かわって、副場長の鎌田を出席させており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、お礼を申し上げます。

先日行いました県立農業大学校の卒業式にお

きましては、大変お忙しい中に、渡辺委員長と

押川委員に御出席を賜りました。将来の担い手

である卒業生を温かく送り出すことができたの

かなと思っております。まことにありがとうご

ざいました。

それでは、座って説明をさせていただきます。

配付しております環境農林水産常任委員会資

料の１ページをお開きください。

まず、平成28年度農政水産部予算（案）の基

本的な考え方について、御説明をいたしたいと

思います。

１の農水産業の現状等についてでございます。

昨年度は、あの口蹄疫からちょうど５年目の

節目の年でございました。この間、農政水産部

といたしましては、この口蹄疫からの再生・復

興、これを非常に大きな課題として捉えまして、

畜産振興はもとより、次世代施設園芸の拠点施

設の整備、あるいは加工・業務用野菜の産地づ

くり、さらには、香港事務所を核とした輸出体

制の強化、また、農大校を拠点とした次の時代

を担う農業者の育成等に取り組んできたところ

でございます。

（２）にありますように、これらの取り組み

によりまして、農業産出額、全国順位が過去最

高の全国５位まで戻りました。3,326億円という

数字でございます。輸出額のほうも、過去最高

額を更新するなど、明るい兆しも見られるよう

になってきたところでございます。

その一方で、（３）にありますように、御承知

のとおり、10月５日のＴＰＰ大筋合意でござい

ます。この大筋合意を受けまして、我が県とし

てもしっかり対応していく必要があるわけです

けれども、何よりも農林水産業者が希望を持っ

て生産活動に従事できる、そういう体制を、ぜ

ひともつくっていきたいと、そのように考えて

おります。

国に対しましては、全国に先駆けて要望活動

等を行い、対策等についてもしっかり措置する

ようにお願いをし、その結果、予算措置もされ

ていると認識をしているところであります。

次に、２の農政水産部の予算編成における基

本的な考え方について御説明をいたしたいと思

います。

ただいま申し上げましたように、このＴＰＰ

合意の内容を踏まえまして、我が部といたしま

しては、意欲ある生産者の持つ可能性と潜在力

をいかんなく発揮できる環境を整えること、こ

れが行政としての責務であると考えております。

夢と希望の持てる農政新時代の構築、これに向

けて、３つの視点から施策を構築しているとこ

ろであります。

視点１が「攻める」、視点２が「磨く」、視点

３が「守る」ということでございます。この３

つの視点に基づいて、説明をさせていただきた

いと思います。
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まず、視点１「攻める」でございます。

国際競争に打ち勝つ力強い生産体制の構築が、

まずもって重要だと思っております。ＴＰＰに

負けない力強い産地づくり、このことに力を傾

注してまいりたいと思っておりますが、その中

でも、具体的には「産地パワーアップ事業」や

「畜産クラスター事業」などの国の対策、これ

を積極的に取り組んでいきたいと思っておりま

す。

その一方で、ハードばかりではなくてソフト

面の充実ということで、ＪＡグループ等と連携

した本県独自の営農指導体制の構築、このこと

にも力を注いでまいりたいと考えているところ

であります。

また、輸出の面では、新しくでき上がります

宮崎グローバル戦略、そのもとで農水産物の輸

出体制の強化、これにも積極的に取り組んでま

いりたいと考えているところであります。

視点の２でございます。「磨く」ということで

ございますが、宮崎の強みを磨き上げ、産地が

輝く体制を強化していくということでございま

す。

この中では、特に全共３連覇対策、このこと

と、全国初の海の天気図を活用した漁業の振興

ということ、それから、高千穂郷・椎葉山地域

世界農業遺産認定を契機とした地域の磨き上げ、

これらにしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

それから、視点３「守る」でございます。

まだまだ生産現場にはＴＰＰの不安というも

のが多くあります。それらの生産者が安心して

生産活動に従事できる体制の強化と、このこと

が非常に大事だと思っておりまして、生産者等

を対象にした丁寧な説明とあわせて、畜産の経

営安定対策であるとか、防疫体制の強化、さら

には、日本型直接支払制度関連対策にもしっか

り取り組んでまいりたいと、そのように考えて

いるところであります。

次に、資料の３ページをお願いしたいと思い

ます。平成28年２月定例県議会提出議案につい

てであります。

まず、議案第１号の一般会計予算については、

平成28年度歳出予算課別集計表の一般会計の合

計の欄─網かけがしてありますけれども─

にありますように、452億3,400万5,000円をお願

いをしているところであります。

また、議案第11号の沿岸漁業改善資金特別会

計予算につきましては、下から２段目、これも

網かけがしてありますけれども、１億4,496

万3,000円をお願いしております。

なお、その上に就農支援資金というのがござ

いますけれども、この就農支援資金特別会計に

つきましては、後ほど説明いたしますけれども、

事業の移管に伴い、本年度限りで廃止するため

に予算の計上はしていないという状況でござい

ます。

この結果、一般会計と特別会計合わせた農政

水産部全体の予算額は、一番下にあります、こ

れも網かけがありますけれども、453億7,896

万8,000円となり、対前年６月補正後の予算との

比較では108.2％となっております。

次に、右側の４ページをごらんください。

債務負担行為についてでございますが、一覧

表にあります事項について、追加をお願いする

ものでございます。

次に、６ページをごらんください。

このページから58ページまで目次のように並

んでおりますが、平成28年度当初予算案におけ

る新規・重点事業を掲げております。26の事業

を掲げておりますけれども、後から、これは説
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明させていただきます。

それから、飛びますけれども、59ページにな

ります。

59ページからは、特別議案でございますけれ

ども、議案第21号「使用料及び手数料徴収条例

の一部を改正する条例」外３議案、さらに66ペ

ージを開いていただくとありがたいんですが、66

ページからは、その他報告事項ということでご

ざいますけれども、ここにあります第七次宮崎

県農業・農村振興長期計画（後期計画）の素案

についてほか５件について掲げております。そ

れぞれ担当課長から説明をさせていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

私からは以上であります。よろしくお願いい

たします。

○渡辺委員長 ありがとうございました。部長

の概要説明が終了いたしました。

これより、２課ごとに班分けをして、議案等

の審査を行います。最後に、総括質疑の時間を

設けることといたします。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、あわせて、決算における

指摘要望事項に係る対応状況についても説明を

お願いいたします。

なお、委員の質疑は２課の説明が終了した後

にお願いします。

それでは、初めに農政企画課、地域農業推進

課の議案等の審査を行いますので、順次説明を

求めます。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の283ページをお開

きいただきたいと思います。

農政企画課の平成28年度当初予算につきまし

ては、一般会計のみで23億6,645万7,000円をお

願いしているところでございます。

それでは、主な内容につきまして御説明をさ

せていただきます。

ページをおめくりいただきまして、286ページ

をお開きいただきたいと思います。

一番上の（事項）農業情報・技術対策費、３

の改善事業「マーケット対応型産地競争力強化

技術開発事業」、こちらにつきましては1,685

万7,000円をお願いをしているところでございま

す。

農水産業を取り巻く環境の変化の中で、もう

かる農水産業を実現するためには、イノベーショ

ンの促進による生産性の向上や高品質化を図る

ことが重要となってまいります。産地力の強化

に直結する政策上重要な課題に研究資源を集中

するとともに、技術開発段階から産地やマーケッ

トの要望を取り入れまして、革新的な技術開発

を目指すこととしているところでございます。

次に、中ほどにございます（事項）新みやざ

きブランド推進対策事業費の２の新規事業「「み

やざきブランド」共創マーケティング事業」、

続きまして、次の段にございます（事項）農産

物流通体制確立対策費の５の新規事業「世界市

場を見据えたみやざき農水産物輸出拡大促進事

業」につきましては、別冊の環境農林水産常任

委員会資料で御説明をさせていただきたいと思

いますので、そちらのほうをお開きいただきた

いと思います。

環境農林水産常任委員会資料の７ページをご

らんいただきたいと思います。新規事業「みや

ざきブランド」共創マーケティング事業につい

てでございます。

この事業につきましては、本県農水産物のブ

ランドの価値や魅力を効果的に発信するために、

従来の一方通行気味な手法から脱却した共創プ

ロモーションに、消費者や取引先、また県民な
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どとともに取り組むことで、販売力強化と産地

・地域の活性化を図ることを目的としていると

ころでございます。

右のページのポンチ絵で事業内容を御説明さ

せていただきます。

まず、左側中段の１つ目の実需者共創プロモ

ーションでございますが、産地と小売店や異業

種企業が連携をしまして、消費者のライフスタ

イルを捉えた販促・ＰＲ活動や、健康・美容な

どの生活者志向にアプローチする企業コラボな

どに取り組むことによりまして、マーケットイ

ンの取引拡大を目指してまいります。

次に、右側の中段の消費者共創プロモーショ

ンでございますが、産地と消費者が連携をしま

して、消費者にとって価値のある商品やサービ

スなどを生産者とつくり出していくと。それら

の情報を効果的に発信し拡散する消費者モニタ

ーを設置するなど、また、都市部のオフィスワ

ーカーを対象とした消費地講座でありますとか、

また、産地招聘などの交流の場づくりを進めま

して、みやざきブランドの価値や魅力の向上を

図ってまいりたいと考えております。

最後に、３つ目の項目でございますが、下段

の県民共創プロモーションでございます。

生産者・産地と県民・県内企業が連携をしま

して、宮崎の食をテーマにしたコミュニティー

づくりを進めるものでございまして、例えば、

県民と一緒に初出荷を祝う「きんかんヌーボー」

のような県民一体型の情報発信でありますとか、

また、飲食店・観光産業と連携をしまして、食

のおもてなし企画など、さまざまなプレーヤー

がタッグを組んで、宮崎の食の価値創出に取り

組むこととしてございます。

左側のページの事業の概要の欄をごらんいた

だきたいと思います。

予算額につきましては1,537万3,000円、事業

期間は３年間をお願いをしているところでござ

います。

次に、ページをおめくりいただきまして、９

ページをお開きいただきたいと思います。

新規事業「世界市場を見据えたみやざき農水

産物輸出拡大促進事業」についてでございます。

１の事業の目的・背景のところでございます

けれども、本県農水産物の輸出をグローバルに

展開をするために、香港を核とした東アジアへ

の販路開拓はもとより、国内外の商社や企業、

九州各県などと連携したＥＵや北米市場などへ

の戦略的な取り組みを通じまして、産地力の向

上を図るものでございます。

事業の概要につきましては、右側のポンチ絵

で御説明をさせていただきたいと思います。

上段の「現状」にありますとおり、これまで、

みやざき東アジア経済交流戦略に基づきまして、

県香港事務所を拠点に、農林水産団体はもとよ

り商工関係団体とも連携をしながらオールみや

ざきの体制で東アジアの販路開拓を進めてきて

おります。

このような中で、右側の「時代の風」にござ

いますように、ＴＰＰ協定の合意など国際化の

進展が予測されている中で、世界市場を視野に

入れた輸出展開を図っていく必要がございます。

また、昨年10月にＪＥＴＲＯ宮崎貿易情報セ

ンターが設置されるとともに、今年度中には、

みやざきグローバル戦略を新たに県として策定

をするということで、本県のグローバル展開に

向けた環境が整いつつある状況でございます。

このため、中段の下のほうでございますが、

「多用な連携」をキーワードに、下の図の地図

が書いてございますが、東アジアを初めＥＵや

北米への輸出拡大に積極的に取り組んでまいり
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たいと考えてございます。

具体的には、左側のページの事業内容の項目

で御説明をさせていただきたいと思います。

まず、①の香港輸出拠点運営事業におきまし

て、香港事務所による販路開拓活動を行いなが

ら、②の東アジア輸出パートナー連携強化事業

におきまして、香港の現地企業との連携による

レストランの需要開拓でありますとか、スイー

ツなどの加工用需要を掘り起こし、こういった

ことを進めてまいりたいと。

その次に、③の品目別重点プロモーション展

開事業におきまして、品目別に商社や県外市場

との連携によりまして、重点プロモーションの

実施によって、北米やＥＵなどへの牛肉や花卉、

また、青果物等の販路開拓にも取り組んでまい

ります。

さらに、その下の④でございますが、産地に

おける輸出拡大チャレンジ事業におきまして、

輸出先国・地域に対応した輸出用の新たな商品

開発等にチャレンジしていく意欲ある産地の取

り組みを積極的に支援をしてまいりたいと考え

ております。

上の（１）にお戻りいただきまして、予算額

につきましては4,799万4,000円、事業期間は３

年間をお願いをいたします。

一番下の３の事業効果でございますが、平成26

年度の農水産物の輸出額17億6,000万円を、平

成31年度までに25億円に伸ばしていきたいと考

えてございます。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況について御説明をさせていただきます。

別冊の、お手元に配付しております決算特別

委員会の指摘要望事項に係る対応状況、こちら

の資料をごらんいただきたいと思います。８ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

⑫と書いてございますが、農水産物の輸出促

進について、今後とも県内外の関係団体等が積

極的に連携して取り組むとともに、その効果が

農業者の所得向上につながるような仕組みづく

りに努めることとの指摘要望をいただいており

ます。

これにつきましては、下段にありますように、

農水産物の輸出を促進するためには関係団体と

の連携が重要であることから、県内の商工団体

や農業団体等で構成する輸出促進協議会を中心

として、オールみやざきの体制で取り組みます

とともに、九州各県やＪＥＴＲＯ等との連携も

進めているところでございます。

さらに、輸出の取り組みを農業者の所得向上

につなげていくために、「プラスＪＥＴＲＯで攻

める輸出拡大産地育成事業」でありますとか、

また、先ほど御説明をしました「世界市場を見

据えたみやざき農水産物輸出拡大促進事業」等

の新規事業によりまして、海外のマーケットニ

ーズに対応した産地支援等を行い、海外市場を

安定的な販路として確立してまいりたいと考え

ているところでございます。

次に、また環境農林水産常任委員会資料、こ

ちらのほうにお戻りいただきまして、62ページ

をごらんいただきたいと思います。

議案第31号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」のうち農

業協同組合法（農事組合法人）関係についてで

ございます。

まず、１の改正の理由でございますが、農業

協同組合法の改正に伴いまして、農事組合法人

の事務に関する移動等がありましたので、規定

の整理を行うものでございます。

次に、２の改正の内容でございますが、農事

組合法人の事務に関する条項の整理をするもの
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でありまして、市町村が行う事務処理に変更は

ございません。

次に、３の施行期日でございますけれども、

平成28年４月１日となってございます。

農政企画課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○大久津地域農業推進課長 地域農業推進課で

ございます。

まず、歳出予算説明資料の289ページをお開き

ください。

当課の当初予算額は、一般会計で49億9,988

万7,000円をお願いしております。

なお、来年度から特別会計予算がなくなって

おりますが、別途、条例改正の議案のところで

御説明いたします。

それでは、主な内容について説明いたしま

す。291ページをごらんください。

まず、中ほどの（事項）農業会議・農業委員

会費の１億5,753万4,000円についてであります。

これは、県農業会議や各市町村の農業委員会が

実施します農地の利用調整や耕作放棄地所有者、

農業生産法人等への指導活動に対する農業委員

手当及び農業会議業務費等でございます。

次に、（事項）青年農業者育成確保総合対策事

業費のうち、292ページの２の、がんばる新規就

農者サポート事業の８億4,386万5,000円ですが、

これは、年間150万円の青年就農給付金として、

就農研修者向けの準備型100名と、過去４年間に

新規就農した継続分と、来年度採択分の経営開

始型450名、合わせまして550名への給付を予定

しております。

次に、（事項）女性農業者育成総合対策事業費

の２の新規事業「「みやざき農業女子」元気活躍

促進事業」及び、次の（事項）農業経営構造対

策事業費につきましては、後ほど委員会資料で

説明いたします。

次に、293ページをごらんください。

（事項）農業大学校費２億7,053万円について

であります。これは、農大校の管理・運営経費

が主体で、その他に６の研修センター及び科学

公園の委託費6,327万1,000円は、指定管理者へ

の委託料でございます。

次に、（事項）構造政策推進対策費15億32

万4,000円についてであります。これは、担い手

への農地集積や６次産業化などを促進するもの

であります。

まず、１の農地中間管理機構支援事業につき

ましては、後ほど委員会資料で説明いたします。

３の、進め６次化みやざき農業新ビジネス創

出事業につきましては、農業者の所得向上や農

村の活性化のために、農業経営の多角化や、多

様な連携とマーケットインの視点に立った新商

品の開発等を支援し、新たな農業ビジネスを創

出しようというものであります。

次に、（事項）農地売買事業費５億7,158万1,000円

についてであります。これは、農地売買支援事

業等に取り組む県農業振興公社の体制整備及び

事業推進に要する経費であり、そのうち５億円

は県からの単年度貸付金でございます。

続きまして、当初予算案の主な事業等を説明

いたします。委員会資料の11ページをごらんく

ださい。

「みやざき農業女子」元気活躍促進事業であ

ります。これは、地域で元気に活躍するみやざ

き農業女子を発掘し、存在感を高めるとともに、

活躍の場づくりを支援するものであります。

具体的には、12ページのポンチ絵をごらんく

ださい。

右上の現状と課題にありますとおり、農業従

事者の約半数を占める女性農業者は、農業経営
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のパートナーとして重要な役割を担っておりま

すが、ＳＡＰやＪＡ青年協は圧倒的に男性会員

が多く、また、ＪＡ女性部などの女性農業者組

織は高齢化が進み、若手の活躍する場が少ない

状況となっております。

一方で、首都圏で活躍した女性が本県へ移住

し、農業現場で多用なスキルを発揮している方、

例えば、東京でシステムエンジニアとして働い

ていた方が、農大校の農業実践塾で研修した後、

小林でミニトマトの営農を開始し、農水省の農

業女子活動にも積極的に参加しておられます。

また、昨年11月に開催しました全国農業担い手

サミットでも、パネルトーク等を通じて、本県

の若手女性農業者の資質の高さを全国にアピー

ルする意欲的な方々もおられました。

このため、中ほどの事業内容にありますとお

り、中心的なメンバーによる推進会議を開催い

たしまして、共感する仲間の発掘や情報共有を

図るともに、農業女子みずからが生き生きと活

躍できるアイデアを提案いただき、例えば、デ

パート等の民間企業とのコラボによるマルシェ

出展や商品開発、農業高校への出前講座や、異

業種の若手女性との交流促進などを支援するこ

ととしております。

このような取り組みによりまして、みやざき

農業女子のネットワーク強化と、職業として農

業を選択する女性の増加を目指しております。

11ページに戻っていただき、２の事業概要で

ございますが、予算額は480万2,000円をお願い

しております。

続きまして、13ページをごらんください。経

営体育成支援事業であります。

地域農業の担い手等が、経営規模の拡大や多

角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等

の導入等を支援するものでございます。

具体的には、14ページのポンチ絵をごらんく

ださい。

人・農地プランに位置づけられた中心経営体

等が、融資を活用して農業機械、施設等を導入

する際の融資残について、10分の３の補助率

で300万円を上限に補助するものでございます。

13ページに戻っていただきまして、予算額は

２億201万円を予定しております。

次に、15ページをごらんください。農地中間

管理機構支援事業であります。

１の事業の目的にありますとおり、担い手へ

の農地集積と集約化により、本県農業の構造改

革と生産コストの削減を強力に推進するため、

農地中間管理機構や関係機関等による農地の流

動化を着実に進めまして、優良農地の円滑な継

承とフル活用を目指すものであります。

事業の概要につきましては、制度開始以来、

これまで２年間の取り組み実績とあわせて、後

ほど報告事項のところで詳細に説明いたします

ので省略いたしますが、予算額は10億9,420

万8,000円をお願いしております。

次に、同じく委員会資料の４ページをお開き

ください。債務負担行為についてでありますが、

当課からは２件お願いしております。

表の一番上の事項ですが、県農業振興公社が

農地取得等を行うために必要な無利子資金を、

全国農地保有合理化協会から借り入れる際、国

の規定に基づきまして、２億1,000万円を限度に

損失補償を行うものであります。

また、２つ目は、農地中間管理機構に指定さ

れている県公社が、農地中間管理権を有する農

地において、簡易な基盤整備等を行う際に必要

な無利子資金を、同じく合理化協会から借り入

れるため、4,400万円を限度に損失補償を行うも

のであります。
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続きまして、条例の廃止についてであります。

同じく委員会資料の61ページをお開きください。

議案第24号「宮崎県就農支援資金特別会計条

例を廃止する条例」であります。宮崎県就農支

援資金特別会計は、同資金の貸し付け・償還の

ために設置されたものでありますが、青年等の

就農促進のための資金の貸し付け等に関する特

別措置法が廃止され、今後、県からの資金貸し

付けは行わないことによるものであります。

なお、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、

現在は、県から株式会社日本政策金融公庫へ貸

付業務が移管されており、引き続き、就農者へ

の貸し付けが行われております。

最後に、前年度決算における対応状況につい

てであります。別冊の決算特別委員会の指摘要

望事項に係る対応状況資料の７ページをお開き

ください。

11の農業の担い手について、本県農業が魅力

ある産業となるために、今後も、意欲ある担い

手の育成・確保に積極的に取り組むよう要望を

いただいたところであります。

意欲ある担い手の育成確保につきましては、

従来の就農相談から営農定着までの一貫した支

援に加えまして、本年度から、都内に新たに設

置しました「宮崎ひなた暮らしセンター」と連

携した本県独自の営農講座の開設等により、多

様な人材確保に取り組むとともに、農業大学校

を次世代農業の総合研修拠点として位置づけ、

地域のリーダーとなる担い手を対象としたトッ

プランナー養成塾の開講や、民間と先駆的農業

経営実践者が連携したチャレンジファームにお

ける次世代農業の経営実証・研修等に取り組ん

でおります。

また、来年度からは、本議会でお願いしてお

ります宮崎方式産地改革総合支援事業により、

農業者の経営発展段階に応じた研修や、県とＪ

Ａの指導員が連携して資質向上を図り、高度で

一元化した宮崎方式営農支援体制の構築に取り

組みたいと考えております。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○渡辺委員長 ありがとうございました。議案

に関する説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○太田委員 資料の13ページ、地域農業推進課

のこの経営体育成支援事業、融資残について補

助金を交付するとなっていますが、具体的にい

うと、どういうやり方するんですか。

○大久津地域農業推進課長 具体的に申し上げ

ますと、100万円の機械を購入する場合に、基本

的には融資で対応しなさいという国の指導にお

きまして、その融資を受けた残りの自己負担分

についての補助金を出しますということで、10

分の３の上限です。基本的には、農家さんは10

分の３の補助金と残りは融資で、大概自己負担

なしで導入できるというような事業のシステム

でございます。

○太田委員 自己負担分について補助金を出し

てくるんですよね。その補助金を出すのが、10

分の３というのはどういう意味なんですか。

○大久津地域農業推進課長 100万円であります

と３割分を補助金で出しますということでござ

います。

○太田委員 今の100万というのは、自己負担

が100万ということじゃなくて……。

○大久津地域農業推進課長 機械代です。

○太田委員 なるほど、わかりました。

もう一つ、資料の７ページ、８ページのみや

ざきブランド共創マーケティング事業、これも
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夢をまとめることですから大変な創造的なやり

方だろうと思います。この中で、実需者共創プ

ロモーションというのがポンチ絵にありますけ

れど、農業関係でいろんなブランド産地と異業

種連携というようなことでまとめられています。

ここにエステとかあるんですが、農業とエステ

とかいうのはどんな関連を持って提案されてい

るのか説明をお願いします。

○原ブランド・流通対策室長 これは、異業種

との連携で、各いろんな消費者にアピールをし

ていきたいという取り組みでございます。この

エステとかジムとか、健康志向の高いお客様が

いらっしゃるところに、例えばエステであれば、

待ってる時間に宮崎県産のジュースとかを提供

することによって、「宮崎の商品いいじゃない」

というふうな話で興味を持っていただいて、次

の購買につなげていくような、そういう取り組

みのイメージでございます。

○太田委員 健康志向に狙いを定めてというこ

とですね。

それで、後で薬草の話も出てくるようですけ

れど、そういう時代のニーズを的確に捉えよう

としているというようなことですかね。

そうすると、隣のイメージ図で、美容志向（調

理器具）とは、農業との関係はどう説明される

んでしょうか。

○原ブランド・流通対策室長 消費者にアピー

ルするためにはいろんなパターンがあると考え

ておるんですけれども、高級な調理器具を使っ

ておられる消費者の方もいらっしゃいます。そ

ういうところ等とタイアップすることによって、

調理器具等を売るのと、宮崎県産の商品も売る、

そういうふうな形でのプロモーションの展開と

かをやることによって、双方の商品が売れてい

くというイメージでございます。

○太田委員 わかりました。いろんな夢をまと

めておられるということで理解しております。

後で、また。

○徳重委員 農政企画課にお尋ねしたいと思い

ますが、９ページの輸出拡大促進事業というこ

とで、26年度の実績が17億6,000万円という数字

が出ておりますが、ちなみに24年、25年度の海

外輸出額がわかれば教えてください。

○原ブランド・流通対策室長 24年度につきま

しては９億円強でございます。25年度が14億円

強でございます。

○徳重委員 今まで、24年度が９億、25年度が14

億、プラス３億あるのに、今からいろんなＪＥ

ＴＲＯを通したり、あるいは香港事務所を持っ

たりしているわけですけれど、31年度まで５年

間、５億しかふえてないわけですよね。１億ず

つしかふえてないということは、この流れとし

ていかがかなと。皆さんがおっしゃるような伸

びを期待するのであれば、もう少し思い切った

目標を持ってやらないと、前年度より下回るよ

うなことではおかしいんじゃないかなと思いま

すが、いかがでしょう。

○原ブランド・流通対策室長 委員御指摘のと

おり、輸出拡大については、高い目標を掲げて

いきたいとは思っておりますが、特に香港あた

りで申し上げますと、各産地、日本からの輸出

等もかなり競争が激化しておる中で、一足飛び

に伸ばしていくことが非常に困難な状況にござ

います。

ただ、今回、新規事業等も取り組ませていた

だく中で、ＥＵとか北米とかについても取り組

んでいきたいという考えを持っておりますが、

それについても、各関連の輸出入の業者とかと

の連携を持ちながら、今から取り組みを強めて

いきたいということでございます。なかなか一
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気に拡大という形にはならないと思っています

が、そういうふうな取り組みを強化する中で、

輸出額は伸ばしていきたいと考えております。

○徳重委員 私が申し上げたいのは、ＴＰＰが

本格的になっていくのは５年後じゃないかと思

うんですよね。そう考えたときに、平成31年度

ぐらいには20億の沙汰じゃなくて、この倍ぐら

い、50億ぐらいの目標があっていいんじゃない

かと思うんです。でなければ、24年か25年では、

実績として１年で５億伸びてるわけじゃないで

すか。ならば、もう少し、こういう数字もちゃ

んとした数字を出して、ＴＰＰもあることだか

ら、ここまでは行くんだぞというものがなけれ

ば、何のための予算かなという気がしてならな

いんですけれども、いかがでしょうか。

○原ブランド・流通対策室長 御指摘のとおり

だと思いますけれども、この24年度、25年度か

ら26年度の伸びと申しますのが、当初目標とし

ておったよりも、例えば牛肉関係が非常に伸び

た状況がございます。その中で全てが順調に開

拓できて、順調に伸びていくかというと、そう

でもない部分がございます。

例えばカンショとかで申し上げますと、これ

まで順調に伸びてきたけれども、輸出の輸送の

関係とかで伸び悩みが出てきておる部分があっ

たりとか、事実も踏まえた目標というものを、

今回25億というのを立てさせていただいたとこ

ろでございます。

○坊薗畜産振興課長 やっぱり牛肉がこの輸出

額の大きなウエートを占めているかと思ってお

ります。

平成24年から25年、25から26、27ということ

で、牛肉が非常に伸びてまして、これは、口蹄

疫とかの後、それぞれの輸入国が輸入を解禁し

たということがあって、特に香港、それからア

メリカが伸びてきております。そこが、ここ一、

二年、三年の急激な伸びということですが、最

近では、今までどおりの伸びがなかなか難しい

ということもありまして、今年度、現時点でい

いますと、去年が148トンで、ことしが今150ト

ンちょっとぐらいでございますんで、去年から

の伸びとしては少し落ち着いてるということで

あります。

そういうこともありまして、今後５年間、急

激にまた牛肉を伸ばすことが少し難しいかもし

れないということで、こういう金額になってい

るかなと考えています。

○徳重委員 もう最後にしますが、とにかく、

これではちょっと県民も納得しないと思います。

部長、最後に、このことでコメントしてみてく

ださい。

○郡司農政水産部長 さまざまな状況の中で、

かたく見積もるとこんな感じの目標ということ

になっているんでしょうけれども、気持ちは、

議員おっしゃるとおり、大きく目標を掲げて頑

張りたいと、そのような意気込みでやりたいと、

そのように思います。

○渡辺委員長 輸出拡大の関係ありましたら、

ここで議論したいと思いますが、関連ありまし

たら、どうぞ。

○有岡委員 今のお話の中で、ぜひ考え方とし

て、例えば全共３連覇の目標はゴールじゃない

わけですから、全共３連覇をしたときには、例

えば国際線のビジネスには宮崎牛を使ってもら

うような取り組みをしますとか、そして、どん

どん広げて、この25億という目標を、もっと持っ

ていきたいという目標設定に、内部ではもっと

高い目標を持って、３連覇に士気が高まるよう

な仕掛けをする。そして、３連覇を達成したと

きには、こういう仕掛けを考えていますとかい
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う、農政企画課の仕事じゃないかと思うんです。

ぜひ、そういう視点で、みんなが目標を高く

持てるような。堅実なやり方も当然理解できま

すが、やはり、このチームみやざきとしては、

３連覇以降はこういうことで盛り上げていきた

いという話を、内部ではしていただけると。３

連覇がゴールじゃない、それをきっかけに、今

度はこんなことを農政はやっていきますと、そ

ういうものを内部では話をしていただけるとあ

りがたいなと感じました。答弁は結構です。

○押川委員 事業内容を見ると、香港事務所運

営費、販路開拓活動費というものが、ほとんど

を占めておるわけであります。そういう中で、

香港事務所を中心として、連携として、現地パ

ートナー企業、九州各県、消費者市場、ＪＥＴ

ＲＯというような形で組み合わせがあるんです

が、具体的にもう少し、この内容を現時点で考

えられる中で教えていただくと理解しやすいか

なと思いますけれども。

○原ブランド・流通対策室長 まず、東アジア

輸出パートナー連携強化事業でございますけれ

ども、先ほど委員御指摘がありましたように、

香港の商社と連携協定を結んだものを、連携を

生かしまして、バイヤーの産地招聘とか商談会

の開催とか、そういうものを取り組みとして行っ

ていきたいと考えています。

また、③の品目別重点プロモーション展開事

業でございますけれども、これにつきましては、

国内の商社等との連携を主に考えておりますが、

花卉とかお茶とか水産物などを連携して、国外、

特に北米あたりでのプロモーションの展開を想

定してございます。

それと、④の産地における輸出拡大チャレン

ジ事業につきましては、輸出拡大に取り組む産

地の支援ということでございますけれども、７

団体ほど、今のところ想定しております。輸送

試験、あるいは残留農薬の検査などを、そうい

う地元が産地拡大に取り組む活動に対しての補

助金等で支援をしていきたいと考えているとこ

ろでございます。

○押川委員 わかりましたけれども、もう少し

具体的にと言ったのは、既に、例えば九州各県

との連携、あるいはパートナー企業はどのくら

いいるのか、あるいは消費者市場あたりの香港

事務所を中心としたそういう関係がどういうこ

となのか。また、これから、どういう方向でそ

ういう組み合わせをしていくのかという目標な

りがあれば、そういうものを聞かせていただく

と、この内容を早く理解しやすいんじゃないか

ということで質問したところです。

○原ブランド・流通対策室長 まず、香港事務

所の活動につきましては、現地の商社とか、あ

るいは小売業者あたりを、昨年度あたりでいき

ますと60カ所とか、そういうところを訪問して

営業活動等を行っているところでございます。

そういうところで構築した関係等を生かしな

がら、例えば、香港で申し上げますと、先ほど

の商社以外にも、具体的に申しますと、味の珍

味という大手の食品を取り扱っていらっしゃる

商社等との関係構築等もできておりますので、

そこら辺と一緒になったプロモーションの展開

とかを具体的には考えているところでございま

す。

○押川委員 その中で、この九州各県との連携

は、具体的に今、どのような状況なのか、教え

てください。

○原ブランド・流通対策室長 九州各県につき

ましては、本年度から九州各県の輸出関係の担

当者で会議を数回持っておりまして、一緒に共

催した商談会の開催とか、そういうものができ
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ないかという検討も行っているところです。

また、一方、九経連が音頭をとって、各県と

の取り組みを一緒にやっていこうという動きも

ございます。

また、ＪＡ宮崎経済連が出資して、昨年設立

されました九州農水産物直販、そういうところ

との連携も図りながら、一緒になった取り組み

を強化していきたいということを考えておりま

す。

○押川委員 大体わかってきましたけれども、

単独でやる分と、そういう九州各県である程度

共同でするという形の中でありますとおり、31

年度に25億と、先ほど徳重委員のほうから少な

いんじゃないかというような話が出ましたけれ

ども。あくまでも目標であって、これは、やは

りクリアしてもらうということでの目標でしょ

うから。これもしっかり、そういう形の中で、

国内のこの消費が落ちてくる部分を、いかに、

このアジアを初めとしたＥＵとか北米あたりま

で今後やっていこうということでの、前向きな

取り組みでしょうから。これも積極的にそうい

う方向の中で、あくまでも目標ですから、これ

も上を目指すということで頑張っていただきた

いと、そのように思いました。

○右松委員 香港事務所が設置をされて、こと

しで３年になるわけでありますけれども、私も

訪問したことがあります。３年経過して、これ

は途中増員があったと思うんですけれども、体

制自体、今どういう状況でしょうか。

○原ブランド・流通対策室長 委員御指摘のと

おり、もう３年経過しておりますけれども、途

中増員されました現在の状況としましては、県

からの職員が２名でございます。それと、現地

採用の職員が２名の４名体制で行っておりまし

て、それに、元輸出商社のアドバイザーが１名、

これも常駐という形ではございませんけれども、

アドバイザーの方も設置しながら運営している

ところでございます。

○戎井農政企画課長 現地職員につきましては、

現在、採用が先月で切れましたので、今、暫定

的に１名の状況になってございます。

○右松委員 事務所に訪問したときに、ブース

もあって、そこを銀行等も含めて借りておられ

て、駐在員の方も一生懸命動いてらっしゃる状

況は確認させていただきました。

３年経過する中で、販路の開拓の状況、何店

舗かデパートなり小売店、訪問させていただき

ました。宮崎のも見せていただきましたけれど

も、小売店店舗数の開拓状況、それから宮崎を

含めた提携レストランの開拓状況、このあたり

と、それから、あわせて商社、バイヤーとの連

携の構築状況について具体的に教えてください。

○原ブランド・流通対策室長 まず、最後におっ

しゃられました現地バイヤー等の構築状況でご

ざいますけれども、まず、昨年７月に連携協定

を県と締結させていただいた新華日本食品有限

公司との協定が、まず一番大きな功績ではない

かと考えております。それ以外にも、先ほど申

し上げました日本の食品の取り扱いの大手でご

ざいます味珍味という商社と、この関係構築が

一番大きいところでございます。

それと、小売店等との開拓状況で申し上げま

すと、香港事務所が積極的に、昨年度訪問とか

で開拓してまいりました花関係でございますけ

れども、スイートピーの取り組み行っておりま

すが、ウェイフォンという花の小売店、輸入業

とかも行っていらっしゃいますが、そことの関

係構築が一つ大きな功績だと思っております。

○右松委員 レストランのほうはどうでしょう

か。
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○原ブランド・流通対策室長 レストランにつ

きましては、先ほどの新華日本食品有限公司の

直営レストランでございます、ことしオープン

しましたフクというレストランに、宮崎の農水

産物等の取り扱いを、今、行っていただいてい

るところでございます。

それと、日本の高級料理店でございます「な

だ万」の、香港の「なだ万」のほうにも千切り

ダイコン等を取り扱いが定番となっておりまし

て、そこの料理長さんにも宮崎のほうに、産地

の視察等にも行っていただくような強化をして

おりまして、メヒカリとか宮崎牛とかも取り扱っ

ていただいております。そういうふうな産地招

聘等を行いながら、パイプを強めるような取り

組みを香港事務所のほうで行っているところで

ございます。

○右松委員 大体主要な取り組み状況はわかり

ました。

やはり香港事務所、宮崎の出先事務所が核と

なってくるわけでありますし、香港はまさに、

しのぎを各県削る、九州各県との厳しい競争が

行われていますので、やはりバックアップを、

我々もしっかりやっていきたいと思ってます。

あとは店舗数にしてもある程度把握をしておら

れると思いますけれども、しっかりと目に見え

る形で、数値上での成果を、県からも事務所に

お願いをするような、そういう形で、ぜひとも

頑張っていただきたいと思います。

○渡辺委員長 関連でございますか。ないよう

でしたら、ほかのテーマでも結構です。

○黒木委員 農地中間管理機構の支援事業につ

いてお伺いしたいと思いますが、これは２年経

過したということですけれど、これまでの目標

の達成、それから28年度目標はどのように定め

ているのか、お伺いします。

○山本連携推進室長 後ほど、資料を用意して

いますので、そこで改めて御報告しますけれど

も、目標3,000ヘクタールに対しまして、現在の

進捗状況で1,900ヘクタールということで、達成

率は６割にとどまっております。

来年度につきましては、まだ国との協議が必

要ですけれども、今年度並み以上の実績が上げ

られるような目標を掲げて取り組みたいと考え

ております。

○黒木委員 ６割ということは、思ったよりも

達成率が低いということで、全国的に比べて、

宮崎県の達成率はどんな状況でしょうか。

○山本連携推進室長 達成率が、まだ全体の数

字が把握できてませんけれども、実績の1,900ヘ

クタールというのは、大体全国で15位前後と聞

いております。

○黒木委員 県内においての集積が進んでいる

ところ、いないところ、地域差があると思われ

ますけれども、集落営農とか法人化が進んでい

るところがもっと達成率が高いと考えてよろし

いでしょうか。

○山本連携推進室長 昨年の実績374ヘクタール

でしたけれども、ほとんど水田でございました。

ことしは、水田が６割、畑地が４割という実績

になっております。中でも高千穂町、水田が中

心ではありましたけれども、高千穂町は県内で

は２番目の集積ということになっておりますの

で、集落営農が進んでいる、進んでいないとい

うよりは、話し合い組織が持っていたか持って

いなかったかというところに推進のポイントが

あったかなと考えております。

○渡辺委員長 議案との関係もありますけれど、

その他報告で75ページ、76ページに出ておりま

す。御参考にしていただきながらと。

○黒木委員 後で報告があるならと思いながら、
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関連してお聞きしますけれども、この機構集積

協力金が提供する側に支給されるわけですけれ

ども、この算定は、どのような基準で交付され

るんでしょうか。

○山本連携推進室長 この事業、農地の出し手

に対する協力金は３種類ございます。

一つは、集落で話し合い活動をしていただき

まして、集落営農に結びつくような農地集積を

やっていただいたときに、その集積割合に応じ

てお金を出していくということで、反当たり２

万7,000円なりを払っていくということになるん

ですけれども、そういうものが一つ。

それと、もう一つは経営転換協力金といいま

して、離農される方、それから、例えば複合経

営で、水田を集落営農組織なり、農業法人なり

に預けますというような方に対して、面積に応

じて30万なり50万なりといった協力金を支払う

事業がございます。

それと、もう一つ、耕作者、担い手が利用さ

れている機構を使って、担い手が使われている

農地に隣接する農地を、その担い手の方に機構

を通じて貸していただける場合、この場合に協

力金を出すという形で、この事業の推進とあわ

せて、今後支払っていくということになります

けれども、計画をしていると、７億、かなりの

お金を支払っていくということになります。

○黒木委員 希望拡大加算というのがあったで

すよね。あれは、この中のどれかに入るという

わけではないですか。

○山本連携推進室長 希望拡大加算という農地

の利用者のほうに対する協力金はございません

ので、出し手のほうで、担い手が使っている農

地に隣接した農地を出される場合、反当たり１

万円出すというのはございます。

○黒木委員 ということは、出し手のほうが非

常にこの協力金というかメリットが大きいとい

うことで、借り手のほうのメリットとしては、

どういうことがあるんでしょうか。

○山本連携推進室長 借り手のメリットという

のは、まずは、機構が農地の賃借料を農地の出

し手にお支払いしますので、賃借に係る事務が

まずなくなるということが一つございます。

それと、利用者同士の農地を面的に広げたい

ときに、機構に預けてある農地については、機

構と利用者間のお話で済みますので、機構が中

間保有している農地を利用者間で協議をして、

県に設定を変えていくと。要するに規模拡大を

図っていくということで、そういう動きがここ

２年しかたってませんけれども、もう既に起こ

り始めてますので、やはり所有者と利用者の間

に機構が入るということでの農地の流動化の推

進という効果があると思っております。

○戎井農政企画課長 あと、この事業の国のほ

うの最初の設計段階で、出し手に協力金を出す

ことにして、利用者にはないことにしたのは、

利用者は、農地が集積することによって農作業

がはるかに効率化しますので、その点で利用者

には協力金はないということで、整理がされて

いるものと承知しております。

○黒木委員 そうすると、16ページのこの図を

見ますと、県の関与と活動支援ということで、

機構の役員選任とか解任について、知事の関与

が大というようなことですけれど、この機構の

役員はどのような方がなっているんでしょうか。

例えば県庁のＯＢとか、農協の関係者とか、ど

ういう方がなっているんでしょう。

○山本連携推進室長 農地中間管理機構につき

ましては、県が指定をするということになって

おりますので、県の農業振興公社を指定してお

ります。農業振興公社の理事なりが機構の役員
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ということになりますので、農業団体なり、そ

れから市町村代表なりが役員ということになり

ます。

○黒木委員 達成率がなかなか伸びていかない

というのは、一つは、農地がいろんな相続のこ

ととか、抵当権だったり、いろんな農地によっ

ても荒れてるところとか、そうでないところと

かいろいろあって、この下にありますけれども、

台帳整備が進めば、割と進むんじゃないか。そ

うじゃないとマンパワーが物すごく要るんじゃ

ないかなという気がするんですけれども、この

農地基本台帳の整備状況というのは、今どのよ

うな状況でしょうか。

○山本連携推進室長 農地基本台帳につきまし

ては、本県では、電子システム化を推進すると

いうことで、これまで10年間ぐらい各市町村を

支援してまいりました。

今回、農地法等の改正によりまして、農業委

員会は、農地情報をある程度、個人が特定でき

ない範囲で公表しなさいということになってお

ります。そのベースになるものが農地基本台帳

ということで、基本的には、ここ２年間で整備

ができ上がったと考えております。

○黒木委員 限られた農地ですから、農地が有

効に活用できるように、達成率の高いところは、

やっぱり地域の話し合いが進んでいるというこ

とですので、そういったものをまず基本として、

達成率が上がるように努めていただきたいと思

います。

○押川委員 今、黒木委員のほうからもお尋ね

で出たんですが、なかなかこの中間管理機構、

思ったより集積が進まない。やはり、これはも

う、特に水田においては米の価格の低迷、そし

て、それにかわる飼料米、加工米あるけれども、

なかなかこれがいつまで続くかわからない。そ

して若い人といっても、そんなにその集落の中

にも若い人たちも限られた人数しかいない。施

設園芸であったり、複合系でする農業をしてい

る人たちはなかなかできない。じゃ、畜産の人

たちにお願いするかといっても、その人たちが

全部賄ってくれるかということはなかなかでき

ませんので、こういうメニューがいろいろある

んですが、例えばＪＡあたりと一緒にもうやっ

ていらっしゃると思うんですが、ここらあたり

と、やっぱり積極的に、その地域の現状を見た

ときにも５年先、誰が農業するかといっても、

本当に限られた人しかいないわけですから。そ

こらあたりを積極的に掘り起こしをしていかな

いと、県がこれをするわけではないわけですか

ら、そういう連携をする相手方をしっかり見つ

けてやるという形しか、もうないのかなという

気がするんですよね。この現場を見てて、本当

にこの問題は難しいなと思っています。

集落営農あたりができるところは、そういう

形でやっていらっしゃいますけれども、西都あ

たりをみても施設園芸と集落営農というと、な

かなか厳しい部分があって、なかなか進んでい

かないというのが現状であります。

だから、できれば、ＪＡあたりも、この事業

主体の中に入れてもらって、しっかり一緒になっ

て、この事業に前向きにやってもらうという方

向に持っていかないと、恐らく幾ら議論しても

進んでいかないのが今の状況。そして、あと何

年かすると、今度は農地をもう手放したいとい

うのが逆に出てきやせんかなということも考え

ています。

ただ、今、買い手も、これだけ安ければ買っ

ても仕方ないなという状況で、まだ動いていな

いのが現状かなと思っています。今しっかりモ

デルをやっていただいておると思いますので、
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そのモデルに従って、あと、今言うように、Ｊ

Ａあたりまで絡ましてもらうと、もう少し早い

スピードで集積が進んでくるのかなと思います

ので、また、そこらあたりもあわせて検討して

いただくといいなと思っています。よろしくお

願いいたします。

○山本連携推進室長 御指摘のとおりで、ＪＡ

なりが進める産地づくり、部会なりの産地づく

りとあわせてこの事業をやらないとなかなか進

まないということと、やはり、どこで飼料米を

つくる、何をつくるという場合に、当然、水系

ごとのゾーニングとかが必要になってくると思

いますけれども、そういうところとあわせてやっ

ていかなきゃいけないということが非常に大事

だと思ってます。

事業を立ち上げる段階から、市町村段階なり

に、必ず地域推進チームというものをＪＡ等も

入れて整備しておりますので、しっかりそこで

産地づくりの話し合いともあわせて、農地の集

積が進むような推進の仕方というところを工夫

しながら進めていきたいと考えております。

○押川委員 そういう形の中で努力されている

ということは、十分我々も理解はしていますの

で、やはり形の中でもそういう集積をしながら

やっていかないと、ＴＰＰあたりも相当進んで

くるだろうと思いますので、さらに、この農村

あたりを見ておくと、厳しさというのはあるか

なという気がします。

こういう状況の中で、今言うように、もっと

メリットがあれば、集積あたりにも、土地を貸

すよという人たちもおると思います。あと、つ

くる形の中でメリット、今言うように飼料米で

あったり、加工米であったり、主食米であった

り、こういうバランス的なものをある程度落と

していかないと、つくるものは自由ですよとい

うことになってくると、なかなかそういう借り

手も腰が上がらないということもあるのかなと

思います。

やはり所得が伴わなければ、コスト経費だけ

で誰も農業をする人はいないわけですから、や

はりその生活というものは、そこにしっかりと

したものがあるということでしょうから、これ

はもうくどくは言いませんが、お願いをしてお

きたいと思います。

○徳重委員 中間管理機構の問題があるんです

が、これ非常に大きな問題であることは間違い

ございませんが、中山間地も大変だろうと思っ

てます。

そこで、農地をまとめたと。そしたら、今、

押川委員が言われたように、何をつくったらい

いのかという、つくるものが問題だと思うんで

すよね。それが決まらない限り、まとめて預か

ろうという人はいないわけですから、そう考え

ますときに、加工米、飼料米しかないじゃない

かというような議論があるんですが。先日、新

聞をずっと見ておりましたら、トウモロコシは

飼料米の倍近くの収量があるんです。だから、

このトウモロコシの導入というのは、非常にい

いんじゃないかなという期待をしているんです

が、余り話題にならないので、一遍議会で問題

にしようと思っておったところですが、飼料米

の倍以上の収量があると。飼料米が600キロとれ

るんだったら、１トン500とか２トンとか、トウ

モロコシはとれるんだそうですね。そういった

トウモロコシだったら、もう草取りもする必要

はない、植えさえすれば、ちょっと肥料やっと

けば、収穫できると思うんですよ。それが、か

なり北海道からずっと東北一帯広がっていると

聞いているんですが、どう考えていらっしゃる

か。
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○坊薗畜産振興課長 恐らく委員おっしゃって

るのは、実をとるトウモロコシのほうだと思い

ます。

○徳重委員 もちろんそうです。

○坊薗畜産振興課長 イアコーンというんです

けれども、まだ、本県というか南九州では、そ

の実をとるトウモロコシの栽培について、実証

ができてないところもあったりして、今、試験

ではやってるところがあるんですけれども、ど

の程度うまくいくかというところが、まだはっ

きりわからない状況であります。

というのが、やっぱり高温多湿、暖かければ

トウモロコシ確かにいいんですけれども、梅雨

があったりしまして、そういう状況でどの程度

生育ができるかというところについては、もう

少し見る必要があるかなということで、まだ普

及ができてない状況でございます。

おっしゃるように、トウモロコシというのは、

非常に餌にもなりますんで、何とかしてふやし

ていかなくてはいけないところでありますけれ

ど、もう少し時間が必要かなと思っております。

○徳重委員 ぜひ、畜産県でありますし、南九

州、飼料用のトウモロコシ、あんなに立派なも

のができるんだから、できない理屈はないと思っ

ているんですよね。ぜひ、ひとつ取り入れて、

試験的にもやってほしいなということをお願い

をしておきたいと思います。

○渡辺委員長 今の件は、畜産以外からも答弁

ありますか。特にないですか。

○大久津地域農業推進課長 水田営農につきま

して、農地中間管理事業でも議論しております

が、やはり水田のときは水田的に活用する田ん

ぼと、乾田化といいますか、転作して使う分、

これは、やはり水の量の観点から、今、水田地

帯が水系単位でもうばらばらになっていると、

これは、やっぱりゾーニングしないといけない

ということで、水田的に水を管理することとあ

わせて水田に活用と、今おっしゃいました飼料

作については、飼料作でつくるようなゾーニン

グで、しっかり育てていくということが、やっ

ぱり大きな課題かなと思います。

そういったものをしっかり議論してやってい

ただくことと、もう一つは、複合経営で水田を

飯米農家さんとか園芸をやりながらという方た

ちもおられて、やっぱり高コストということに

なっておりますので、そういった方については、

やはり集落営農とか地域に任せて、逆に園芸部

門をもっと余力を持って充実していただく、そ

ういった形で所得を上げる、こういった手法と

いうのを水田農業の場合は、やっぱり地域地域

で考えていただきたいということで、地域に投

げながら、いろいろ検討をいただいているとこ

ろでございます。

○右松委員 以前、今年度初めに議論させてい

ただきましたから、一言言わせていただきます

と、報道等で3,000ヘクタールがぽっと出まして、

九州で一番の数字でありました。すばらしいな

と思って、やはり非常にまとめていこうという、

集約に関して意識が物すごく高まったなという

のは感じております。昨年と比較をして、今年

度の取り組みというのは、非常に評価に値すべ

き数字だと思ってますので、これからもぜひ、

鋭意頑張っていただきたいと思ってます。

○渡辺委員長 答弁はよろしいですね。

○右松委員 いいです。

○渡辺委員長 その他の議案で結構ですが、い

かがでしょうか。

○徳重委員 地域農業推進課にお尋ねします。

「みやざき農業女子」元気活躍促進事業、こ

れは新規ですか。
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○大久津地域農業推進課長 そうでございます。

○徳重委員 すばらしい取り組みをしていただ

いておるところでうれしく思っておりますが、

この数字が出ておりますとおり、新規農業者の

うち、農業従事者のうちの48％、半分は女性と

いう数字です。

これを考えますときに、新規農業者も260人の

うち48人、ＳＡＰ会員については359人のうち７

人しかいらっしゃらないと、ＪＡは９人と、こ

ういう数字を見たときに、これから農業を非常

に心配するわけです。後継者、嫁さんになる人

もいないということになってくると、なおなお

後継者が少なくなっていくと考えますときに、

大変先進的な取り組みで頑張っていただきたい

なと思うんですが、最も重点的に努力したいの

はどういうことですか。

現状と課題ということで書いてあるんですけ

れど、例えば農業高校、あるいは普通高校でも

いいですが、若い女性に、学生に、農業のよさ

を、農業の魅力を知ってもらえば、農家に行っ

て頑張ってみようという人が出てくるんじゃな

いかという気がしてならないんですが、どこに

力を入れていこうとされているんですか。

○大久津地域農業推進課長 今、委員おっしゃ

いましたように、一つは、やっぱり農業女性農

家さんを目指す方たちをふやそうということで

ございます。

そういった中で、今、ＳＡＰ会員でも７名と

かＪＡ青年協で９名とか数は少ないんですが、

実際、現場の若手で調べますと、現場で活躍さ

れてる方、先ほど説明しましたように、Ｕター

ンとかでも、いろんな方が一生懸命やられてお

ります。その方たちが、逆に言うと、今、会員

になっていない、また、家庭から出づらいとい

うところがあるとお聞きしております。

そういった形で、やっぱり若い女性の主婦が

子供の教育とかいろいろ抱えてますけれども、

そういった方たちが出られるような状況をつく

るためにも、逆に言うと、そういう人たちが活

躍している場をいろいろＰＲすることによって、

もっともっと応援したいと。

また、一方では、高齢の女性組織の方々から

も、若手女性会員が入らないので、もう少しそ

ういう元気を出させるために、若い部分をいろ

いろ育ててほしいという要望がありましたので、

今回お願いしているところでございます。

それと、委員がおっしゃいましたように、高

校とか小中学校、農業を理解するということで、

今までもＳＡＰとか青年協でもやってまいりま

したけれども、今回の事業でも、11ページにあ

りますように、農業高校等へ女性だけの若手農

業女子で出前授業等もやって、そういう若い女

性の農業を目指す人たちを確保していきたいと

思っているところでございます。

○徳重委員 私の思いですが、できるかできん

か別として、やはり農業は収穫の喜びというの

が最大なんです。収穫するときに、見ると、行

くと、やってみたいと、楽しいなと、果物でも

収穫するとき、あるいは花でもとるとき、そう

いう場所を、まずは見学させることだろうなと、

私は思うんですよね。そういう女子生徒を収穫

の場に連れていって、収穫の加勢をさせるとか、

そういうイベントを組み立てていただく。もち

ろん金は行政が出さないと仕方ないと思うんで

すが、とにかくそういう場に、女性徒なり女性

の方を連れていくという方法がまず必要じゃな

いかと。

もうかりますよって言っても、その数字を幾

ら言ったって理解できないと、現実を見せない

とどうしようもないと思うんです。いかがでしょ
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うか。

○大久津地域農業推進課長 この農業女子の事

業だけではございませんけれども、グリーンツ

ーリズムの事業とかで、今、教育旅行とかかな

りふえております。毎年500名から1,000名単位

で増加しているところでございます。

そういったところでは、今、委員おっしゃい

ましたような体験研修、こういったのがかなり

評価を受けて、農業の始めて収穫の喜びですと

か、本当に農業の大事さ、苦労というのをしっ

かりわかったというような意見を一番いただい

ておりまして、その広がりがどんどん広がって

いるので、こういったグリーンツーリズム等を

含めて、地域で取りかかるような体験農業、こ

ういったものを広げていきたいと思っています。

一方では、農家さんだけがリスクを多く抱え

るわけにはいきませんので、県としましても、

高鍋にあります研修センター、こちらのほうで

も小中学生を対象にした、イモを作付して収穫

までやるような体験、修学旅行の研修会とか、

そういった補助も設けまして、そういった食育

の観点からも、事業を整えて、今、積極的に進

めておりますので、いろんな形の取り組みを連

携しながら、委員おっしゃいましたような女性

を含めて、新たに宮崎の農業に希望を求めるよ

うな人材確保に頑張っていきたいと思っており

ます。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかに、関連

で。

○押川委員 私は、この事業に対しては、余り

賛成はしたくないというほうです。

というのが、やはり後継者が少ない、あるい

はその農業の現場を見たときに、花嫁さんも少

ない状況の中で、ＪＡがこれだけＪＡ女性部の

中で全国組織まで活動している中で、こういう

人たちが、やっぱり積極的に出られるような中

で、やはり、できればＪＡあたりと一緒になっ

た事業を起こしていかないと、少ないパイを何

遍も分散しても、なかなかこれはもう、来る人

もいないでしょうし、参加は少ないと思います。

一部の人は光るかもしれんけれども、やっぱ

り農業女性というのは、地域の中に、ＪＡの今11

組織があるわけですから、ここをしっかり磨い

てあげる、その中に、県がサポートをするとい

う形の中で事業をつくり上げていかないと、気

持ちはわかるんですけれども、それが本当かな

という気が、ちょっと今して、この事業を見て

しました。できれば、今言うように、そういう

ところをしっかり磨いて上げる方向のほうが、

まだいいんじゃないかなという気がします。

そして、そういう事業に出てきてもらうとい

う形をとらないと、組織を２つ、３つつくった

ら、逆に衰退する方向でしょうから、できるこ

とならば、そういう事業の中で、今回、モデル

でもいいからＪＡ組織の中の若い女性部員、あ

るいは県のそういう、皆さん方が抽出をしたい

という人たちに呼びかけて、そういう何かをつ

くってみると。28年度単独事業でありますから、

何かそっちのほうがいいんじゃないかなという

気がするもんですから。できれば、この現状と

課題の中でのＪＡあたりをもっと活用するよう

な形が出てくるといいんじゃないかなと思いま

したので、一応意見を言わさせていただきまし

た。

○大久津地域農業推進課長 委員おっしゃると

おりと思っております。

歳出予算説明資料の292ページの中段をごらん

いただきたいと思いますが、今、押川委員おっ

しゃいましたように、（事項）女性農業者育成総

合対策事業費の中の、今、新規事業「「みやざき
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農業女子」元気活躍促進事業」を御説明いたし

ましたけれども、従来から、１の、女性の力で

農村漁村パワーアップ事業が、今、委員おっしゃ

いました11の組織、これが従来活動しておりま

すので、今もこれを全面的に支援しております。

その中で、この新しい事業については、この11

組織の中から、やっぱり若手女性さんが活躍す

る部分というのを、もう一つ育ててほしいと、

そういう要請がございまして、今回、こういう

新たな取り組みをするわけでございます。パワ

ーアップ事業につきましては、従来から、各振

興局、普及センター単位で、11の組織の連携会

議とかいろんな勉強会やっており、５年に１回、

県の大会をやっておりましたが、これについて、

毎年やりたいということで、まだ御案内してお

りませんが、本日お渡しする予定で、※３月17日

に農林水産業11組織団体が、女性が集まった交

流大会、これを宮崎のほうで、今、大会をやる

ということで、準備、案内しております。基本

的には、そちらの組織を、既存団体をしっかり

育てて、活発になっていただく中で、この女性

を発掘して、その組織の中にどんどん入ってこ

れるような仕組みでやりましょうということで、

一応ＪＡ女性部とか、いろんな既存組織11団体

と連携した形でこの事業を起こしておりますの

で、委員おっしゃるような方向でしっかり進め

たいと思っております。

○押川委員 そういう説明なら理解をしたいと

思います。

あと経営体育成支援事業の中で、先ほどの確

認ということで太田委員のほうからあったんで

すが、これを見ると、経営体ということであり

ますから、個人の農機の購入とかは見ないと。

例えば、先ほど言うように、集落営農とか、何

かそういう何人かで経営体を組まないとだめと

いうことなんでしょうか。

○大久津地域農業推進課長 この融資主体型補

助というのは、従来から、補助事業については

国のほうからも共同利用でないとだめというこ

とでございますが、こういった経営規模がどん

どん大きくなっておりますので、個人補助といっ

たらあれなんですけれども、個人がそれぞれ導

入できるような事業として、この融資主体型補

助というのが国のシステムとして構築されて、

今、事業実施しているところでございます。

○押川委員 各市町村には、この議会が終わっ

てからおろすという形になるんですか。

○大久津地域農業推進課長 これは、改善事業

で上げておりますが、従来から事業は進んでやっ

ておりますので、既定事業としてということで

周知しておりますので、今、要望調査等をとっ

ているところでございます。

○右松委員 経営体育成支援事業に関してです

けれども、やはり地域農業発展させていく担い

手をしっかり支援していくというのは非常に重

要なことだと思っています。

国が、28年度当初予算で29億9,700万出してお

りまして、ちょうど都道府県から国への報告期

日が３月16日と伺ってますけれども、その中で、

この必須目標として、経営面積の拡大であると

か、それから６次産業化とか、高付加価値化と

か、経営コストの縮減、この中で、４つのうち

２つは必須ですよと。

ただ、新規就農者に関しては１つで構いませ

んというような形でありますけれども、これは、

事業効果で経営面積拡大、65経営体、それから

農業の６次産業化35経営体というのは、３月16

日が報告期日になってますけれど、これに関連

した形での数字が上がってきてるのか、そこを

※93ページに訂正発言あり



- 92 -

平成28年３月９日(水)

教えてください。

○大久津地域農業推進課長 この合わせて100経

営体については、当初予算要求の中の基礎数字

ということでございます。実績予定ではござい

ません。

と申しますのが、先般の補正への関連で御説

明しましたように、今回ＴＰＰ関連対策という

ことで、同様の個人補助で２分の１で、個人

で1,500万の事業ができるということで、５

億1,000万の増額要求をさせていただきましたけ

れど、そちらが、今、先行しなさいということ

で、今、需要額と決定の手続を進めておりまし

て、こちらの分が、ちょっと後発という形になっ

ております。そのＴＰＰ関連対策の補正部分等

が決着すれば、次にこの事業の要望等をとって、

事務的なことを進めたいと思っております。

○右松委員 参考までにちょっと伺いたいんで

すけれど、大体４つの項目のトラクターとか農

業機械、それから加工設備、集荷等の設備、そ

れからビニールハウス、あと、それから畦畔の

状況とか暗渠排水の整備、この辺も含まれてま

すけれど、皆さんが求められている部分に関し

ては、どういったものが分かれているのか、そ

こを教えてください。

○大久津地域農業推進課長 メインは農業機械

でございます。畜産も園芸も、耕種部分につい

ては水田関係の機械が─この事業は通常の補

助事業はできないんですけれど、トラクターが

汎用性が高いんですが─トラクター等が導入

できるということで、特に畜産も、畜産市場の

事業を拡大するということで、そういう作付拡

大ということで、畜産のあたりでも飼料のトラ

クターとか、いろんなアタッチメント、そういっ

たものを導入、助成が多くございます。

それと、従来は、やはり個人でも新規就農と

か、零細な規模の人が拡大する場合のハウス、

こういったものも助成することで、今、これに

ついても毎年数件ずつは上がっておりまして、

ことしも推進することにはしておりますが、先

ほどの補正、さらには、ことしから産地パワー

アップ事業、こういったものもございます。そ

れとも連携しながら、それぞれの地域に、また

個別経営体に合う事業を選択しながら割り振っ

ていきたいなと思ってます。

○右松委員 国の29億に対して２億ですから、

決して少ない数字ではないのかなと思っていま

すので、これからも鋭意、周知等含めて進めて

いただきたいと思ってます。

○徳重委員 292ページのがんばる新規就農者サ

ポート事業８億4,386万ということですが、これ

はいつからの事業ですか。この事業は何年から

始まってますか。

○大久津地域農業推進課長 平成24年から始

まっております。

○徳重委員 24年は何人でしょう。24年、25年、

教えてください。

○大久津地域農業推進課長 この事業、青年就

農給付金は、新規就農した経営開始型と、農大

校とかいろいろな農家での研修、こういった方

の準備型ということで助成が分かれております。

まず、経営開始型につきまして申しますと、24

年が全部で203名、25年が252名、26年が299名、27

年が─実は、26年の３月に経済対策で緊急も

あり、前倒しというようなことありましたけれ

ども─最終的には、27年の見込みが325名プラ

ス、その前倒し分でのちょっと精査がダブって

いるのでカウントができてませんが、プラスア

ルファというような形になっております。

一方、準備型、研修補助につきましては、24

年が49名、25年が57名、26年が83名、27年が105
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名という形で推移しております。

なお、準備型は単年度の採択でございますが、

経営開始型については、過去５年間が給付でき

るということで、所得が上がるまでは給付され

ますので、その方が若干重複するというような

ことでございます。

○徳重委員 非常に順調に伸びてきてるという

ことで、うれしい限りです。

ところで、この最初、始められた人、24年、25

年、26年、27年、それぞれでやめられた人はい

らっしゃるもんなのか、何人ぐらいいらっしゃ

るか、もし、あれば、教えてください。

○大久津地域農業推進課長 済みません、ちょっ

と今、手持ちに持っておりませんので、調べさ

せていただいて、また御報告させていただきま

す。

○徳重委員 毎月10万ぐらいずつもらえるんで

すか。

○大久津地域農業推進課長 基本は、年間150万

円でございます。

○徳重委員 150万円いただけるわけですか

ら、12万ぐらいですか。それだけ税金もいただ

くわけですから、やはり、それだけの結果はちゃ

んと報告をしていただきたいものだと思ってい

ます。やめられた方は、もう返す必要はないん

ですか、どうなんですか。

○大久津地域農業推進課長 これについては、

毎回報告義務がございまして、就農後もやめら

れて、所得が上がったら、そこで給付停止とか

手続がございますので、そういった形で全部厳

選に審査を地元でしておりますので、その報告

案件ごとに、補助金返還、または、そこで給付

停止、そういうような手続を随時進めておりま

す。

○徳重委員 数字だけ教えてください。

○渡辺委員長 では、後ほど、よろしくお願い

します。

議案について、その他ございますでしょうか。

そろそろかと思いますが、よろしいですか。

○大久津地域農業推進課長 先ほどＪＡ組織の

交流会の形、私、３月17日と申し上げましたけ

れど、３月16日の午後１時からということで、

申しわけありません、訂正させていただきます。

○渡辺委員長 ということでございますので、

お願いいたします。

ほかにありませんでしょうか。よろしいです

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

常任委員会資料66ページをお開きいただきた

いと思います。

第七次宮崎県農業・農村振興長期計画（後期

計画）の素案についての報告でございます。

素案の詳細につきましては、別冊資料でお配

りをしておりますけれども、本日は、概要につ

いて御説明をさせていただきたいと思います。

まず、１の計画策定の趣旨でございますが、

本格的な人口減少社会の到来や、農業・農村を

取り巻く情勢の変化、地方創生の動き、さらに

はＴＰＰに代表される国際競争の激化等を踏ま

えまして、大きな改革の時代に対応できる本県

農業の指針を策定するものでございます。

次に、２の計画の名称でございますが、変革

の時代に対応できる新しい本県農業を創造して

いく指針とすべく「みやざき新農業創造プラン」

ということで、名前をつけさせていただきたい

と。また、ＴＰＰ協定に象徴される国際競争の

激化も踏まえまして、「新たな国際化に対応した
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みやざき農業の成長産業化を目指して」という

副題もつけさせていただきたいと考えておりま

す。

次に、３の計画の構成でございます。

後期計画におきましては、前期計画の実績や

課題等も踏まえまして、策定から主に10年先を

見通しながら、平成32年度を目標として、今後

５年間における施策を検討しているところでご

ざいます。

内容につきまして、まず、下の（１）の長期

ビジョンといたしまして、新たな国際化に対応

したみやざき農業の成長産業化を基本目標とし

まして、目指す将来像として、Ⅰの儲かる農業

の実現、Ⅱの環境に優しく気候変動に負けない

農業の展開、Ⅲの連携と交流による農村地域の

再生、Ⅳとしまして、責任ある安全な食料の生

産・供給体制の確立といった４つの視点から将

来像を描いているところでございます。

この実現のために必要な具体的な施策の展開

を、（２）の基本計画におきまして、総合的かつ

体系的にお示しをしております。

さらに、今回の後期計画におきましては、（３）

にございますように、重点プロジェクトを新た

に設けまして、農業・農村を取り巻く情勢が激

変する中で、今後の産地改革の原動力としまし

て、マーケットニーズに対応したリクエスト生

産に、産地の垣根を越えて戦略的に応じられる

集団、これを産地経営体としまして、これの育

成を推進してまいりたいと考えております。

この産地経営体の育成に際しましては、販売

力の強化、生産力の向上、人材の育成、この３

つの観点からプロジェクトを６つ構築をしまし

て、横断的なプロジェクトチームを設けて、計

画の着実な推進を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。

後期計画の概要につきまして、ページをお開

きいただきまして、67、68ページの見開きで御

説明を申し上げたいと思います。

現状と課題にございますが、担い手の減少や

高齢化といった構造的な課題に加えまして、Ｔ

ＰＰ協定合意に象徴される国際競争の激化、さ

らには、本格的な人口減少社会がもたらす農村

の活力低下、また、さまざまな危機事象、その

ほかにも健康志向や東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機としました食市場の新たな動向

等、さまざまな課題が本県農業・農村を取り巻

いていると考えてございます。

このような状況を踏まえまして、計画の基本

フレームでございますけれども、目標値を定め

させていただいておりますが、農業経営体の減

少は避けられないと考えてございますが、その

中にあっても、経営感覚に優れた経営体を育成

しまして、平成32年、この時点で35,500経営体

を維持してまいりたいと考えてございます。

また、作付面積の拡大による生産力の強化に、

あわせて努めまして、右端の上のところにござ

いますが、農業産出額としましては、平成26年

の3,326億円から、平成32年には3,549億円に増

加させることを目指してまいりたいと考えてご

ざいます。

この実現に向けまして、後期計画では、資料

左手の中ほどにある重点プロジェクトを設置を

しまして、産地経営体の育成によりまして、本

県農業の構造改革を推進してまいりたいと考え

てございます。

産地経営体の候補としましては、上の概念図、

ちょっと絵が描いてございますが、ここに３つ

上げさせていただいております。

一つはＪＡ部会組織、もう一つは集落営農組

織、３つ目に農業法人経営体が考えられると考
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えております。また、これらの組織それぞれ、

やはり特徴が違うと考えてございます。

ＪＡ部会組織でありますと、圧倒的な生産力

は有するものの、家族経営体の集まりでござい

ますので、ニーズに対応する意思決定というの

は、やはり遅くなってしまう部分があると。逆

に、法人経営体は、意思決定は迅速だと思いま

すが、生産力が１経営体では十分ではないとい

うような現状があると思います。

このように、それぞれ産地経営体としては、

生産力、意思決定力、それぞれにロット対応、

ニーズ対応と書いてございますが、これを双方

強めていけるように育成をしていかないといけ

ないと考えてございます。

集団ごとに、それぞれの強みを生かしながら、

また、弱みについては、戦略的に連携したり、

補完したりしながら、これを両方対応できる産

地に育つように、計画的に取り組んでいただけ

るように支援を推進をしてまいりたいと考えて

ございます。

産地経営体の育成に向けた具体的な施策とい

たしましては、下のほうに、販売力の強化、生

産力の向上、人材の育成の３つの視点で６つの

プロジェクトを設けまして、重点的に５年間で

取り組んでいきたいと思っております。

まず、国際競争力強化プロジェクトにつきま

しては、ＴＰＰを踏まえまして、これまでの輸

送体制の効率化、これに加えて、輸出という攻

めの視点も加えて再整備をしております。

また、契約取引推進プロジェクトにおきまし

ては、産地改革の推進や魅力ある商品づくり、

ブランド化を進めてまいります。

次の、生産技術高度化プロジェクトにおきま

しては、技術革新の加速化と迅速な普及、また

農地利用の多角化を推進してまいります。

その次の連携サポート強化プロジェクトにお

きましては、地域内・産地間連携の強化や生産

工程の連携・分業化を進めてまいりたいと考え

ております。

次の未来を切り開く人財確保プロジェクトに

おきましては、多様な分野や地域からの担い手

の確保、また、地域農業マネジメント支援の仕

組みづくりに取り組んでまいります。

その次の宮崎方式人財育成プロジェクトにつ

きましては、産地を牽引するプレーヤーの育成

でありますとか、また、本県独自の人材育成シ

ステムの構築に取り組んでまいりたいと考えて

ございます。

こうした取り組みを推進を進めまして、さま

ざまな課題の克服や果敢な取り組みを創出しま

して、新たな国際化に対応できる本県農業の成

長化を推進してまいりたいと考えてございます。

さらに、右手の68ページのほうでございます

が、先ほど御説明をしました目指すべき将来像

の実現に向けまして、４つの視点で、基本計画

を体系的に整理をしているところでございます。

上から御説明をしますと、まず、重要な柱で

あります儲かる農業の実現でございますけれど

も、本県農業の未来を切り開く多様な経営体の

育成としまして、下線を引いてございますが、

トップランナーの養成塾による地域リーダーの

育成、また、チャレンジファームによる民間活

用型リカレント教育の充実、宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪターンセンターを活用しました多様な担

い手の確保、地域営農を支えるアグリクラスタ

ーの組織化等に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

その次でございますが、国内外の産地間競争

を勝ち抜く生産体制の構築におきましては、Ｉ

ＣＴ導入・次世代施設園芸の地域展開を図る。
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また、畜産クラスターによる生産基盤の強化で

ありますとか、連携・分業化の推進を図ってま

いります。そのほかにも農地中間管理事業によ

る担い手への農地集積に取り組んでまいりたい

と考えてございます。

その次でございますが、農業構造の転換を加

速化させる技術開発と普及活動の展開におきま

しては、産学金官連携による技術開発の加速化、

また、ＪＡと一体となった宮崎方式営農支援体

制による産地分析の展開でありますとか、生産

者の発展段階に応じた体系づけた研修の強化等

に取り組んでまいりたいと考えてございます。

次の、新たなニーズに対応した売れる仕組み

づくりにおきましては、マーケットインによる

特徴あるブランド産地づくりでありますとか、

宮崎グローバル戦略に基づく輸出相手国のニー

ズに対応できる産地づくり等に取り組んでまい

りたいと考えてございます。

その下、農を核としましたフードビジネスの

振興におきましては、食の安全分析センターを

活用した付加価値の追求等に、引き続き取り組

んでまいりたいと考えてございます。

次に、環境に優しく気候変動に負けない農業

の展開でございます。

環境負荷の低減による持続的な生産環境の確

保といたしまして、土壌診断に基づく土づくり

や、適正施肥、これを進めるとともに、地球温

暖化に挑戦する宮崎農業の推進といたしまして

は、地球温暖化に対応した新品種の育成であり

ますとか、亜熱帯果樹等の生産拡大に取り組ん

でまいりたいと考えてございます。

次に、連携と交流による農村地域の再生でご

ざいます。

多様な連携と交流で築く活力ある農村地域の

創造といたしまして、地域資源を活用した６次

産業化による地域産業の育成、また、グリーン

ツーリズムの推進による都市と農村の交流促進

等に取り組んでまいりたいと考えてございます。

豊かな地域資源を活用した魅力ある農村地域

の創造におきましては、高千穂郷・椎葉山地域

の世界農業遺産認定を契機といたしまして、中

山間地域の活性化を図るとともに、農業・商工

業・建設業等が一体となった中山間地域の雇用

創出に取り組んでまいりたいと考えてございま

す。

次の、鳥獣被害に打ち勝つ農業の確立におき

ましては、地域を先導する人材の育成に加えま

して、捕獲鳥獣を活用したジビエ等によります

中山間地域の特産品づくり等に取り組んでまい

りたいと考えてございます。

次に、責任ある安全な食料の生産・供給体制

の確立といたします。

農業セーフティネットの充実強化といたしま

して、農業経営安定対策の強化等に取り組んで

まいります。

そのほかに、安心して農業に取り組めるため

の防疫体制の強化では、家畜防疫体制の強化、

また、宮崎方式ＩＣＭによる効果的な防除の実

施に取り組んでまいります。

最後でございますが、食の安全・安心と消費

者の信頼確保の推進におきましては、ＨＡＣＣ

Ｐの導入推進、また、宮崎県食の安全・安心推

進条例に基づく産地から食卓をつなぐ安全・安

心の取り組み推進に取り組んでまいりたいと考

えてございます。

以上、御説明をさせていただきましたが、網

羅的な基本計画に加えて、今回の後期計画では、

新たな重点プロジェクトを設けるということが

目玉になってございます。施策を重点的かつ横

断的に推進することで、新たな国際化にも対応
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した産地の生産体制の強化を図りまして、産地

経営体、また宮崎農業の成長産業化を目指して

まいりたいと考えてございます。

66ページにお戻りいただきたいと思います。

今後の策定スケジュールでございますが、パ

ブリックコメントを実施しました後に、５月に

は農政審議会を開催して、計画原案の審議と答

申を行ってまいりたいと考えてございます。答

申を受けまして、来年度６月の県議会の議案と

して上程をさせていただく予定で考えてござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

農政企画課は以上でございます。

○大久津地域農業推進課長 地域農業推進課で

ございます。

委員会資料の73ページをお開きください。県

立農業大学校の学科改編（案）について説明い

たします。

１の学科改編の目的ですが、１つ目は、わか

りやすくて魅力ある教育体制を実現し、中学校

の若いうちから農業高校、農大校への進学希望

者を増加させること、２つ目は、農業高校と農

業大学校の高大連携により、５年間にわたって、

一貫性及び実効性のある教育を行うことを掲げ

ておりまして、これらの取り組みにより、本県

農業の次の世代を担う農業経営者、または地域

農業のリーダーの育成を促進してまいりたいと

考えております。

具体的には、まず、74ページの上段左をごら

んいただきたいと思います。

現在の農大校の学科コースは、アグリビジネ

ス学科、園芸経営学科、畜産経営学科の３学科

の中に、大規模経営コースほか６コースを設け、

それぞれのコースごとに入学定員を定め、募集

しております。

しかしながら、左ページ２の背景にあります

とおり、①の毎年、コースごとの充足率にばら

つきがあり、下の表の１のとおり、定員割れが

発生していることや、非農家、農業系高校以外

の入学者が増加していること、また、表２のと

おり、近年の卒業生の進路は、法人就農が飛躍

的に増加し、就農形態が多様化していること、

さらに、背景の５にありますとおり、全国有数

の養豚県でありながら、農大校では学習できな

いことや、⑥の四角枠にありますが、昨年４月

に農業高校と農大校の連携強化に関する国の通

知が出されておりますが、本県では、これに先

駆けて、高鍋農高との高大連携協定を締結いた

しまして、平成29年度からの本格実施を目指し

ているところであります。

こうした背景及び表３の農業高校の先生・生

徒さん方のアンケート等も踏まえまして、74ペ

ージの上段右側にありますとおり、学科改編の

内容につきましては、これまでの３学科７つの

コースごとの募集から、農学科35名、畜産学科30

名の学科ごとの募集へと見直し、２学科の中に、

新たに養豚専攻を加えた専門的な学習を行う８

つの専攻を設けるとともに、名称も受験者にわ

かりやすいように変更しております。

また、２）の学科から専攻への移行時期であ

りますけれども、農業経験のない入学者が増加

しておりまして、多様化が進んでいることから、

入学後の半年間は、それぞれの学科で総合的な

学習を行い、基本的な知識と技術を身につけた

上で、１年次の後期から専攻ごとの学習に移行

することとしております。

４の今後のスケジュールですが、来月には、

学科改編に係る県立農業大学校規則の一部改正

を行い、６月には、平成29年度募集要項を発表

いたしまして、県内の高校への周知を行うとと

もに、平成29年度入学者からの学科改編と、高
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大連携の本格実施を進めたいと考えております。

地域農業推進課は以上でございます。

○山本連携推進室長 75ページをお開きくださ

い。農地中間管理事業の実施状況について説明

いたします。

農地中間管理事業の推進・定着を図るため、

本年度は、１にありますとおり、農地中間管理

機構の地域駐在員を県の支庁・振興局に配置す

るとともに、市町村段階にも43名の専任職員を

配置し、推進に取り組んでまいりました。その

上で、全市町村に175の重点実施地区を設置する

とともに、周年、借受希望者の公募を行うなど

の改善を図ってまいりました。

さらに、農地中間管理事業は、書類や図面な

ど多くの添付資料が必要となるため、機構や市

町村のみならず、事業利用者にとっても大きな

負担になっておりました。このため、提出書類

の削減に向けた工夫や、農地賃貸借管理システ

ムを活用した申請書等の作成支援などの負担軽

減に取り組みました。

本年度は、上にありますとおり、3,000ヘクタ

ールを目標面積に掲げ、事業の推進を図ってま

いりました。

実施状況につきましては、次の76ページをご

らんください。左から２列目です。

平成27年度実績の欄ですが、本年度の１月末

時点での取り扱い面積で、一番下の欄にありま

すとおり、約4,000名の出し手から1,892ヘクタ

ールの農地を借り受けまして、約2,100名の受け

手に農地を集積しております。

一番右の欄、各種協力金交付予定額ですが、

農地の出し手を支援する３つの協力金の実績と

なっております。

地域の話し合い活動による農地集積を支援し

ます地域集積協力金は、一番下にありますとお

り、５億5,800万円余、それから、離農や部門廃

止により、担い手に農地を提供していただく方

への経営転換協力金を１億3,800万円余、担い手

が利用している隣接農地を提供していただいた

方への耕作者集積協力金を3,600万円余、合計７

億3,300万円余を交付することとしております。

前のページに戻っていただきまして、３の今

後の取り組みについてです。

この農地中間管理事業が農地の権利移動の柱

として定着していくためには、市町村、農業委

員会、ＪＡ等の協力が不可欠であり、また、新

たな産地づくりや基盤整備事業との密接な連携

が必要となっております。このため、引き続き、

事業推進体制の強化や重点実施地区、大規模土

地利用農家への積極的なアプローチなど、きめ

細かな推進策を講じてまいることとしておりま

す。

連携推進室は以上です。

○渡辺委員長 ありがとうございました。その

他報告事項に関する執行部の説明が終了したと

ころですが、12時が迫っておりますので、説明

までお受けをして、質疑については午後から行

いたいと思います。

午後の委員会は１時再開ということで、暫時

休憩とさせていただきます。

午前11時52分休憩

午後０時58分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

午前中に、農政企画課、地域農業推進課、連

携推進室のその他報告事項に関する説明が終

わったところですので、委員の皆様からの御質

疑はありませんでしょうか。

その前に、どうぞ。

○大久津地域農業推進課長 午前中、徳重委員
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のほうから、青年就農給付金による離農状況を

求められましたので、御報告いたします。

この給付金につきましては、国のほうでデー

タベース管理しておりまして、本日現在、市町

村が入力済みの個別の給付リタイア状況を調べ

ますと、平成24年度が、先ほど言いました203名

を給付していますが、そのうち４名が、今現在、

離農されております。

それと、25年度が252名給付しておりましたけ

れども、２名リタイアしておりまして、今現在

は、26年度以降はございませんので、現在トー

タルで６名がリタイアされているという状況で

ございます。

○徳重委員 この６名の方は、お金を返された

んですか。リタイアの理由というのが病気なの

か、どういう形で離農されたと理解すればいい

んですか。

○大久津地域農業推進課長 今、申し上げまし

た６名の方は、病気とか、親御さんたちが病気、

当人じゃなくて親御さんだけが病気されてお手

伝いができなくなったとかいう正当な理由とい

うことで、返還等はしておりません。

○渡辺委員長 よろしいですか。

それでは、その他報告についての質疑に入り

たいと思います。質疑ございましたらお願いし

ます。

○黒木委員 県立農業大学校の学科改編（案）

についてですけれども、教育内容が高校生、高

校教員がわかりづらいと答えているわけですけ

れども。特に、このグリーンライフコースとか、

これはもう本当にわかりにくいなと思いますか

ら、わかりやすくするということはいいことだ

と思いますが、今、例えば県内の農業高校でも

農業科は、もうほとんどない状況、そして大学

関係も農学部はあっても、農学科は、もう全く

というぐらいないような傾向にありますけれど

も。農業高校の先生から農大校はわかりづらいっ

て言われたくはないなという─農業科がある

のは小林秀峰ぐらいかなと思うんですけれども、

ここはいろんな科があって非常にわかりづらい

んですけれども。そういう中にあって、農大、

高鍋農業高校との高大連携協定を締結した、高

鍋農業高校もたしか２年ぐらい前、農業科はな

くなったと思うんですけれども、それでも、あ

えて農学科にするというのは、どういう理由で

しょうか。

○後藤県立農業大学校長 このアンケートの際

に、ここにわかりにくいというデータを載せて

おりますが、アンケートの中で、どういう名前

であれば、わかりやすいかということもお伺い

しております。これは、アンケートと申しまし

ても、直接対面でお話を伺っておりまして、そ

の中で、やはり農業であれば、農学、畜産とい

う形で表記いただくと、特に高校の生徒はわか

りやすいということで、このような形にしてい

るものでございます。

○黒木委員 わかりやすいことはわかるんです

けれども、全国の大学とか高校から「農」とい

う字がどんどん消えていく中で、そして、高鍋

農業高校も２年前に農業科をなくして、高大連

携といいながら、農学科を設けたというのは、

何か思いがあるのかなと思ってお伺いしたとこ

ろでした。

○後藤県立農業大学校長 一つは、先ほど入学

の状況、出身ですね、今、非農家の割合という

のが半分近くになってきておりまして、また、

高校からも、農業系の高校からは７割程度が入

学してきますが、その３割が非農家である。

入学する際に、農業大学校でこういうものを

学びたい、または進路はどういうふうにしたい
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という明確な意向を持ってない学生がかなりお

りまして、そういう意味で、農学と畜産学とい

うふうに表記して、総合的な学習を１年の前期

でして、その後、ここに、資料に示しておりま

すように、作物であるとか野菜であるとか、そ

れぞれのコースにしっかり専攻を分けていくと

いうふうに考えております。

○黒木委員 あえて農学科というのをつけるの

であれば、とにかく学生がたくさん集まるよう

に、しっかりと宮崎の農業の担い手づくりに励

んでいただきたいと思います。

○渡辺委員長 農業大学校の件で関連あります

でしょうか。よろしいですか。

それでは、ほかのテーマでも結構でございま

す。

○太田委員 中間管理機構については、もう午

前中議論がありましたので、もうそれは問いま

せんけれど、資料の76ページの、この資料だけ

で、２つほど確認させてください。

27年度の宮崎県の目標面積は3,000ヘクタール

でしたよね。これが、宮崎市から五ヶ瀬町まで

割り振られておるわけです。この割り振りみた

いなものは、どういうふうな形になったんでし

たか。

○山本連携推進室長 その隣に耕地面積という

のを示していますけれど、最初は耕地面積をベ

ースに割り振りを考えています。

それから、もう一つは、重点実施地区をそれ

ぞれ市町村からの希望に基づいてつくっており

ますので、それを加重させて出した数字でござ

います。

○太田委員 そうすると、今度は、27年度の実

績のところに出し手と受け手ということで書い

てありますが、出し手というのは農家のほうだ

ろうと思います。受け手は法人なりいろんなと

ころだろうと思いますが、この出し手と受け手

の面積が一致しておるわけですけれど、出し手

があれば、もううちが買いたいということは、

もう合致してやってるんですか。例えば、集積

はしたけれど、受け手のほうがなかなか見つか

らんとかいう状況はなくて、全て、出し手、受

け手が一致してますよね。その辺の状況はどう

なんですか。

○山本連携推進室長 農地中間管理事業のスキ

ームとしては、農地の預けたいという方に対し

て断るものではないんですけれども、基本的に

は、受け手まで現場で探していただいたものを

引き受けているという形になっております。

○太田委員 はい、わかりました。

最後に、3,000ヘクタールですけれども、28年

度はどのくらいの目標でいかれるんですか。

○山本連携推進室長 午前中にお答えさせてい

ただきましたけれども、国との協議を進めなきゃ

いけない部分がございますので、それを踏まえ

た上で示していきたいと思いますが、今年度の

実績以上の数字は掲げて推進していきたいと

思っております。

○徳重委員 田んぼと畑の割合を教えてくださ

いませんか。

○山本連携推進室長 田んぼが63％、畑が残り37

％ということになっております。

○徳重委員 農地もいろいろあると思いますが、

田んぼも畑もそうですが、もう値段的に、今、

非常に農地の売買については、そんなに高くな

いと思うんですよね。だから、貸すよりも処分

したほうがいいという人が多いんじゃないかな

という気がするんですが、そういう相談はされ

ないもんでしょうか。

○山本連携推進室長 御指摘のとおりなんです

けれども、農地の出し手は、できれば売りたい
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という形になりますが、農地の受け手のほうは、

やはり反当たり50万なり、40万なりというお金

が要りますので、そこは借りるというところで

やりたいという形が多いです。そこのミスマッ

チが非常に問題だとは思ってます。

○徳重委員 30万、50万という単価だろうと思っ

てます。都城でもそうだと理解しておりますの

で、１町分買って300万ないし400万という話な

んですよね。それだけ自分のものにしたほうが、

買うほうもいいんじゃないかなという、受け手

のほうもいいんじゃないかなと。一々いろいろ

なことがないとも限らないわけですから、その

中に入る皆さん方は、そういう進め方をしよう

とはされてないんですか。

○山本連携推進室長 この事業と並行しまして、

農業振興公社のほうが、５年なり10年、農家か

ら買い上げて、その後にお金を払っていただく

という事業もやっております。

ただ、この事業につきましては、５年ぐらい

前までは50ヘクタールぐらいの希望がございま

したけれども、ここ数年は30ヘクタールぐらい

の実績にとどまっています。やはり借りるとい

う方向に、農地の利用される方の意識が変わっ

てるんだろうと考えております。

○徳重委員 特に、田んぼの場合は非常に難し

いと思っておりますので、ぜひ、そういう方向

で機構が買い上げるというような形のほうが、

スムーズにいくかなという気がしたところです。

○有岡委員 67ページの第七次の長期計画の真

ん中にございます国際競争力強化プロジェクト、

この件でお尋ねしたいと思います。

宮崎グローバル戦略と絡みもございますが、

ここにありますように、海外への輸出を取り組

む中で、今、ＩＴ化が進みまして流通革命が起

きてると言われてるんですが、アマゾンとかヤ

フーとかそういったものが、ネットで物を動か

す時代になりまして、こういうプロジェクトの

中で、そういったネットの流通とか、そういっ

た対策なんかも協議されているのか、そこら辺

をお尋ねいたします。

○原ブランド・流通対策室長 御指摘のとおり、

通販とかそういうものを活用した需要は非常に

あると思っております。

ただ、青果物の場合ですと、その鮮度の保持

とか温度管理とか、そういうものがありますも

ので、流通面の効率化、そこら辺も含めて取り

組んでいきたいと考えております。

○有岡委員 よく沖縄をハブ港にしまして、今

やっているようですが、そういったものを一つ

のテーマとして、また、アイデアを出していた

だけるとありがたいと思っています。よろしく

お願いします。

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか。

○右松委員 同じような流れなんですが、ＴＰ

Ｐも見据えた中で、輸送コストの削減というの

は避けて通れない命題であります。

そういった中で、私が問いたいのは68ページ

の儲かる農業の実現の中での南九州３県の連携

についてでありますが、どうしても船便のコン

テナの満載をするとロットの関係もありますの

で、やはり県単体ではなくて、他県との連携は、

非常に重要なことだと思ってます。

一般質問でも問わせていただきましたけれど

も、実は、部長答弁の前に、この南九州３県の

現状について、趣旨確認でいろいろ問わせてい

ただきました。かんきつ類中心とした南九州３

県での連携ということで問わせていただきまし

たけれど、部長答弁でもありましたように、現

段階では、まだそこまでの連携ができていない

ということでありましたから、あのときの答弁
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は、輸出体制の博多港を中心とした取り組みの

答弁があったわけですけれども、10日前にそれ

を伺いましたけれども、現段階、これは、南九

州３県の連携というのは、どういう進捗なのか、

今後に向けた、32年に向けた、これは計画であ

りますので、その辺の状況、見通しを伺います。

○原ブランド・流通対策室長 南九州３県が合

同した取り組みにつきましては、大消費地に向

かって遠隔地であるという共通した課題を持っ

ているということで、国内での流通面での連携

を模索しているのが現状でございます。

本年度の新たな取り組みとして、この３県で

の取り組みにさせていただいておりますけれど

も、まずは、その現状の分析、まず、荷物の違

いとか、それぞれ出荷の時間帯のずれとかさま

ざま課題が明確になってきております。その中

で、大消費地に向けて、合同での輸送ができな

いかということで、輸送試験等も本年度３回ほ

どやっている状況でございます。

その中で、実際、積みおろしに時間がどのぐ

らいかかるかとか、そういう分析をした上で、

鮮度の保持面での課題とか、そういうものを含

めて、来年度に向けて取り組んでいきたいと考

えております。

○右松委員 試験的に行っているというのは、

県内なのか、具体的な場所はどこになるんです

か。

○原ブランド・流通対策室長 その試験につき

ましては、県内、宮崎県の荷物と鹿児島、それ

から熊本の荷物を鳥栖のほうで集約して、そこ

から関東、関西のほうに持っていくという試験

を１回。それから、宮崎港を活用したフェリー

の試験を１回。あと１回あるんですけれども、

そういうふうな船との組み合わせとかをやりな

がら、３パターンを本年度実施を行っていると

ころでございます。

○右松委員 わかりました。国内での輸送の面

も非常に重要なことでありますので、いろいろ

と試験的に進めていただいて、コスト削減に、

各県連携との取り組みを進めていただきたいと

いうことと、海外に関しては、いろいろ熊本あ

たりは、八代ですか、港を活用した取り組みを

進めていきたいと。まだ、これは打診はないと

県には伺いましたけれども、やはりいろいろ動

きがあると思うんです。

ですから、できれば本県がイニシアチブをと

れるような、そういう形の輸送体制、これも先

方から、他県から話があれば、もう当然、部長

を筆頭にいろいろ戦略を練っておられると思い

ますけれども、ぜひ、積極的に本県が主導的な

立場でやってもらうとありがたいなと思ってい

ますので、よろしくお願いします。

○渡辺委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 なければ、先へ進みますが、よ

ろしいですか。

それでは、以上で、農政企画課、地域農業推

進課の審査を終了いたします。

次に、営農支援課、農産園芸課の議案の審査

を行います。

営農支援課から順次説明を求めます。

○日髙営農支援課長 営農支援課でございます。

歳出予算説明資料の295ページをお開きくださ

い。

営農支援課の当初予算額は29億1,067万2,000

円をお願いしてございます。

主な内容について御説明いたします。297ペー

ジをお開きください。

中ほどの（事項）新農業振興推進費の、みん

なで実践みやざき食の安全・地産地消推進事
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業1,010万3,000円についてでございます。

本事業は、みやざきの食と農を考える県民会

議を主体といたしまして、県民みずからが取り

組みます食育・地産地消の活動を総合的に推進

するものでございます。

次に、１枚めくっていただきまして、298ペー

ジをお開きください。

中ほどの（事項）農業経営改善総合対策費の

新規事業「宮崎方式産地改革総合支援事業」3,681

万3,000円でございますが、これは、後ほど別冊

の委員会資料のほうで御説明させていただきた

いと思います。

次に、その下の（事項）農業金融対策費４

億9,690万6,000円でございます。これは、農業

制度資金融資の円滑化を図るために、農業近代

化資金等の借り入れに対する利子補給等に要す

る経費でございます。

次に、299ページ、下のほうをごらんいただき

たいと思いますが、その下から２段目、（事項）

鳥獣被害防止対策事業費の、地域力を活かす鳥

獣被害防止総合対策事業※６億6,025万5,000円に

つきましては、後ほど別冊の委員会資料で御説

明させていただきます。

次に、一番下の（事項）農産物高品位生産指

導対策費でございますけれども、これは300ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

３の改善事業「宮崎方式ＩＣＭ導入環境緊急

整備事業」1,946万3,000円についてであります。

本事業は、本県独自の総合的な作物管理技術、

いわゆるＩＣＭでございますけれども、その普

及を加速化するとともに、農業の生産工程の管

理を行いますＧＡＰに取り組みます産地の育成

など、本県農業の競争力の強化を図るものでご

ざいます。

続きまして、委員会資料の４ページをお開き

いただきたいと思います。債務負担行為でござ

いますけれども、上から２枠目の３件が営農支

援課分でございまして、この３件とも、いずれ

も28年度におきます、みやざき農業改革資金の

融資に対します29年度以降必要な利子補給分を

債務負担行為としてお願いするものでございま

す。

続きまして、営農支援課の新規・重点事業に

ついて御説明をさせていただきます。お手元の、

引き続き、委員会資料の17ページをお開きいた

だきたいと思います。

新規事業「宮崎方式産地改革総合支援事業」

でございます。この事業は、１の目的にもあり

ますように、県とＪＡグループが緊密に連携し

て、県内全域で産地改革の取り組みを進めると

ともに、農業者の技術力と指導者の指導力を向

上させる研修を一体的に実施するものでありま

す。

具体的には、18ページをごらんいただきたい

と思いますが、左上の産地改革支援活動事業に

おきまして、農業者ごとの生産や販売などに関

しますデータをもとにして、技術レベルなり、

それから各産地の課題を明らかにいたしますマ

トリクス分析というのがございますが、これを

活用して産地分析を進めてまいりたいというこ

とで考えてございまして、その取り組みを県内

全域に広げていきたいというようなものでござ

います。これを通じて、産地全体の経営を改善

しようという目的でございます。

また、図の中段にございますように、農業者

ごとにカルテを整備いたしまして、そのカルテ

に基づきまして、右側にあります研修体系化事

業、この中で、技術や経営のレベルに応じた体

系的な研修を行うこととしてございます。

※109ページに訂正発言あり



- 104 -

平成28年３月９日(水)

さらに、一番下の段でございますけれども、

県の普及指導員とＪＡの営農指導員の研修を一

体的に実施することによりまして、指導力の向

上を図るということと、あわせて一体的に現場

指導が行われる支援体制を構築してまいりたい

と考えてございます。

左の17ページに戻っていただきまして、２の

事業概要にございますように、予算額は3,681万

3,000円、事業期間は28年度からの３カ年でござ

います。

私のほうからは以上です。

○河野食の消費・安全推進室長 食の消費・安

全推進室でございます。

委員会資料の19ページをお開きください。改

善事業「地域力を活かす鳥獣被害防止総合対策

事業」についてでございます。

まず、事業の目的・背景でありますが、鳥獣

による農林作物被害は、依然として深刻な状況

にあります。このため、引き続き、被害対策ビ

ジョンに基づく集落ぐるみの被害対策を総合的

に支援するとともに、新たに多くが埋却処分さ

れていた捕獲鳥獣をジビエとしての利活用を図

り、特産品による地域振興を目指すものでござ

います。

事業内容は、20ページのフロー図をごらんく

ださい。

これまで、被害防止対策や捕獲対策に取り組

んできておりますが、それぞれ課題を抱えてお

り、さらに捕獲した鳥獣につきましては、多く

が埋却処分されるなど、活用が進んでいない現

状があります。

このため、本事業において、中段にあります

ように、被害防止対策、捕獲対策として、Ⅰの

支援センター活動強化事業では、これまでの取

り組みに加えまして、③のとおり、モデル集落

での取り組みを全県的に普及してまいります。

Ⅱの特命チーム活動強化事業では、各地域の

特命チームによる集落被害対策ビジョンの作成

や研修等を通しまして、集落の自立的な対策の

実践に向けた取り組みを支援してまいります。

また、Ⅲの交付金関係事業では、市町村等が

取り組みます地域ぐるみの被害防止対策、捕獲

活動、防護柵や処理加工施設の整備を支援して

まいります。

さらに、今回新たに、Ⅳの捕獲鳥獣利活用推

進事業により、処理加工技術等に関する研修の

実施や、アドバイザーによるジビエ推進のため

の人材育成、販路の開拓等に取り組んでまいり

ます。

19ページに戻っていただきまして、２の事業

概要にありますように、予算額は※６億6,225万

円、事業期間は30年度までの３カ年です。

営農支援課は以上でございます。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございます。

まず、お手元の歳出予算説明資料の301ページ

をお開きください。農産園芸課の当初予算額は、

一般会計で41億3,849万5,000円をお願いしてお

ります。

それでは、主な内容につきまして御説明をさ

せていただきます。１枚開いていただきまし

て、303ページをお開きください。

中段の（事項）産地パワーアップ事業費の説

明の欄の１、新規事業「産地パワーアップ計画

支援事業」でございますが、これは、後ほど常

任委員会資料で説明をさせていただきたいと思

います。

次に、その下の（事項）強い産地づくり対策

事業費７億7,470万1,000円でございます。これ

は、国の強い農業づくり交付金を活用し、キュ

※109ページに訂正発言あり
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ウリの低コスト耐候性ハウスの整備などを進め

るものであります。

次に、その下の（事項）次世代施設園芸導入

加速化支援事業費でございます。次のページ、304

ページをお開きください。

１行目の説明の欄の１、新規事業「次世代施

設園芸地域展開促進事業」1,000万円でございま

す。これは、昨年完成しました国富町の次世代

施設園芸団地の県内への展開を促進するため、

国富の拠点で得られました成果や取り組みの情

報発信や、拠点を活用して行う実践的な研修に

よる人材育成等を支援するもので、全額国庫補

助金でございます。

次に、その２つ下の（事項）施設園芸エネル

ギー対策事業費の説明の欄の２、改善事業「木

質バイオマス利用効率化支援事業」398万円でご

ざいます。これは、バークペレット等低コスト

木質ペレットの試作・実証など、木質ペレット

の安定供給と低コスト化をさらに進めるもので

ございます。

次に、その下の（事項）園芸産地基盤強化緊

急整備事業費の説明の欄の２、新規事業「優良

種苗安定供給県域ネットワーク体制構築事

業」281万7,000円でございます。この事業は、

サトイモなどの優良種苗の安定供給体制を構築

するため、優良系統の選抜のための実証や種苗

生産体制の強化などを支援するものでございま

す。

次に、その下の（事項）活動火山周辺地域防

災営農対策事業費の説明の欄の１、活動火山周

辺地域防災営農対策事業8,888万8,000円でござ

います。これは、桜島、霧島山新燃岳、阿蘇山

の降灰による農作物への被害を防止・軽減する

被覆施設等の整備を支援するものでございます。

次に、その下の（事項）主要農作物生産体制

事業費でございます。

下のページ、305ページでございますが、説明

の欄の１の新規事業「宮崎オリジナル水田フル

活用支援事業」でございますが、これは、後ほ

ど常任委員会資料で説明をさせていただきたい

と思います。

その下の（事項）みやざき米政策改革推進対

策支援事業費の説明の欄の１、「経営所得安定対

策導入推進事業」１億6,864万9,000円でござい

ます。この事業は、経営所得安定対策の推進体

制を強化するとともに、交付金の対象作物の確

認事務など、市町村や関係団体の取り組みを支

援するものでございます。

次に、その２つ下の（事項）青果物価格安定

対策事業費２億1,803万1,000円でございます。

説明の欄の４事業につきましては、いずれも野

菜価格が低落した際に、加入者に交付する価格

差補給金の資金造成を行うものであります。

次に、306ページをお開きください。

上段の（事項）花き園芸振興対策事業費の説

明の欄の２、新規事業「世界に羽ばたけ「みや

ざきの花」グローバル化推進事業」、その下の（事

項）果樹農業振興対策事業費の説明の欄の２、

新規事業「未来をひらく新果樹産地クリエィショ

ン事業」、その下の（事項）茶業奨励費の説明の

欄の２、新規事業「「みやざき茶」チャレンジ産

地支援事業」及び、一番下の（事項）特用作物

生産改善推進費の説明の欄の３、新規事業「薬

用作物等産地推進事業」につきましては、常任

委員会資料で説明をさせていただきたいと思い

ます。

それでは、常任委員会資料の21ページをお開

きください。

産地パワーアップ計画支援事業でございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にございま
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すように、ＴＰＰ協定の大筋合意を踏まえ、農

業の競争力強化を図るため、地域における農産

物の収益向上に計画的に取り組む産地の生産コ

スト削減や、高収益な作物栽培体系への転換を

進める取り組みを支援するものでございます。

事業の流れは、右のページで御説明させてい

ただきたいと思います。

左側の上の県のところでございますが、県が

策定した実施方針を踏まえまして、右側の地域

農業再生協議会が産地の農業の収益性の向上を

図るための産地パワーアップ計画を策定し、県

の認定後、その計画に位置づけられた意欲ある

農業者等が実施する施設整備等への支援を行う

ことで、効率的・高収益な生産出荷体制の実現

を目指します。

事業内容につきましては、左のページの２の

事業の概要の５の事業内容をごらんください。

①の施設整備・生産支援事業では、産地パワ

ーアップ計画に基づく園芸ハウスの団地化、集

出荷貯蔵施設の整備、リース方式による大型農

業機械の導入等を進めるとともに、②の効果増

進事業では、産地パワーアップ計画の策定や農

業機械の導入実証等を行うこととしております。

上の段に戻っていただきまして、（１）の予算

額は、国の造成基金を財源に25億4,000万円で、

（３）の事業期間は28年度の単年度としており

ます。

続きまして、ページをあけていただきまし

て、23ページをあけていただきたいと思います。

宮崎オリジナル水田フル活用支援事業でござ

います。本事業は、１の事業の目的・背景にご

ざいますように、米価下落やＴＰＰなど米を取

り巻く環境の変化に的確に対応するため、主食

用米と加工用米や飼料用米等の戦略作物を組み

合わせた生産の効率化により、すぐれた生産装

置である水田をフル活用した生産性の高い水田

農業経営の確立を図るものでございます。

右のページの中段をごらんください。

１の宮崎米ランクアップ推進事業の（１）「特

Ａ」取得体制強化事業では、前回の常任委員会

で特Ａ取得の報告をさせていただきましたが、

継続して特Ａを取得するための取り組みや、特

Ａ産地の拡大を図るため、サンプル収集体制や

栽培技術実証の強化を進めてまいりたいと思い

ます。

次に、（２）のマーケットインに取り組む産地

支援事業では、特別栽培米や食味値等マーケッ

トニーズによる切り口により、差別化商品づく

りに取り組む産地を支援し、宮崎米をリードす

るブランド商品の育成を図ってまいります。

（３）の宮崎米販売力強化支援事業では、中

食・外食産業における新たな販路を開拓し、契

約取引拡大につなげてまいりたいと考えており

ます。

次に、②の宮崎戦略作物安定生産体制整備事

業では、畜産農家や酒造会社などの地元の実需

者と連携し、加工用米や飼料用米等の非主食用

米の生産拡大を図るため、加工用米及び主要米

の収量性の向上や、低コスト栽培技術の実証・

普及を進めるとともに、多収性品種の導入促進

などを図っていくこととしております。

さらに、③の大地に絵を描く高効率生産集団

支援事業では、主食用米、加工用米の組み合わ

せによる経営の効率化を進めるために、水田利

用のゾーニング化や流通のフレコン化に係る機

械・施設等の整備に対する支援を行ってまいり

ます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要の（１）の予算額は2,641万2,000円で、

３の事業期間は30年度までの３年間でございま
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す。

次に、ページをまたあけていただきまして、25

ページでございます。

新規事業「世界に羽ばたけ「みやざきの花」

グローバル化推進事業」でございます。この事

業は、１の事業の目的・背景にございますよう

に、ＴＰＰの発効による関税の即時撤廃や、2020

年東京オリンピック・パラリンピックを本県花

卉生産の好機と捉え、導入実証試験や体制整備

による輸入先ニーズの高い品目や品種の生産拡

大、高品質化等に取り組み、花卉生産者の所得

控除を図るものでございます。

具体的には、右のページをごらんください。

左上にありますように、本県の花卉生産は、

高齢化による生産者の減少等によりまして、平

成11年をピークに減少傾向にございます。しか

しながら、昨年10月のＴＰＰ協定交渉の大筋合

意により、本県産花卉の主な輸出先であるアメ

リカ、カナダにおける切り花の関税が即時撤廃

される見込みとなっており、輸出拡大のチャン

ス捉えております。

また、2020年に東京都で開催されるオリンピッ

ク・パラリンピックで使用されるビクトリーブ

ーケにおいて、本県産花卉が採用されることに

なれば、需要拡大と国際的なＰＲが期待できる

ものであります。

そこで、本事業では、中段になりますが、１

のグローバル化支援事業により、スイートピー

やラナンキュラスなどの輸出先におけるニーズ

の高い品種の導入検討や、キイチゴ、ダリア等、

輸出向け新品目の生産拡大、オリンピック需要

に対応できる花卉出荷品目の検討などを行い、

産地のグローバル化に向けた取り組みを推進い

たします。

また、②のグローバル化産地体制整備事業に

より、高換気施設や機器等の導入による日持ち

性の向上等の高品質化や種苗供給施設の整備に

よる生産の安定化を支援し、輸出業者や海外の

商社にも選ばれる産地となるための体制整備を

進めることとしております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要の（１）予算額は792万5,000円で、３

の事業期間は平成30年度までの３年間でありま

す。

ページを、まためくっていただきまして、次

は果樹でございます。27ページでございます。

未来をひらく新果樹産地クリエィション事業

でございます。本事業は、１の事業の目的・背

景にございますように、新たなブランド品目と

して期待されるライチなどの本格的な産地化に

向けた取り組みや、スイーツ向けを初め、多様

化が進む販売チャネルに対応した品目・品種の

導入等を支援し、力強い果樹産地の育成を目指

すものでございます。

右のページをごらんください。

まず、上段の現状と課題であります。新たな

宮崎ブランドとして期待されておりますライチ

につきましては、その外観や味から非常に人気

がございまして、首都圏の果実専門店からのニ

ーズは非常に高くなっておりますが、まだまだ

生産量が少ないため、生産の拡大が望まれてお

ります。また、本県にはかんきつ類を初め、ブ

ドウやクリ、マンゴーに至るまで、多様な品目

の産地が存在しております。

そのような中、近年では、ホテルや飲食店、

インターネット、観光農園等、販売チャネルが

多様化しており、その対応も求められておりま

す。このため、中ほどの１の新たな品目のクリ

エィションでは、ライチなどの生産条件整備や

栽培実証を行うとともに、販路拡大に向けた試
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食宣伝等のＰＲ活動を行うこととしております。

また、右側の２の新たな販売チャネルのクリ

エィションでは、例えば本県のマンゴーの主力

品種はアーウィンですが、アーウィン以外にも

おいしい品種があり、観光農園でさまざまな品

種のマンゴーの食べ比べなど、観光業界との連

携や今後の需要拡大が見込まれるスイーツ業界

との連携、人気の高い本県ワイナリーとの連携

など、多様な販売チャネルに対応した果樹産地

を育成したいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要の（１）の予算額は916万円で、（３）

の事業期間は30年度までの３年間でございます。

また、１ページあけていただきまして、29ペ

ージでございます。お茶でございます。

新規事業「「みやざき茶」チャレンジ産地支援

事業」でございます。本事業は、１の事業の目

的・背景にございますように、魅力あるみやざ

き茶産地の確立のため、安定して需要が見込ま

れる高品質な荒茶産地の育成・強化を図るとと

もに、有機栽培茶や抹茶、新香味茶など国内外

のさまざまな消費ニーズに対応できる新たな茶

産地の確立を目指すものでございます。

右のページのフロー図をごらんください。

まず、上段の現状でございますが、お茶につ

きましては、全国的にリーフ茶の消費減退で、

荒茶の市場価格が低迷しております。本県の荒

茶につきましても、約７割が市場出荷で、全国

と同様に価格が低迷しており、市場の相場に左

右されやすい産地となっております。

今後は、多様化した消費ニーズに対応した新

たな茶産地への改革が必要な状況となっており、

このため中段の下のところになりますが、左側

の１の、攻めの体制整備の確立では、茶輸出拡

大のための状況把握や情報発信、有機栽培茶フォ

ーラムの開催など、有機栽培茶に対する意識啓

発や新しいチャレンジへの誘導、新技術へのフォ

ローアップなど、本県茶の新たな取り組みを推

進するとともに、２の、攻めのチャレンジ産地

育成支援では、高品質茶や有機栽培茶、新香味

茶などに関する産地の新しい取り組み、例えば

右側の枠内に輸出対応産地の例を示しておりま

すが、輸出対応茶園の選定や海外輸出を行って

いる茶商とのマッチングなどの取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

また、３の生産基盤体制の整備では、６次産

業化に係る新たな茶の製造に必要な機械の導入

支援を行ってまいりたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要の（１）の予算額は1,373万4,000円で、

（３）の事業期間は30年度までの３年間でござ

います。

１ページあけていただきまして、31ページで

ございます。

薬用作物等産地推進事業でございます。本事

業は、１の事業の目的・背景にございますよう

に、国産志向が高まっている薬用作物等の産地

化を推進するため、薬草・地域作物センターに

薬用作物に関する情報を一元化することで、市

町村等の薬用作物に関する取り組みへのバック

アップ体制を構築し、中山間地域等における所

得の向上を目指すものでございます。

右のページのフロー図をごらんください。

まず、上段の現状でございますが、薬用作物

につきましては、海外からの原料調達が難しく

なってきたことから、価格の高騰や必要量の確

保が厳しさを増し、国内産需要が高まっており

ます。また、生薬メーカーと企業からの原料調

達に対する問い合わせがふえているものの、商

談に対する窓口が設置されておらず、ニーズの
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把握が十分できていない状況にございます。

このため、下の中ほどでございますが、１の

薬用作物等情報一元化支援体制の構築によりま

して、薬草・地域作物センターを核としました

情報収集・技術提供等のネットワーク構築や、

各市町村が産地確立に向けた取り組み支援、実

需者とのマッチングに対する支援を行うととも

に、２の現地に対する技術支援等の活動強化に

より、現地での技術的な要望に対応できる指導

員の指導力強化や有識者による技術研修会を開

催してまいりたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要の（１）の予算額は353万3,000円で、

（３）の事業期間は30年度までの３年間でござ

います。

次に、委員会資料の59ページをお願いいたし

ます。議案第21号「使用料及び手数料徴収条例

の一部を改正する条例」の農産物検査に関する

事務・権限の移譲に伴う登録検査機関の登録等

手数料の設定についてでございます。

これは、１の手数料を設定する理由にありま

すように、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律、いわゆる第４次一括法によりまし

て、農産物検査法が改正されまして、平成28年

度から、登録検査機関の登録・指導監督事務が

国から都道府県に移譲されます。これに伴いま

して、登録検査機関の登録等の手数料を新たに

定める必要が生じたものでございます。

次に、２の登録事務の概要でございますが、

隣の60ページのフロー図を見ていただきたいと

思います。

農産物検査に係る事務のうち、県では、二重

で四角囲みしているところでございますが、そ

の地域登録検査機関に対する登録事務と立入調

査や改善命令等を行う指導監督事務を所管いた

します。

左側の59ページに戻っていただきまして、２

の登録事務の概要の３行目でございますが、登

録検査機関が検査を行う農産物は、米穀、麦、

豆類、カンショの生切り干し、そば、でん粉の

６種類がございまして、登録の区分には、品種

や等級などの検査を行う品位等検査と外国産小

麦のたんぱく質分析などを行う成分検査がござ

います。また、登録検査機関は５年ごとに登録

の更新を行う必要がございます。

３の手数料設定につきましては、登録手数料

が１件につき15万円、登録更新手数料が１万100

円、変更登録手数料につきましては、登録区分

の増加が15万円、農産物の種類の増加が３万円、

施行期日は平成28年４月１日となっております。

５のその他に記載されておりますが、手数料

の設定額は、これまでの国の手数料と同額でご

ざいます。

また、28年１月現在の県内の登録検査機関は、

ＪＡや集荷業者など25機関で、うち県が所管す

る地域登録検査機関が22となっているところで

ございます。

農産園芸課の説明は以上でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○河野食の消費・安全推進室長 先ほど、地域

力を活かす鳥獣被害防止総合対策事業の説明を

した際に、予算額を間違えて説明をいたしまし

た。訂正をさせていただきたいと思います。

19ページの２、事業の概要、（１）の予算額６

億6,022万5,000円が正しい数字でございます。

おわびして訂正させていただきます。

○渡辺委員長 了解いたしました。議案に関す

る説明が終了いたしました。

質疑はございませんでしょうか。
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○太田委員 19ページの鳥獣被害防止総合対策

事業でありますが、６億6,000万のその大方は、

この③の交付金関係が多いと思いますが、この

③のところにア、イ、ウと書いてありますけれ

ども、防護柵とかそういったのが大きいのかな

と思いますが、このア、イ、ウの金額の内訳は

どういうふうになっていますか。

○河野食の消費・安全推進室長 交付金関係の

事業であります。地域ぐるみの被害防止対策に

関する支援ということで、これにつきましては、

活動事業というような形になりますので、ソフ

ト事業というところで1,860万円余になります。

イの有害鳥獣の捕獲に関する支援ということ

で、これにつきましては、緊急捕獲活動支援事

業という形で２億6,800万円余となっておりま

す。

そして、鳥獣被害防止対策整備事業費として、

ここで、防護柵等処理加工施設等の整備に関す

る資金として３億6,300万円余という数字で計上

しているところでございます。

○太田委員 わかりました。ア、イ、ウのウの

ところの防護柵及び処理加工施設となってます

が、処理加工施設というのは、ジビエの関係だ

ろうと思いますけれども、どこの業者とか何か

そういうのは決まっているんでしょうか。

○河野食の消費・安全推進室長 処理加工施設

につきましては、今年度が２カ所、ちょっと少

額でありますけれども、補助をしたところであ

りますが、来年度につきましては、まだ具体的

にお話等聞いていないところです。

○太田委員 そしたら、ジビエのそういった処

理をされているところで、私の聞いているとこ

ろは、えびのとかああいったところ、延岡もあ

るんでしたか。県内では、そういうジビエとし

て、何か処理されているというところは、大体

どういうところがありますか。

○河野食の消費・安全推進室長 各保健所ごと

の内訳としましては、日南が２カ所、都城が３

カ所、小林が４カ所、日向が５カ所、延岡が９

カ所、高千穂が１カ所と宮崎市保健所が２カ所、

計26施設となっております。

○右松委員 関連で、ジビエに関してでありま

す。

一般質問でも問わせていただきましたから、

多くは問いませんけれども、中山間地域の活性

化でかなり期待ができると確信をいたしてます。

あとは、マーケットニーズ、さまざま、やっぱ

り調査を進めていくことが必要だと思っていま

して、外食産業に、何としても、このジビエで

打って出てもらいたいという思いがあります。

とりわけ、やはり小口のレストラン等はもう

既に当たってらっしゃるということで聞いてお

ります。それはそれで、地域の地産地消も進め

ていただいて、一方で、やはり大手のレストラ

ンとか、あるいは食品メーカーのニーズがある

と聞いてますので、いかに食肉として、規格を

設けていくような形で、使いやすいように処理

をしてもらうと。

ですから、加工処理施設と同時並行的な形で、

外食産業の掘り起こし、これは、やはり両方セッ

トでやっていくことが大事かなと思っています。

まさに、まだ緒についたばかりでありますけれ

ども、今後、そういった外食産業にしっかり拡

大をして持っていくという、そういう取り組み

の方向性なり、思いを教えていただければあり

がたいです。

○河野食の消費・安全推進室長 ジビエにつき

ましては、本当に委員が言われましたとおり、

緒についたばかりという形になります。先進県

は、もう20年度からもやっているというところ
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で、宮崎はこれから追いついていかなきゃいけ

ないという部分であると思います。

まずは、宮崎県内でそういうジビエがあると

いうことを、まずは知っていただかなきゃいけ

ないなという部分もあります。並行してやって

いかなきゃいけないのが、当然、処理加工の技

術を持った人間、そして、今度は調理を衛生管

理しながらできる人間、こういう人たちを育成

していかなきゃいけないというところで、今回

の事業の中では、そういう人材を育成していく

ということを念頭に研修会等を実施する予定と

なっております。

また、その一方で、やっぱり食べてもらわな

いと消費は発生しませんので、先ほど言いまし

たように、県民の方に知っていただく。また、

それを使って商材として調理をしていただくお

店、そういったところとのマッチング、商談会、

そういったものも今後検討して実施していきた

いと思っております。

○右松委員 国もカテゴリーであるとか、工程

ごとにいろいろ支援、本格的に入ってきました

ので、大きな、今、転換点でありますので、ぜ

ひ、その流れに乗っていただいて、発展をして、

宮崎ジビエを広げていただければありがたいな

と思っています。頑張ってください。

○黒木委員 この鳥獣被害対策にはかなりの予

算がつぎ込まれておりまして、ありがたいこと

ではありますけれども、ただ、被害の実態とい

うか、それはもう、やっぱり深刻なことには、

もう変わりはありません。ジビエに取り組むと

いうことで、捕獲圧が高まって、鳥獣被害対策

につながるということはすばらしいことだと思

いますけれども、いろいろ対症療法をやっておっ

ても、なかなか被害は広がる一方であるから、

一回、抜本的に、例えば個体数を一気に減らし

て、それから対策をとると。そうしなければ、

ずっとこの予算を使い続けなければならないと

いう気がするもんですから。国のほうは10年間

で、しかも半減するということになってますけ

れども、今の状況では、なかなか思うようにい

かないのではないかという気がするんですけれ

ども、国のほうは、専門の業者ですか、そうい

うところに捕獲を依頼するように進めておりま

すけれども、宮崎県においては、そういう取り

組みはどのようになっているんでしょうか。

○河野食の消費・安全推進室長 捕獲に関しま

しては、基本、環境森林部のほうでやってらっ

しゃるんですけれども、先ほど言われた専門の

方に狩猟をしていただくという部分で、環境省

の事業がございますので、そちらで活用して捕

獲をやっていただくとか、あとはもう環境森林

部の事業になりますけれども、県単事業で鹿の

捕獲事業とか行っているところであります。

こちらのほうで持っている総合対策交付金で

も、今年度から捕獲がメニューの中に入りまし

た。その影響もありまして、柵等整備費につい

ての圧迫感があるわけですけれども、今回もこ

の捕獲に関しての予算要求といいますか、交付

金の要求をやっております。２部合わせた中で、

捕獲が行われるということで、完全には捕獲、

全部できませんけれども、継続しながら行って

いくことになるということであります。

○黒木委員 環境森林部が所管ということであ

りますけれども、恐らくある会社に、一つは委

託というか、そういう会社があると思うんです

けれども。この鳥獣被害対策について、いろい

ろ話をする場合に、農政水産部に行って、それ

から環境森林部に行ってって、あちこち行って

やるもんですから、一体的に一緒に部局横断的

にいただけるともっと効率よくなるのかなとい
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う気がするもんですから。そういう意味では、

ひとつ、全く所管とかが違いますけれども、委

員会において環境森林部に、狩猟税をもう取ら

ないと、これは県民税だから3,000万ぐらい県に

入るわけですけれども、もうそれを取らんぐら

いで狩猟者にやる気を出させんとなかなか難し

いという話をしたところ、狩猟税というのは地

方税法に定められておって、宮崎県だけ独自に

変えるわけにはいかんというので、そうですか

と思ったんですけれども。何も根本的に考え直

さなければ、これはいつまでも、もうかなりの

予算をこれにつぎ込んで、そして動物との戦い、

これはもう古典的なテーマではありますけれど

も、どんどん広がっていくのかなというように

思うもんですから。ひとつ、部局横断的にどう

いう方法がいいのか、どうしたらいいのか、そ

れはジビエが一つの方法だと思いますけれども、

ぜひ、この対策にはしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。

○黒木委員 はい。

○渡辺委員長 ほかに関連ありませんでしょう

か。なければ、ほかのテーマでも結構です。よ

ろしくお願いします。

○徳重委員 農政園芸課の303ページの産地パワ

ーアップ計画支援事業です。

期待している事業でございますが、25億4,000

万という大きな基金が積まれておるようで期待

をしているところですが、今、単年度というこ

とでございますが、何カ所ぐらい事業されるの

か、数を教えてください。

○甲斐農産園芸課長 この事業につきましては、

先ほど御説明しましたが、今から県の方針に従

いまして、地域農業再生協議会におきまして、

産地パワーアップ計画というのをつくることに

なってます。

その中で、要は産地として、どういうことを

やれば国際競争力、農業の競争力強化につながっ

ていくかということで、この産地パワーアップ

計画をつくるわけですけれども、それによって、

その計画が幾つできるかということで、今から

そういうことをかためていくことになっており

ます。

○徳重委員 今からと言われても、大体目標が

なければ、こういう大きな金額を１年で処理す

るということは非常に難しいと思うんです。

例えばピーマン団地を幾らつくる、トマト団

地をどれぐらいつくるという目標があるはずで

すよね。それを聞きたいんですが。

○甲斐農産園芸課長 現段階の県で考えていま

す想定といたしましては、生産技術高度化施設、

低コスト耐候性ハウス等でございますが、こう

いったのを４地区、集出荷貯蔵施設、こういっ

たものを３地区、農産物の処理加工施設を１地

区、あと農業機械の導入、ハウス資財の導入を

９地区と、この程度の今の積算になっておりま

す。県がそういったものを想定して地域のほう

と協議しながら、この産地パワーアップ計画を

つくっていくことになってきますので、それに

応じて、またこの辺は変えていきたいと考えて

おります。

○徳重委員 地区を指定されることはいいんで

すけれども、例えば新富町に４地区なら４地区

の中にそういったのが入っているかどうか、そ

れで１つの団地をつくるということですね。で

あれば、そこに４地区であれば面積はどれぐら

いの面積のをつくろうとされてるのかを聞きた

いんですけれどね。

○甲斐農産園芸課長 ハウスの団地化、これは、

この事業の中で行っていきたいと考えているわ
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けなんですけれども、団地の規模としては２ヘ

クタール程度の規模を考えております。

ただ、どこにつくるかということにつきまし

ては、今から産地と話し合っていくということ

になりますので、まだ、どこの地区かというの

は決まっておりません。要望を今からとるとい

うことでございます。

○徳重委員 ２ヘクタールということですが、

これってかなりの規模ですよね。

大体２ヘクタールを幾つぐらいの人数という

か、戸数でいったら２家族、４家族、４事業体

なのか、２事業体なのかを教えてください。

○甲斐農産園芸課長 ただいま想定しています

２ヘクタールは、大体５人で２ヘクタールの団

地を構成するというのを基本的な考えとして想

定しております。

○徳重委員 これは、可能性としては高いと理

解していいんですか。

○甲斐農産園芸課長 今、県が実施方針をつく

りまして、それで優先順位の高いもの、ハウス

の団地化とか、そういったものをこの事業の中

では取り組みたいと思っております。地域にお

いて、産地において、いろんな計画があると思

いますので、話し合いながら中身を詰めていき

たいと考えております。

○徳重委員 新規なのか、現在やってらっしゃ

る人を中心にされてるのか、今はまだ、そこ辺

までの具体的な動きにはなってないと理解して

いいんですか。新規か、あるいは今、既存のや

つを改良して、建てかえとかいろんな形にする

のか、そこ辺はどうですか。

○甲斐農産園芸課長 今、農業団体等とハウス

の整備につきましては、全体でどのくらいの要

望があるのかという取りまとめを始めている段

階でございます。

その中で、この産地パワーアップ事業を使う

もの、ほかの、先ほどの経営体支援事業を使う

ものといった形で振り分けをしていきたいと考

えてますので、まずは、事業要望について、ど

の程度あるのかを調査したいと考えております。

○徳重委員 ぜひ、それで進めていただきたい

なと期待をしておきたいと思います。

それから、木質バイオマス利用効率化事業が

出ております。木質はペレット等が値段が高く

なって燃油が安くなったということやらで、木

質ペレットと今の固形燃油でいいんですか、今

の単価ではどちらが有利なんですか。よくわか

らないんで教えてください。

○甲斐農産園芸課長 ピーマンに例えていいま

すと、灯油の場合、今60円ぐらいですので、大

体年間に１万3,000リットル使いますので、78

万5,000円ほどかかることになっています。

現在、木質ペレットの値段というのは、46.3

円ぐらいでございますので、これが２万6,000キ

ログラムぐらい使いますので、120万ぐらい、年

間でかかることになりますので、年間で42万ほ

どの差になっております。

○徳重委員 将来はなかなか見通せないかと思

うんだけれど、これだけの差があったら、これ

は、とてもじゃないが使えないということにな

るのかなという気がするんですが、どう考えて

らっしゃるんですか。

○甲斐農産園芸課長 ペレットの低価格化とい

うのが早急な課題だと考えております。現在、

進めていますのが、一つがエリアンサスとかネ

ピアグラス、こういったイネ科の植物、こういっ

たものを使ったペレット化ということを今、製

造会社や市町村とともに取り組んでおりまして、

エリアンサスにつきましては、昨年６月に試験

栽培を始めまして、ペレット化まではできてい
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る段階でございます。

もう一つのネピアグラスにつきましても、12

月に収穫を行いまして、現在、ペレットの製造

試験、燃焼試験を行っている段階でございまし

て、こういったエリアンサスやネピアグラスを

使ったペレット化。もう一つが、ヤナギのほう

も３月上旬から栽培試験を開始している段階で

あります。

また、一方、竹でございますけれども、竹を

使ったペレット、これも、今、燃焼試験を行っ

ています。竹の場合は、ちょっと木と混ぜない

となかなかうまくいかないというのがわかって

おりまして、そういった混合比率を変えたペレッ

ト化、燃焼試験を行っているところです。

なかなか早急にというわけにはいきませんが、

そういったペレットの低価格化を狙った取り組

みも、今後も進めていきたいと思っておりまし

て、今度のこの改善事業でも、このような取り

組みをさらに進めてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重委員 木質ペレットを県が推奨して、こ

れをやれと、将来的にもこっちのほうが有利だ

ということで進められたのは事実だと思うんで

す。それで、どんどんやってきた。たまたまこ

ういう形で燃油が安くなったということは事実

ですけれど、その差額分でも、県が、やはりあ

る程度補塡してやる気持ちがなければいけない

んじゃないかと。これでも大変なことだと思う

んですね。反当40万も違うんだったら、４反分

つくっている人は160万という、燃油だけでも赤

字になるわけですから。木質ペレットを使った

暖房機を導入させた責任があると思いますが、

いかがですか。

○甲斐農産園芸課長 おっしゃるとおり、非常

に、今の木質ペレットの値段は、ある程度去年

までの値段と変わらない値段で維持はされてい

るんですけれども、燃料価格が下がったという

ことで、農家さんからすると、その差というも

のをちょっとメリット感がなくなっているとい

うのはお感じになっているかと思います。

ですので、我々としては、今、ＪＡグループ

と一緒にこういったものに取り組んでいるわけ

なんですけれども、ＪＡグループも手数料を極

力抑えるなど、単価の維持に努力をしてくださ

いとお願いしておりますし、国に対しても、こ

ういった今の燃油価格と木質ペレットの差に対

して、何か事業的なものができないかという要

望をしている段階です。我々としては、いかに

この安いペレットを早くつくれるかということ

に全力を挙げていきたいと考えております。

○徳重委員 いずれにしても、これから木質ペ

レットは、今以上に安くなることは考えられな

いと。これは何らかの手を打たないと、余りに

もこの木質で暖房機を使った方々には申しわけ

ない話だと思っておりますので、ぜひ、ひとつ

善処していただきますようにお願いをしておき

たいと思います。

○黒木委員 薬用作物等産地推進事業、31ペー

ジですけれども、薬草を地域作物センターに情

報を一元化して市町村などの薬用作物に関する

取り組みのバックアップ体制を構築したと、中

山間地域における取得向上を目指すということ

ですけれども、今、日向市で薬草の里づくりを

する、延岡でも何かそういう薬草に関すること

を取り組みをするというようなことを始めてお

りますけれども、これと、この薬草地域作物セ

ンターとの現在のかかわりはどのようになって

いるんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 今も薬草地域作物センタ

ーの担当者が、この日向市とか延岡市にお邪魔
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しまして、農産園芸課の担当者もそうですけれ

ども、いろんな相談に乗ったり、今後の進め方

等についての協議に参加していると。薬草地域

作物センターにいろんな情報や技術があります

ので、そういった技術をお伝えするといったこ

とをやっております。

○黒木委員 これまで、いろいろな試験研究を

してきた中で、宮崎県でこういうものをつくっ

たほうがいいよという薬用作物、具体的にどう

いうものを、今、考えておられますか。

○甲斐農産園芸課長 薬草地域作物センターで

は、ガジュツ─紫ウコンとか言われているも

のでございますが、そういったショウガ科のウ

コン属の生産技術の検討や、カキドオシ─こ

れはシソ科の多年草ですけれども、これは糖尿

病とかに効果があると言われているものです。

あとジャーマンカモミールとかニンニクとかハ

ーブ類、こういったものの研究をされておりま

すので、特にお伝えできると思います。やはり、

この薬草につきましては、出口対策、いかに販

売と結びつけるかということが大事かと思いま

すので、そういった製薬会社からのオーダーに

応じて、いかにその産物を低コストで生産でき

るかということにつきまして、薬草地域センタ

ーなり、我々のほうでバックアップできないか

と考えております。

○黒木委員 中山間地域での地域振興策への展

開を図れると事業効果が書いてありますけれど

も、そこで所得対策として、薬用作物を取り巻

いている背景が、今まさに出番ではないかとい

うような気がするもんですから。山の中に住ん

でいると、例えばオウレンという薬草がありま

すけれども、これはスギの中で20年ぐらいかか

るわけです。クヌギの中に植えたら、多分10年

ぐらいでできる可能性もあるんですけれども。

それは需要がどうか、全くわかりませんけれど

も、いろんな可能性を秘めていると思うもんで

すから、ぜひスタッフを増員するなりして、今

しっかりと取り組むべきではないかと考えるん

ですけれども、お考えをお伺いしたいと思いま

す。

○甲斐農産園芸課長 委員おっしゃいますよう

に、今、薬草地域センターへの問い合わせは、

以前の件数からすると非常にふえている状況に

ございます。ですので、この事業を使いまして、

ホームページの開設なり、実需者とのマッチン

グ支援やパンフレットの作成とか、この事業で

こういったことを行いながら、いかにその製薬

会社とマッチングをしながら、低コストな物づ

くりができるかというところがこの事業の、薬

草をふやすための課題だと思っておりますので、

そういったところを進めてまいりたいと思って

おります。

○黒木委員 ぜひ、よろしくお願いをいたしま

す。

○右松委員 私も関連でお伺いしたいと思いま

す。

まさに黒木正一委員と同じで、一般質問で申

し上げましたけれども、中山間地域において薬

用作物は、これから非常に期待ができるものだ

と思ってます。

そういった中で、漢方製剤の需要が、医療現

場でニーズが高まってきてて、５年間で20％上

がってきていると聞いてます。そのうち中国に

８割以上輸入に頼っているということで、中国

からの薬用作物の原料調達が、やはり難しくなっ

てきたということで、国内生産を上げようとい

うことで、農水省、国も非常に力を入れてきて

いるわけであります。

そういった中で、数字で伸びているものであ
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るとか、あるいは宮崎県が本当に畜産も含めて、

本当に先進的に取り組んでいることについては、

もう率直に評価をさせていただくわけですけれ

ども、この薬用作物に関しては、ちょっと調べ

させてもらったら、かなり宮崎は出おくれてい

る状況だと言わざるを得ないのかなと思ってま

す。

例えば、これは23年の比較ですけれど、本県

が、生産量が840キログラムに対して、隣県の大

分県は7,463トンと４桁違うわけであります。福

岡も1,833トン、熊本が602トン、鹿児島が183ト

ンということで、現状が、また変わってたら教

えてもらいたいんですけれども、かなりこれは

差をつけられてるなと。相当てこ入れをしない

といけない中で、事業予算が353万ということで、

緒についたばかりですから、これから予算が上

がっていくんでしょうけれど、このあたりの薬

用作物の直近の生産量、それから目標数値につ

いて、伺いたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 現在、つかんでおります

のが、ミシマサイコを野尻町で栽培しておりま

すが、それが3.9ヘクタールで1.5トンという栽

培状況になっております。

確かに、委員おっしゃいますように、県内で

この薬用作物というのが、全然まだ今からの状

況だと考えております。何とかこの事業を使っ

て情報の一元化をするとともに、セミナーの開

催なり、技術力の向上を、そういう要望があっ

たときに、いかに低コストで栽培できるかといっ

た技術力をつけるということが大事かと思いま

すので、この事業の中ではそういったことをやっ

ていきたいなと思っております。

○右松委員 逆に言えば、伸び代があるわけで

すから、相当可能性のある分野だと思ってます。

国の予算でも、これ27年度、今年度ですけれ

ど、５億円ほど補助事業が設けられてますけれ

ど、国からの支援とか、そのあたりの今後の予

算の獲得に関して、どのように考えておられる

か、お願いします。

○甲斐農産園芸課長 国とも連携をとりながら、

今、進めているわけなんですけれども、国に対

しましては、こういう技術的な要望なり、技術

的なバックアップなり、ないしマッチングの際

に国がやるような制度を使っての製薬会社の

マッチング、こういったものをやっていきたい

と考えておりますので、国との連携も十分図り

ながら進めていきたいと思います。

県内における生産状況ですけれども、平成25

年で８戸で1.8ヘクタール、生産量が0.84トン。

○右松委員 やはり、かなり少ないですね。大

分とか、かなりこれは取り組みが進んでいます

ので、いろいろ研究をされていただいて、高収

益作物に転換が─やはり、これはまさに耕作

放棄地であるとか、農地中間も含めて、まさに

取り組みができる内容でありますので、ぜひス

ピードアップしていただいて取り組んでいただ

ければと思います。お願いします。

○太田委員 事業効果のところで、26年度は１

産地、30年度は３産地というような設定がされ

てあるようですが、先ほど延岡、日向というこ

とで、県北地区のこととか。３産地といったら、

どのあたりを目指してということでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 先ほど御説明しましたミ

シマサイコにつきましては、そういう産地が１

つございます。あとは、今、先ほど委員もおっ

しゃいましたように、日向市と延岡市のほうで、

そういう動きが見えるということでございます

ので、日向市、延岡市にも一緒になって取り組

んで、産地化を図りながら３産地にしていきた

いと考えております。
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○右松委員 産地パワーアップ事業について、

２つ伺いたいと思います。

21ページであります。単年度事業ということ

で、25億設けられたわけであります。御承知の

とおり、国から、これはもうかなり力を入れて

やっていこうということで、505億の予算がつけ

られております。その中で、一応具体的な助成

のイメージなんですけれど、水田、畑作におけ

る活用で、直まき栽培における播種機であると

か、あるいは大型農業機械であるとか、あるい

はＧＰＳの自動ソーダシステムとか、いろいろ

と、そういった補助の部分と。それから、もう

一つは、やはり園芸品目における果樹、野菜、

花卉に関する補助があるわけですけれど、25

億4,000万はどういうふうな配分で考えておられ

るのか、そこを教えてください。

○甲斐農産園芸課長 この事業では、整備事業

とそういう生産技術高度化施設という低コスト

耐候性ハウスとか集出荷貯蔵施設みたいな整備

事業と、リース方式の農業機械の導入というこ

とで、機械の導入もできるわけなんですけれど

も。どういったものをやるかについては、今、

県が方針をつくってますので、その方針に基づ

いて、産地から上がってくるパワーアップ計画

を産地と話し合いながら、中身を決めていきた

いと思います。

○右松委員 都道府県のほうで、これは実施計

画を明確につくっていくということで伺ってい

ます。

それで、もう一つ、最後に一点ですけれども、

今後の対象として、農業者団体、集落営農も含

めて、あるいは民間事業者も含めて、これも助

成の対象になってますので、ある程度バランス

も必要なのかなと思ってるんですよね。もちろ

ん、大きなところにはしっかりと、それなりの

後押しももちろん必要であります。

ただ、今後の農業構造とかいろいろ、20年、30

年、50年先のことを考えると、やはりその辺の

バランスをとった助成のあり方も必要だと思っ

てまして、この助成の対象の、民間事業者の育

成も含めて、その辺の考え方を教えてください。

○甲斐農産園芸課長 この対象は、委員おっしゃ

いますように、営農集団でもいいし、農業者で

も大丈夫ということになってますけれども、そ

の農業者につきましても、産地パワーアップ計

画の取り組みの中心的な経営体として位置づけ

られたものということになっています。

ですので、この事業を行って、産地を一緒に

構造改革していく人たちということで、この産

地パワーアップ計画が位置づけられると思いま

すので、そういった方々にやっていただきたい

事業と思っております。

○右松委員 ぜひ、この制度を最大限に活用し

ていただいて、取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○徳重委員 聞いときゃよかったんですけれど、

例の木質バイオマスの暖房機は、県内に何台入っ

ているかだけ、教えてください。

○甲斐農産園芸課長 27年度に２台入りまして、

通算で105台でございます。

○徳重委員 105台というのは相当な数だと思い

ますので、ぜひ、ひとつ前向きにＪＡとも一緒

に検討していただきますようにお願いします。

それと、もう一つ、304ページの活動火山周辺

地域防災営農対策事業で8,888万8,000円、これ

は、大体どういうものに使われていますか。

○甲斐農産園芸課長 これは、阿蘇山や霧島新

燃岳、桜島、こういったところの降灰に対して

の被害を防止するための施設を設置するもので

ございまして、今年度につきましては、日南市
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や串間市のキンカンやキュウリにおいての被覆

施設の要望が出ております。

○徳重委員 ぜひ、これも活用していただきた

いなと。前は、お茶が、利用者が非常に多かっ

たんですね。今、ほとんど利用者が少ないのか

なという気がしておりますが、今は、キンカン

とキュウリ。

予算的には、毎年同じような金額で来るもの

ですか。

○甲斐農産園芸課長 27年度は、阿蘇山が噴火

したということもありまして、かなり予算が増

額されておりますが、本年度はまた、その前年

と同じレベルのような金額が予定されておりま

す。

○有岡委員 30ページのみやざき茶の部分でお

尋ねしたいと思います。

価格の二極化がこれから進むと思いますし、

よく言われるのが、東京オリンピック以降はま

すます顕著になるだろうと言われているんです

が、その中で、この高品質の高級志向を追及す

るというテーマ、これは大変タイムリーな取り

組みで、３年間期待するわけです。製法、もし

くは品種、どういった分野でそういう高級志向

を求めていくのか、そこら辺の御見解をお尋ね

いたします。

○甲斐農産園芸課長 高品質茶でございますけ

れど、これは、やはり栽培状況もいい状況で、

その圃場についてもいい圃場でとれた、大体全

体の２割ぐらいがこの高品質茶として生産され

ております。こういったものについては、やは

り値段が非常に高くついてるということなので、

この高品質茶２割程度というものをもっとふや

していくということが一つの課題であると考え

ております。

○有岡委員 恐らく、一番、二番茶、それがあ

るわけですが、これから生産者が取り組む中で、

一番茶一本で頑張るとか、そういったことをイ

メージしてらっしゃるのかなと思うんですが、

その現場はいかがなんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 お茶の価格につきまして

は、非常に低下しておりまして、やはりリーフ

茶、普通の急須で入れるお茶ですね、こういっ

たものの消費が減っているということもありま

すが、委員おっしゃいますように、高品質のお

茶については値段が余り変わっておりません。

ですので、高品質なお茶づくりをするという

ことは、それをふやしていくことが一つ。もう

一つは、先ほど一番茶とおっしゃいましたけれ

ども、二番茶、三番茶あたりを使ったいろんな

お茶、有機茶なり新香味茶、抹茶、こういった

ものの需要が非常にふえておりますので、いか

にこの需要に対応した生産を行っていけるかと

いうのがもう一つの課題、その先に輸出という

ものがあるかと思っております。

○有岡委員 ぜひ、２割の中で、その中でも特

別またいいものをという戦略の中で、キャビア

と同じ、特化したものをつくっていくという取

り組みを期待しております。

○渡辺委員長 同じ事業につきまして、関連あ

りますでしょうか。よろしいですか。

ほかにございますでしょうか。

○押川委員 宮崎方式の関係で、この本県の儲

かる農業を推進するということで、県とＪＡと

でのモデル的に取り組んだというようなことが、

事業背景に載っているんですが、この内容を教

えてください。

○日髙営農支援課長 今年度取り組んだ内容で

ございますけれども、これまでのモデル的な取

り組みの中では、いわゆる平成24年からでござ

いますが、県内各地域モデル的な取り組みとし
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て、産地改革支援ということで、お手元18ペー

ジの左上でございますけれども、マトリクス分

析というものを、実際どういうものかというの

をやってみたところでございます。

例えば、ＪＡ都城のキュウリ部会であったり、

もしくはイチゴ部会、こういったところの中で、

部会員が例えば50名とか、こういうような規模

でございますけれども、そういう中で、そうい

う農家さんの持ってるデータをもとに分析をし

て、何が課題かというものを見つけて改善をし

たところ、販売代金が、例えば20％アップした

とか、もしくは、いわゆる品質が向上したとい

う、いい成果が出てまいりましたので、まず、

こういう現場段階の取り組みを今後広めていき

たいということで、今回この事業を仕組んだと

ころでございます。

○押川委員 今ありましたとおり、これはいい

傾向だなと理解をしたところです。これを県の

技術指導員とＪＡの技術指導員とでの連携に

よって、さらにこれを県内に広めていくという

ことだろうと思いますが、28年度が、例えばこ

の①のア、イ、ウということで産地の分析手法

とか、経営コンサルとか、経営計画とかこうい

うことがあるんですが、例えばＪＡを当てはま

るとするならば、もうそういう計画的なものが

あるのかないのか。取り組もうとしているもの

があるのかないのか、あれば教えてください。

○日髙営農支援課長 具体的には、例えばアの

産地分析手法を活用した取り組みでございます

けれども、これにつきましては、県内の13ＪＡ

のうち、例えば５ＪＡ程度を一つモデル的な取

り組みとして、そこの中で部会をそれぞれ指定

させていただいて取り組みを進めていこうとい

うようなところを考えてございます。

また、この平成30年度を一つの目標にしてご

ざいますけれども、この段階では、県内全13Ｊ

Ａの中でそれぞれ部会を設定しまして、この中

で取り組みを進めていくことによって、ＪＡ内

の部会間の、いわゆる波及といいますか、こう

いったものも取り組んでいきたいと考えてござ

います。

○押川委員 わかりました。やはり、ケースに

基づく農業というのが、今後しっかり、やっぱ

り管理できるということで必要だと思います。

丼勘定でやるよりは、やはりそういう基礎に基

づいた農業というものが、今後活用されると思

います。２月でしたか、国内の農機具のトップ

メーカー２社、行かせていただきました。そう

いう企業が、今後考えている農業というのも

ちょっと見させていただいたんですが、ＧＰＳ

とかＩＴＵを使った形の中での、もう今後農業

をするということでありますから、しっかりそ

こらあたりもにらんで、本県もこういう宮崎方

式という中で、しっかり農家の皆さん方が所得

が上がるような形での取り組みだろうと思いま

すので、しっかりやっていただいて、期待に沿

うような形でお願いをしたいと思います。

また、事業効果としても、年に経営革新プラ

ン策定農家数が5,000件とか書いてありますか

ら、しっかりこういった農家と集団あたり、育

成のためにもやっていただきますようにお願い

をしておきたいなと思いました。

○太田委員 世界に羽ばたけ「みやざきの花」

グローバル化推進事業についてでありますが、

これもＴＰＰの関係でアメリカ、カナダが、関

税が即時撤廃というところを目ざとく見つけて

対応されておるということで、さすがだなと思

う気持ちです。それと、もう一つはオリンピッ

クです。ビクトリーブーケに本県産花卉が採用

されれば大きな需要、国際的なＰＲができると。
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例えば、日持ちがよいスイートピーとか、そ

ういったものが、もし、入れられたならば、そ

れだけで価値が高まるということで、ＰＲでき

るんだよというのがあるかもしれませんが、オ

リンピックにこうして狙いを定められたのは

─例えば東京オリンピックのときあたりはカ

ラーテレビが売れるという商売もあったわけで

すけれども。花というところに目をつけられた

のは、人に花束を送った経験が余りないものだ

から、不細工な人間でわからないんですけれど、

この花でいくぞというのは、オリンピックに関

してはどういうところに目をつけられたんです

か。

○甲斐農産園芸課長 宮崎の場合はスイートピ

ーとかラナンキュラスとか、冬場の花が多いわ

けですけれども、夏場の花も振興しないといけ

ないということで。今度のオリンピックにつき

ましては、７月24日に開会式があるということ

で、夏場の花を使う必要があると。そういった

ところで、宮崎の花が使われれば、非常に宣伝

になるということで、我々としては、夏場の花

の起爆剤に、オリンピックを使って、その後、

それを使って振興していこうという考えでおり

ます。

○太田委員 目ざとく見つけられたということ

について、一般質問でも何か議論があったかな

という気はしましたが、こういうところにきちっ

と、一つの糸口を見つけていくということは大

事なことだろうと思いますので、ぜひ、そうい

うネームバリューが上がるような成果が出ると

いいなと思っております。頑張っていただきた

いと思います。

○右松委員 海外から日持ちのよさとか、クオ

リティの高さで、宮崎の花が評価されてます。

先ほどにもあったスイートピー、ラナンキュラ

ス、あるいはトルコキキョウ、非常に海外展開

で期待の持てる分野だと思っているところです。

海外のほうの輸出のほう、今まで以上に、ま

た取り組んでいただくと。あと、私が一つだけ

伺いたいのは、この生産状況も含めて、栽培面

積、それから生産額、確実にやっぱり減ってる

んですよね。切り花が、平成16年が60億が、25

年、私が持ってる手元資料では39億という状況

になってますし、花卉業界として、やはり厳し

い状況であります。

やはり、私は県としてある程度バックアップ

も必要だと考えてますので、そういった今後の

花卉業界に対する県の取り組みの考え方を教え

ていただきたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 宮崎には、スイートピー、

ラナンキュラスという主力品目もございますが、

やっぱり花は非常に嗜好性が強いので、新しい

品種にしても新しい品目にしてもつくっていく

必要があると思います。

ですので、アンテナは高くして、ダリアやベ

ビーハンズといったような新規品目の産地化と

いうものを進めないといけないというのが一つ。

もう一つが、先ほどのスイートピーとかラナン

キュラス。スイートピーあたりには、非常に高

温の問題が出てきております。やはり、そういっ

た高温対策を進めること、ラナンキュラスあた

りには、今度は種苗の問題、こういったところ

を進めて、新しい品目と既存の主力品目でうま

く生産を拡大していきたいと。この輸出とオリ

ンピックあたりを起爆剤にしながら拡大してい

きたいと考えています。

○右松委員 ぜひ、海外の輸出展開と、それか

ら県内消費、この辺も動向を注視していただき

ながら、県としてできる限りのことはしていた

だきたいと要望させていただきます。
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○渡辺委員長 関連でありますか。

○太田委員 関連ではないんですが、漏れたの

で、29ページのお茶の関係で一つだけ質問させ

てください。

一番下の事業効果のところに、チャレンジ産

地育成数、26年ゼロから３に持っていくという

ことでありますが、産地の場所はどこというの

も設定されていますか。

○甲斐農産園芸課長 チャレンジ産地というこ

とで、30ページの下の括弧の中の２番の産地で

すが、そういった中で有機とか高品質茶、輸出、

新香味茶といったような新しい取り組みをして

いきたいと考えております。

現在の有機あたりでも、点での栽培、個人的

に有機的のところをやってられるところはある

んですけれども、それを、やはり産地化する。

新香味茶も西臼杵を中心に産地化する。この事

業でそういったものを支援していきたいと考え

ておりまして、そのうち産地に３つぐらい新香

味茶、有機茶ぐらいで産地ができないかなとい

うことで、この目標を３にしております。

○押川委員 24ページの宮崎オリジナル水田フ

ル活用支援事業でありますが、ＴＰＰ関係です

から30年以降、それとも本県にもこの米、影響

が出てくるだろうと理解はしております。その

ために、こういった事業を28年から30年までで、

３年間で実施するということです。この①の宮

崎米ランクアップ推進事業、確かにわかるんで

すが、本当に米の生産あたり、あるいは加工米、

飼料米、ＷＣＳまで入れての産地の形成までさ

れるんでしょうが、事業内容の中で、本当にこ

ういうのが30年以降どうなのかなってちょっと

心配なんですが、思いをもう少し聞かせてくだ

さい。

○甲斐農産園芸課長 30年に、また米の新しい

政策の見直しも考えてありますし、ＴＰＰ対策

もあるということで、そのための体制整備をし

ないといけないと考えております。今回のこの

オリジナル水田フル活用支援事業では、１番で

は主食用米、これで特Ａもとれたということも

あって、一つは主食用米については、差別化販

売ができるよう、契約的な販売ができるような

形での商品づくりをしていかないといけないと

思っております。

例えば食味値の高いものだけを切り取ったお

米であるとか、特別栽培米であるとか、そういっ

たものによる差別化を図りながら、宮崎のヒノ

ヒカリなりコシヒカリを評価してくださる中食

・外食もあります。こういったところに、こう

いった差別化商品を販売していくといったよう

なことを、この一番のランクアップ事業でやり

たいなと考えております。

プラス主食用米と、あと当然加工用米、飼料

用米がふえてくると、そのための多収性品種の

導入なり体制の整備、フレコン化による低コス

ト化を図らなくちゃいけないということで、こ

の２番目の事業と３番目の事業を使いながら、

加工用米、飼料用米のより低コスト化と多収性

の導入というものを進めていきたいと考えてお

ります。

○押川委員 わかるんですが、外国から入って

くるという状況の中で、国内も競争激化だろう

と思います。

本当に、差別化ができるかというのが、ちょっ

と引っかかるなという気持ちがありますが、一

生懸命、それはもうやるということであります

から、そういうことでやっていただきたいと。

もう、それ以上は言いません。

あと、この事業効果の中でゾーニング化で

す、26年度はゼロなんですが、30年には30地区
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というようなことでありますが、もう少し具体

的に教えてください。

○甲斐農産園芸課長 ゾーニング化というのは、

やはり加工用米、飼料米、主食用米を低コスト

でつくっていくには、どうしても必要なことだ

と、先ほども中間管理機構のことで出ておりま

したが、必要だと考えております。

現在、水田情報システム、これは需給調整の

ために、市町村におきまして入力は必ずやって

いるわけなんですけれども、それと、この水土

里ネットの地図情報システム、これをいかにマッ

チングさせていくかという作業を進めさせてい

ただいております。

今、およそ半分程度の進行率かなと考えてお

りまして、これが進めば、そこの24ページの下

の図にありますように、一目で、今こういうふ

うになっているので、ゾーニング化をこういう

ふうにしなくちゃいけないという形が分かるか

と思います。

こういったゾーニング化を進めながら、それ

に合わせた機械の導入なりをこの事業でやって

いきながら、このゾーニング計画策定地域数と

いうものをふやしていきたいと考えております。

○押川委員 わかりました。その中で、県内で、

こういう地域にこういうものをするよというこ

とであれば、そういうものを参考にしながら広

がっていくかなという気がしますので、もし、

あればお聞かせください。なければ結構です。

○甲斐農産園芸課長 今、小林市や日南市、都

城市において、こういうゾーニング作業が進ん

でおります。こういったところを中心にこの産

地化というものを進めていきたいと考えており

ます。

○押川委員 そういうことであれば、また我々

も時間があれば見にいきたいと思いますし、こ

れを県内に広げていただくということでありま

すから、しっかりお願いをしておきたいと思い

ます。

それから、304ページの次世代施設園芸地域見

解促進事業、先ほど人材育成ということで、こ

の1,000万だったと記憶をしているんですが、も

う少し詳しく教えてください。

○甲斐農産園芸課長 この事業は、国が整備し

ております次世代施設園芸を地域に波及させる

ための事業でありまして、一つは、そこの国富

の次世代団地でやられたいろんな情報、こういっ

たノウハウを勉強会を開いたりして波及させる

というのが一つなんですが、複合環境施設とい

うものを入れておりまして、管理することによっ

て収量を上げようと。

ただ、この技術は非常に難しいものもありま

すので、この国富の施設を使って、そういう研

修をやることによって人材育成を図ろうという

計画でおります。

○押川委員 一作が終わるのがことしの夏前で

しょうから、実績がまた出てからでも詳しいこ

とはお聞きしたいと思います。わかりました。

○渡辺委員長 ほかに、議案についていかがで

しょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、ないようですので、

以上で、営農支援課、農産園芸課の審査を終了

いたします。

執行部入れかえのために休憩をしますが、10

分間休憩して、３時に再開とします。

暫時休憩いたします。

午後２時49分休憩

午後２時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。
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これより農村計画課、農村整備課の議案の審

査を行います。

農村計画課から順次説明を求めます。

○河野農村計画課長 歳出予算説明資料の309ペ

ージをお開きください。農村計画課の当初予算

額は、一般会計のみで51億5,451万円をお願いし

ております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

まず、311ページをお開きください。下段の（事

項）公共農村総合整備対策費の１億9,938万6,000

円についてであります。

これは、農業生産基盤及び農村環境基盤を整

備するための計画書作成や、安定した農業用水

の確保のために造成された国営造成施設等の適

正な管理に要する経費であります。

主なものとしましては、説明の２の国営造成

施設管理体制整備促進事業の9,995万円について

は、国営造成施設等を管理している土地改良区

等の管理体制の強化を図るものであります。

また、３の基幹水利施設管理事業の8,543

万6,000円については、市町が管理するダムなど

の大規模な国営造成施設にいついて、農業用水

の安定供給や農村地域の防災・環境保全等の機

能強化を図るものであります。

次に、312ページをお開きください。

上段の（事項）世界農業遺産里山コミュニティ

創出事業費の850万につきましては、後ほど常任

委員会資料により御説明します。

次に、中ほどの（事項）国土調査費の10億5,642

万1,000円についてであります。

これは、地籍調査事業により、土地に関する

最も基本的な調査である地籍調査を実施し、土

地所有に関する権利の保全や明確化を図るもの

であります。

次に、313ページをごらんください。

上段の（事項）大規模土地改良計画調査費

の3,788万円についてであります。

これは、大規模土地改良事業の円滑な推進を

図るため、各種調査や地域農家への畑かん営農

の啓発、推進を行うものであります。

なお、２の畑作イノベーション！広がれ畑か

ん営農事業につきましては、後ほど、畑かん営

農推進室長が常任委員会資料により御説明しま

す。

次に、中段の（事項）土地改良事業負担金の31

億1,285万4,000円についてであります。

これは、大淀川左岸地区ほか６地区の、国営

土地改良事業及び、都城区域の緑資源機構事業

に係る県と市町の負担金であります。

続きまして、常任委員会資料の33ページをお

開きください。

世界農業遺産関連事業のうち、平成28年度当

初予算分としまして、世界農業遺産里山コミュ

ニティ創出事業についてであります。

１の目的・背景にありますように、この事業

は、昨年12月に世界農業遺産の認定を受けた高

千穂郷・椎葉山地域において、伝統的な農法や

神楽などの文化を保全・継承するとともに、地

域活性化への取り組みを支援するものでありま

す。

34ページをごらんください。

ページの下段にありますように、当初予算に

おきましては、左側の地域活動支援事業におき

まして、シンポジウム開催による情報発信や農

林水産物のブランド化などを、また、右側の啓

発普及事業において、小学生等への体験教育活

動や案内板設置などを支援することとしており、

これらによりまして、地域住民の意欲向上や交

流人口の増加、地域産品の販売促進などにつな
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げていくこととしております。

33ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますように、予算額は850万円で、

事業期間は29年度までの２カ年間でございます。

続きまして、議案についての御説明をさせて

いただきます。同じく常任委員会資料の63ペー

ジをお開きください。

前のページからのつながりになりますが、議

案第31号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」のうち、農地

法関係についてであります。

１の改正の理由にありますように、現在、農

地転用事務の一部について、条例に基づき、県

から宮崎市に権限移譲しておりますが、地方分

権一括法の成立や農地法等の改正に伴いまして、

関係条項の改正を行うものであります。

初めに、４の図をごらんください。今回、農

地転用にかかわる農地法改正の概要についてで

ございますが、上段の許可権者の面積要件につ

いてでありますけれど、改正前におきましては、

４ヘクタールを超えるものは国の権限で、４ヘ

クタール以下につきましては、都道府県の権限

でありました。このうち、２ヘクタールを超え、

４ヘクタール以下のものについては、国との協

議が必要でありました。

改正後は、全て都道府県の権限となりますが、

４ヘクタールを超えるものは国との協議が必要

であります。また、一定の要件を満たし、農林

水産大臣が指定する市町村には、都道府県と同

様の権限が移譲されることとなります。

ただし、今回の条例改正は、この指定市町村

の適用ではなく、従来どおり、県から宮崎市の

権限移譲に関するものであります。

次に、下段の手続についてであります。

改正前は、県が県農業会議から意見聴取を行っ

ておりましたが、改正後は、市町村農業委員会

が県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取

を行うこととなります。

このような法改正を受けまして、２の条例の

改正内容にありますように、現在、宮崎市に移

譲している２ヘクタール以下を４ヘクタールに

変更するととともに、意見聴取等に関する条項

を削除するものであります。

なお、施行時期につきましては、３にありま

すように、平成28年４月１日としております。

説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○竹下畑かん営農推進室長 畑かん営農推進室

でございます。

常任委員会資料の35ページをお開きください。

県単改善事業「畑作イノベーション！広がれ畑

かん営農事業」についてでございます。

まず、１の事業の目的・背景につきまして、

本事業では、畑地かんがい施設の整備を進めて

いる地域におきまして、畑地かんがいを利用し

た営農推進の拠点づくりや、作付状況や農地情

報等を活用した担い手等への農地集積、さらに

は畑かん効果のＰＲを積極的に行い、農家の皆

様にもうかるイメージを持っていただき、また

稼ぐ力を強化されることにより、生産力の向上

とマーケットインの視点に立った大規模畑作の

産地化を図ることを目的としております。

次に、２の事業概要につきまして、右側36ペ

ージで説明いたします。中ほど左側の①儲かる

イメージ拡大事業でございます。

まず、ア、畑かん営農推進拠点モデル圃場の

設置について、これは、従来の収量や品質の向

上の検証に加えまして、実際に農家の方々が行っ

ておられます畑作物と飼料作物等による輪作体

系で、畑かんを利用した営農を経営的に検証し

ますとともに、下側の写真にありますように、
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自走式の散水施設や散水タイマーの導入、ＩＣ

Ｔの活用など、農作業の省力化を図る先進的な

取り組みをあわせて導入し、畑かん営農の推進

拠点としてモデル圃場を設置したいと考えてお

ります。

なお、設置箇所は、畑かん施設の整備を進め

ております中部、北諸県、西諸県、児湯の４つ

の管内に、それぞれ１カ所設置したいと考えて

おります。

次に、イ、作付・農地情報等の収集・分析・

発信でございます。これは、畑かん地区の作付

状況や農地情報等を踏査・分析し、その結果を

各地区での話し合い活動などに活用し、将来の

営農計画づくりや農地集積、そして畑かん営農

の促進を図ってまいりたいと考えております。

次に、ウ、畑かん効果ＰＲ力の強化でござい

ます。これは、先ほど説明いたしました畑かん

営農推進拠点モデル圃場での検証結果や、作付

・農地情報等のデータを活用しまして、農家の

方々がよりわかりやすい資料を作成し、畑かん

効果のＰＲを積極的に行ってまいりたいと考え

ております。

また、現在、地域の農業者の立場で畑かん営

農の推進に当たっていただいております畑かん

マイスターの方々の活動をさらに充実させてま

いりたいと考えております。

続きまして、資料の右側、②「稼ぐ力」強化

支援事業でございます。これは、畑かん営農導

入拡大支援としまして、市町村等が畑かんを新

しく利用する、また、規模拡大する農家等を対

象に、畑かん営農が拡大するための取り組みに

対して支援するものでございます。また、畑か

ん営農導入・拡大しやすい環境づくりとしまし

て、体験用の散水器具の貸し出しを行ってまい

りたいと考えております。

次に、左側の資料に戻っていただきまして、

２の（１）予算額につきましては2,354万7,000

円、（３）事業期間は平成30年度までの３カ年と

しております。

畑かん営農推進室につきましては以上でござ

います。

○甲斐農村整備課長 農村整備課でございます。

歳出予算説明資料の315ページをお開きくださ

い。農村整備課の当初予算は、一般会計で122

億5,710万3,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。317ページをお開きください。

上から５段目の（事項）農業農村振興対策事

業費10億5,909万5,000円についてであります。

３の多面的機能支払制度につきましては、農

業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図

るとともに、担い手の規模拡大と構造改革を後

押しするため、地域共同で行多面的機能を支え

る活動や、地域資源の質的向上を図る活動を支

援するものでございます。

次に、その下の（事項）公共農村総合整備対

策費４億5,505万9,000円についてであります。

２の中山間地域総合整備事業につきましては、

農業の生産条件等が不利な中山間地域におきま

して、農業生産基盤と生活環境基盤を総合的に

整備し、農業・農村の活性化を図るため、高千

穂町の五ヶ所地区ほか７地区において、農業用

用排水路や営農飲雑用水施設などを整備するも

のであります。

次に、１枚めくっていただきまして、318ペー

ジをお開きください。

一番下の（事項）県単独土地改良事業費２

億4,550万5,000円についてであります。

下のページ、319ページをごらんください。

１の県単独土地改良事業につきましては、国
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庫補助事業の対象とならない小規模な農業用用

排水路や農道などを整備するものであります。

次の（事項）公共土地改良事業費34億9,158

万5,000円についてであります。

１の県営畑地帯総合整備事業につきましては、

畑地帯において、多様な営農形態の対応や担い

手の育成・強化を図るため、小林市の大萩地区

ほか48地区で畑地かんがい施設や農道などを整

備するものであります。

次に、一番下の（事項）公共農道整備事業費13

億3,743万7,000円についてであります。次の320

ページをお開きください。

１の県営広域営農団地農道整備事業につきま

しては、農畜産物の効率的な輸送体系の確立な

どを図るため、門川町の沿岸北部５期地区ほか

１地区で農道を整備するものであります。

次の（事項）公共農地防災事業費13億3,380

万9,000円についてであります。

農地や農業施設の災害を未然に防止するため、

４の県営ため池等整備事業につきましては、木

城町の下谷地区ほか12地区で、ため池の堤体な

どの整備を行うものであります。

次に、321ページをごらんください。

一番下の（事項）耕地災害復旧費29億5,909

万1,000円についてであります。これは、台風や

集中豪雨などにより被災した農地・農業施設を

早期復旧するものであります。

続きまして、常任委員会資料の４ページをお

願いいたします。債務負担行為についてであり

ます。

上から３段目、農村整備課の欄であります。

県営広域営農団地農道整備事業においては、

延岡市と門川町にまたがる沿海北部６期地区で、

平成30年度までの工期でトンネル工事を発注す

る予定であり、限度額として19億円の設定をお

願いするものであります。

続きまして、64ページをお開きください。

議案第40号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」であります。表

にありますとおり、市町村負担を予定しており、

土地改良法第91条第６項等の規定により、あら

かじめ市町村の意見を聞き、同意を得た上で、

議会の議決に付するものであります。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○渡辺委員長 ありがとうございました。議案

に関する説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○太田委員 農村計画課の312ページ、地籍調査

の件でありますが、これ、毎年出てるんですけ

れど、10億5,000万ほどの予算を投入してという

ことですが、地籍調査というのもなかなかきちっ

として進まないわけですけれど、大変な作業と

いうことですね。10億というのは、どういった

業務にそういう費用がかかるのかを、内訳みた

いなものを。

○河野農村計画課長 地籍調査そのものは、市

町村であったり、あと南那珂の森林組合のほう

と、実施主体としては市町村やそういった森林

組合になっています。

主には、費用としまして、外部委託の費用と

いうものがほとんどでございます。測量会社等

に現場での測量等をお願いしますので、そういっ

た費用が主な費用ということになります。

○太田委員 測量というのは、なかなか高いで

すよね。ちょっとした地積の変更とかでもかか

る。そういったので、やむを得ずかかっている

ということですかね。わかりました。

○押川委員 35ページ、畑作イノベーションで
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ありますが、まず、この農地の集積、規模的に

はどのくらいぐらいを考えていらっしゃるのか。

また、先ほどもありましたとおり、もうモデル

もあるみたいですが、大きなものでどのくらい

ぐらいのを考えるべきでしょうか。

○竹下畑かん営農推進室長 今現在のところ、

まだ具体的な集積の目標面積は持っていないと

ころなんですけれども、この作付農地情報関係

の収集関係につきましては、畑総事業とか、あ

と圃場整備なんかを畑地かんがい事業地区で計

画しております。そういうところで、農地中間

管理事業等を利用していただいて、農地集積と

畑かんを一緒になって進めるということで考え

ております。

新規地区とかございますけれども、そのほか

に継続地区、それから完了地区につきましても、

この費用を利用いたしまして、農地集積等の話

し合い活動、そういったものに使っていきたい

と考えております。

○押川委員 はい、わかりました。たまたまそ

ういう事業とのこのマッチングの中でできると

いうことはいいことじゃないかなと思っていま

すので、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それから、輪作体系ということでありますか

ら、どういったものを栽培しながら、何かやっ

ていかれるのか、お聞きをしておきたいと思い

ます。

○竹下畑かん営農推進室長 実際の農家は、一

つの作物を、連作はほとんどいたしておりませ

ん。中に、例えばニンジンの後にエンバク等の

飼料作物を組み合わせたり、実際はやっており

ますので、そういった農家の実態に合った輪作

体系で検証していきたいと。その検証の中で、

水利用がどうであるか、あるいは水にかかわる

労力がどうなのか、あるいは肥料とか飼料とか、

そういったものがどういうふうに活用されてい

るか、そういったものを総合的に検証していき

たいと考えています。

それに合わせて、収益がどれぐらい上がるの

か、そこ辺のところを検証してまいりたいと考

えております。

○押川委員 わかりました。想定しておったの

は、例えば畑作、土物、野菜あたりを一緒にす

るのかなという考えがあったんですが、飼料用

のスイートコーンとかそういうものも入れなが

ら、とくかく検証してみるということでいいん

ですか。

○竹下畑かん営農推進室長 そうでございます。

地域に合ったいろんな輪作体系ございます。そ

れの代表的なものを各地域から上げていただき

まして、それで、モデルとして検証していきた

いと考えております。

○押川委員 中間管理機構の延長にもなるんで

しょうから、しっかりそういう形の中で、この

事業が前へ進むように頑張っていただければあ

りがたいと思います。

○有岡委員 言葉遣いというか表現のことで

ちょっとお尋ねしたいと思いますが、この「儲

かるイメージ」という表現です。私、机の上で

考えるイメージでしか考えていらっしゃらない

のかなと。現場からすると、とにかく収益をアッ

プできる、そういう事業をやってくれという気

持ちがあるもんですから、どうしても「儲かる

イメージ」という、そのイメージでは飯は食え

ないじゃないかというのが現場の声なんです。

ですから、やっぱり役所が机上で考えた事業

じゃないかというようなイメージを与えるよう

な提案は、いかがなもんかなと。もっとみんな

が本気でやろうじゃないかと、一緒になって現
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場主義でやろうという、そういう部長の思いが

つながるような言葉遣いを使ったほうが、私た

ち現場から見ると、ちょっと弱いなと感じるも

のですから、これは一つの要望ですが、ぜひ、

一緒にやろうということであれば、そこ辺の伝

わるものを使っていただけるといいなと思いま

した。要望です。

○渡辺委員長 ほかに、関連でございますか。

それ以外でも結構ですが。

○徳重委員 土地改良事業全体でございますが、

農地整備、平成22年度以降、かなり予算が減っ

てきてるわけです。今、やっと国の総予算で

も6,000億程度から三千五、六百億に今なってる

んですか、そういう状況ですが、皆さん方が考

えていらっしゃる事業の推進において、予算が、

要求だけ来てくれればなというような思いがあ

るのかどうか、もうこれで予算がつかなきゃつ

かないでいいと思っていらっしゃるのか。

大体、今、県内の農地予算は、たしか60億程

度でしょうか、相対的な数字から見てどうなの

か、教えてください。

○河野農村計画課長 委員の御指摘のとおりで、

平成21年度の国の予算が22年度には大幅に減額

ということで、県の予算もそういった予算組み

をせざるを得なかったという状況です。現在も

国の予算も６割強に回復してきておりますが、

なかなか以前のような予算には回復してないと

いう状況です。

県の状況としましては、やはりまだ各地域で

畑かん事業も重点事項として進めておりますし、

それ以外に防災・減災、また、あと核をつくっ

ております農業用水利施設、これのストマネ等

ということで、長寿命化等も図っていかなけれ

ばいけない現状でございます。

そういったことを考えますと、今の予算では

なかなか地元の期待に沿えないという状況です

ので、今後とも国において、まず予算全体の確

保をしていただいた上で、本県の重点配分とい

うことで、今後とも国へ要望していきたいとい

うことで考えております。

○徳重委員 末端の農業者というのは、もう年

々農家が少なくなりまして、働く、水路の管理

すらままならない、できない状況に追い込まれ

ているわけです。どうしても、水路の整備なり、

あるいは井堰の改修なりやっていただかなきゃ

ならないことがいっぱいあるんです。なかなか

それが予算化されないということで、地元では

非常に困っているというのが実態です。

何とか単独でもつけてほしいという予算もた

くさんあるんですが、今おっしゃいますように、

今まで６割ぐらいまで復活したということです

が、もう少し、これ、21年、22年の程度のとこ

ろまでは、最低持ってこなければ現状維持がで

きないと思っているし、さらに、ＴＰＰが始ま

るということになりますと、中間管理機構もひっ

くるめてですが、農地整備なり集約していかな

きゃならない、整備も進めなきゃならないのか

なと思ったりするわけです。そこ辺のところも

強く要望をしていただきたいなと思っておると

ころです。よろしくお願いをしておきたいと思

います。

○渡辺委員長 ほかにございますか。

○押川委員 317ページの公共農村総合整備対策

費、１の農業集落排水事業について内容を教え

てください。

○甲斐農村整備課長 農業集落排水事業につき

ましては、現在、新しい地区の整備要望等はな

い状況にございまして、ここで予算を上げさせ

ていただいておりますのは、過去につくりまし

た施設の機能診断等を行う費用で計上させてい
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ただいております。

○押川委員 具体的に、わかりやすいように、

ちょっとどういうイメージをすればいいか。

○甲斐農村整備課長 過去につくった施設で、

目視点検であったり、いろんな診断をやること

によって、次の機能強化という保守なりをする

事業に向けた、そういった機能保全計画等を策

定していくということでございます。

○押川委員 イメージがわからないんですが、

この農業集落排水事業ということで、家庭の排

水あたりも入った中での、田んぼの中の排水あ

たりとイメージしているんですが、施設か何か

があるんですか。

○甲斐農村整備課長 農業集落排水事業につき

ましては、家庭の汚水処理だけでございまして、

農業用の排水路等が入ってきてることではござ

いません。

○押川委員 これは、水田の排水あたりには活

用できないんですか、できるんですか。

○甲斐農村整備課長 この集落排水事業で、既

につくられた施設でございまして、その容量と

しては家庭の汚水を処理するということで、施

設もつくられているという状況でございまして、

農業用水をそこに入れ込むということはなかな

か難しいものと考えます。

○押川委員 例えば、この1,100万ですけれども、

どこかにもうそういう計画的なものがあるんで

すか。

○甲斐農村整備課長 綾町と西都市で、この機

能診断を行わせていただきました。

○押川委員 西都はどこですか。

○甲斐農村整備課長 西都が３処理区ございま

して、地区名は今ちょっとわからないんですが、

それ全体の※構想策定等を行っていくこととして

います。

○押川委員 はい、わかりました。

実は、これも中間管理機構とも関連するとこ

ろがあるんですが、やはり土地を借る、あるい

は貸す中で、こういう事業が使えて、短い距離

の中で、これも施設となれば別であるけれども、

そういう家庭から出てきた排水を流すとか、そ

ういう関係のもので使えるものがあるのかなと

いうことが頭にあったもんですから、質問させ

てもらいました。

できれば、そういうものも10分の10ぐらいで、

今後は、国にやっぱりお願いをしていかないと、

全て２分の１とか10分の３とか４では、もう高

齢化になってきて、なかなか出し前を渋る人た

ちも結構いらっしゃるんです。だから、できる

ことならば、そういうものも、今後、国に10分

の10で、あるいは10分の８か９ぐらいで、安価

なもので、そういう排水あたりが設置できるよ

うな事業も取り組んでもらうといいがなと思い

ましたので、一応話をさせていただきましたし、

要望しておきたいと思います。

○甲斐農村整備課長 済みません、先ほど３地

区と言いましたけれど、その３地区につきまし

て、西都で黒生野、三財川南、岩崎の処理区で

機能診断を行う。先ほど、構想策定と言いまし

たけれども、西都市は機能診断だけをやらせて

いただくことで計画してございます。

○押川委員 わかりました。さっきの後のその

要望、できるだけ課長、そういう方向でお願い

をしておきたいと思いますが、いかがですか。

○甲斐農村整備課長 水路の改修等につきまし

ては、現在、今いろんな事業等をやって改修し

ているところでございます。そういう御意見等

もございますので、国に対して、話を伝えてい

きたいと考えております。

※このページ右段に訂正発言あり
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○押川委員 お願いします。

農地・水管理事業でやってるんですけれど

も、10メートルも行けばいいぐらいで、なかな

か進まないんですよ。できれば、そういうよう

なことの中で、安価なもので、そういった事業

ができるようにしてもらうと助かるなという思

いがしたから。ぜひ、しっかり国にもお願いし

ておきたい思います。

○右松委員 １点、伺いたいと思います。

36ページの畑作イノベーションの中の畑かん

マイスターなんですけれど、平成24年からスタ

ートされておられると聞いておりますけれど、

委嘱の状況が、人数的にどういうふうな推移を

してるのか、そこを教えてください。

○竹下畑かん営農推進室長 最初は20名でござ

いましたけれども、昨年度25名にふやして、今

現在25名でなっていただいております。

○右松委員 畑かん施設の利用者といいますか

農家さんが、また農家の方に広げていただくと

いうような使命だと思いますけれど、20名、25

名、多い少ないちょっとわかりませんが、具体

的な成果というか、やはり、この導入効果があっ

たと思ってるんですけれども、効果を教えてく

ださい。

○竹下畑かん営農推進室長 畑かんマイスター

の方は、実際、地元の農家さん、先駆け的にい

ろんなことをやられている農家さんでございま

す。

ですから、その方々がＳＡＰの皆さんとか、

部会のほうで研修会に参加していただいたり、

あるいは散水器具の展示会なんかをやっており

ます。その際にも来ていただいて、実際どのよ

うに活用するのか、そういう説明をしていただ

いたりしております。

そういった地元の農家の代表の方ですので、

耳を傾けていただける。我々県の職員あるいは

市町村の職員が行くよりも、より効果的にわかっ

ていただけるんじゃないかなということでおり

ます。

○右松委員 具体的に、導入のいい効果がある

ということのわかるような、そういうのはわか

りませんか。

大変効果はあると思っていますけれども。

○竹下畑かん営農推進室長 具体的な例で一つ

申し上げますと、大規模な畑作経営ということ

になりますので、畑かんとは直接結びつかない

んですけれども、農業機械のアタッチメントを

より簡素化、省力化できるようなものを提案し

ていただいたりして、それを実際使っていただ

いて見ていただくというようなことをやってい

ただいております。

○右松委員 先進的な取り組みだと伺っていま

す。曽於市とかの数も含めて、本県の取り組み

に期待していますので、よろしくお願いします。

○徳重委員 農村計画課の35ページの、先ほど

有岡委員からも出たんですが、「儲かるイメージ」

拡大事業というのがあるわけですが、実習圃場

が設置されておると思います。どれぐらいのも

うけがあったかというものが例示としてあれば、

ひとつ教えてくださるとありがたいけれども。

何でどれだけつくって、どれだけもうけがあっ

たというか。

○竹下畑かん営農推進室長 経営的な収支は、

来年度から、この新規事業で行っていく予定な

んですけれども、今まで収量とか品質の向上、

そういったものの検証をしてきております。

代表的なもので申し上げますと、加工用のニ

ンジン─ジュースになるニンジンでございま

すけれども、畑かんを利用したところと畑かん

を利用してないところで約1.5倍の差が収量でご



- 131 -

平成28年３月９日(水)

ざいました。

そのほかとして、お茶なんですけれども、ク

ワシロカイガラムシという害虫がございます。

畑かんの水をまくことによってクワシロカイガ

ラムシがほとんど死滅すると、そういった効果

がございまして、薬剤を使わなくて済むとか、

そういった効果もございます。

○徳重委員 こういった実績を、できるだけ農

家にわかりやすく説明していただいて、拡大し

ていただきますようにお願いしておきたいと思

います。

○渡辺委員長 ほかにございますか。よろしい

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、ここで本日の審議は

終了したいと思います。

あしたの第４班につきましては、あす10時か

ら再開ということにしたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。

それでは、本日の審議を終了いたします。

午後３時38分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
中 田 哲 朗

（ 総 括 ）

農政水産部次長
三 好 亨 二

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
山 田 卓 郎

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 大久津 浩

連 携 推 進 室 長 山 本 泰 嗣

営 農 支 援 課 長 日 髙 正 裕

農業改良対策監 児 玉 良 一

食 の 消 費 ・
河 野 和 正

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 河 野 善 充

畑かん営農推進室長 竹 下 裕一郎

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 兼 田 正 之

漁 村 振 興 課 長 田 原 健

漁港整備対策監 川 越 克 彦

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験副場長 鎌 田 紀美朗

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 神 田 美喜夫

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴につきましてお諮りい

たします。宮崎市の矢幡智美さんほか１名から、

執行部に対する質疑を傍聴したい旨の申し出が

ありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

許可することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

〔傍聴人入室〕

○渡辺委員長 傍聴される皆様にお願いいたし

ます。傍聴人は、受け付けの際にお渡しした傍

聴人の守るべき事項にありますとおり、声を出

したり拍手をしたりすることはできません。当

委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴

平成28年３月10日(木)
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してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただくようお願いいたします。

それでは次に、水産政策課、漁村振興課の議

案の審査を行います。

まず、議案につきまして、水産政策課から順

次説明を求めます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の323ペ

ージでございます。

水産政策課の当初予算額は、一般会計で26

億4,006万9,000円、沿岸漁業改善資金特別会計

で１億4,496万3,000円、合計で27億8,503万2,000

円をお願いいたしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

326ページをお開きください。

上段の（事項）水産金融対策費の説明欄１の

漁業近代化資金利子補給金7,479万4,000円でご

ざいますが、これは、漁業者等の漁船建造やエ

ンジン、機器類の更新などの促進のため、低利

融資制度である漁業近代化資金貸し付けにおけ

る利子補給金でございます。

（１）の漁業近代化資金利子補給金の欄が法

定の利子補給分で融資枠が12億円であり、この

うち８億円分については、経営転換等一定の条

件に合致するものについて、（５）にお示しをい

たしております未来みやざき漁業推進資金で県

単の上乗せ利子補給を行うものでございます。

このほかの（２）から（４）の欄は過去の貸

し付け分であり、県単の上乗せ利子補給を行っ

たものでございます。

次に、４の漁業協同組合機能・基盤強化推進

事業の６億1,804万円でございますけれども、こ

れは、現在進めております漁協の信用事業の信

漁連への譲渡に際し、幾つかの漁協において譲

渡不足金等が発生し、多額の借り入れが必要と

なったことから、金利負担を軽減し、経営改善

計画に沿った体制や事業の合理化を支援するた

め、低利融資を行う新漁連に預託を行うもので

ございます。

次に、下段の（事項）資源管理対策費の説明

欄の２の未来をつくる資源造成推進事業、1,461

万8,000円でございますけれども、これは、本県

の沿岸漁業の漁獲の安定や増加を図るため、漁

業者が資源評価に基づいて取り組みます種苗放

流や小型魚の保護などの資源管理の計画づくり

や実践を支援するとともに、遊漁者に対する資

源管理の普及啓発を行うものでございます。

次に、説明欄３の新規事業「藻場・干潟等の

保全による沿岸漁場の回復支援事業」につきま

しては、後ほど漁業・資源管理室長から御説明

いたします。

次に、327ページをごらんください。

一番上の説明欄４、うなぎ資源管理強化対策

事業、5,648万1,000円でございますが、これは、

資源の減少が指摘されておりますニホンウナギ

の持続的な利用を確保するため、国が進めてお

りますウナギ資源管理の取り組みを適正かつ円

滑に進められるよう、稚魚池入れ量の制限に係

る指導や密漁防止のための監視、稚魚流通の適

正化に係る調査等を行うものでございます。

次に、説明欄５の宮崎県内水面振興センター

経営基盤強化対策資金、１億円でございますが、

この事業は、一般財団法人宮崎県内水面振興セ

ンターに対し、運転資金として無利子の短期融

資を行うものでございます。

次に、その下の（事項）水産物流通加工対策

費の説明欄３、宮崎のさかなビジネス強化・拡

大推進事業、983万1,000円でございますが、こ
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れは、漁業者の所得向上や県内における水産物

の付加価値の増大を図るため、漁連と漁協が連

携した新しい水産物販売体制の構築を促進する

とともに、漁業者や商工業者等によるマーケッ

トインによる商品づくりや情報発信の取り組み

を支援するものでございます。

次に、中段の（事項）地域漁業経営改革対策

費の説明欄１の漁業経営安定対策資金、５億円

でございますが、これは、燃油価格等の高騰に

備えた国の漁業経営セーフティーネット構築事

業への加入を促進するため、信漁連が実施いた

します無利子貸し付け事業を支援するため、必

要な原資を貸し付けるものでございます。

次に、２の改善事業「ＪＡＰＡＮキャビア基

盤確立支援事業」につきましては、後ほど委員

会資料で御説明いたします。

次に、328ページをお開きください。

一番下の（事項）水産業試験費、１億5,614

万3,000円でございますが、これは、水産試験場

の試験研究に要する経費でございます。水産資

源の管理や漁場予測技術、藻場の造成技術、さ

らには水産物の品質向上技術の開発など、資源

の持続的利用や漁業の収益性向上に関する課題

に取り組むこととしております。

次に、330ページをお開きください。

沿岸漁業改善資金特別会計、１億4,496万3,000

円でございますけれども、これは、沿岸漁業者

に、経営改善、生活改善及び新規着業に必要と

なる資金を無利子で貸し付けるものでございま

す。なお、貸し付け枠は説明欄の１にあります

とおり、１億4,401万5,000円をお願いいたして

おります。

次に、新規・重点事業の前に、債務負担行為

について御説明いたします。

お手元の常任委員会資料の４ページをお開き

ください。

下から２番目の欄になります。平成28年度漁

業近代化資金利子補給及び漁業経営維持安定資

金利子補給について、期間及びその限度額の設

定をするものでございます。

次に、新規・重点事業について説明いたしま

す。

常任委員会資料、同じく39ページをお開きく

ださい。

ＪＡＰＡＮキャビア基盤確立支援事業につい

てでございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、平成25年に発売を開始しました「Ｍ

ＩＹＡＺＡＫＩ ＣＡＶＩＡＲ 1983」が、そ

の品質が高い評価を受け、国内のブランド確立

をしつつございますが、今後の生産増大や海外

産キャビアの急増などに対応するため、キャビ

ア製造体制及び販売体制の強化を図り、持続的

な成長産業化を促進するものでございます。

右のページの上の取組状況・課題にあります

表をごらんください。

平成27年現在、約200キログラムのキャビアを

販売しておりますけれども、今後、順調に増加

する見込みであり、来年には270キロ、再来年に

は倍以上の量に増加する見込みとなってござい

ます。

増加が見込まれる中での課題でございます。

その下に書いてありますけれども、まず、①の

国内キャビア市場が非常に限定的であるという

点でございます。国内のキャビア市場は、近年、

約６トンで推移しており、右の円グラフの斜線

で網かけをしております高価格のキャビアにつ

いての市場が全体の４％でございまして、需要

の主体は外食向けの安い海外産となっておりま

す。また、②に示しておりますように、今後、
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ＥＵ及び中国を主体とした海外産キャビアの急

増が見込まれております。さらに、③のとおり、

本県キャビアの増加に対応するため、施設整備

が不可欠でございます。

このように、海外も含めた厳しい市場競争に

打ち勝っていくため、製造、販売体制の強化が

課題となっております。

このため、図の中ほどの対策に記載しており

ますが、従来の優良種苗の安定供給等に加え、

効率的にキャビアの製造を行う施設の整備、国

内外の販路開拓による販売力の強化などを推進

し、本県キャビア産業の持続的な成長を促進し

てまいりたいと考えております。

前のページに戻っていただきまして、２の

（５）でございますけれども、事業内容、①優

良種苗安定供給事業においては、大型種苗の安

定供給などを行い、②のキャビア製造体制確立

事業において、今後の増産に対応した効率的な

ＨＡＣＣＰ対応のキャビア施設の整備を支援す

るとともに、③及び④において、国内外の販路

開拓やトップセールスなどによる販売力の強化

を図ることとしております。

上のほうでございますけれども、予算額

は8,797万8,000円、事業期間は平成30年度まで

の３年間をお願いいたしております。

なお、平成27年度、先日説明をさせていただ

いた２月補正の予算、プラスＪＥＴＲＯで攻め

る輸出拡大産地育成事業のうち、日本初！ＪＡ

ＰＡＮキャビア海外展開加速化支援事業におい

ても、地方創生加速化交付金を財源としまして、

ＨＡＣＣＰに対応したキャビア施設の整備を計

画しているところでございます。

これは、ただいま説明したとおり、来年のキャ

ビア製造量が、現在の施設の製造能力を上回る

懸念が発生するとともに、海外の販路開拓に向

けＨＡＣＣＰの取得も必要となったことから、

これらに対応した新たなキャビア製造施設の整

備が必須となる中、事業主体の負担が軽減され

るよう、国の補助率の高い地方創生加速化交付

金で計上させていただいたものでございます。

しかし、地方創生加速化交付金が公募制である

ことから、採択にならなかった場合でも、施設

整備が来シーズンのキャビア製造に間に合うよ

う、万全を期して、当初予算でも水産庁の補助

事業による施設整備費を計上させていただいた

ものでございます。

私のほうからは、以上でございます。

○兼田漁業・資源管理室長 漁業・資源管理室

でございます。

新規・重点事業について御説明させていただ

きます。

お手元の常任委員会資料の37ページをお開き

ください。

藻場・干潟等の保全による沿岸漁場の回復支

援事業であります。

この事業は、１事業の目的・背景にあります

ように、近年の漁業者の減少や高齢化により、

水産生物のよりどころとなります藻場や干潟の

十分な管理が困難となっていることから、漁業

者による漁場環境保全活動を支援し、沿岸水産

物の増産を図るものでございます。

右側の38ページをごらんください。

具体的には、中ほどの枠にございますように、

沿岸漁場の回復活動支援事業といたしまして、

国の事業も活用しながら、藻場を食害するウニ

の除去活動、海底清掃等の取り組みに対しまし

て、必要な経費の支援を行ってまいります。

さらに、これらの活動が効果的に行われます

よう、県といたしましても、現場での技術指導

等を積極的に行い、さらなる活動の推進や活動
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規模の拡大に向けて取り組んでまいります。

これらの取り組みを進めますことにより、下

段にありますように、県内の藻場面積の拡大、

漁場環境・自然環境の維持改善を図りまして、

将来的な沿岸水産資源の増大、漁業生産の増加

を実現してまいりたいと考えております。

左側の37ページに戻りますけれども、予算額

は670万3,000円、事業期間は平成30年度までの

３年間でお願いしております。

水産政策課からは、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○田原漁村振興課長 漁村振興課でございます。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の331ペ

ージをお開きください。

漁村振興課の平成28年度の当初予算額は、一

般会計で36億4,211万3,000円をお願いしており

ます。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

333ページをお開きください。

３番目の（事項）内水面漁業振興対策費の１

億9,358万3,000円でございます。

これは、河川の魚類資源維持を図るために要

する経費でありますが、説明欄１の河川放流委

託事業につきましては、アユやヤマメ等の稚魚

の放流を実施するものでございます。

また、３の特定疾病対策事業につきましては、

コイヘルペスウイルス病などの特定疾病発生時

におけるへい死魚の回収処理等に要する経費で

ございます。

次に、下の（事項）栽培漁業定着化促進事業

費、4,296万3,000円でございます。

次のページをごらんください。

説明欄３の改善事業「高品質カンパチ人工種

苗供給体制確立事業」につきましては、後ほど

別添資料で御説明いたします。

次に、（事項）漁業生産担い手育成事業

費、1,566万7,000円でございます。

説明欄１の新規事業「未来へつなぐ漁業担い

手育成総合対策事業」では、新規就業や収益性

の向上を図ろうとする本県漁業の将来を担う漁

業者を、計画的、総合的に確保・育成すること

を目的に設立された公益社団法人宮崎県漁村活

性化推進機構が行う担い手対策事業を支援しま

す。

次に、説明欄２の改善事業「浜の元気と知恵

を活かした活力にあふれた漁村づくり促進事業」

では、漁業士など、浜の活動の中核となるリー

ダーの育成と活動支援に加え、普及活動により、

これらの活動等をサポートすることで活力にあ

ふれた漁村づくりに取り組みます。

また、説明欄３の新規事業「次世代につなぐ

離島漁業支援事業」では、本県漁業において重

要な地域である島野浦において、国の離島漁業

再生支援交付金制度を活用し、漁業の再生を図

ることで、次世代につなぐ持続可能な地域づく

りを推進します。

次に、335ページをごらんください。

（事項）沿岸漁場整備開発調査事業費の7,464

万1,000円でございます。

説明欄２の「海の天気図」でつくる新しい漁

業創生事業につきましては、後ほど別添資料で

御説明いたします。

また、その下の（事項）水産基盤（漁場）整

備事業費についても、後ほど別添資料で御説明

いたします。

次に、336ページをお開きください。

一番下の（事項）水産基盤（漁港）整備事業

費でございますが、こちらも後ほど別添資料で

御説明いたします。
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次に、337ページをごらんください。

一番下の（事項）漁港災害復旧事業費の１

億7,422万8,000円と、ページをめくっていただ

き、338ページの（事項）水産施設災害復旧事業

費の6,859万4,000円でございます。

これらの事業費については、台風等で災害が

発生した際の調査費や復旧工事に要する経費を、

それぞれ計上させていただいております。

続きまして、平成28年度の新規・重点事業に

ついて御説明をいたします。

常任委員会資料の41ページをお開きください。

改善事業「高品質カンパチ人工種苗供給体制

確立事業」でございます。右側のページをごら

んください。

現状と課題欄の左の円グラフは、平成25年の

本県の養殖魚種の生産額を示したものでござい

ますが、34％をカンパチが占めておりますよう

に、本県の主要養殖魚の一つでございます。

次に、右のグラフをごらんください。カンパ

チは、本県においても種苗の７割を中国で漁獲

される天然種苗に依存しております。しかしな

がら、中国産天然種苗は、供給量や価格が不安

定であることから、養殖業者のニーズに合った

良質で安価な人工種苗を、県内で安定供給する

体制の構築が急務となっております。

そこで、県では、かねてより人工種苗の生産

技術の開発を進めてまいりましたが、人工種苗

は天然種苗に比べて、より高度な飼育技術が必

要であることから、普及が課題となっていまし

た。このため、中ほど、事業の内容にあります

ように、①の種苗性の改善と同時に、②の中間

育成の実施により、養殖業者が飼育しやすい大

型種苗の供給体制の構築に取り組みます。また、

事業を進めるに当たっては、③の種苗性の評価

を行いながら、事業の改善に努めることとして

おります。

この結果、事業の効果にありますように、良

質で安価な人工種苗の普及によるカンパチ養殖

の経営改善と安定化が図られると考えておりま

す。

左の41ページに戻っていただき、２の事業概

要ですが、予算額811万6,000円、事業期間は平

成28年度からの３年間となってございます。

次に、43ページをお開きください。

新規事業「「海の天気図」でつくる新しい漁業

創生事業」でございます。

この事業では、水産試験場が開発しました宮

崎オリジナルの海の天気図を活用した操業支援

の充実と、漁協が中心となった新規就業者の受

け皿の整備を支援することで、沿岸漁業者を育

て、もうかる漁業の実現と浜の活力強化による

新たな漁業スタイルを構築しようとするもので

ございます。

右側のページをごらんください。

上の「いままで」という欄にありますように、

漁業者の大半は、水温・潮流といったさまざま

な海況情報をもとに、それぞれの勘と経験に照

らして判断を行いながら操業を行っております。

したがいまして、一定以上の収入を得るまでに

は、個人差はありますが、ある程度の歳月を要

することとなり、特に新規就業者にとっては、

船の購入費と合わせて、着業時の大きなハード

ルとなっています。

そこで、「これから」の欄、中段から下、左側

の図に、海の天気図を活用した新しい漁業スタ

イルによる漁村活性化としてお示ししておりま

すように、既存事業を含めた３つの事業の連携

による新たな漁業スタイルを提案してまいりま

す。

まず、海の天気図では、水温、潮流の方向や
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強さ等の操業支援情報の提供範囲と内容を拡充

させることで、勘と経験にかわってＩＣＴを活

用できる漁業担い手を育成します。

浜の力では、漁協等が中心となった雇用型漁

業の起業を支援し、新規就業者の受け皿となる

雇用の場を整備しますが、さらにその新規就業

者に海の天気図等を活用した実践的な教育を行

うことで、新規就業者のスキルアップを図りま

す。

最後に、既存事業の漁業情報データベースで

は、浜の力で得られる収益性改善の実証データ

等を取り込み、海の天気図へ海の天気図へフィ

ードバックすることで、提供する操業支援情報

の充実を図ってまいります。

これらにより、右端の事業効果ですが、大き

く２つ、頭に星印をつけて掲げておりますが、

新たな漁業経営モデルの創出と普及が促進され

るとともに、新規就業者の定着による漁村地域

の活性化が図られるものと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要ですが、予算額7,200万円で、財源の２

分の１は国の地方創生推進交付金、事業期間は

平成28年度を予定しております。

次に、45ページをお開きください。

水産基盤（漁港・漁場）整備事業でございま

す。右側のページをごらんください。

まず、左側の列、漁港整備事業ですが、下方

向に示してございます４つの体系により整備に

努めてまいります。

１つ目の静穏度の確保と災害に強い基盤整備

では、水産物の安定供給、作業環境の向上や台

風など各種災害の被害軽減のために、防波堤や

係留施設等の整備を行います。

２つ目の計画的かつ適切な老朽化対策では、

老朽化施設の長寿命化、更新コストの平準化・

縮減を図るために、漁港施設の機能保全工事を

行います。

３つ目の就労作業の安全確保対策では、漁業

従事者の就労作業時の安全確保を図るために、

浮き桟橋の整備を行います。

一番下の快適な漁村環境の保全・整備では、

快適で潤いのある漁村空間の形成のために、緑

地広場等の整備を行います。

次に、右側の列、漁場整備事業ですが、２つ

の体系により整備を進めておりまして、１つ目

の魚礁漁場の効果的な整備では、安定的な漁獲

や燃油等のコスト削減を図るため、中層型浮き

魚礁を用いた漁場整備を行うほか、２つ目の漁

場の基礎生産力の向上では、餌環境の向上や資

源の増大を図るため、餌料培養礁による増殖場

整備などを行うこととしてございます。

これらを実施することにより、右下でござい

ますが、長期計画の基本目標である資源の回復

と経営力の強化による持続可能な水産業・漁村

の構築、これの実現を進め、豊かな資源の確保

や快適な漁村の創造に努めてまいります。

前のページに戻りまして、45ページの２の事

業概要の（５）事業内容に主な事業を示してお

りますが、①の水産環境整備事業では、先ほど

御説明した漁場の整備を行い、②の水産流通基

盤整備事業から⑥の農山漁村地域整備事業では、

漁港整備を行うこととしてございます。

なお、平成28年度の予算額は、２の（１）に

示しておりますとおり、21億6,643万4,000円を

お願いしております。

最後に、64ページをお開きください。

議案第40号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」でございます。

漁村振興課分は、下のほうの表にありますよ

うに、水産基盤整備事業に要する経費に充てる
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ため市町村負担金を徴収するもので、地方財政

法第27条第２項の規定等によりまして、議会の

議決に付するものであります。

この負担金の設定に当たりましては、あらか

じめ対象となる市や町の意見をお聞きし、その

結果、異論がない旨の回答を得たものでありま

す。

なお、負担金の割合は、事業費の100分の10と

しております。

漁村振興課は以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。議案

に関する説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 一番最初からと思っています。藻

場の回復であります。議会等でも、いろいろと

一般質問でも取り上げられたりとかされており

ますけれど、やはり、まずは減少の要因といい

ますか、海水温の影響とか、あるいはウニの影

響とか、こういった藻場の減少の要因と、それ

から、もしわかればサザエとかの減少、どういっ

た影響が起きているのか、そのあたりを教えて

もらえるとありがたいです。

○兼田漁業・資源管理室長 藻場減少の要因で

ございますけれども、水産試験場での調査研究

を行ってまいりました結果、冬の間の水温が下

がり切らないということで、もともと海藻を食

べておりましたウニでありますとか、食性とい

いますけれども、海藻を食べます魚の活動が冬

の間も続くということで、本来でありましたら

海藻が生き延びまして繁殖するはずであったも

のが、限界を超えて食べられてしまうというこ

とで減少するということがわかってきておりま

す。

それから、漁獲への影響でございますけれど

も、藻場の役割といいますのが、さまざまな沿

岸の魚、本県でいいますと全体の漁獲の１割程

度の魚が藻場の影響を受けて生活していると言

われておりますけれども、そういった魚の幼少

期、小さいときの安全である、餌である、そう

いった環境として、住む場所である、繁殖する

場所であるといった役割といったものが減少し

ていくということで、影響はかなり大きいのか

なと考えております。

○右松委員 新規事業になってますけれど、い

ろいろと継続的に研究もされたりとか、藻場の

回復にも取り組んでおられるとは思うんですけ

れども、予算額が670万ということで大きい課題

がある中で、予算額はこの措置をされています。

ちなみに、地区的には日向とか串間とかいろ

いろありますけれども、これは、どういったと

ころを回復していくお考えなのか教えてくださ

い。

○兼田漁業・資源管理室長 この予算では全県

的に、現状では15カ所、県北から県南に至るま

で、それぞれの場所での藻場の回復であります

とか、具体的にはウニの駆除でありましたり、

植食性魚類の駆除でありましたり、そういった

活動を全県的に行っているところでございます。

○右松委員 手法としては、ウニの駆除、それ

からウニフェンスであるとか、あるいは流れ藻

のキャッチャーとか、一般的な手法だとは思う

んですけれども、もう少し詳しくお願いします。

○兼田漁業・資源管理室長 ウニの場合で申し

上げますと、１平方メートル当たり３個以内に

すれば、ウニも身入りといいますか、利用でき

るような状態になりますし、藻場への影響とい

うのも減るということで、具体的に漁業者の方

々にそういった数値的なものを示しまして活動

いただいております。
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それと、植食性の魚類等につきましては、具

体的に建て網を仕掛けまして駆除を行う等の作

業を行っていただいております。

○右松委員 あわせて藻場の形成もされていか

れるとは思うんですけれども、この事業効果が30

年度の目標として53ヘクタールということで、

いろいろと取り組んでおられることだと考えて

ます。

一方で、これはもう一概に比較はできません

から、決してそうしてほしいというわけじゃあ

りませんけれど、長崎県が、やはり同じように

当然苦しんでいる中で、10年間で2,000ヘクター

ルという、ちょっとびっくりするぐらいの数字

で目標を立ててます。

やはり、漁業関係者の方々と、いろいろと意

見交換をしていただきながらされておられると

思いますけれど、予算措置も含めて、これはしっ

かりと精力的に藻場の回復には努めていただき

たいと思っております。

この辺の先を見越した今後の展開を、最後に

伺いたいと思います。

○兼田漁業・資源管理室長 この藻場・干潟の

保全につきましては、もともと国のほうで水産

基本法というのを定めておりまして、多面的機

能の確保といったことから、今年度までは国が

全額支出をしてやっておりますけれども、来年

度以降は、地元の負担も必要だということで続

けていくこととしております。

今後につきましては、それぞれの地域での主

体的な活動を取り込んでいきながら、現実に水

揚げ増につながるような形で取り組んでいきた

いと思います。

それから、漁業者が主体で行うわけでござい

ますけれども、当然、河川からのいろんな影響

であったり、一般県民の方々というのも、やは

り原因の一部ということもございますので、一

般県民の方々の意識についても啓発を図りなが

ら、ともに進めていくような形で広がりを持た

せていきたいと考えております。

○右松委員 ぜひ資源の回復に、これからも努

めていただきたいと思います。お願いします。

○太田委員 これを歴史的に見た場合、江戸時

代とかそれ以前の時代から、藻場というのはずっ

と存在してきたわけで、水中眼鏡もなかった時

代にウニは繁殖はしてたと思うんです。もちろ

ん、ウニの食害っていうのは基本的にあるだろ

うとは思いますが。今はウニをとって、そして

それをすしのネタにしたりして、そういった商

売もあるわけで、ウニだけということでは何か

足りないような感じもして。例えば、海の濁り

というか日照が十分当たらないことによる、そ

ういった藻場の形成ができないとか、それかホ

ルモン攪乱物質、そういったものの影響とか水

質の問題とか。言われている水温の関係でウニ

が冬場も活躍するようになったというのは、確

かに説得力のあることではあると思うんです。

ただ、それだけだろうかなという気もするんで

す。ウニが繁殖するなら、逆にウニの産業がもっ

と発達してもいいかなと、それで調和がとれる

んじゃないかなと思うんですが、ウニ以外の問

題はないんでしょうか。

○兼田漁業・資源管理室長 先ほど、ウニの例

で申し上げましたけれども、ウニがふえ過ぎて

藻場が枯れていくといった現象は、ウニ自体は

繁殖してふえますけれども、数がふえ過ぎまし

て、ウニが生きているだけの状態で、商業的な

利用価値はない状態になっているものでござい

ます。ですから、適切な平米当たり３個以下に

しますと、ウニも生殖巣がふえてきまして商業

的な利用価値が出てくるということで、バラン



- 141 -

平成28年３月10日(木)

スをとれば、漁業者もきちんと利益が出るといっ

た考えで行っております。

それから、ほかの濁りとかの関係については、

当然予測される、現実に長期的な水温の上昇と

いったものが原因と言われておりますけれども、

水産サイドとして取り組めるものが、現実に影

響を及ぼしております魚類でありますとかウニ

等の除去、そういった活動ということで、現実

に漁業者の方が参画して行うということで取り

組める問題としまして、このような対策を講じ

ているところでございます。

○太田委員 いろいろあると思いますが、わか

りました。

○徳重委員 キャビアについてお尋ねしてみた

いと思います。「日本一」キャビア産地づくりと

いうことで、知事も先頭に立って頑張っていた

だいているところでありまして、大変喜んでお

ります。ところで、去年、ことし、25年、26年

度はそれぞれ完売したということで、今、27年

度、200キロを販売中ということでございます。27

年度も終わるわけですが、完売されているのか

どうか、ちょっとお尋ねしたいと。

○成原水産政策課長 途中経過ということでご

ざいますけれども、順調に推移をしているとお

聞きをしておりますので、完売すると見込んで

おります。

○徳重委員 ところで、これは値段が、海外産

がほとんどだと思うんですが、海外産と国内産

との値段の差はどれぐらいのものでしょうか。

○成原水産政策課長 我が国の市場におけると

いうことでございますけれども、この円グラフ

の黒塗りをしているところが、レストラン・ホ

テル向けの安価な輸入のキャビアであろうと調

査結果としては出ていると。その価格というの

は、グラム当たりにすると150円から200円ぐら

いのものであるということで、基本的には本県

のキャビアの20グラム入りの１万円とか１

万2,000円と比べれば非常に安い状況になってい

ると、ほとんどは輸入物であるということでご

ざいます。

○徳重委員 そう考えますときに、これが知事

のトップセールスで売り出そうとしてみても、

非常に厳しいんじゃないかなと。これから先を

考えたときに、ことしが270キロ、あるいは29年

度、２年後には450キロと。最終的には何年後に

一番ピークというか、例えば、５年後にはどれ

ぐらいの出荷量になると想定されていますか。

○成原水産政策課長 切りのいいところで、５

年後と申しますか、平成35年には1.5トンになる

という予測を、現時点では立てているというこ

とでございます。

○徳重委員 35年1.5トンということになります

と、まだ六、七年あるわけですが、これだけ高

い単価で販売ができるかというと、非常に厳し

いんじゃないかなという感じが一般的にするわ

けですけれども。単価を下げた場合は非常に厳

しくなるのかなという感じがするもんですから、

皆さん方としては、これで販売ができると見て

いらっしゃるのかどうか、お尋ねしてみたいと

思います。

○成原水産政策課長 厳しい競争に打ち勝つと

いう意味合いにおいては、その販売単価という

ものを実現するために、一方ではコスト削減と

いうことで、製造部分のコスト削減、それから

養殖におけるコスト削減というものを進めつつ、

本県キャビアの成長産業化のためには、やはり

高級キャビアという部分を非常に大事にしなが

ら市場の開拓を進めていくという観点も非常に

重要だと考えておりますので、その二面で、我

々としては対応していきたいと考えており、海
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外市場も早く進出をして開拓をしていきたいと

考えているところです。

○徳重委員 当然、国内だけでは、品質的に優

秀なキャビアを販売するということは非常に厳

しいかなという感じはしておりますので、努力

をしていただきたいと思いますが。国内での競

争相手というか、他県でキャビアの生産が進ん

でいる県というのはどういう状況で、宮崎と同

じぐらいの規模になるのか、あるいは弱小で、

そんなに大きく望めないのか、国内の状況につ

いて、お知らせください。

○成原水産政策課長 まとまった情報はないも

のですから、私どもが調べた範囲内において、

国内において、現在23経営体が実施をしている

とつかんでおります。ただ、規模については、

それぞれのところが明確な情報を発信しており

ませんので、なかなかつかみにくい状況にござ

います。

ただ、茨城に、ある種苗供給会社があります

ので、そこから順調に種苗が出荷をされている

という情報もありますので、今後、産地形成と

いうものもできてくる可能性もあるので、私ど

もとしては、その情報収集に努めながら、本県

キャビアの優先性といいますか有益性というも

のをキープするために努力を続けていきたいと

考えております。

○徳重委員 せっかく、ここまで努力していた

だいて結果を出していらっしゃるわけですから、

ぜひとも、日本国内では宮崎しか優秀なキャビ

アはできないんだということで頑張っていただ

いて、海外進出も目指していただきますように

お願いをしておきたいと思います。答弁は結構

です。

○右松委員 私もキャビアは大変期待をしてお

ります。調べましたら、かなり、いろいろ進化

をしていると聞いてまして、例えば「Ｍｉｇｎ

ｏｎ」という形であるとか、あるいはキャビア

の新しい食べ方として「カラフルブリニセット」

というふうなことも聞いています。

ですから、いろいろと創意工夫をされて、キャ

ビアの売り方といいますか、いろいろ開拓をし

ながら、考えながら商品開発なりをされていらっ

しゃると思いますけれども、キャビアをいろい

ろと進化をさせていく考え方を教えていただけ

ればありがたいなと思っています。

○成原水産政策課長 今後、先ほどから申し上

げているように競争が激化するということ、海

外でもそれは変わらないだろうと思いますので、

一つは、商品構成もさることながらですけれど

も、さらに評価の高いキャビアが製造できるよ

うな魚種の開発に現在も取り組んでおりますの

で、それを早く実現をさせていきたいと。これ

はロシアチョウザメという種類でございますけ

れども、そういう戦略も立てて進めていきたい

と思っておりますし、さらなる高級なキャビア

のラインナップというものも、ロシアチョウザ

メの種苗生産にあわせて展開をしていきたいと

考えております。

○右松委員 先ほど、徳重委員のほうからもあ

りましたけれど、かなり好評で、伊勢丹とか、

それから三越ですか、あのあたりでまだ確認し

てませんけれども、売り切れ状態で半年待ちと

かという話も聞いています。

現状、一流デパートも含めて、あるいはレス

トラン関係との提携とか、そういった国内開拓

の状況が今どうなっているのか、今後の展望、

見通しも含めて教えてください。

○成原水産政策課長 販売ルートといたしまし

ては、まずはキャビア組合のホームページ、ネッ

トでの販売、それから高級と言われる百貨店、
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それからレストランなどを中心に行っておりま

すが、先ごろも報道されてましたようにＡＮＡ

の機内食への採用という部分も開拓をしてまい

りました。今後、海外に行くに当たって、航空

路線における機内食への提供というところも引

き続き強化をして、より、外国の方に情報提供

をしていけるように展開をしていきたいと考え

ております。

○右松委員 それから、魚肉、肉のほうも、や

はり価値があるといいますか、生かし方がいろ

いろあろうかと思います。私の同級生が社長を

しています会社でも、このシロチョウザメの魚

肉を使った新しい商品をつくっているんですけ

れども、そういった食品加工における取り組み

の状況、また、今後の展開をあわせて伺います。

○成原水産政策課長 大きく分けまして、キャ

ビア組合等から魚肉を購入された、いわゆる加

工会社の方々が開発しておられる部分というの

が一つあります。それから、キャビア組合自身

が魚肉の加工ということで、先ごろもグリーン

カレーとかいうことで公表されましたけれども、

そういった開発も進めているということです。

さらには生鮮で、例えばフィレを出荷すると

いう形も将来有望と考えておりますので、生鮮

の切り身商材の開発とか、そういうものをキャ

ビア組合のほうは進めているという状況でござ

います。

○右松委員 最後にしますけれど、キャビアに

話を戻しますが、高級志向でいくと、やっぱり

庶民にも届くような、そういう声もありますけ

れども、宮崎キャビアとしては、長年かけたこ

とも含めて、それから味も含めて高級志向でい

くということで、先ほど話がありました。海外

展開、やはり期待をしているわけですけれども、

このあたりの手応えを教えてもらうとありがた

いです。

○成原水産政策課長 まだ申し上げられるほど

情報は得ていないというのが正直なところです

けれども、このキャビアを食べていただいた国

内のシェフの方々、それから今回のＡＮＡの採

用の際の判断基準での高評価、そういったこと

を踏まえますと、必ずや高い評価が得られるも

のであろうと考えておりますので、それに慢心

することなく、ヨーロッパ市場は本場ですから、

例えば品評会などに出して高い評価を得るとい

うステップを踏みながら、展開を図っていきた

いと考えております。

○右松委員 期待していますので、ぜひ頑張っ

てください。

○押川委員 関連でですが、やはりこのキャビ

アを増産をしていくために、この事業内容の①

大型種苗や新魚種の生産供給に必要な施設をす

るということでありますが、新魚種ということ

になれば、チョウザメの新しいものあたりが入っ

てくる、あるいはそういうもののための施設を

大きくするということなんでしょうか。そこを

教えてください。

○成原水産政策課長 今までも施設整備をして

きましたけれども、新たな魚種を、先ほども申

し上げましたようにロシアチョウザメという新

たな品種を、種苗生産技術を開発して、それが

また種苗供給ということになりますと、小さな

水槽がかなりたくさん要るということもありま

す。また、多くの機材が必要になるということ

で、例えば電気の容量みたいなものを少し大き

くしなければならないということもあって、そ

の辺のところも入っているということでござい

ます。

○押川委員 現在にあるところに継ぎ足される

のか、新たにつくるということの、どちらのほ
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うでしょうか。

○成原水産政策課長 既存の施設の補強と拡充

が基本でございますが、水槽については、新た

に小さな水槽を購入したりということが入って

ございます。

○押川委員 今後、海外あるいは国内もそうで

ありますが、その販売に向けていかれるわけで

すから、このくらいでいいのか、今後、またふ

やしていくということになってくるのか。そう

であれば、ある程度、もう思い切った形の中で

予算をつけながら対応していくということも、

１つの考え方なのかなと思います。この1,300万

の今回の予算で、30年度までは、この計画で540

キロまで上げるんだと、そのための施設と新魚

種あたりを入れていくということで理解をして

おけばよろしいでしょうか。

○成原水産政策課長 基本的には５万尾の種苗

供給をということで、ここ数年、取り組んでも

らって整備を進めているところでございます。

ただ、今後のキャビアの販売事業が、どのよ

うに成長していくかということも踏まえつつ

行っていく必要がありますので、現在進めてい

るマックス５万尾程度の施設に対応できるよう

になれば、これは目的が達成されたと考えます

ので、その目標に向かって整備を進めていきた

いと考えております。

○押川委員 ②も同じような形の中で整理をし

ておけばよろしいでしょうか。

○成原水産政策課長 この②は、先ほどちょっ

と御説明しましたけれども、キャビア事業協同

組合が整備する加工施設の部分でございます。

○太田委員 新聞でも報道されましたけれども、

機内食あたりにどんどん拡大しているというこ

とで、頑張っているなという思いでありました。

今、施設整備の話が出ましたが、キャビア事

業協同組合、これも、つくりたてというかそう

いう状況だろうと思うんですが、今、何社ぐら

いあって事業協同組合をつくっておられるんで

すか。

○成原水産政策課長 正組合員が15、それから

賛助会員が２ということで、合計17の組合員と

いうことになります。

○渡辺委員長 よろしければ、ほかのテーマで

も結構ですが。

○徳重委員 漁業は非常に大変だということで、

後継者も非常に少ないということをお聞きする

んですが。今のところ、新規あるいは後継者を

ひっくるめて、１年にどれぐらいの就業者、漁

業者になられる方がいらっしゃるのか。新規と

いう形でいいと思うんですが、年間、何人ぐら

いなんでしょうか。

○田原漁村振興課長 ここ10年ほどを平均しま

すと、大体41名程度が新規就業してございます。

○徳重委員 農業者に対しては就農奨励金みた

いな形で、きのうも出ておりましたが、500人ぐ

らいの就農者がいらっしゃるということなんで

すよね。150万程度の支援金を出しておるところ

ですよね。漁業関係の就農者に対しては、そう

いうのはないんですか。

○田原漁村振興課長 きのうの説明にもあった

かと思いますけれども、就農前の準備金と就農

後の給付金というのがございまして、水産の場

合は就農後の給付金というのはございません。

就農準備給付金というのはございます。

高等水産研修所が、そこで学んだ学生につい

ては、それが唯一認められているということで

ございまして、修業期間が11カ月ということな

ものですから、月割りで案分した結果、137万円

程度が給付されているということでございます。

○徳重委員 就農後の11カ月は、130万はいただ
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けるということになっているということですか、

確認です。

○田原漁村振興課長 済みません、ちょっと説

明がわかりにくくて申しわけございません。

就農後の給付金というのはございません。就

農前の準備金といいますか、それで高等水産研

修所に修業している学生について一部給付があ

るということでございます。

○徳重委員 １人に対しての金額を教えてくだ

さい。

○田原漁村振興課長 137万円でございます。こ

れは12カ月じゃなくて、その修業期間が11カ月

なもんですから、月割りの案分ということで137

万円になっているということでございます。

○徳重委員 137万円ということで、これは１年

ですか。

○田原漁村振興課長 はい、１年でございます。

○徳重委員 そうすると、営農就農金は何年で

したかね。

○大久津地域農業推進課長 青年就農給付金に

つきましては、研修等の準備型が２年間、就農

後が最大５年間の給付ということになっており

ます。

○徳重委員 同じ農林水産部ということで、漁

業も大変な仕事ですし、漁業と農業と、陸と海

とで、同じ就農者に対して、ちょっと差が大き

過ぎるかなという感じがするんです。ぜひ、漁

業就漁者に対しても同じような支援をすべきだ

と思うんですが、いかがでしょう。

○田原漁村振興課長 その支援の期間につきま

しては、農大校と高等水産研修所の修業期間の

違いと理解しております。修業後の給付金につ

きましては、確かに水産のほうでも、ぜひいた

だきたいということで、今、国に要望等の活動

をしてございます。

○徳重委員 若干のシステム上の違いはあるか

もしれませんが、できたら安心して安定して、

漁業につけるように検討していただきますよう

にお願いをしておきます。

○渡辺委員長 よろしいですか。関連でありま

すか。

○右松委員 関連といいますか、漁業関係の就

業関係の話で、43ページの海の天気図なんです

けれど、これは、我々が常任委員会で７月に青

島の水産試験場に訪問させていただいて、それ

で、こちらの海況情報はすごいなと思って、職

員さんがみずからソフトを開発されてつくられ

たということでありました。

今回、7,200万ということで予算額の措置をさ

れておりますけれども、大きく２つに分けられ

ているような組み立てになっています。海況情

報のソフト、情報サービスの拡充の部分と、そ

れから②の漁協と組んで雇用創出に伴う起業支

援ということで、このあたりの中身を詳しく教

えていただければありがたいです。

○田原漁村振興課長 委員御承知かと思います

けれども、①の海の天気図の高度化事業のほう

は、これまで水産試験場が独自に開発してござ

いました海の天気図を充実させていこうという

ものでございます。そのポイントはといいます

と、これまでは漁船についております潮流を計

測する装置とか、そういったデータを集めて、

それを発信するような仕組みだったんですけれ

ども、それだと、天気が著しく悪いときとかは

船が出てないもんですから、なかなか情報がと

れないと。それと、情報量にも限度があるとい

うことで、今は海洋短波レーダーというのがご

ざいまして、それで潮流とか、流向とか、そう

いったところをはかれると、カバーする面積も

広がるし、時間的なカバー度もアップするとい
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うことで、そういったことを進めていく前段階

といたしまして─基本的に、そのレーダーは

２台必要なんです。照射し合って、どこに流れ

ているというベクトルを出していく必要がある

もんですから─そういったことを検討する基

本設計ですとか、そういったものをするための

費用ということでございます。

それと、②の浜の活力を結集したという事業

でございますけれども、一つ念頭にあるのは、

宮崎市のほうで定置網を、漁協が中心となって

起業しようというような動きがあるものですか

ら、それを支援したいということでございます。

なかなか沿岸漁業に、改めて着業していくとい

うのが非常に難しい、所得が不安定だとか、こ

こにいろんな原因が書いてございますけれども、

そういったことで、漁協が中心となってそういっ

た雇用の場をつくって、まず導入をしていくっ

ていうことを一つ考えてございます。繰り返し

になりますけれども、それは宮崎の中部で定置

網を念頭に置いているということでございます。

○太田委員 これの財源としては国庫が3,600万

円ほどついておりますが、これは宮崎県が開発

したということで、国のほうもこれに対して、

でかしたぞという意味でこういう国庫補助がつ

いているんでしょうか。認めていただいたとい

うことになるんでしょうね。

○田原漁村振興課長 そうであればいいんです

けれども、地方創生の予算で、せっかくの補助

金が使えるんであれば、こういう先進的な事例

とかいう条件がございますので、これはまさに

マッチングするんじゃないかということで提案

をさせていただいているということでございま

す。

○太田委員 夢のある答弁を求めたんですけれ

ど、そういうことではありませんけれど。

ただ、地方創生資金ですか、そういう事業を

活用してということで、皆さん方も目ざとく、

そういった対応をされているだろうと思います。

これは、特許はとってないんですか。

○田原漁村振興課長 そもそも、こういう海洋

短波レーダーとかで流速だとか流向だとかいう

のを測定するというのは、ここ10年ほど前から、

国土交通省が中心となりまして東京湾のほうで

進めてございます。これは主として海洋汚染を、

要は、漂流ごみがどう流れるかとか、そういっ

たことを調べていくために行っているわけでご

ざいます。そういった技術をうまく漁業のほう

に利用しようという新たな取り組みということ

でございまして、そういう意味では特許という

ことではございません。

○太田委員 そういう取り組みを、私たちも視

察したときでしたか、そういう話も聞いて、実

際、こういうふうに実用化を図っていったとい

うことでは、努力されたと認めたいと思います。

こういった努力される方も黙々と仕事をされる

人なんだなと思いましたけれど、ぜひ、表彰じゃ

ないけれど、職員のそういったのが顕彰される

といいですね。努力しているということがわか

りました。ありがとうございました。

○有岡委員 事業内容の中で講習とか経営調査

を委託とありますが、どういったところに委託

されるのかお尋ねいたします。

○田原漁村振興課長 委託先については、まだ

決まってございません。ただ一つ、今、青島で

漁業者が１人、Ｉターンをされた方がいらっしゃ

います。その方はＩＴ企業に勤めておられて、

それで青島で小型底びき漁業に就漁されている

んですけれども、その方がタブレット端末を使っ

て、潮流情報とか天気とか、そういったものを

引いて漁業者にいろいろ見せたりとかというこ
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ともされているようです。そういう形で利用が

広がっていければというぐらいしか、今は考え

てございません。

○有岡委員 そういったふうにＩターンされた

方を活用しながら広げていくということで、そ

ういう意味では、この事業効果の新規雇用者の

５名、こういった方も、よそから移住してこら

れるということをイメージしたということでよ

ろしいんでしょうか。

○田原漁村振興課長 はい、我々としては、そ

ういうイメージを持ってございます。例えば、

定置網でいえば８名程度の従事者が必要になる

と思いますけれども、その中で５名程度と考え

てございますけれども、それは、あくまでもそ

の主体がいることなので、今後、いろいろ話を

していきたいと思ってございます。

○黒木委員 養殖についてお伺いしますけれど

も、カンパチの場合、輸入種苗の天然物が７割

近いわけですけれども、ほかの養殖魚について

は天然物なのか人工なのか、大体同じようなも

のなんでしょうか。

○田原漁村振興課長 例えば、ここに挙がって

おりますブリ、カンパチ、マダイ、この３種に

つきましては、カンパチについては先ほど御説

明したとおりで、マダイにつきましては人工種

苗が100％でございます。ブリにつきましては、

一部、人工種苗がございますけれども、ほとん

どが天然魚と考えていいと思います。

ただ、ブリとカンパチの大きな違いは、カン

パチは外国からの輸入だということです。ブリ

については国内の漁業者が採捕されたものだと

いうことでございます。

○黒木委員 カンパチの場合、輸入天然種苗で

は、カンパチの場合、供給量と価格が不安定と

いうことですけれど、人工種苗になった場合の

価格は、どれぐらいの違いがあるんでしょうか。

○田原漁村振興課長 カンパチにつきましては、

輸入種苗は大きさが違うんで、単純な比較が難

しいんですけれども、大体400円ぐらいから700

円ぐらいと幅がございます。要は、種苗が不漁

のときには高くなって700円ぐらいするというこ

とでございます。カンパチの人工種苗は、大体150

円から200円ぐらいと考えていいと思います。

○黒木委員 これは、１匹じゃないわけですね、

もちろん。

○田原漁村振興課長 １匹の値段です。

○黒木委員 １匹がそんなにするんですか。

○田原漁村振興課長 はい。

○黒木委員 ということは、この事業効果で良

質で安価な人工種苗の普及ということになれば、

人工的にやることによって価格も安定して安く

できると。だから、そういう方向で、大きな種

苗を生産して経営改善につなげるということで

すね。そういう考えでいいわけですね。

○田原漁村振興課長 はい、そのとおりでござ

います。

○渡辺委員長 よろしいですか。今、関連がご

ざいましたら、先にとりますが、関連はないで

すか。いいでしょうか。

○徳重委員 関連してるかどうかわかりません

が、同じ関係になろうかと思います。327ページ

の上段に、ウナギの管理強化事業ということ

で5,648万1,000円という数字が出ておりますが、

どういうことに使われるんですか、どういう形

の事業になるんですか、教えてください。

○兼田漁業・資源管理室長 資源の減少が指摘

されておりますニホンウナギを、今後、持続的

に利用していくために、国際的な体制のもとで、

ウナギの養殖業、採捕、漁業におきまして、そ

れぞれの制限とか適正化といったものが必要と
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されておりまして取り組みが行われております

けれども、それらについての適正管理に係りま

す全体的な指導を行うための経費ということで

上げております。

○徳重委員 適正化に使うと言われたって、

ちょっと理解できないんですが。

○兼田漁業・資源管理室長 具体的には、内水

面振興センターに委託をいたしまして、例えば

養殖業におけます生産量というものが規制され

ておりますけれども、その指導・監視を行いま

す。それから、採捕に係ります取り締まりであ

りますとか密漁防止、その他の流通の適正化に

係ります調査を行っておりますけれども、その

ために要する経費、それから漁業におきます禁

漁期間というものを10月から３月まで設けてお

りますけれども、その監視でありますとか、石

倉等によります増殖効果の確認等を行っていた

だいております。

○徳重委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

○黒木委員 漁業を取り巻く状況で大変厳しい

と言われている中の一つが、やっぱり消費離れ

だと思うんです。特に若い人たちの魚離れが著

しいということで、消費拡大をどうするのかと

いうのが、１つの大きな課題ではないかと思う

んです。今回の当初予算の中には水産物流通確

保対策費として1,084万4,000円計上されており

ますけれども、例えば給食での魚の利用とか、

いろんな消費拡大についてはどのように取り組

まれるのか、お伺いしたいと思います。

○成原水産政策課長 現在、いわゆる漁業者サ

イドと申しますか、漁業者、生産者が付加価値

を高めるという取り組みを進めておりまして、

漁協と漁連が連携した加工品の開発という部分

も進めております。

その中で、消費拡大及び食育も兼ねて、地元

の、例えばシイラという魚がございますけれど

も、これを食べやすい、加工しやすい形にしま

して学校給食に供給するという、その販売の出

口を想定して取り組みを進めているという事例

がございます。

今後とも、このような形で具体的に商品づく

り及び消費拡大について進めていきたいと考え

ております。

○黒木委員 宮崎県は、比較的に早い段階から

学校給食での魚の利用とかを進めてきた経緯が

あると思いますが、これからは消費拡大、若い

人に魚を食べてもらうというのは、やっぱり給

食あたりからそういう習慣をつけさせるという

のも１つの方法だと思いますので、ぜひ積極的

な取り組みをしていただきたいと思います。

○太田委員 説明資料の334ページの新規事業で

「次世代につなぐ離島漁業支援事業」、これは島

野浦ということで説明がありましたけれど、

ちょっとわからないところがあったんですが、

次世代につなぐということで後継者の関係だろ

うと思いますが、もう一回説明をお願いしたい

と思います。

○田原漁村振興課長 後継者も含めての話にな

ります。例えば、まき網漁業でいいますと、北

浦漁協とかのまき網と比べまして、非常に経営

が脆弱な面がございます。県としては、以前よ

り経営改善計画等を策定して指導をしてきてご

ざいますけれども。それと島野浦のほうで、み

ずから漁村地域の活性化を図りたいというよう

な機運もございまして、そういう中で、この離

島再生交付金を使って事業を取り組むというこ

とになったということでございます。

具体的には、直接販売の機器整備、これは移

動販売で、一つはアンテナショップ的な移動販
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売と考えてございますけれども。それとか簡易

加工施設、こういったものの整備ですとか、あ

と、島野浦漁協でなかなか食べる場所がないと

いうことなもんですから、その漁師食堂の改修

等、こういったようなことを考えているようで

ございます。

○太田委員 わかりました。これは延岡市とも、

そういった事業を立ち上げるということですね。

よくわかりました。食堂関係もありますね。

続けて、委員会資料の46ページの一番上の漁

港整備事業、この出だしのところに静穏度の確

保と災害に強い基盤整備とあります。災害に強

い基盤整備は本当にされていると思いますが、

この漁港の関係で静穏度の確保というのは、静

穏度というのは、何かやかましいぞというよう

な感じがあって、何か、その辺が問題になって

いるんでしょうか。静穏度というのはどういう

意味ですか。

○川越漁港整備対策監 静穏度と申しますのは、

港の中の波の立つのを抑えると、防波堤等で抑

えるということでございます。

○太田委員 なるほど、波の問題等ですね。う

るさいのかなと思った。ということで、防波堤

やらのそういった整備を図るということですね。

わかりました。

○押川委員 328ページの漁業取締監督費で、１

番の取り締まり関係事業ということで9,300万円

あるんですが、それと３の密漁関係。まずはこ

の１番について、内容を詳しく教えてください。

○兼田漁業・資源管理室長 金額的に6,000万円

ほど増加することになっておりますけれども、

これは漁業取締船「たかちほ」というものがご

ざいまして、その中間検査の時期がまいります

ので、それに要します経費を計上させていただ

いております。

○押川委員 ３の密漁関係で、近年の本県の状

況というのを教えてください。

○兼田漁業・資源管理室長 本県の密漁取り締

まり状況でございますけれども、冬の間につき

ましては、基本的にシラスウナギ、ウナギ稚魚

の密漁に対します取り締まりが主体でございま

す。

そのほかは、春先のモジャコ、ブリの稚魚の

密漁の監視でありますとか、あとはイセエビの

期間が９月１日までは禁漁期間になっておりま

すけれども、建て網等を利用しまして密漁行為

が行われておりますので、それに対します取り

締まり等を行っているところでございます。

○押川委員 例えば、このシラスでもそうです

けれども、現状は多くなっているのか少なくなっ

ているのかというのはわかりますか。エビとか

言われましたけれども、本県の状況は。

○兼田漁業・資源管理室長 例えば、ウナギ稚

魚の密漁につきましては、昭和60年ごろあたり

に密漁行為が非常に多かったということがござ

いまして、規則を改正してきたところですけれ

どもイタチごっこで追いつかないということで、

内水面振興センターを平成６年度につくり、あ

わせて条例等を整備いたしまして、警察保安部

等の協力もいただきながら体制強化をして、そ

ういった密漁行為というものの撲滅に向けて取

り組んでいるところでございます。それぞれの

成果は出ておりまして、本県の検挙件数は、今

年度は、ウナギ稚魚につきましては、10名を超

えるような検挙者数が出ております。全国的に

見てみますと、ほぼ検挙等はないような県も多

い中で、本県としましては、秩序の維持回復の

ための漁業取り締まりは有効に働いているもの

と考えております。

○押川委員 わかりました。しっかり監視体制
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をお願いしておきたいと思います。

それから、最近、この漁業者青年、あるいは

後継者が少ない中でありますけれども、28年度

も沿岸漁業改善資金貸付金ということで１

億4,400万ぐらいあるんですが、これは過去の、

二、三年前の実績と、今回の１億4,400万という

のは何名の方を目標にされて計画されているの

か、教えてください。

○成原水産政策課長 ここ数年ということでご

ざいますけれども、平成23年が9,900万程度、24

年ですと5,600万、25年で4,700万、26年で4,100

万、ことしが、現在までのところ3,100万という

ことでございます。若干、増減を繰り返してい

るところがございますけれども、それぞれ、そ

の所要の機器類の更新時の状況が異なることか

ら、こういうことになっているんだろうと考え

ております。

ことしについては、特段、何名ということは

計画をしておりませんけれども、できるだけ多

くの方に使っていただきたいということで、広

く資金ニーズの把握に努めておるというところ

でございます。

○押川委員 はい、わかりました。毎年、少な

くなっているという状況でありますが、この貸

付金は、最高額は幾らになっているんですか。

○成原水産政策課長 約３億円の全体の資金の

中で、貸し付けと償還を繰り返してやっており

ます。ここ数年ですと、大体１億円を超えるく

らいの貸付枠を持っておりますので、押しなべ

て言えば、平均6,000万程度で貸し付けていくの

が、一番理想的な姿と考えております。

○押川委員 済みません、聞き方が悪かったか

もしれませんけれども、１人に対してどのくら

いかということです。

○成原水産政策課長 機器によって、上限が設

定されているということでございます。それぞ

れの要件に応じて使っていただくという制度で

ございます。

○押川委員 それはわかるけれど、大体どうい

うものかということを言わないと、それは全然

わからないじゃないですか。言える範囲内の中

でどういうものかということです。

それと、滞納等とかがあれば、その状況も教

えてください。

○成原水産政策課長 現在のところ、滞納はご

ざいません。

○渡辺委員長 その額の面は答弁ができますで

しょうか。

○成原水産政策課長 先ほどの押川委員の御質

問でございますけれども、１人当たりの上限と

しては3,000万円ということでございます。

○押川委員 3,000万円ということでわかりまし

たが、償還期間というのはどのくらいになって

いるんですか。

○成原水産政策課長 これも機器類によって異

なるんですけれど、一般的には、例えばレーダ

ー等をつけた場合には７年の償還期間というこ

とになります。

○押川委員 こういうすばらしい資金があるわ

けですから、やはり買っていただいて償還をし

てもらうという中で、漁業者の、特に青年の皆

さん方、若い人たちが、こういうものを活用し

ながら本県の水産を担ってもらうためにも、す

ばらしい制度だなと思ったところでありました。

○渡辺委員長 ほかにございますか。よろしい

ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。
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水産業におけます第五次宮崎県水産業・漁村

振興長期計画（後期計画）の素案について説明

させていただきます。別冊として素案を配付い

たしておりますけれども、委員会資料のほうで

説明をさせていただきます。70ページをお開き

ください。

まず、１の計画策定の趣旨についてでござい

ますが、ＴＰＰ大筋合意を初め水産業を取り巻

く情勢が大きく変化する中で、基本目標であり

ます持続可能な本県水産業・漁村の構築の実現

に向けまして、全ての関係者や行政が一体となっ

て取り組むための指針とするという趣旨でござ

います。

次に、２のこれまでの経過についてでござい

ますが、昨年２月から３月に水産業・漁村振興

協議会や常任委員会に改定方針等を御報告した

後、各地域の漁業者や関係団体との意見交換等

を行い、今回、素案を御報告させていただくも

のでございます。

３の後期計画のポイントでございますけれど

も、この次のページにお示しをしております計

画概要とあわせて御説明をしたいと思いますの

で、71ページをお開きください。

左端に現状と課題の主なものを記載してござ

います。

上から、社会情勢では、人口減少による水産

物市場の縮小やＴＰＰ大筋合意による本県漁業

への影響が懸念されているところでございます。

生産と生産構造では、本計画策定後の生産量

・金額は維持したものの、漁業就業者や経営体

の減少が続いておりまして、特に沿岸漁業の担

い手の育成が課題となっております。

漁業経営では、カツオ・マグロ漁業を中心に

収益性の高いモデル漁船の実証が進みましたけ

れども、その普及が課題となっております。ま

た、沿岸漁業では、高収益モデルの検討がおく

れておりまして、この検討が課題となっておる

ということでございます。

水産資源におきましては、日向灘におきまし

て資源評価と管理の実践を繰り返すＰＤＣＡサ

イクルによる資源管理が定着し、カサゴの資源

の増加など、一定の成果が得られております。

しかし、資源が豊富なシイラ等の魚価が安く採

算に合わないということ等により、利用が進ん

でおりません。また、クロマグロやニホンウナ

ギは、引き続き国際的な資源管理強化への対応

が必要であります。

内水面漁業におきましては、平成26年に制定

されました内水面漁業の振興に関する法律への

対応、あるいは、総じて減少傾向にあります資

源の回復が課題であり、漁港においては、主に

地震、津波に対する防災対策が課題となってお

ります。

改定計画では、これらの課題を解決していく

ため、地域を担う漁業経営体づくり、水産資源

の適切な利用管理、漁港施設等の防災対策の強

化と機能の保全の３つの柱としております。

さらに、その右側に、施策を細分化し、６つ

の視点を記載しております。申しわけありませ

けれども、６つの中の上から３つ目の表示が間

違って記載をされておりますので御訂正をお願

いいたします。正しくは、「水域環境の保全と環

境変化への対応」でございます。

計画素案は、このような体系で構成されてお

りますけれども、本日の説明につきましては、

具体的な目標ごとに整理して御説明をしたいと

思います。

施策のポイントの欄をごらんください。

まず、収益性の向上でございますけれども、

これまで進めてきた高収益型漁業モデルづくり
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を継続しつつ、国の漁船リース事業等を活用し

て、課題となっているモデルの普及を推進いた

します。

また、沿岸漁業モデルにつきましては、いわ

ゆる海の天気図等を活用し、漁獲から販売まで

のビジネスモデルを検討してまいります。さら

に、あわせまして、きめ細かな指導を通じ、経

営能力の向上を推進いたします。

次に、担い手の育成についてでありますが、

就業相談から就業後の経営指導等をワンストッ

プで行うとともに、初期投資の負担軽減等を実

施し、就業者の参入、定着及び独立を促してま

いります。

また、既存の経営体の後継者への承継を円滑

に行うとともに、高収益型漁業への転換を促進

いたします。

次に、流通販売であります。販売は収益性の

向上において重要な要素でありますことから、

漁協と漁連の連携をさらに進め、マーケットニ

ーズに合った加工品づくりと販路開拓を強化し、

魚価の向上につなげてまいります。

また、輸出促進のため、加工場のＨＡＣＣＰ

認定や輸出トライアルを促進してまいります。

次に、資源対策についてでありますが、国際

的に課題となっているクロマグロ、ニホンウナ

ギについては、国の方針のもと、円滑に対応し

てまいります。また、日向灘においては、適切

な資源管理のもとで生産力向上に向けた漁場づ

くりを進め、水準が高い資源の利用を促進いた

します。

次に、内水面についてであります。キャビア

産業については、今後の生産拡大に合わせ、サ

ポートと体制整備を行い、国際的なブランド確

立に向け販路開拓を支援します。

また、資源の減少が指摘されているウナギや

アユについては、関係者の協議を通じ、持続的

な利用や資源の回復に向けた取り組みを推進い

たします。

漁港・漁村につきましては、地震津波に備え

た対策を推進いたしますとともに、適切に機能

の維持・強化を図ってまいります。

72ページをごらんください。

このような施策を、より具体的に進めるため、

ページの左側に示します高収益型漁業の構築・

普及、新規参入・承継の促進、資源利活用の推

進、関係者の連携・協力という４つの視点から、

２つのプロジェクトを推進いたします。

上のプロジェクト１、未来へつなぐ漁業担い

手プロジェクトでは、先ほどの施策のポイント

で御説明をしました収益性向上と担い手育成に

関する施策を推進いたします。

推進母体は、黒い矢印に記載しておりますが、

漁連を初め関係団体で構成する公益社団法人宮

崎県漁村活性化推進機構であり、ここと県、市

町村が連携し、一体となって担い手づくりを進

めるものでございます。この組織の詳細につき

ましては、この後、漁村振興課長から御説明が

あります。

具体的には、就業相談、研修、融資相談など

総合的な漁業就業、着業をサポートするほか、

独立や収益性向上に取り組む漁業者の初期投資

の負担軽減など、国事業等も活用し、高収益型

漁業への転換を促進します。同時に、事業後の

経営フォローアップや経営指導を充実させ、地

域の担う担い手の確保育成を進めてまいります。

次に、プロジェクト２、魅力ある水産業の構

築プロジェクトでございます。

これまで、魚価の低迷などで採算性が確保で

きないなど、資源レベルの高い資源でも利用が

進んでいないため、右の図に示しますように漁
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協と漁連が連携し、マーケットニーズに合った

加工品づくりを進めることにより魚価を引き上

げ、図の左側に示します漁業生産を促します。

生産においては、水温情報等漁業情報の充実、

漁場の整備、許可制度の改正等をあわせて行う

ことで、許容できる範囲で日向灘の資源を最大

限利用し、地域水産業の活性化を図ってまいり

ます。

以上、御説明いたしましたように、改定計画

では、基本計画に加え施策横断的な視点による

重点プロジェクトを展開し、より具体的かつ着

実に基本目標である持続可能な水産業・漁村の

構築の実現に取り組んでまいります。

両方のページの上にまたがっておりますが、

主要指標として、漁業就業者数、経営体数、海

面漁業養殖業の生産量・生産額を示しておりま

すけれども、全体的に言えば、高齢化とリタイ

アが進むため漁業就業者が減少いたしますもの

の、施策により漁業経営体を維持し、海面漁業

・養殖業の生産額を増加させることを目標とし

てございます。

最後に70ページに戻っていただきまして、一

番下の今後のスケジュールについてでございま

すが、この後、３月から４月にかけてパブリッ

クコメントを実施しまして、県民から広く意見

を聴取し、計画原案を作成してまいります。計

画原案については、５月の宮崎県水産業・漁村

振興協議会での意見を聴取し、６月の議会に上

程してまいりたいと考えております。

水産政策課は以上でございます。

○田原漁村振興課長 漁村振興課でございます。

常任委員会資料の77ページをごらんください。

公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構の設

立についてでございます。

近年、本県漁業就業者数の減少は加速化して

きており、本県の水産物供給機能の低下につな

がるだけでなく、関連産業への影響や漁村地域

の経済縮小にもつながることが懸念されており

ます。

このような中、漁業への着業支援及び効率的

な漁業への転換支援並びに漁業者への経営指導

を一元化し、きめ細やかな担い手支援体制の構

築による漁業担い手の計画的、総合的な確保・

育成を目的として、ことし２月１日、公益社団

法人宮崎県漁村活性化推進機構が設立されたと

ころでございます。

２の事業内容にございますように、この新た

な公益社団法人は、「宮崎県の漁業の再生を図り、

県民への水産物供給体制の存続を図る事業」を

公益目的の事業として掲げており、具体的に実

施する事業としましては３つの事業を掲げてお

りますが、右のページの参考、公益社団法人の

取組イメージにより御説明したいと思います。

イメージ図の一番上の課題にありますように、

漁業を取り巻く現状としまして、漁業経営体や

漁業就業者の減少に加え、収益性が低く資本の

集積ができない、この下のポツにありますよう

に、船齢15年以上の船の割合が平成５年の33.1

％から、平成25年の89.8％まで増加してきてお

り、収益性が低く資本の集積ができない中で、

漁船の更新など新たな投資が困難な経営体が多

くなってきているところでございます。

本法人におきまして、中段の対策にあります

ように３つの業務を柱としており、図の中央の

公益社団法人の欄の３つの業務と、それに対応

する右側の漁業担い手の欄の３つのタイプの担

い手をそれぞれ対応させてパラレルにごらんい

ただきますと、一番上の漁業への着業支援での

就業希望者の相談窓口として、漁業経営体との

マッチングを行う業務を初めとして、２番目の
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漁業者への経営指導での経営相談窓口としての

経営改善に向けた指導のほか、３番目の効率的

な漁業への転換支援では、国のもうかる漁業創

設支援事業などにおいて実証された漁業モデル

の普及を初めとして、漁業者の高収益型漁業へ

の転換を支援することとされております。

つまり、就業相談から着業支援までと、その

後の経営指導及び支援をワンストップでサポー

トする体制が構築されたということでございま

して、このきめ細やかな支援体制のもと、新規

就業者の定着とともに、もうかる漁業経営体を

ふやし、漁業の魅力をふやしていくことが、漁

業就業希望者の増加、ひいては担い手の増加に

つながる好循環を生むものと期待しております。

本法人の本格的な事業開始は、本年４月以降

となりますが、県といたしましては、対策の欄

の一番左に示しておりますように、本法人が行

う事業のうち、漁業の担い手の確保・育成に関

する事業、それと漁業の経営指導に関する事業

の実施に対し、新規予算「未来へつなぐ漁業担

い手育成総合対策事業」によって支援してまい

りますとともに、他の担い手関連予算に関しま

しても、この法人との連携を図りながら、一番

下の効果に記載しておりますように、この担い

手対策の効果が十分に発揮されるよう努めてま

いりたいと考えております。

77ページに戻っていただきまして、３の体制

でございますが、正社員が、宮崎県漁業協同組

合連合会ほか５団体と沿海漁協を合わせた25の

会員であり、理事10名、監事２名となっており

ます。

また、業務の執行につきましては、事務局長

以下５名程度の職員が当たることとされており

ます。

説明は以上です。

○渡辺委員長 その他報告事項に関する執行部

の説明が終わりました。

委員の皆様から、質疑はございませんでしょ

うか。

○黒木委員 今説明がありました活性化推進機

構ですけれども、このイメージ図の中で、漁船

の更新等、新たな投資が困難であるという課題

で、こういう法人ができるとすれば、例えば、

今進めております船のリース事業とかそういっ

たものは、ここが受け皿となって、こういう対

策に取り組むと考えてよろしいんでしょうか。

○田原漁村振興課長 この法人独自の、普及の

ための事業というのも当然考えてございますし、

今、委員のお話にございましたリース事業のほ

うも取り組みながら進めていきたいと考えてご

ざいます。

○太田委員 公益社団法人の新たな設立ですか

ら、ちょっとお聞きしておきたいと思いますけ

れど、この事業費が779万、補助率２分の１と。

県の補助が２分の１ということで、この意味は

いいんですね。

○田原漁村振興課長 はい、そうでございます。

○太田委員 事業期間も、当面３年度と。基本

的には、ずっと続くということですよね。

○田原漁村振興課長 はい、支援は必要だと考

えてございます。

○太田委員 それと、この正社員25人体制、役

員と事務局ということでありますが、事務局は

新たな雇用の場ということになろうかと思いま

すが、役員の人たちの報酬とかは決められてお

るんですか。

○田原漁村振興課長 役員報酬はなしというこ

とで考えてございます。

○太田委員 事務局体制がきちっとしながらと

いうことで、スタートを図っていってもらって、
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設立の目的に沿って、きちっとやられていけば

問題はなかろうと思うんです。そういう体制で

スタートするということですね。

○有岡委員 第五次水産計画の関係で、71ペー

ジの中からお尋ねいたします。流通販売という

項目がありまして、シイラ、ハモ云々というこ

とで、加工品づくりを推進とうたってあります。

例えば、今度16日にネットワーク交流会で発

表される「浜うどん」、これは川南のグループが

やってらっしゃると思うんですが、これなんか

も、ハモのすり身を練り込んだりするというよ

うなことを聞いておりますが、こういったもの

をもっと商品化して、もしくは流通して押し上

げていくとか、そういった具体的な取り組みは、

現状としてはないんでしょうか。

○成原水産政策課長 具体的に「浜うどん」の

取り扱いというのは、まだ行っておりませんけ

れども、漁協と漁連の連携体制の強化というこ

とを目指しておりますので、その取り組みの中

で話し合いがつけばというか、地元もそういう

御要望があれば、あるいは、その商品の販路の

マッチング等も進めば、そういうお話が具体化

するという可能性もあると考えております。

○有岡委員 うどんという生活に密着した食材

ですので、そういったものを考えたときに、例

えば農政サイドではシソの入ったうどんとかい

ろいろあるわけですから、この分野だけじゃな

くて、もっと広く取り組まれると、もっともっ

といろんな可能性が出てくる分野だなと思って

いますんで、県の立場としては広く網を広げて

いただけると、いろんな可能性が出てくると思

いますんで、ぜひ、よろしくお願いしたいと思

います。

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 はい、わかりました。

それでは、以上で水産政策課、漁村振興課の

審査を終了いたします。

12時を超えるかと思いますが、次の５班の議

案に関する説明だけ、午前中のうちにやりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

畜産振興課、家畜防疫対策課の議案の審査を

行います。

畜産振興課から、順次説明を求めます。

○坊薗畜産振興課長 畜産振興課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の339ページをお開

きください。

畜産振興課の平成28年度当初予算は、一般会

計で65億9,842万6,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

341ページをお開きください。

まず、主要な事業でございますけれども、下

から３段目、（事項）畜産経営改善費の２の新規

事業「強い畜産経営体を育てる人財育成事業」、

それから次の342ページをお開きいただきたいん

ですが、中ほどの（事項）畜産団地整備育成事

業費の１の畜産競争力強化整備事業、それから

２の新規事業「宮崎の畜産体制強化事業」、そし

て、その下の（事項）肉用牛改良対策費の２の

改善事業「全共３連覇を目指す「チーム宮崎」

体制確立事業」、並びに次の343ページの中ほど

にございますが、（事項）酪農振興対策費の３の

改善事業「宮崎型酪農競争力強化対策事業」、

この５事業につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明をさせていただきます。

それから、343ページの一番上に戻っていただ

きまして、（事項）肉用牛生産対策費の４の新規

事業「「宮崎牛」肥育素牛確保対策事業」につい

てでございます。肥育農家が素牛確保に苦慮し
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ている状況にございますので、肥育経営体の素

牛の導入支援に取り組みますとともに、受精卵

移植技術等を活用しまして、酪農家において和

牛の子牛を生産しまして和牛子牛の増頭につな

げ、宮崎牛の生産基盤強化を図るものでござい

ます。

次に、このページの下から２段目、（事項）養

豚振興対策費の２の改善事業「「宮崎ブランドポ

ーク」マーケティング連携強化事業」につきま

しては、宮崎ブランドポークの県内外への情報

発信や消費拡大の取り組みを強化するものでご

ざいます。

次に、344ページをお開きください。

中ほどの（事項）食肉鶏卵流通対策費の３の

改善事業「みやざきから世界へ羽ばたく宮崎牛

販売促進対策事業」につきましては、県内・県

外等のエリア別にターゲットを絞った牛肉の食

肉販売促進対策等を展開することによりまして、

宮崎牛のさらなるブランド力の向上を図るもの

でございます。

その下の、（事項）畜産物価格安定対策事業費

の次のページ、345ページになりますけれども、

３の改善事業「肉用牛肥育経営安定支援事業」

及び、その下の４の改善事業「養豚経営安定特

別対策事業」につきましては、国の経営安定対

策にあります牛マルキン、それから豚マルキン、

これに係る基金造成に対する生産者積立金の一

部助成を行い、畜産農家の経営安定を図るもの

でございます。

それでは、主要事業５つについて常任委員会

資料で御説明させていただきます。

委員会資料の47ページをお開きください。

まず、強い畜産経営体を育てる人財育成事業

についてでございます。

この事業は、次代を担う経営能力にすぐれた

人財の育成と、本県の畜産農家の体質強化を図

ることを目的に、本県農家及び技術指導員の資

質向上への取り組みを支援するものでございま

す。

事業内容といたしましては、右のページにご

ざいますとおり、①の高度な実践研修を実施す

るための畜産研修拠点の整備、それから②の熟

練の技術員及び農家等を活用した専門技術の習

得支援により、就農希望者のスムーズな経営開

始と新規就農者の技術及び経営管理の能力向上

を図ってまいりたいと考えております。

それから、③でございますけれども、技術・

経営指導にかかわる指導員のスキルアップ、畜

産農家のレベルが非常に上がっておりますので、

これに対応できるような技術指導員のスキル

アップを図ってまいりたいと考えております。

それから、④の巡回指導や研修会等の開催に

よりまして、生産性の向上への取り組み支援に

よりまして、畜産農家に対する技術及び経営指

導に関する支援体制の構築と畜産経営体の育成

を図ってまいりたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業概要でありますが、予算額は1,662万4,000円、

事業期間は平成28年度からの３年間でございま

す。

次に、49ページをお開きください。畜産競争

力強化整備事業でございます。

この事業は、ＴＰＰ協定の大筋合意を踏まえ、

畜産の体質強化を図るために、国の事業でござ

います畜産クラスター事業を活用いたしまして

実施する事業でございます。

右のページにありますとおり、地域の畜産経

営関係者で構成します畜産クラスター協議会に

おいて、収益性向上のための取り組み等を明確

化した畜産クラスター計画を策定し、その中で、
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中心的な経営体に位置づけられた生産者に対し、

畜舎等の施設整備や家畜導入の支援を行って、

地域の畜産の収益性向上と生産基盤の強化を図

るものでございます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でありますが、予算額は39億5,400万円

でございます。事業期間は平成27年度からの３

年間で実施しております。

次に、51ページをお開きください。宮崎の畜

産体制強化事業でございます。

この事業は、家畜の増頭を促進するため、繁

殖センター等の地域拠点施設の整備のほか、新

規就農者等が行う施設整備等を支援し、本県畜

産の生産基盤の強化を図るものでございます。

事業の内容といたしましては、右のページに

ありますとおり、まず左上の地域畜産生産体制

強化対策事業におきましては、国の事業を活用

して、地域の拠点となる繁殖センターや、新規

就農者等が行います施設整備に対して支援を行

い、生産基盤を強化するものでございます。

また、右の施設機能強化・向上対策事業にお

きましては、繁殖センターなどの機能強化のた

めの補改修やふん尿処理施設の機能強化による

コスト削減を通じた経営強化を図りまして、本

県の畜産が将来にわたって継続できる体制を構

築してまいりたいと考えてございます。

左のページにお戻りいただきまして、２の事

業概要でありますが、予算額が１億1,036万2,000

円、事業期間は、平成28年度からの３年間でご

ざいます。

次に、53ページをお開きください。

全共３連覇を目指す「チーム宮崎」体制確立

事業でございます。

この事業は、平成29年に宮城県仙台市で開催

されます第11回全国和牛能力共進会、ここでの

３連覇を目指しまして、県推進協議会を中心に

「チーム宮崎」として生産者や関係団体が一丸

となって、最高の和牛を出品するための体制づ

くりを行うものでございます。

このため、右のページをごらんいただきたい

と思いますが、中央に示しておりますが、３つ

の対策を柱に、「日本一の努力と準備」で進めて

まいりたいと考えております。

まず１つ目といたしまして、上の丸でありま

すが、全共で勝つための企画等を行いますチー

ム宮崎の体制づくり、そして出品対策の企画推

進や巡回調査指導等を実施してまいりたいと考

えております。

２つ目でございますが、勝てる出品牛を準備

するために、左下の出品候補牛対策としまして

肉牛への導入支援、これに加えまして、今回、

雌子牛の導入に対しましても支援をいたしまし

て、確実に出品候補牛を確保した上で、磨き上

げ、ブラッシュアップしてまいりたいと考えて

ございます。

３つ目でございますが、本番に向けた生産者

や関係者の機運を高めるため、全共本番と同じ

９月にプレ全共を開催するなどして関係者の機

運醸成を図り、全共３連覇を達成してまいりた

いと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業概要でありますが、予算額が5,018万1,000円、

事業期間は28年度からの２年間でございます。

次に、55ページをお開きください。

宮崎型酪農競争力強化対策事業でございます。

本県酪農の情勢は、１に書いてございますよ

うに飼料の高どまりがありまして厳しい環境に

置かれておりますが、このような中で、平成32

年に全日本ホルスタイン共進会が都城で開催さ

れますが、ここに向けまして乳用牛群の改良を
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進めていきますとともに、酪農公社を柱としま

した生産体系を強化しまして、本県酪農の基盤

強化と競争力のある経営体育成を図るものでご

ざいます。

右のページをごらんいただきたいと思います。

まず、一番上の①にありますように、先ほど

申しました第15回全日本ホルスタイン共進会が

平成32年度に都城市で開催されることになりま

した。ここですぐれた成績をおさめるための準

備を今後やっていくということで、高能力受精

卵の導入・移植によって、出品候補牛を作出し

ていきたいと考えてございます。

それから次に、②の宮崎型酪農強化支援でご

ざいますけれども、都城市にあります宮崎県酪

農公社、ここにおきまして、本県に適した乳用

牛育成を進めるための預託牛への支援、それか

ら右にありますように酪農の専門コンサルタン

ト等によります指導、牛群検定組合等の支援の

強化を図って、生産性の向上を図っていきたい

と考えてございます。

それから、下にありますように、牛乳の消費

拡大についても活動を行ってまいりたいと考え

てございます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でございますが、予算額は1,751万2,000

円、事業期間は平成28年度からの３年間でござ

います。

最後に、債務負担行為について御説明をした

いと思います。常任委員会資料の４ページをお

開きください。

畜産振興課は一番下の欄で、２つお願いをい

たしております。

１つ目が、平成28年度に宮崎県農業振興公社

が事業に必要な資金を金融機関から受けた場合

の損失補償でございます。

それから２つ目でございますが、28年度にお

けます畜産特別資金融通助成事業の利子補給に

ついて、その期間と限度額を設定するものでご

ざいます。

畜産振興課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○久保田家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課で

ございます。

お手元の歳出予算説明資料の347ページをごら

んください。

家畜防疫対策課の平成28年度当初予算は、一

般会計で５億2,627万3,000円をお願いしており

ます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。349ページをお開きください。

上から５行目でありますが、（事項）家畜防疫

対策費の７の新規事業「口蹄疫等の迅速な病性

診断・防疫対応強化対策事業」についてであり

ますが、家畜伝染病の発生に備えまして、迅速

で精度の高い病性診断の機材を整備するととも

に、防疫を指揮するリーダーの育成等を行うも

のであります。

その次の、８の新規事業「全国のモデルとな

る防疫体制構築事業」につきましては、後ほど

常任委員会資料で御説明させていただきます。

１枚めくっていただきまして、350ページをお

開きください。

中ほどの（事項）口蹄疫復興対策事業費の２

の新規事業「口蹄疫埋却地フォローアップ事業」

についてであります。

平成25年から本年までの３年間で、希望のあっ

た全ての埋却地の再生整備を実施してまいりま

したが、整備した農地においては、今後も長雨

等で湿畑等の発生が懸念されますので、その改

善整備を行い、農地の有効活用を図るものでご
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ざいます。

次に、常任委員会資料で御説明いたします。

委員会資料の57ページをお開きください。

全国のモデルとなる防疫体制構築事業につい

てであります。

１の事業の目的・背景にありますとおり、家

畜伝染病の水際での侵入防止や地域における防

疫強化に向けた取り組みを支援し、全国のモデ

ルとなる防疫体制を構築するものでございます。

右の58ページをごらんください。

まず、左側の水際防疫の強化についてであり

ますが、本県では、口蹄疫発生以降、空港や港

湾、ホテル、ゴルフ場等の協力をいただき、靴

底消毒等を継続してまいりました。今後、特に

外国人旅行者が増加する中で、水際防疫の果た

す役割は一層重要となりますので、各施設での

持続的な消毒体制の構築に向け、消毒マットの

設置等を支援するものでございます。

右側の地域防疫の強化につきましては、これ

まで、口蹄疫復興対策運用型ファンド事業で対

応してまいりましたが、引き続き地域段階での

防疫体制を強化する必要がございますことから、

市町村自衛防疫推進協議会が地域で実施する防

疫研修会や巡回指導、防疫資材の備蓄等を支援

するものでございます。

左のページにお戻りいただきまして、２の事

業の概要でありますが、（１）予算額は3,262

万8,000円、（３）の事業期間につきましては、28

年度からの３年間であります。

家畜防疫対策課は以上であります。よろしく

お願いいたします。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

説明が終わりましたので、１時再開といたし

まして、質疑は午後やりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

暫時休憩します。

午後０時０分休憩

午後０時58分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

先ほど、畜産振興課、家畜防疫対策課の議案

の説明が終わったところです。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○徳重委員 私のほうから、昼のニュースを見

られた方がいると思うんですが、鹿児島で、生

産から出荷、そしてレストラン経営までという

形のようですが、四、五年かけて100億程度の事

業を展開する、和牛生産から出荷まで、これを、

銀行とかいろんな企業でやるというのが出とっ

たと思います。

本会議でも質問をさせていただきましたが、

宮崎はクラスター事業等、いろんな形で、いろ

いろやっていらっしゃるわけだけれど、やはり

畜産経営をずっと継続してやっていく、肉の生

産をしていくということになりますと、そこに、

やはり基盤となる、まず生産ということが大事

だと思うんです。10頭、20頭、50頭、100頭程度

のものをずっとやっていくことを悪いと言って

いるんじゃないんです。それはそれでやってい

かなきゃならないが、将来的に考えたときには、

そういう大型の生産から出荷までの体制づくり

を、どうしてもやっていかなけりゃいけないと。

鹿児島は、もう御案内のとおり、平成22年か

ら、既に５年かかっているんです。500頭規模の

を２カ所やっていると、県の課長補佐から聞い

たところですが、そして５年かかって、やっと

基本であります１年１産というのが確立できた

と。急には、なかなか全体的にできないと考え

ると、やはり、早く手をつけなきゃいけない。
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そういう実績があったから、今回の、各企業と

か会社とか団体が一緒になって、100億規模の大

きな和牛の生産を続けると。ＴＰＰがあっても、

それに負けないという体制づくりをすると。も

う鹿児島はそこまで─きょう発表されたよう

ですが、既にそういったことまで行っているわ

けです。どうしても、そういった思い切った施

策が打って出られなければ、宮崎の畜産は、年

々じり貧になっていくんじゃないかなと思って

いるんです。せっかく、昼のニュースでそれを

見たものですから、あえて冒頭に、皆さん方の

考え方を、部長でも結構でございますが、この

ことについての考え方をお聞きしておきたいと

思ったところです。

○坊薗畜産振興課長 ニュースは、私も見させ

ていただきました。ニュースの内容といいます

と、鹿児島県の錦江ファームグループ、カミチ

クグループというところでございますけれども、

以前から肥育牛をずっとやっていらっしゃる経

営で、屠畜し、そして販売までやっているとい

う、もともとそういう基盤を持っていらっしゃ

るところが、今回、新たに次の段階に入るとい

うことでお聞きをいたしております。

確かに、本県、宮崎の畜産を今後もしっかり

伸ばしていくためには、いろんな形態の農家と

か経営体をしっかり育てていくことは大事だと

思っております。委員のほうからも質問をいた

だきましたけれども、大型の畜産経営体を導入

するとか、つくるとかいうことにつきましても、

生産基盤をつくる上で非常に重要なことだと

思ってます。

ただ、その大型のものをつくるといったとき

には、資本力とか、どこがつくるかとかいうこ

ともございますので、なかなか行政だけでつく

るというわけにはいきませんもんですから、しっ

かり経済連とかいろんな関係者と、大型の経営

体の設立に向けては取り組んでまいりたいと

思っております。今回の新規予算の中でも、そ

ういう大型の繁殖センター等をつくる部分につ

いては、少し重点的に支援をしようと思ってお

りますので、今後、しっかり相談をしていきた

いと思っておるところでございます。

○徳重委員 やはり、集中的にやっていくこと

によって、技術的なノウハウというのが集まっ

てくると思うんです、専門家が集まってきます

ので。だから、500頭おっても、年１産ができる

という体制ができていると、餌の管理なり飼育

管理なり、そういったものが当然できてくる。

そして、そこにはまた大きな雇用も生まれてく

るということを考えますときに、どこかで手を

つけなければ、なかなかうまくいかないと思っ

ています。

それを誘導するのは、やはり皆さん方でない

と、なかなかうまくいかないんじゃないかと。

お金は出てくると思うんです。鹿児島銀行は、

そういった面では非常に積極的です。宮銀さん

だって、農業に対しては非常に関心を持ってい

ただいておるし、各銀行もそうだと思います。

お金は出てくると思いますので、何とか前向き

な、そういう体制づくりをしてほしいというこ

とを要望しておきたいと思います。

○郡司農政水産部長 昼のニュースで流れまし

て、私も見せていただきました。

鹿児島県のカミチクというグループです。肉

牛や乳牛を約１万8,000頭飼っているというグル

ープで、売り上げはグループ全体で300億円とい

う大きな生産集団であります。そこが、今回、

官民出資100億円規模で、新たに六次化あたりに

も取り組んでいくと。話には、ハラール対応の

食肉処理施設も新設するというニュースだった
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ように聞きました。

私どもの県も、議員からも、随分、御指摘も

受けてますけれども、中小規模の農家をしっか

り育てていく、これも本当に大事なんですけれ

ども、御指摘のとおり、地域の拠点となる団地

施設というものをしっかりつくっていくことも、

あわせてやらないと、やはりこのＴＰＰという

大きな荒波には打ち勝てないのではないかなと

いう気がしております。

ここは、こういう動きもしっかり見据えつつ、

農業団体とも、あるいは企業も幾つかあります

んで、そこらあたりとも、また一方では地元の

銀行とも協議をしながら、しっかりした体制で

本県の基幹産業である畜産を伸ばしていくこと

に傾注していきたいと考えます。

○徳重委員 よろしくお願いしておきます。

○右松委員 別件で話しますけれども、私も、

お昼のニュースを拝見させてもらって、生産か

ら販売まで一貫体制で、雇用が4,000人ですか。

先ほど部長がおっしゃいましたイスラム系のハ

ラールの問題とか、それから食肉加工処理も含

めて、南九州の拠点が鹿児島に持っていかれる

と、今後どうなっていくのかなと。特に、ＴＰ

Ｐを見据えた動きがかなり活発化していますも

んですから、ぜひ本県も負けないようにやって

いただきたいと思います。

質問は、53ページの全共３連覇に向けての取

り組みの中身であります。宮城のほうで、大会

のテーマが「高めよう生産力 伝えよう和牛力

明日へつなぐ和牛生産」ということで、繁殖、

肥育両面から生産効率を高めていこうという大

会になるわけですけれども、こちらの事業内容

の②のブラッシュアップ対策4,245万ということ

で、こちらは説明等にもありましたけれども、

全共用優良肥育素牛の導入経費の一部を補助す

るような中身なのかなと。具体的な補助率等を

教えてもらうとありがたいです。

○坊薗畜産振興課長 出品候補牛の確保という

ことでございますけれども、２つございまして、

１つは肉牛の部の素牛を導入する部分、それか

ら種牛の部分の素牛を導入する部分でありまし

て、肉牛につきましては肥育牛になりますので、

肥育農家に今回導入していただいて、その導入

する経費とか、いろんな手間が結構かかります。

全共候補牛を育てるということは、肥育農家に

とっては物すごく神経を使うと聞いてます。そ

れから、肥育期間、出荷月齢が、大体、通常の

肥育牛でいいますと30カ月前後ですけれども、

これを24カ月で出荷しなくてはいけないという

こともありまして、非常に御苦労をいただきま

す。

そういうこともありまして、肥育素牛を導入

する農家さんに対して１頭当たり20万円の定額

助成と、定額で協議会に出しまして、協議会の

ほうから農家のほうへ支援をするということに

なります。

それから、種牛の部、生きた雌牛を展示する

部分ですけれども、これは若い雌牛が、これか

ら来年の競りに出てきますので、それを確実に

地元で保留して、候補牛としてつくっていくと

いうことが必要でありますので、これに対して

は１頭当たり15万円で対応しようということ

で、155頭分を予定いたしております。

○右松委員 補助としては、手厚い内容にはなっ

ているのかなと感じているところであります。

ぜひ、進めていただきたいと思います。

それから、１年半後になりますけれども、本

県は遠方地になりますよね。そのときの移動の

リスクであるとか、あるいは水の対応とか、現

段階でどういう対策を考えておられるのか、そ
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こを教えてもらうとありがたいです。

○坊薗畜産振興課長 今度は、宮城県仙台市と

いうことであります。前回は長崎ということも

ありまして九州内でしたけれども。やっぱり遠

いもんですから、生きた牛を、ストレスをかけ

ずにいかに運ぶかということが非常に重要にな

りますので、基本的には陸送、高速でずっと運

んでいくことになります。そこをストレスをか

けないようにどうやって運んでいくか、どのル

ートがいいかとか、どこで休憩させたらいいか

とか、途中で水も飲ませなくてはいけないとか、

餌もやらなくてはいけないということもありま

すので、そのルート探しとかも、ことしのうち

にやっていきたいと思ってます。

それと、やっぱり水とか餌についても、日ご

ろ飲みなれた水、食べなれた餌というのが、牛

にとってもストレスがかかりませんので、そこ

の確保とか、運搬しなくてはいけないのかどう

かも含めて、ことしのうちに少し事前調査をし

て、本番に臨みたいなと考えております。

○右松委員 一般質問で、知事も熱い思いが十

分伝わった内容でございまして、ぜひ万全な準

備をしていただければと思います。

○太田委員 資料の49ページの畜産競争力強化

整備事業でありますが、これ既定事業と書いて

ありますけれども、予算書を見ると、去年が４

億5,000万程度のものが、今度39億ほど予算額が

打ち込まれているわけですが、ほとんど新規事

業にも等しいような感じがいたします。

この中で事業の内容の中に、①から④まで、

具体的に牛舎等整備が52件とか、それぞれ打ち

込んでありますけれども、これは、もう既に手

を挙げてもらって、どこどこをやりますという

のは確定しておる事業なんでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 この事業は国の畜産クラ

スター事業ということで、平成26年度の補正事

業から始まっております。

ですから、昨年の２月の県議会のほうに、最

初、上程させていただきまして、国のほうはそ

れからですから２年目ということになります。

ことしは、やっぱりＴＰＰの大筋合意を踏まえ

て、国のほうが予算額も非常に拡充されたとい

うこと、それから本県でも、そのＴＰＰを受け

まして、今後の畜産経営体をしっかり伸ばして

いく必要があるだろうということで、国の予算

を見ながら、昨年末に、もう要望をとってきた

ところであります。

現時点で要望が出てるのが、この39億5,400万

円ということで、これは今後、国としっかり協

議をしていくということになりますので、個別

の事項については、どの農家さんがどういうこ

とをやるというのは諮っております。

○太田委員 わかりました。26年からというこ

とですが、この補助金を使ったことは、26年か

ら幾らかあったんでしたか。初めてですか、こ

の年度が。

○坊薗畜産振興課長 26年度補正ですから、27

年の２月の県議会で約10億円の予算をお願いい

たしまして、９億円程度の実施を。もう全額繰

り越して、27年度で、今現在、実施していると

ころでございます。

それから、27年度当初では、先日、補正のと

こでお願いをいたしました４億幾らかの予算に

対して、最終的には１億7,000万程度の実施とい

うことで、一部繰り越しますけれども、ことし

の３月末をめどに実施をするということでござ

います。

○黒木委員 このクラスター事業の補助金で、

施設整備の取り組み主体というのは、かなり数

が出てきますけれど、具体的にどういうことに
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なるんでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 クラスター計画、地域で

計画をつくっているんですけれども、その協議

会がございます。その中で、実際にいろんなこ

とをやる中心的経営体というのが取り組み主体

になりますが、内容としましては法人、それか

ら法人化を３年後に予定している農家、または、

今回28年度から、特認で独立した畜産経営─

青色申告とか後継者がしっかりいますとか、今

後もしっかり畜産経営が担っていけるような経

営体であれば、個別の農家も対象にするという

ことですから─個別の農家、そして法人経営

体、あとはＪＡとかそういう組織体というのが、

今回の事業を実施する主体になります。

○黒木委員 ＴＰＰの１つの対策として、国も

非常にこれに力を入れるということであります

し、こういう機会に、畜産県宮崎のしっかりし

た体制を整えていく必要があるだろうと思うん

ですけれども。何かの説明のときに、補助残は

リース契約とか、そういう話も聞いたんですけ

れど、そういう面ではどうなっているんでしょ

うか。

○坊薗畜産振興課長 幾つか方式がございます。

先ほど言いました法人経営とか、それから、今

後、法人化を目指すような経営、あとは特認で

できるような経営体につきましては、その事業

主体そのものが実施するということに対して、

補助を直接出します。

一部、そういう要件に合わない農家さん、あ

と新規就農者等につきましては、農協が一回施

設をつくりまして、その施設を農家に貸し付け

るという制度も、この中でできますので、そう

いう方々は農協からリースを受けるということ

になります。

○黒木委員 そういう部分がリース契約という

ことですね、全部がどうというわけではなくて。

はい、わかりました。

○徳重委員 酪農競争力強化対策事業について

お尋ねします。第15回の全日本ホルスタイン協

会の共進会が都城で行われることに決定をいた

しております。５年後ということでございます

ので、今から育てても５年後ということで、対

象になる牛がたくさん出てくると思います。

そこで、ことしの北海道の大会に課長も行っ

てらっしゃいましたが、私も参加をさせていた

だきました。80％というか、六、七十％は北海

道産が、全て入賞したということであります。

であるならば、宮崎で行われるんであれば、少

なくとも１頭ぐらいは宮崎県で育てたものが入

賞できるようなことになってほしいなと期待す

るわけです。そこで、250万という予算ではいか

がなもんかなと、牛１頭も買えないんじゃない

かなという気がしてならないわけです。

入賞を目指すんであれば、和牛日本一も、も

ちろん大事です。そう頑張ってほしいと思うし、

酪農でも、少なくとも宮崎も、例えば都城に１

事業体で200頭もやっているところもあるわけで

す。そういうことを考えると、都城でも十分酪

農でやっていけるような体制づくりはできてい

るわけですから、ぜひ、ひとつ北海道から優秀

な牛を導入をするという気構えがないと、やっ

ている人だけに頑張れというんでは、なかなか

うまくいかないんじゃないかなという気持ちな

んです。全国大会を見据えて優秀牛の導入の考

え方はないかお尋ねしておきたいと思います。

○坊薗畜産振興課長 確かに前回の北海道の大

会、北海道の牛ばっかりが優等賞になっている

という状況がありまして、やっぱり宮崎の牛と

のレベルの違いというのは、まざまざと見せつ

けられたかなと思ってます。これは、実際に出
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品された９頭の方々もそうですし、一緒に行っ

た関係者の方々も、まさにそういう思いをされ

たと思ってます。

経済連ともいろいろ話をしているんですが、

この予算の中では、受精卵で子牛をつくろうと。

この受精卵も、カナダとかアメリカ、海外から、

すぐれた体型の牛の受精卵を導入して、それを

地元の農家で移植して子牛をつくってもらって、

それを育ててもらおうと。今回、牛の導入とい

うことではないんですけれども、その牛の導入

にかわるものとして海外からの受精卵を導入し

て、１頭でも優等賞を、主席をとれるかという

ところを目指していきたいと考えてます。

牛の導入につきましては、いろんな御意見も

あると思いますので、今後、また経済連等とも

相談はしていきたいと思っております。

○徳重委員 昔、私たちがやるころは、北海道

からの導入が多かったんです。もう、８割とい

うくらい北海道から導入をしとったという記憶

があるんですが、そういったことを考えると、

現実に北海道の牛は、ちゃんと親の血統もはっ

きりしているわけです。そういう流れの牛を、

生まれた子牛を連れてくることが、もう間違い

なく基本ができ上がってるわけですから。今おっ

しゃるように受精卵でつくっていくということ

も大事でしょう。そっちはそっちでやりながら、

やはり導入という形も早道で確実なものにつな

がっていくんじゃないかなと考えておりますの

で、ぜひ、ひとつ前向きに検討していただきた

いということをお願いをしておきます。

答弁はいいです。

○渡辺委員長 関連でございますでしょうか。

なければ、どのテーマでも結構です。

○押川委員 51ページ、子牛がやっぱり少ない

ということで、増頭に向けて繁殖センター、あ

るいは新規就農者に増頭をしてもらうというこ

とでの計画がなされておるようでありますが、

現状、県内の肉用繁殖センター、キャトルセン

ターはどういう状況なのでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 県内で繁殖センターは、

繁殖牛を買って、実際に子牛を市場に供給する

というのは、特に繁殖雌牛を買っているセンタ

ーというのは中央農協が１カ所でございます。

ほかのところは、妊娠牛、子牛を市場から買っ

てきまして、これに受精しまして、妊娠した雌

牛を、今度は農家に払い下げると、農家は、子

牛を買ってから自分で種つけをして妊娠させる

という手間を省けますので、非常にありがたが

られてますけれど、そういう妊娠牛の供給施設。

あとは、子牛を農家から預かって、競りに出

すまで、農家にかわって飼育するというキャト

ルセンター、こういうものを合わせまして14カ

所、県内にございます。

○押川委員 例えば施設の整備、あるいは新た

にこの繁殖センター、キャトルセンターをつく

るところに、この事業を導入するということに

なると思うんですが、例えば新規でやる、ある

いは増設しようかというところは、もう出てき

ているんでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 一昨年ですか、プランを

地域でつくっていただきまして、その中では、

今後、繁殖センターとかキャトルセンター、拠

点となる施設をつくりたいと、つくらんといか

んという地域は出てきております。

※現時点で、ことし、年度内につくるというと

ころ、新しく新設するというところは、まだ出

てきておりませんので、そこをしっかり、これ

から働きかけていきたいんですが、今、肥育牛

舎、農協が肥育をするための牛舎を持ってます

※次ページに訂正発言あり
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けれども、そこを繁殖センターとか妊娠牛供給

施設に改修していこうと、役割を少し変えてい

こうというようなことは、今年度28年度も出て

きておりますので、そういうとこら辺を、少し

考えていこうかなと思っています。

○押川委員 わかりました。新規は、なかなか

難しいかもしれませんけれども、やっぱり全体

的には少ないわけですから、ぜひ新たなところ

も、また呼びかけをしていただきたいと思いま

す。

それから、肥育農家の管理する部屋があいて

いる部分においても繁殖を導入するということ

でありますから、それはありがたいことだと思

います。例えば、新たに導入というのは、この

事業を利用するには何頭以上を目標として母牛

を入れるのか、何かそういう目標もあるんです

か。あるいはそういう規定というのは、この事

業の中にあるのかないのか。

○坊薗畜産振興課長 頭数規模は、これから少

し、実際の要望を見ながら検討していきたいと

思ってます。

それから、失礼いたしました、先ほどの答弁

の中で、28年度の新設はないというお答えをし

ましたけれども、日向農協が１カ所整備しよう

ということでございます。

○押川委員 はい、わかりました。例えば、日

向農協あたりの規模までは、もうわかっている

んですか。

○坊薗畜産振興課長 100頭程度のキャトルセン

ターを整備する、それから育成牛舎を整備する

ということで計画がされております。

○押川委員 新規就農者で、例えば、増頭は、

どんなような状況でしょうか。

○坊薗畜産振興課長 新規就農者もクラスター

事業の中でやっていくんですけれども、大体、

繁殖農家で30頭とか50頭規模の農家さんが多う

ございます。

○押川委員 わかりました。できるだけ、こう

いった事業を生かしてもらって、今の子牛の高

値というのは、もう子牛が少ないわけですから、

しっかりこの事業で頭数がふえるような形の中

で、目標もあるようでありますから、牛、豚あ

わせてしっかりやっていただきますように要望

しておきたいと思います。

○右松委員 繁殖雌牛の飼養頭数の減少等で子

牛価格が非常に高い中で、その購入費用ですか、

やはり肥育経営が厳しい中で、その子牛の購入

で、国が対策事業として肉用牛肥育経営維持安

定緊急対応業務出資金ということで、これは一

旦、日本政策金融公庫のほうに金額的には３

億3,100万円、28年度当初予算で設定されておる

んですけれども、それを償還期限10年、据え置

き３年ということで、貸し付け利率が0.25％ぐ

らいという形で出しているんですが、こういっ

たところの周知といいますか、この辺はどうい

う感じで進められておられるのかを教えてくだ

さい。

○坊薗畜産振興課長 資金を貸し付けて素牛を

買って償還をさせるという事業であると思いま

すけれども、肥育農家等については、市町村と

か、それから農協を通じて周知はしているとこ

ろであります。

家畜商とかも、この事業をたしか使っている

と思いますので、そちらは家畜商協のほうを通

じて周知がされていると思います。

○右松委員 資金が厳しい、あるいは既にもう

担保も出して、なかなか購入できないというと

ころもあるでしょうから、その辺の、また周知

を進めていきながら制度を活用していただけれ

ばと思ってます。
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○有岡委員 家畜防疫関係がまだ出てなかった

んでお尋ねしたいと思いますが、説明資料でい

きますと349ページ、そして、委員会資料では57

ページの全国のモデル防疫体制の中で、お尋ね

していきたいと思います。

まず最初に、349ページの一番下、死亡牛のＢ

ＳＥ検査推進事業というのがありますが、内容

をお尋ねしてみたいと思うんですが。

○久保田家畜防疫対策課長 死亡牛のＢＳＥ検

査につきましては、全国的に行われている検査

でございまして、今年度から48カ月以上の死亡

牛について全頭検査を行うということです。

これは、屠畜場やらで行われる食肉の安全性

を確保するのではなくて、万が一、ＢＳＥがお

れば、死亡牛が一番確率が高いだろうというこ

とで、今の対策、餌で肉骨粉を食べさせないと

か、そういう確実に成果を見るための検査、サ

ーベイランスという形になっております。

○有岡委員 ＢＳＥの検査のみのものなんで

しょうか。

○久保田家畜防疫対策課長 ＢＳＥの検査だけ

です。

○有岡委員 そういった取り組みをする中で、

こちらの資料の中にあります防疫活動の取り組

みということで質問させていただきますが、57

ページの中でいきますと、ソフト事業やハード

事業があります。これは市町村に対する補助な

のか、個人に対する補助なのかよくわからない

んですが、この防疫資材の備蓄、こういったも

のは実態として把握してらっしゃるのかどうか

お尋ねいたします。

○久保田家畜防疫対策課長 この事業につきま

しては、右側のポンチ絵にありますとおり、市

町村自衛防疫推進協議会、これは全市町村にあ

るんですけれど、ここの市町村の自防協議会が

使用する資材という形になります。個人の農場

における資材等については、別途事業で手当て

しているところでございます。

○有岡委員 といいますと、ハード事業に関し

ても資材の保管庫や施設の整備、これは市町村

のこの推進協議会に設置するということで、ど

れぐらいの数を予定していらっしゃるのかお尋

ねいたします。

○久保田家畜防疫対策課長 これまで、ファン

ド事業で整備してきたところなんですけれど、

その実績等を踏まえまして、今回、３カ所分の

資材倉庫等を考えているところです。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いします。

○徳重委員 気になっていることをお聞きして

おきたいと思います。私も、今回も質問をさせ

ていただきましたが、今回の牛の競りが、大体80

万ぐらいの単価で取引がされたという事実を考

えますと、このまま推移するとは思いませんけ

れど、肥育農家にとっては、80万の牛を買って

肉にして出すときに、恐らく、もうこれ以上、

枝肉の単価が上がると考えられませんが、120万

程度でしか売れないということになりますと、

餌代が大体50万かかると言われていますね。そ

うすると、もう、とんとんなんです。我々、素

人計算で、ぱっとしたときに、全くもうけがな

い、働き損というような結果になるような気が

してならないもんだから、これはどうなるんか

なと。肥育農家さんにとっては、このままいっ

たら、誰も養う人がいなくなるんじゃないかと。

私は、畜産県として、農業県として、日本一の

和牛をつくろうという宮崎にとって、肥育農家

を育成するということも非常に大きな課題だと

思っています。

単価が大体50万程度で推移するんだったら、

そこに１頭で二、三十万という純利益が出てく
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るけれども、このままだったら出てこないんじゃ

ないかと思いますが、今の単価でこのままいっ

て肥育農家の経営が継続できるものか、わから

ないので教えてください。

○坊薗畜産振興課長 委員がおっしゃるように、

素牛が非常に上がってきているということで、

肥育農家の経営が、先行きが非常に懸念される

ところではあります。

幸い、今、枝肉価格が非常に、これまでにな

く高いということがありまして、マルキン事業

での算定でいいますと、12月の段階で収益が、

現時点で25万円ほど出ている状況でございます。

それは、素牛価格が、まだ50万円台ということ

がありますので、これが、60万、70万の牛が、

これからまた出始めます。

そうしたときに、今の価格でいくと厳しくな

ることは、当然言えることであると思いますが、

価格の状況から言いますと、今の枝肉価格、27

年度の枝肉が平均的に価格がとれれば、来年、29

年の初めぐらいから、やっぱり経営的に厳しく

なってくるかなと、収益が出なくなってくるこ

とが予想されております。

ただ、これはあくまでも、その枝肉価格が、

今の価格が続けばということでありますんで、

今後の経済状況とかいろんなものが変わっては

きますが、いずれにしても、素牛が高くなって

くるので厳しくなってくる状況ではあろうかと

思います。

○徳重委員 そういう状況が想定されるわけで

すから、対応を早くから準備しておかないと、

もう下がってしまったと、もうどうにもならな

くなったでは、余りにもかわいそうだなという

気がします。そこら辺、ひとつ前向きに対応を

考えてほしいなとお願いをしておきたいと思い

ます。

○坊薗畜産振興課長 今回のＴＰＰの関係でセ

ーフティーネットということもございます。昨

日、閣議決定されましたマルキンが、ちょっと

拡充されるということもありますが、マルキン

そのものは現在も動いておりまして、現状の制

度が８割補塡ということであります。

27から29までが新しい３年間の対策になりま

すが、そこをしっかりとやっていきたいと思い

ますし、県の方でも、先ほど少し御説明いたし

ましたけれども、経営安定対策の中で、この３

年間分の農家が負担する積立金の一部助成をし

ていこうと考えておりますんで、少しでも肥育

経営の安定に役立てばと思っています。

○黒木委員 この前、高鍋保健所に行ったら、

あそこは口蹄疫から復興して家畜がふえて、ふ

ん尿のにおいの苦情が来るんだという話があっ

たんですけれど、畜産にはつきものですが、あ

の地区は、一度家畜がいなくなったもんですか

ら、新たな問題みたいに言ってくるようで、対

策を何かできないのかという話を聞いたんです

けれども。この当初予算の畜産経営環境保全事

業費に畜産バイオマスの有効活用ということで

ありますけれども、こういうことについての今

の取り組みといいますか、あったら教えていた

だきたいと思います。

○坊薗畜産振興課長 341ページの攻めの畜産バ

イオマス有効活用促進事業についてということ

でございます。

この事業につきましては、畜産農家から出て

きます排せつ物、その中でも、ふんについては

堆肥化をしているわけですけれども、この堆肥

がうまくつくれないと、次に利用できませんの

で、そのうまくつくるところを技術指導してい

く分と、できた堆肥について、県内では、なか

なか全部はけないものですので、県外の業者さ



- 168 -

平成28年３月10日(木)

んとか、一部県外の農協さんとかへ出していく

ような、広域流通をしていく事業でございます。

専門のコンサルタントを活用しまして、昨年で

言いますと約3,000トンが農外とか県外のほうへ

利用されておりますので、県内の負荷を少しで

も抑えられればと考えてございます。

それと、もう一つは家畜排せつ物法で、農家

は適正な管理をしなくてはいけませんので、そ

この指導については県知事が行うことになって

おりますので、その指導の部分もこの事業の中

で見させていただいております。

○黒木委員 343ページに畜産用おが粉緊急確保

対策事業がありますけれども、現況と、今後、

この対策についてどのように取り組むのか、お

伺いしたいと思います。

○坊薗畜産振興課長 おが粉につきましては、

昨年から、ずっと足りないと、それから値段が

上がったということが各地域から上がってきて

おります。

現状について言いますと、格段に改善された

というところは、まだ、なかなか言えない状況

でございまして、相変わらず地域によって、農

家から、やっぱり入らない、おくれるという話

とか、値段が上がってきたというお話は聞いて

いるところでございます。

そういうことがございまして、今回の事業で

は３地域ほど考えておるんですけれども、その

地域の中で、おが粉の需給をうまくやってほし

いということで協議会を立ち上げていただいて、

そこの中で需給を調整するための一時保管倉庫

とか、保管倉庫で必要な機械とか、その保管を

借り上げるための経費とか、そういうものを考

えております。

どうしても地元で調達できない場合は、遠隔

地、県外も含めてですけれども、そういうとこ

ろから持ってこなくてはいけないと思いますの

で、そこへかかります経費等も一部支援ができ

ればということで、今回、予算化をさせていた

だいております。

○黒木委員 宮崎県は、ことしで、間違いない

でしょうけれど、杉生産連続25年日本一という

県であり、やっぱり畜産が盛んな県であります

から、おが粉も確保できないようなことじゃい

かんなと思いますので、何とか解決できるよう

に、部局横断的に取り組む必要があります。

また、これが足りないということは環境面で

も悪いわけですし、家畜の健康面にも悪いわけ

で、林業県でありながら、こういう悩みを抱え

たらいかんなと思いますし、そういったものと

の結びつき。

それから、今、飼料用米をふやそうとしてお

りますけれども、それと畜産、豚との関係。き

のうでしたか、農業大学に養豚専攻ができると

いうことで、養豚が全国でも優秀で盛んなとこ

ろということで、家畜の処理場の経営から見る

と、牛もおり、豚もおり、それで安定的な経営

ができると思います。

先ほど鹿児島県の例が出ましたけれども、やっ

ぱり宮崎県は宮崎県らしい、いろんなものが意

欲的に結びついた理想とするような畜産、そう

いったものができるといいなと。後で畜産振興

プランの説明があると思うんですけれども、そ

ういったような、うまく資源が結びついたよう

な、口蹄疫のいろんな反省も踏まえながら取り

組むことになればいいなと思っています。おが

粉を、これからまだ対策しなければいけないと

いうのは─私は山に住んでおって、木材価格

が7,000円ぐらいのときに、実際、おが粉を値切

られたことはないと山の人は言うんです。だか

ら、絶対、提供しなければいけないというよう
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な思いがあるもんですから、何とか、うまく調

整がつけばいいなという思いで話をしたところ

でした。

○坊薗畜産振興課長 畜産にとって、本当にお

が粉はなくてはならないものでございます。先

ほどありました全共も、肥育農家がいい牛をつ

くるために、おが粉が、しっかり手に入るとい

うことも絶対条件でございます。そこら辺も含

めて、今後取り組んでまいりたいと思います。

先ほど児湯地域でふん尿のにおいとかいう話が

ございましたけれども、もし老朽化とか、どこ

か改善が必要であれば、51ページの畜産体制強

化事業の②の施設機能強化・向上対策の中で、

家畜排せつ物処理施設の一部改修とか、機能向

上とかも支援できればと考えておりますので、

そこを考えていきたいと思っています。

○押川委員 牛、豚は結構出ましたけれども、

せっかくでありますから、みやざき地頭鶏につ

いて、お聞きをしておきたいと思います。

現状、みやざき地頭鶏は人気がいいわけであ

りますけれども、今、どのくらいの方々がやっ

ていただいて、生産量はどのくらいのものが、

今、県内の中であるものか、お聞きをしておき

たいと思います。

○坊薗畜産振興課長 みやざき地頭鶏は、現在52

件の農家さんが飼養をされております。生産量

というところは、ちょっと今、数字がございま

せんけれども、ひなの供給羽数でいきますと71

万5,000羽を供給いたしているところでございま

す。

○押川委員 52件、県内を３等分したときには、

大体、これが平等に飼育されているような状況

なんでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 東臼杵、それから中央、

南那珂、北諸、西諸、大体、県内全域で飼養さ

れております。

○押川委員 今後も、生産者としては拡大の方

向にあるんでしょうか。自分も、また新たにやっ

てみたいと。環境問題とかいろんな問題が、ど

こでも話題になっておりますが、なかなか養う

ところがないとは聞いているんですけれども、

状況としてはどうでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 新しく地頭鶏をやりたい

という農家さんは、毎年、数件の相談が来てい

るようでございます。実際にできたかどうかは、

いろいろまた条件がございますが、やりたいと

いう方はいらっしゃいます。

それと、今の既存の農家で規模拡大をしたい

という農家さんも一部いらっしゃいますので、

今回、その供給体制を増強すること。それとも

う一つは、やっぱり売り先がないことには、地

頭鶏の場合は始められないというところもござ

いますので、その販売先の拡大というところも

取り組む必要があろうかと思っております。

○押川委員 今、課長が言われたように、出口

は、どのような方向でやっていらっしゃるのか。

例えばＰＲ、あるいはそういう販売拡大事業あ

たりが、何かあるのかなという気がするんです

が、何かあれば教えてください。

○坊薗畜産振興課長 持続可能な「みやざき地

頭鶏」支援事業の中で、販売対策というかＰＲ

事業、イベント等の支援も行っておりますので、

そこを活用しながら、県外が主体になってきま

すけれども、そういう新しい取引先の拡大につ

なげていければと考えています。

○押川委員 わかりました。これは、県外も含

んで、そういう活動をされるということで理解

をしたいと思います。

○渡辺委員長 ほかにはございませんか。

○右松委員 ＴＰＰも見据えた中で、一般質問



- 170 -

平成28年３月10日(木)

で私も問わせていただきましたけれども、やは

り畜産コストの削減、軽減というのは、もう避

けて通れないわけでありますけれども、その中

で２点、短縮肥育のところと、分娩間隔の短縮

について問わせていただきました。現状は417日

ということで、畜産新生プラン作成時に、10年

後に１年１産ということで取り組まれておられ

るわけであります。

そこで、国もやはり、当然力を入れている中

で、例えば、その補正の予算で─今回は当初

も入ってきていると思うんですが─肉用牛繁

殖性向上対策として、それから酪農と養豚も含

めて30億の予算を組んで、その中で繁殖雌牛の

歩数とか体温等から人工授精の時期を見逃さな

いといいますか、発情発見装置の導入も、予算

が設けられています。

こういった予算に関して、県としての獲得、

確保の状況と今後の取り組みも含めて伺いたい

と思います。

○坊薗畜産振興課長 委員がおっしゃられた事

業は、国の今度の補正事業で、このクラスター

事業と同じように基金化された事業でございま

す。30億円でございますけれども、直裁事業で

国のほうがやる事業になりますので、我々とし

ては、その事業をいかに活用するかというのは

非常に重要でございます。事業主体は、大体、

農協とか協議会、そういう全体として取り組む

ことが必要になりますので、その窓口となりま

す経済連とか、それから農協へしっかり話をし

て、持ってこれるもの、加工できるものについ

てはしっかり活用していきたいと思います。

○右松委員 モデル農家では、もう既に１年１

産ができているところもあるというのは聞いて

いますので、ぜひ、県内に広めていただきたい

と思います。

○渡辺委員長 ほかにいかがでしょうか。よろ

しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは次に、その他報告事項

に関する説明を求めます。

○坊薗畜産振興課長 その他報告事項、委員会

資料の79ページをお開きください。

宮崎県畜産振興プラン（仮称）でございます

けれども、策定についてでございます。

まず、１の策定までの経緯というところでご

ざいますが、平成22年の口蹄疫の発生以降、県

では、上段の二重線の四角で囲んでおりますよ

うに、口蹄疫からの再生・復興方針、これに基

づきまして、早急な県内経済の回復、県民生活

の回復、全国のモデルとなる畜産の再構築、産

業構造・産地構造の転換を目標に掲げまして、

畜産分野におきましては、そこに書いてござい

ますように防疫体制の強化等に取り組んできた

ところでございます。

その後、矢印の下、二重線の四角にあります

ように、宮崎県畜産新生プランを平成25年３月

に策定をいたしまして、その後３年間の計画期

間中に、全国のモデルとなる安全・安心で付加

価値や収益力の高い畜産の構築を目指した取り

組みを進めてきたところでございます。

当初、畜産新生プランは３年間ということで

ございまして、この終了後につきましては、そ

の下に書いてございますように、ちょうどその

時期が第七次宮崎県農業・農村振興長期計画の

後期計画の見直し時期に当たりましたので、そ

の中で、引き続き畜産振興策を取りまとめ対応

することとしておったところでございます。

しかしながら、今回、畜産新生プランの状況、

それからＴＰＰ等の大筋合意、そういう状況を

踏まえまして、今回、長期計画の畜産版アクショ
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ンプランとしまして、一番下にございますよう

に、宮崎県畜産振興プラン（仮称）でございま

すが、これを策定することといたしたところで

ございます。

口蹄疫からの再生・復興は、いまだ道半ばで

ありますし、一番下の太線で囲んだ部分にあり

ますように、畜産新生プランの成果を生かしな

がら、残された課題に継続して取り組むととも

に、先ほど申しましたＴＰＰへの対応とか、特

に今は大きな課題になっています繁殖基盤等の

強化に、対応を盛り込んで策定したいと考えて

いるところでございます。

右の80ページをごらんいただきたいと思いま

す。

２の骨子案でございます。

まず、（１）の位置づけでありますが、先ほど

御説明いたしましたとおり、第七次長期計画後

期計画の畜産版アクションプランと位置づけて

おります。

それから、（２）にありますとおり、計画期間

につきましても、長期計画と同様に５年間とい

たしたいと考えております。

それから、③のプランの目標でございますが、

現在のプランと同様に分娩間隔の短縮等、主要

な事項については、具体的に直近値と目標値を

明示したいと考えてございます。

（４）の取り組むべき課題といたしまして、

下線を引いておりますのが、これまで畜産新生

プランで実施しております５つの課題でござい

ますが、これは引き続き行うとともに、現在、

大きな課題となっております⑥の生産基盤の強

化など、新しい３つの課題を加えて、合わせて

８つの課題として整理をいたしたいと考えてお

ります。

（５）の推進体制につきましては、プランの

全般的な推進を行う畜産振興会議、これも仮称

でございますが、これのもとに、生産振興や販

売輸出戦略等の分野別の施策推進を行う複数の

部会を設けたいと考えております。

３の今後の主なスケジュールでございますが、

今後、畜産関係団体との意見交換や市町村等と

の意見照会を３月から５月ぐらいまでに行いま

して、常任委員会のほうへ６月の議会で素案を

説明させていただきたいと思っています。その

上で、７月に決定を目指したいと考えてござい

ます。

次に、81ページをごらんいただきたいと思い

ます。

81ページ、82ページに、現在の畜産新生プラ

ンの取り組み状況等について大まかにまとめて

おりますので、後ほどごらんいただきたいと思

いますが、81ページの下から２つ目の輸出につ

きましては、目標をちょっと上回る148トンとい

う状況である一方で、先ほど、右松委員からも

お話がありましたように、一番上にございます

１丁目１番地の目標でありました分娩間隔の短

縮が、なかなか思うように進んでいないという

課題等も残っておりますので、こういうものに

ついて、しっかりと、今後新しくつくるプラン

の中で対応していきたいと考えてございます。

82ページは、その取り組み等について掲げて

おりますので、またごらんをいただければと思

います。

畜産振興課からは以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。その

他報告事項に関する執行部の説明が終了しまし

た。

委員の皆様からの質疑はございませんでしょ

うか。

○押川委員 82ページ、先ほど、徳重委員から
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も出たんですが、やはり心配されるのはＴＰＰ

の発動後、それから枝肉価格の暴落による肥育

農家の対策を、しっかりやっていかないと。言

われたとおり、マルキンあたりで、しっかりこ

れが担保される部分であればいいけれども、な

いということになってくると、やっぱり県とし

ても、しっかりそこらあたりの考え方は持って

おっていただければありがたいなと考えており

ます。

何かあれば、課長。なければ、もう要望にし

ますけれども。

○坊薗畜産振興課長 肥育農家は、非常に状況

が厳しいというか、導入がなかなかできないと

いう状況もありますので。先ほど、御説明を

ちょっとだけしたんですけれども、今回、新た

に肥育素牛の導入経費も一部助成をしようかと

考えてございます。頭数的にはわずかなもので

ありますが、少しでも使っていただいて、肥育

農家が地元で牛を購入していただければと思い

ます。

それから、マルキンにつきましては、法制化

が閣議決定されて、これから審議がされると思

いますので。法制化がされるということになり

ますと、継続的に対策が国のほうでも打たれる

と思っております。そこについては、県のほう

も一緒になって、またしっかりやっていきたい

と思います。

○渡辺委員長 ほかにございませんか。よろし

いですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で畜産振興課、

家畜防疫対策課の審査を終了いたします。

総括質疑の準備のため、暫時休憩いたします。

午後１時56分休憩

午後１時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました。

これから総括質疑を行います。農政水産部全

般についての質疑はございませんでしょうか。

○太田委員 聞き漏らしたかもしれませんが、

資料の21ページの産地パワーアップ計画支援事

業、もう審議済みですから確認ということでさ

せてもらいます。これも25億程度の予算がセッ

トされておるわけですが、これは県内でそういっ

た施設整備をする場合に、この25億というの

が、28年度で使い切れるのかどうかとか、もし

くは翌年度へ繰り越すことも考えたことなのか、

もう、きちっと28年度でやってしまいますよと、

残ったりもするのかなとか、そういう面はどう

なんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 国は、この事業を505億用

意しておりますが、基金事業として積み立てて

おります。単年度事業ということになっており

ますが、国のほうもＴＰＰ対策が単年度で済む

わけはないとおっしゃってますので、この産地

パワーアップ計画も、２年、３年ということも

許されますので、継続してやっていくことにな

ると考えております。

○渡辺委員長 ほかにいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、その他で何かありませんでしょう

か。

○押川委員 例の種子島沖の漁場のトラブル、

２つ目を鹿児島は検討ということで紙面に載っ

てたんですが、部長、このことについて、何ら

かの形で情報なり、あるいは鹿児島県にどうい

う形で申し出されて、どういう回答なりが来て

いるのか、あるいは知事がどういう動きをした

のか、もしあれば、お聞かせください。
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○郡司農政水産部長 新聞紙上でも出ましたし、

少しお話はしてきていると思うんですけれども、

この件については、昨年の10月に浮き魚礁が沖

でつくられて、それで漁業被害が出たというこ

とで、即座に県としても、団体と一緒になって

鹿児島県には申し入れをしていると。それが、

本年度の事業でもう１基入れるということに

なって、まだそれは着水していないので、ちょっ

と待ってくれということでお話をしている段階

です。

私ども県としては、そこが鹿児島県の種子島

沖なんですけれども、私どもの漁民130戸ぐらい

がそこで漁業をしていると。そういうことをや

られると、実際、収入が減るということがある

ので、しっかり検討をした上でやってくれとい

うことを言っております。

もともと、そういう海域では、そういうこと

をやるときには、しっかりお話をするのがルー

ルなんですけれども、そういう形でやられてい

るということについては、断固抗議をしている

ところです。場合によっては取りやめも含めて

措置をしてくれということで申し入れしたとこ

ろです。

そういう中で、国のほうが調整に乗り出して

いるというのが現状でございまして、るる話し

合いをしています。

知事のほうは、大臣のほうに、鹿児島出身と

いうこともございますが、調整をよろしくお願

いしたいということで申し入れをされておりま

す。

私自身も、鹿児島の部長さんと数回にわたっ

てお話をしながら、この問題の解決に向けてお

互い知恵を出していこうと、力を合わせていこ

うという話をしています。

しばらく、ちょっと硬直状況な時期があった

んですけれども、その中で、私どもの県の漁連

の会長さんが、国の調整というのもあるんだけ

れども、漁民同士でも話をさせてくれと。そう

いう中で訴訟という形もあるんですが、彼らの

言い分では、いろんな意味で鹿児島にもお世話

になっていると、そこで漁をするわけですから。

そういう中で、できたら円満な解決を目指した

いというようなことがありますので、両者が、

近々、会ってお話をするということになると思

います。直接話をするという席に、県も、当然

同席をさせていただきながら、国もこれまでの

調整をしてきたこともありますので、一緒になっ

て、いい方向での解決を目指したいと思います。

ただ、向こうは向こうで、自分たちの近場の

海なので何とか使いたいというのはわからんこ

とはないんですけれども。やはり考えてみます

に、今後、こういうことが起こっちゃいかんと

いうことなので、お互いでこの海域をどう使っ

ていくかをしっかりと話し合う、そういう場を

継続的に持つことと、実際に被害を受ける我が

県の漁民に対して、この局面においては、ここ

まで進んでおれば、なかなか難しいかもしれま

せん。ただ、トータルの収入を見たときに不利

益にならないような措置を、何らか引き出した

いと、そんなふうに考えております。

今の状況では、ここまでしか申し上げられま

せんけれども、私がすごいなと思ったのは、私

どもの県の漁業者が話し合いで解決したいと

言っておられることはリスペクトしながら対応

していくべきであろうと考えております。

○押川委員 ありがとうございました。やはり、

水域というものは、恐らく鹿児島県とか宮崎県

で、線で引き分けではないわけですから、こう

いうことが頻繁に起こってくると、国内のいろ

んな問題の中で、この水産関係がトラブルを起
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こしてくるといけませんので、今、部長のほう

からありましたとおり、穏便に、しっかりお互

いが理解ができるよう、宮崎県側が、やはり被

害をこうむらないような形の中で、しっかり、

今後も対応していただきますようにお願いをし

ておきたいと思います。

○渡辺委員長 その他、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 では、一言御挨拶をさせていた

だきますが、本当に、この１年間、大変お世話

になりました。ＴＰＰの大筋合意など、大きな

環境の変化がある中で、委員会運営にも、また

答弁においても非常に丁寧なお答えをいただき、

委員を代表して感謝を申し上げたいと思います。

その中で、繰り返し、ことしの１年間の審議

の中でも、基幹産業である農林水産業であった

り畜産という形でのお話がありました。ただ、

これから本当に大きな環境変化があっていく中

では、基幹産業だから守るという観点だけでは

なくて─人の命につながる、人の命を支える

産業なんだということで、皆さんが生産者の皆

さんの立場に立って、熱心に施策をつくられて

運営をされようとしているのはよくわかったと

ころですが、加えて、多くの消費者の皆さんた

ちにまで幅広く理解をされて、意識ギャップが

生まれない、当然、そこに十分な予算をとって

対処することが大事なんだという、ある種の県

民合意であったり国民合意というのが必要な段

階に進みつつあるのかなという印象を持ちまし

た。また、新年度も、委員はかわるかもしれま

せんけれども、皆さんの御奮闘を心から期待し

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

１年間、大変お世話になりました。ありがと

うございました。

○郡司農政水産部長 ありがとうございました。

私のほうからも、１年間、いろいろ本当にお世

話になりました。

厳しい意見もたくさんいただきましたけれど

も、全体としては、本県の農業、水産業をどう

にか少しでもよくなるようなことで御意見をい

ただいたものだと思っております。温かいお言

葉に、心から感謝をしたいと思います。

振り返ってみますと、ことしは、私どもの部

では担い手サミットをやったり、世界農業遺産

をとりにいったり、あるいは食の安全分析セン

ターが立ち上がったり、いろんな新しいことに

チャレンジできた年ではないかなと思っており

ます。来年に向けて、これらの芽をしっかり育

てていくこと、これは非常に大事だと思ってお

りますし、予算もつけていただいた全共３連覇

に向けても、しっかり取り組む必要があると思っ

ております。

ただ、全体として、やはり来年度は、このＴ

ＰＰに対して、どんなふうに戦っていくのか、

きょう、冒頭に鹿児島の事例についてお話があ

りましたけれども、まさに、しっかりと取り組

む必要のある年になるんだろうと、そんなふう

に考えております。

幾つも意見をいただきましたけれども、やっ

ぱり現場では非常に不安の声が多いです。私も

ずっと回ってみて、それは、もうつぶさに感じ

ております。しかし、時々思い出すんですけれ

ども、私が回った農家の中で、あるいは若い酪

農家の方が、不安はあるんだけれども、いつま

でも下を向いているわけにはいかんと、前を向

いて歩きたいので、県もサポートをよろしくお

願いしたいというような声を聞きました。そう

いう声に、やはり、我々はしっかりと応えてい

く必要があるんだろうと思っています。このＴ
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ＰＰに限らず、構造も大きく厳しい状況にあり

ます。日本農業の大きな転換期にあるんだろう

と思っています。

私は思うんですけれど、20年後、例えば30年

後に、きっと誰かがこの時期のことを振り返る

んだろうと思います。そのときに、我々がどう

動いたのか、これは、ある意味、歴史が見てい

るということなのかもしれません。そのときに

恥じることのないように、しっかりとした対応

をしたいと思っています。

先ほど、鹿児島の大規模経営の話がありまし

た。１万8,000頭を飼っている大きな企業の紹介

がありましたけれども、鹿児島はそういう大き

な経営体がありますが、うちは、どちらかとい

うと中間層に分厚い農家群がいるんです。鹿児

島と戦っていくというか、競争に負けないため

には、こういう中小規模の農家がしっかりスク

ラムを組むこと、あるいはＪＡが、ここらあた

りをしっかりサポートしていくことが大事だと

思っています。今こそ、ＴＰＰという名のもと

に、みんながスクラムを組む、その時期ではな

いのかなと思っています。

来年度も、我々、農政水産部としては、生産

者あるいは関係団体と一丸となって取り組んで

いきたいと思っておりますので、今後とも、御

支援方よろしくお願いしたいと思います。１年

間ありがとうございました。（拍手）

○渡辺委員長 どうもありがとうございました。

それでは、以上をもって農政水産部を終了い

たします。執行部の皆様、お疲れさまでした。

ありがとうございました。

暫時休憩します。

午後２時12分休憩

午後２時13分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっております。あす、11日

に採決を行うこととし、再開時間を午後１時と

したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、何もないようですの

で、以上をもちまして本日の委員会を終了いた

します。

午後２時13分散会
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午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

委員会に入ります前に、皆様に御協力をお願

いいたします。

本日で東日本大震災発生から５年を迎えまし

た。当委員会といたしまして、震災で亡くなら

れた多くの方々の御冥福を祈り、ただいまから

黙祷をささげたいと存じます。御起立をお願い

いたします。黙祷。

〔起立、黙祷〕

○渡辺委員長 御協力ありがとうございました。

お座りください。

それでは、まず議案の採決を行います。採決

の前に、各議案につきまして、賛否も含め、皆

様から御意見がございましたらお願いをいたし

ます。必要に応じて休憩を入れたいと思います

が、いかがでしょうか。

世界農業遺産、昨年末に認定があってという

状況になっています。今回、議案としても出て

おりましたので、委員会としても、委員長報告

の中に、しっかり、ということを盛り込んでい

ければと思いますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、ほかにないようです

ので議案の採決を行います。

議案については、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第５号から第７号、第11号、第21

号、第24号、第27号、第31号、第39号、第40号、

第44号及び第45号について、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号外12件については、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては、継続調査といたしたいと思

いますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望はあり

平成28年３月11日(金)
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ませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時７分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、今い

ただきました御意見等を参考にさせていただき

ながら、正副委員長に御一任いただくというこ

とで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんでしょうか。

暫時休憩します。

午後１時７分休憩

午後１時12分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

改めて、その他、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時12分閉会


